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原子炉主任技術者の職務の見直しについて 

原子力発電所の安全性を維持・向上させるためには，原子炉主任技術者（以下，炉主任）

に求められる責務は更に重要なものとなる。そこで，今回の新規制基準の施行を踏まえて，

炉主任の職位の範囲等について以下にその見直しに関する考え方，見直し結果についてま

とめる。 

Ⅰ．炉主任が兼務する職位の範囲の見直しについて 

１. 検討の背景と目的

現状の島根原子力発電所原子炉施設保安規定では，炉主任の選任に関して，同一型式（沸

騰水型）については兼務させることができるとして，現状 1 名炉主任を専任で配置してい

る。 

 これは，従来の規制において，同一の工場または事業所における同一型式の原子炉につ

いては，複数号機の炉主任を兼務することが可能であったため，上記の運用を行っていた

ものであるが，今回の新規制基準の施行を受け，炉主任の号炉毎の選任，島根原子力発電所

においては 2名の炉主任資格保有者を 2，3号機の各々に，上記の職位として割り当てるこ

とが必要となる。 

 他方，炉主任資格保有者は限られているため，炉主任資格取得者の配置の硬直化が懸念

されることから，これを解消することが望ましい。また，この対応は原子力発電所の安全性

向上にも資するものと考えている。 

 そのため，炉主任が兼務する職位について，規制上の要求等を踏まえた整理等を行い，そ

の範囲を見直し，保安規定の記載内容を変更することとする。 

２．炉主任が兼務する職位に関する検討方法について 

 炉主任が兼務する職位に関して，以下のような段階的アプローチにより，かかる検討を

実施する（添付資料 1 参照）。 

①：炉主任の選任に係る規制上の要求事項・要件等の整理・抽出

● 原子炉等規制法，炉規則，保安規定審査基準，島根原子力発電所 原子炉施設設置

（変更）許可申請書および「保安規定変更に係る基本方針」における記載内容の確

認を行い，炉主任の選任に関する要求事項・要件等を抽出し，整理を行う。

②：炉主任が兼務可能な職位の選定

● ①で整理された要件に照らし，炉主任が兼務可能な職位を選定する。

③：炉主任が兼務することが妥当な職位に関する職務遂行の観点からの選定

● 炉主任の職務内容から，②で選定した職位としての職務遂行上の，運用面での問題

点・課題等を抽出し，兼務が妥当な職位（職務）の選定を行う。

④：炉主任職務のより適切な遂行のための措置に関する検討

● ③で選定された職位が，炉主任職務をより適切に遂行するという観点で，必要な措

置等について検討を行う。

これらの評価や検討から，炉主任を兼務することが妥当な職位の選定と，その職務を適
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切に遂行するために実施すべき措置を抽出する。 

以上のステップ①～④の各々の評価・検討の内容・結果等を，次にまとめる。 

３．炉主任が兼務する職位の見直しに関する具体的検討について 

(1)炉主任の選任に係る規制上の要求事項・要件等の整理・抽出

炉主任が兼務する職位の見直しの検討にあたり，まずは炉主任の選任に際しての規

制上の要求事項等の整理を行い，その整理結果から炉主任を兼務することの妥当性の

判断要素を抽出と分類等を行う。この検討結果については，添付資料 2 に示す。 

(a)本検討の結論

炉主任が兼務可能な職位の選定に関する判断要素の整理結果については，以下のと

おりである。 

（選任の条件） 

【独立性の確保】 

・所長に対して的確な指示ができる環境が整っていること

・上位機関に重要な情報が確実に報告されること

【必要な権限と組織上の位置付けがなされていること】 

・所長に対して的確な指示ができること

・必要な情報が入ること

・運転に従事する者に指示し，従事するものはその指示に従うこと

（兼務の条件） 

【炉主任と兼務する職位の判断が炉主任の判断と相反しないこと】 

・保安規定に定められる炉主任の職務と兼務する職位の職務での判断の

相反性が想定されないこと

(b)検討

炉主任の選任に関する法令等の要求事項の抽出にあたっては，「核原料物質、核燃料

物質及び原子炉の規制に関する法律」（以下，炉規法），「実用発電用原子炉の設置、運

転等に関する規則」（以下，炉規則），「実用発電用原子炉及びその附属施設における発

電用原子炉施設保安規定の審査基準」（以下，保安規定審査基準），「島根原子力発電所 

原子炉施設設置（変更）許可申請書」（以下，島根原子力発電所設置許可申請書），およ

び「保安規定変更に係る基本方針」を対象として，その要求事項や要件等の抽出等を行

う。 

a.炉規法での要求事項等 

 炉規法においては，添付資料 2 の表 2（1/3）に示すとおり，第 43 条の 3 の 26 

第 1 項および第 2 項に炉主任に関する記載がある。 

 第 43 条の 3 の 26 第 1 項の要求事項は，原子炉主任技術者免状を有し，原子力

規制委員会規則（炉規則）で定める実務の経験を有するもののうちから炉主任を選
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任することを求めているものであり，炉主任として選定される場合の資格に関する

要件であることから，職位の選定に関する判断要素は含まれない。 

 第 43 条の 3 の 26 第 2 項に記載されている要求事項の一つは，炉主任が誠実に

その職務に当たることを義務付けているものであり，炉主任として選任された後の，

炉主任としての職務遂行上の要求事項であることから，職位の選定に関する判断要

素は含まれない。 

 また，第 43 条の 3 の 26 第 2 項の二つ目の要求事項は，原子炉の運転に従事す

るものは炉主任がその保安のためにする指示に従わなければならないことを要求

しているものであり，この要求事項自体は，炉主任の選定に関する判断要素を含む

ものではない。ただし，本要求事項を満足するためには，炉主任の保安のための指

示に，運転に従事するものを従わせるようにすることを確実にするため，炉主任と

しての必要な権限や組織上の位置付けを明確にしておく必要があり，これは職位の

選定に関する判断要素が含まれると考える。 

 なお，第 43 条の 3 の 26 第 2 項のうち，原子力規制委員会が炉主任の解任を命

ずることができることに関しては，炉主任の選任に関する要件ではないことから，

職位の選定に関する判断要素も含まれない。 

  b.炉規則での要求事項等 

炉規則においては，添付資料 2の表 2（2/3）に示すとおり，第 92条第 1項第 4号

および第 95条に，炉主任に関する記載がある。 

このうち，第 92 条第 1 項第 4 号においては，「炉主任の権限および組織上の位置

づけについて保安規定に定めること」が求められている。本要求事項は，保安規定の

記載内容に関するものであり，要求事項自体は炉主任の選任に関係する要件とはな

らないが，炉主任の権限と組織上の位置づけに関しては，炉主任の選任に関係する要

件として抽出できる。 

 具体的には，炉主任の権限と組織上の位置付けに関しては，以下のような事項が

必要な要素であると考えている。 

必要な権限： 

 ①所長に対して的確な指示ができること 

組織上の位置付け： 

①必要な情報が入ること（炉主任職務を迅速かつ的確に実施するため） 

②運転に従事するものに指示し，従事する者はその指示に従うこと

 なお，炉規則第 95条においては，「原子炉毎の炉主任の選任」と「実務経験を有す

るものを選任すること」が求められているが，これらは，炉主任の選任者数に関す

る要求事項であることと，選任における条件として実務経験を有する者を求める要

求事項であり，「資格」に関する要件であることから，炉主任の選任可能な職位の検

討にかかる判断要素は含まれない。 
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  c.保安規定審査基準での要求事項等 

 保安規定審査基準においては，添付資料 2の表 2（3/3）に示すとおり，大別して，

3 つの事項について，審査基準として設けられている。 

 1 つ目の基準については，炉主任の選任について，「保安規定に定められているこ

と」が挙げられているものであり，この基準には炉主任の選任可能な職位の検討に

かかる判断要素は含まれない。 

 2 つ目の基準については，「炉主任の職務範囲及びその内容」が適切に定められて

いること，および「必要な権限と組織上の位置づけがなされていること」が挙げら

れているものであり，この基準からは，3.(2)で抽出した判断要素と同じ要素が抽出

される。 

 3 つ目の基準については，「炉主任の独立性」を確保することが挙げられており，

この要素については，炉主任の選任に関する条件であり，炉主任の選任可能な職位

の検討にかかる判断要素である。 

 2 つ目の基準から抽出される判断要素に関する「必要な権限と組織上の位置付け」

については，b.と同様であるため，記載を省略する。また，3 つ目の判断要素であ

る「炉主任の独立性」については，具体的には，以下のような事項が必要な要素で

あると考えている。 

独立性： 

①所長に対して的確な指示ができる環境が整っていること

②上位機関に重要な情報が確実に報告されること

d.島根原子力発電所 設置許可申請書での記載事項等

 島根原子力発電所 設置許可申請書においては，添付資料 2の表 2（3/3）に示すと

おり，以下の 3つの事項について記載している。 

(a) 発電用原子炉主任技術者は，原子炉主任技術者免状を有する者のうち，発電

用原子炉施設の工事または施設管理に関する業務，運転に関する業務，設計に

係る安全性の解析および評価に関する業務，燃料体の設計、または管理に関す

る業務の実務経験を 3年以上有する者の中から職務遂行能力を考慮した上で発

電用原子炉毎に選任する。

(b) 発電用原子炉主任技術者は，発電用原子炉施設の運転に関し保安の監督を誠

実かつ最優先に行い，保安のための職務が適切に遂行できるよう独立性を確保

するために，発電所長の人事権が及ばない電源事業本部長が選任し配置する。 

(c) 発電用原子炉主任技術者を他の職位（職務）と兼務させる場合，平常時および

非常時において，その職位（職務）に基づく判断と発電用原子炉主任技術者と

しての保安の監督を誠実に行うための判断が相反する立場になることが予想

される職位（職務）への配置は除く。
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    このうち，(a)に関しては，選任する際において選任の対象者が有する「資格」に

関する要件，「選任数」に関する要件であり，炉主任の選任可能な職位に関する判断

要素は含まれない。 

(b)に関しては，c.にも記載したように，炉主任の独立性の確保に関する事項であ

り，炉主任の選任に関する判断要素が含まれる。 

    (c)に関しては，兼務をする場合の要件であり，兼務する職位としての判断と炉主

任としての判断が相反しない職位を選定することを要件としているものであり，炉

主任の選任可能な職位に関する判断要素となる。 

 

  e.「保安規定変更に係る基本方針」での記載事項等 

保安規定変更に係る基本方針においては，以下のとおりの記載があり，「発電用原

子炉ごとに選任」，「実務経験が必要」，「課長級以上から選定する」こととしている。 

また，発電所保安組織からの独立性確保が要求されていることから，炉主任は電源

事業本部所属とする。 
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5.1 原子炉主任技術者の選任について 

省令改正に伴い、実用炉規則第 95条が改正され、原子炉主任技術者の選任等につい

て、「同一の工場又は事業所における同一型式の原子炉については、兼任することを妨げ

ない。」として規定していた内容が削除されるとともに、新たに実務の経験として通算し

て 3 年以上であることが求められている。 

 

＜実用炉規則改正内容の抜粋＞ 

 実用炉規則第 95 条 発電用原子炉主任技術者の選任等 

（中略） 

5.1.3 保安規定に定める役職要件 

原子炉主任技術者に選任する役職要件は、従前より保安規定において原子炉主任技術者

の職務を果たすために、正の原子炉主任技術者については独立性の観点から保安規定に定

める特定の役職者、代行者の職位についても課長級以上としており、考え方に変更は無

い。 

なお、一部の事業者は、平成 19・05・01原第 4号「保安規定の変更命令について」を

受け、組織面、人事面等においても、発電所の保安組織からの独立性が確保されるよう、

役職要件を定めている。 

 

(2) 炉主任が兼務可能な職位の選定 

本検討ステップでは，(1)の検討結果抽出された各判断要素に関して，これを満足す

るために，職位によらず必要な対応なども整理した上で，各々の要件・判断要素に照ら

して，炉主任が兼務可能な職位について，島根原子力発電所の全職位を対象に，各条件

を満足するかを評価する。 

(a)本検討での結論 

炉主任として選任する条件としての「独立性」や「必要な権限と組織上の位置づけ」

変更前 変更後 

第十九条 法第四十条第一項の規定による原子炉主任

技術者の選任は、原子炉ごとに行うものとする。ただ

し、同一の工場又は事業所における同一型式の原子炉

については、兼任することを妨げない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 法第四十条第二項の規定による届出書の提出部数

は、正本一通とする。 

第九十五条 法第四十三条の三の二十六第一項の規定に

よる発電用原子炉主任技術者の選任は、発電用原子炉ご

とに行うものとする。 

 

２ 法第四十三条の三の二十六第一項の原子力規制委員

会規則で定める実務の経験は、第一号から第四号ま

でに掲げる期間が通算して三年以上であることとす

る。 

一 発電用原子炉施設の施設管理に関する業務に従事し

た期間 

二 発電用原子炉の運転に関する業務に従事した期間 

三 発電用原子炉施設の設計に係る安全性の解析及び評

価に関する業務に従事した期間 

四 発電用原子炉に使用する燃料体の設計又は管理に関

する業務に従事した期間 

 

３ 法第四十三条の三の二十六第二項で準用する法第四

十条第二項の規定による届出書の提出部数は、正本一通

とする。 
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について，兼務を行う条件である「炉主任との判断の相反性がないこと」を満足す

る職位として，原子力安全監理部門部長，マネージャー（監視評価），原子力人材育

成センター所長，品質保証部長，課長（品質保証）を選定することができる。これ

らの職位は，原子炉施設の運転に関する職務に携わらないこと，および特定の設備

に対する責任と権限を有していないことに加えて，炉主任の確認や報告を伴う活動

においても保安規定に規定された基準による判断を行うことや，予め定められた社

内規程等に基づいた活動を行うことから，職務遂行上，炉主任との判断の相反性の

発生が想定されず，選任可能な職位として選定されるものである。 

 

  (b)検討 

a.判断要素の再整理について 

(1)で抽出した判断要素については，下表のとおり再整理することができる。 

選任の 

条件 

各要件・判断要素 対応等 職位に関する関係 

独立性 所長に対して的確な

指示ができる環境が

整っていること 

保安のための職務が適切に

遂行できるよう独立性を確

保するために発電所長の人

事権が及ばない電源事業本

部長が選任し配置する 

選任する職位に依存せず

に，実施する事項。ただ

し，独立性の確保により，

職務遂行が困難になるよう

な職位は選定しない 

上位機関に重要な情

報が確実に報告され

ること 

社長への報告義務を，保安

規定に記載している 

選任する職位に依存しな 

い義務 

必要な権

限と組織

上の位置 

付け 

所長に対して的確な 

指示ができること 

所長に対して的確な指示を

行う旨を，保安規定に規定

している 

選任する職位に依存しな 

い義務 

必要な情報が入るこ 

と 

選任対象は，必要な情報が

入手できる特別管理職，上

級管理職 

選任する職位は，特別管理

職，上級管理職とする 

運転に従事する者に

指示し，従事する者

はその指示に従うこ

と 

上記と同様，特別管理職，

上級管理職から選任する。 

保安規定に指示すること

と，指示に従うことを規定

している 

選任する職位は，特別管理

職，上級管理職とする。 

選任する職位に依存しない

義務 

兼務の 

条件 

保安規定に定められ

る炉主任の職務と兼

務する職位の職務で

の判断の相反性が想

定されないこと 

炉主任の職務は保安規定に

定められていることから，

各条文を確認し，判断の相

反性の有無について確認す

る 

選任する職位（職務）に依

存する事項であり，判断の

相反性を否定できない職位

は選定しない，または判断

の相反性を発生させない措

置をとる 

 

これらの整理結果から，炉主任が兼務する職位の選定の基本的方針としては，共通

事項として，情報入手の容易さ，権限や組織上の位置づけの観点から，特別管理職，

上級管理職から選任することとし，それ以外の方針は，以下の 2 点となる。 

方針 1： 保安規定で定められている職位または職務として，所長からの独立性の

観点から選任が適切でない職位は選任しない。 

方針 2： 保安規定に定められる炉主任としての職務と，兼務する職位としての判

断の相反性が否定できない職位は選任しない。もしくは必要な措置を講

じることで判断の相反性を発生させない。 
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b.具体的検討

a.で整理した結果，職位として本件の検討に関して，(1)で抽出された要件・

判断要素をもとに，島根原子力発電所 原子炉施設保安規定に規定される島根原

子力発電所の全職位を対象に，選任の可否の評価を実施した。この検討プロセス

の概要については，以下に示すとおりであり，特に炉主任としての判断との相反

性に関して確認した結果を添付資料 3-1 および 3-2 に示す。 

【基本的考え方と具体的な検討】 

①所長からの独立性の観点から選任が不可または困難な職位は選定しない。

 具体的には，所長および，所長を補佐することを職務としている職位（副所

長）は選定しない。 

② 保安規定に定められる炉主任としての職務と兼務する職位としての判断の

相反性が否定できない職位は選定しない。

具体的には，原子炉施設の運転に携わることを職務とする職位（発電部長，課

長（第一発電），当直長等），および職務上，特定の設備に関する責任と権限を

有する職位（保修部長，課長（電気），課長（原子炉），課長（土木）等）につ

いては選定しない。 

 この職位としての判断の相反性の発生の有無に関して，保安規定で定められ

る各種保安活動について，保安規定の全条文を確認し，その実施者が実施する

活動における，炉主任の関与（判断等の実施）の有無に関する確認を行った（添

付資料 3-1 参照）。 

次に，炉主任の関与が発生する活動を対象に，炉主任としての判断と兼務する

職位としての判断の相反性の有無に関する評価を実施した（添付資料 3-2 参

照）。 

この結果，原子炉施設の保安の業務に関し，部長等と発電用原子炉主任技術者

の判断の関係は，以下の３ケースに分類され，③に該当する部長，課長を兼務

可能な職位から除外することで担保可能であった。 

① 客観的事実の報告のため，当該職位の判断基準が明確で，発電用原子炉主任

技術者の判断と相反しない場合

② 業務が社内規程等で規定され，これに基づき判断するため，発電用原子炉主

任技術者の判断と相反しない場合

③ 状況に応じての総合判断となるため，発電用原子炉主任技術者の判断と相反

する可能性が明確に否定できない場合（※）

（※）③に該当する職位は，保安規定条文内容を確認した結果，「運転上の制限

（LCO）が課せられている設備を所管する課」および「原子炉施設の運転を

所管する課」を所管する部長，課長である。 
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ただし，兼務可能と判断した職位について，所管の変更や規制要求の変更などがあっ

た場合は，上記③に関する該当の有無に応じて，適宜，見直しを行う必要がある。 

なお，いずれの職位が選定された場合も，炉主任として選任するにあたっては，独立

性の確保の観点から，電源事業本部所属として本社担当部長または本社担当課長の職

位を付与する措置を行うことを条件とする。 

【選任できない／しない職位】 

職位 選任の可否に関する説明 

所長 所長からの独立性を確保するため，選任できない。 

副所長 所長を補佐する職務であり，独立性確保の観点から選任しない。 

技術部長 異常時，緊急時の体制整備に関する業務を担当することから，炉主

任との判断の相反性を否定できないため，選任できない。 

発電部長 原子炉施設の運転に関する業務を担当することから，炉主任との判

断の相反性を否定できないため，選任できない。 

保修部長 設備の保守・修理に関する業務を担当し，設備を所管することか

ら，炉主任との判断の相反性を否定できないため，選任できない。 

廃止措置・環境管

理部長 

同上 

課長（技術） 異常時，緊急時の体制整備に関する業務を担当することから，炉主

任との判断の相反性を否定できないため，選任できない。 

課長（燃料技術） 原子炉の燃料の管理に関する業務を担当することから，炉主任との

判断の相反性を否定できないため，選任できない。 

課長（核物質防

護） 

核物質防護規定に関する業務を担当することから，炉主任との判断

の相反性を否定できないため，選任できない。 

課長（放射線管

理） 

設備の保守・修理に関する業務を担当し，設備を所管することか

ら，炉主任との判断の相反性を否定できないため，選任できない。 

課長（建設管理） 試運転に関する業務の計画・管理に係る業務を担当することから，

炉主任との判断の相反性を否定できないため，選任できない。 

課長（第一発電） 原子炉施設の運転に関する業務を担当することから，炉主任との判

断の 相反性を否定できないため，選任できない。 

課長（第二発電） 同上 

当直長 同上 

課長（保修管理） 設備の保守・修理に関する業務を担当し，設備を所管することか

ら，炉主任との判断の相反性を否定できないため，選任できない。 

課長（保修技術） 同上 

課長（電気） 同上 

課長（計装） 同上 

課長（3 号電気） 同上 
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課長（原子炉） 同上 

課長（タービン） 同上 

課長（3 号機械） 同上 

課長（土木） 同上 

課長（建築） 同上 

課長（SA 工事プロ

ジェクト） 

同上 

【選任可能な職位】 

職位 選任の可否に関する説明 

品質保証部長 課長（品質保証）の所管する業務を統括しており，保安に関する設

備も所管しておらず，炉主任との判断の相反性は想定されない。 

課長（品質保証） 発電所における品質保証活動の総括および使用前事業者検査等の総

括に関する業務を行っており，保安に関する設備も所管しておら

ず，炉主任との判断の相反性は想定されない。 

原子力安全監理 

部門部長 

安全文化の状態の監視・評価業務を統括しており，保安に関する設

備も所管しておらず，炉主任との判断の相反性は想定されない。 

マネージャー

（監視評価） 

保安に関する組織における安全文化の状態の監視・評価に関する業

務を行っており，保安に関する設備も所管しておらず，炉主任との

判断の相反性は想定されない。 

原子力人材育成 

センター所長

教育訓練の総括に関する業務を行っており，保安に関する設備も所

管しておらず，炉主任との判断の相反性は想定されない。 
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(3)炉主任が兼務することが妥当な職位に関する職務遂行の観点からの選定 

本検討ステップでは，(2)の検討結果から選定された職位に対して，兼務する職位と

しての職務の遂行の観点から，炉主任の職務との相反性や運用上の課題・問題点など

を抽出する。また，抽出された課題や問題点について，その解決が困難な職位につい

ては，炉主任を兼務する職位としては選定しないこととするとともに，解決が可能な

ものについては，それらを検討・対応することで，炉主任が兼務することが妥当な職

位として選定する。 

(a)本検討の結論 

職務遂行の観点も含めて検討を実施した結果，炉主任に原子力安全監理部門部長，

マネージャー（監視評価），原子力人材育成センター所長，品質保証部長，課長（品

質保証）を兼務させることは妥当と考える。 

 

(b)検討 

(2)において選定された原子力安全監理部門部長，マネージャー（監視評価），原子力

人材育成センター所長，品質保証部長，課長（品質保証）（以下，これらをまとめて 5

職位という）について，職務遂行上の観点から，運用面での問題点・課題等を抽出し，

兼務が妥当な職位（職務）であることを確認する。 

a.プラントが通常状態における職務遂行上の問題点・課題等について 

 ここでは，原子力施設が通常状態での，いわゆる日常的な業務の遂行における炉主

任の職務と上記の職位の遂行上の問題点・課題等について抽出する。 

  その検討方法としては，炉主任としての職務として，より詳細な職務を記載してい

る社内規程（原子炉主任技術者の選任・解任および職務等に関する運用手順書）にお

いて記載されている職務内容を示し，5 職位の職務内容の関係を整理する。その整

理結果を添付資料 4 に示す。 

整理結果の概要は，以下のとおりである。 

 

イ. 運転に従事する者への指示 

本項目に関しては，炉主任として選任された者に対する，保安のための指示の

義務を明確化したものであり，職務遂行上の課題・問題点は抽出されない。 

ロ. 文書・記録の確認 

本項目に関しては，保安規定で定められる職務として整理している。これらは 

QMS のもと，手順書で実施されるものであり，判断の相反性は想定されないた

め，職務遂行上の課題・問題点は抽出されない。 

ハ. 社長への事故・故障報告 

本項目に関しては，炉主任として選任された者に対する，社長への報告の義務

等を定めたものであり，職務遂行上の課題・問題点は抽出されない。 

ニ. 社長への保安の監督状況報告 

本項目に関しては，炉主任として選任された者に対する，社長への報告の義務

等を定めたものであり，職務遂行上の課題・問題点は抽出されない。 
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ホ. 会議への出席 

本項目については，各種会議体への出席を定めたものであり，職務遂行上の課

題・問題点は抽出されない。 

へ. 巡視等 

本項目については，巡視および定期試験への立会い等に関して明確化したも

のであり，職務遂行上の課題・問題点は抽出されない。 

ト. 社内外の対応 

本項目については，炉主任による社内外の対応を明確化したものであり，職務遂

行上の課題・問題点は抽出されない。 

チ. その他，原子炉施設の運転に関する保安の監督に必要な職務 

本項目については，炉主任の権限等を明確にしたものであり，職務遂行上の課題・

問題点は抽出されない。 

 

これらの整理結果において，プラントが通常状態での，いわゆる日常的な業務の遂行

における炉主任の職務と上記 5 職位の職務遂行上の問題点・課題はない。 

 

  b.プラントが異常状態に陥った際の職務遂行上の問題点・課題等について 

 ここでは，原子力施設において重大事故等が発生した場合の対応時の問題点・課

題等を抽出する。このような場合は，発電所においては，緊急時対策本部を組織

し，上記 5 職位は，この体制において統括とならないため問題点・課題等はない。 

 

(4)炉主任職務をより適切に遂行するための措置に関する検討 

本検討ステップでは，(3)の検討結果から上記 5 職位に与えられた職務遂行上の問題

点・課題等はないため，新たな措置の検討は行わない。 

 

４．炉主任が発電所職位を兼務する場合の判断の相反性の排除について 

３．の検討結果から炉主任が発電所職位を兼務する場合の判断の相反性については，該

当する事項がなく，追加の対応は必要ない。 

 

５．炉主任を専任する場合と発電所職務を兼務する場合の相違点等について 

   上述したように，炉主任の職務遂行形態には，専任と兼務の両方があり，１．から４．

までの検討は，炉主任が兼務する場合を考慮して，各種検討を行ったものである。しか

しながら，今後，炉主任の体制強化や変更として，炉主任の専任化も含めて検討を進め

ていくことから，職務遂行形態としての専任と兼務のそれぞれの特長を比較するととも

に，いずれの場合においても同じように，その職務遂行が可能となるような措置に関す

る検討を行う。また，それぞれの特長の比較については，「３．炉主任が兼務する職位の

見直しに関する具体的検討について」に示した，炉主任の選任が可能な職位の選定に関

する判断要素を用いて比較・整理を実施する。 
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なお，炉主任を専任とする場合においても，兼務の場合と同様に発電所に駐在させて

職務遂行を行うこととするため，勤務場所の相違点はない。 

 

選任の条件 各要件・判断要素 専任と兼務の相違点の有無とその説明 

独立性 所長に対して的確な指示が

できる環境が整っているこ

と 

無：保安のための職務が適切に遂行できるよう

独立性を確保するために発電所の人事権が

及ばない電源事業本部長が選任し配置す

る。職務遂行形態によらず同じ措置を実

施。 

上位機関に重要な情報が 

確実に報告されること 

無：社長への報告義務を，保安規定に規定。職 

務遂行形態によらず適用。 

必要な権限と組織上の位置付け 所長に対して的確な指示 

ができること  

無：所長に対して的確な指示を行う旨を，保安

規定に規定。職務遂行形態によらず適用。 

必要な情報が入ること 有：選任対象は，必要な情報が入手できる特別

管理職または上級管理職である点は同じであ

るが，兼務の場合は，兼務職位の職務遂行に

よる情報が入手される。 

運転に従事する者に指示 

し，従事する者はその指示

に従うこと 

無：保安規定に指示することと，指示に従うこ

とを規定。職務遂行形態によらず適用。 

兼務の条件 保安規定に定められる炉 

主任の職務と兼務する職 

位の職務での判断の相反 

性が想定されないこと 

無：兼務の場合，判断の相反性が想定されない

職務を選定していない。 

注）赤字は専任と兼務で相違点のある要素。 

 

上記のとおり，専任の場合と兼務の場合を比較すると，「必要な情報が入ること」に

ついて相違点があるため，以下のとおり整理を行った。兼務する職位および炉主任とし

ての職務遂行において入手される情報は， 

  (1) 特別管理職または上級管理職であることで得られる情報（各種会議体での審議状

況の把握など）  

(2)兼務する職位としての職務遂行により得られる情報  

(3)炉主任としての職務（保安規定第 9 条に規定）遂行により得られる情報 

の 3 つに大別することができる。 

これに関して，炉主任を専任する場合は，兼務する職位がないため，(2)の「兼務する

職位としての職務遂行により得られる情報」に関して，兼務する場合とは相違点があ

る。ただし，保安規定第 9 条第 3 項「原子炉施設の運転に従事する者は，原子炉主任技

術者がその保安のためにする指示に従う」と規定されており，炉主任には職務遂行上，

必要な情報を入手することを含めて，運転に従事する者に対してその指示に従わせるた

めの権限が与えられていることから，権限の観点では専任と兼務での相違点はない。 

 一方で，運用の観点では，兼務の場合は兼務する職位に関する情報入手については

特段の指示を要しないという点で，専任と兼務での相違点がある。専任の炉主任がその

職務遂行をより円滑にするという観点において，兼務の場合は特段の指示をすることな

く入手される情報が，専任の炉主任に対しても同じように入手される仕組みを構築して

おくことは，円滑な炉主任の職務遂行，ひいては原子炉施設の安全性の維持・向上にも
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資すると考える。そのため，炉主任の専任化の体制構築および運用の際には，情報入手

の容易性を確保するための運用方法等について社内規程に定めることとする。 
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Ⅱ．原子炉主任技術者（代行者）に関する運用の見直しについて 

１. 検討の背景と目的 

原子炉主任技術者の職務のひとつに，重大事故等の発生時にその事故収束のための的確

な対応を行うことがあり，例えば，休日等においても，現場での原子炉主任技術者としての

対応が必要な場合は発電所に参集可能なように，早期に非常召集が可能なエリア内（松江

市）に配置する必要がある。この配置に関する運用においては，正の原子炉主任技術者が速

やかに発電所に参集できない場合を考慮し，原子炉主任技術者の代行者を含めた配置とす

る。この運用を行うにあたり，正の原子炉主任技術者および原子炉主任技術者の代行者へ

の負担を考慮して，代行者選任の運用は「保安規定変更に係る基本方針」を踏まえ，見直し

を行う。 

 

２．具体的検討 

「保安規定変更に係る基本方針」において，実用炉規則を踏まえ原子炉主任技術者の選

任条件として，「原子炉主任技術者免状を有すること」，「実務経験を有すること」を定めて

おり，正の原子炉主任技術者については独立性の観点から「保安規定に定める特定の役職

者※１」，代行者の選任に関しては「課長級以上※２」から選任することを定めている（Ⅰ．３．

e.「保安規定変更に係る基本方針」での記載事項等参照）。 

※１：当社においては，電源事業本部の特別管理職または上級管理職 

※２：当社においては，課長以上の職位 

 

正の原子炉主任技術者と代行者の職務遂行に関する役割の考え方を従来から変えるもの

ではなく，保安規定第 8条第 7 項にあるように「原子炉主任技術者が職務を遂行できない

場合（2号炉の原子炉主任技術者については，早期に非常召集が可能なエリア外に離れる場

合を含む。）は，代行者と交代する。」ものである。 

上述のとおり，原子炉主任技術者としての職務としては，重大事故等の対応を適切に実

施することがあることから，正の原子炉主任技術者が早期に非常召集可能なエリア内を離

れる場合にはその職務が遂行できなくなると考え，その際に，原子炉主任技術者としての

権限を早期に非常召集が可能なエリア内に配置される代行者に引き継ぐこととする。これ

により，重大事故等を含めて，プラントに異常が発生した場合の対応に関して，対応する原

子炉主任技術者の権限および連絡体制を予め明確にしておくことで，原子炉主任技術者と

しての職務遂行を円滑に実施できるようにしておく。 

以上，今回の原子炉主任技術者（代行者）に関する運用の見直しについて，従来の運用と

比較して以下のとおり整理される。 
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項目 従来の運用 

（既存の当社運

用事項） 

今後の運用 

 

原子炉

設置変

更許可

申請書 

本文十号ハ

(1)(ⅰ)d.(c)

体制の整備 

プラントトラブ

ル発生時には，原

子炉施設の保安

のために必要な

指導，助言を行

う。 

夜間および休日（平日の勤務時間帯以外）に

重大事故等が発生した場合，重大事故等に対

処する要員は発電用原子炉主任技術者が発電

用原子炉施設の運転に関する保安の監督を誠

実に行うことができるように，通信連絡設備

により必要の都度，情報連絡（プラントの状

況，対策の状況）を行い，発電用原子炉主任

技術者は得られた情報に基づき，発電用原子

炉施設の運転に関し保安上必要な場合は指示

を行う。 

発電用原子炉主任技術者は，重大事故等の発

生連絡を受けた後，速やかに緊急時対策本部

に駆けつけられるように，早期に非常召集が

可能なエリア（松江市）に発電用原子炉主任

技術者または代行者を配置する。 

添付書類五

（6.有資格者

等の選任・配

置） 

代行者を課長以

上の職位の者か

ら選任し，職務

遂行に万全を期

している。 

同左 

原子炉主任技術者の選

任 

電源事業本部参

事以上が原子炉

主任技術者の職

務を専任する。 

電源事業本部の特別管理職または上級管理職

から選任する。なお，兼務する場合は，兼務

する職位としての判断と原子炉主任技術者と

しての判断が相反しない職位として，原子力

安全監理部門部長，マネージャー（監視評

価），原子力人材育成センター所長，品質保証

部長，課長（品質保証）のいずれかの職位ま

たはこれらの職位に直属する担当課長，課長

代理を兼務することができる。 

代行者の運用が必要な

場合 

原子炉主任技術

者が職務を遂行

できない場合 

同左 
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Ⅲ．原子炉主任技術者の今後の運用に関する規定方法について 

Ⅰ．およびⅡ．の検討結果を踏まえた，原子炉主任技術者の職位の範囲の見直し等に伴

って明確にすべき運用方法について整理し，それらを保安規定または下部規定に規定す

る基本的考え方について以下に示す。 

１． 原子炉主任技術者の運用に関する規定の基本的考え方について 

当社の原子炉主任技術者の運用については，保安規定および下部規定において規定

する。その整理については「保安規定変更に係る基本方針」（添付資料5 参照）に則

り実施する。その概要は以下の通りである。 

概要 詳細 

保安規定 
 行為者（だれが） 

 行為内容（なにを） 

 組織の役割分担 

 文書化する項目と体系 

 力量の維持 

 適用する外部条件 

 各条文における要求事項等 

下部規定 

 保安規定に定める行為の範囲

内において実施手段としての

具体的な実施要領 

 保安規定に定める行為内容を遂行する実

施者および実施内容 

・法令等の要求事項

・法令等へ適合することを

確認した内容

（
保
安
規
定
）

（
下
部
規
定
）

「法令等の要求事項」及び 

「法令等へ適合することを確認 

した内容」を確実に実施する 

ため，保安規定には 

・行為者（だれが）

・行為内容（なにを）

を規定

行為内容を実施する手段は， 

QMS文書体系における２次文 

書，３次文書（各分野におけ 

る専門的知識，経験を有す 

る者が制定）で規定 

原子力発電保安運営委員会により，

保安規定で定める文書で規定する事

項が，保安規定に定める行為内容に

適合することを確認 

…事業者が実施する PDCAサイクルにより

 継続的に改善する取り組みが可能 

…継続的に遵守すべき事項を担保
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２．原子炉主任技術者の運用について保安規定に記載すべき事項に関する検討 

１．の通り，保安規定については，原子炉主任技術者に係る継続的に遵守する事項を

記載し，下部規定については，保安規定に定める行為の範囲内においてPDCA サイクル

により継続的に改善すべき実施手段としての具体的な実施要領を記載することとする。

ここでは，今回の保安規定変更認可申請(補正)において，原子炉主任技術者の職務の範

囲を見直した内容について，具体的に１．の基本的考え方との整理を実施し，結果を以

下に示す。 

 

変更点 ①運用 ①を実施する際の留意事項 保安規定と

下部規定の

整理 

備考 

目的 実施内容 

原子炉主任

技術者に関

する運用の

見直し 

2号炉の原子

炉主任技術者

は，早期に非

常召集が可能

なエリア内に

配置 

責任と権限

の明確化 

早期に非常召集が

可能なエリアを設

定する号炉を担当

する正の原子炉主

任技術者が，早期

に非常召集が可能

なエリア内から離

れる場合，責任と

権限を代行者に引

き継ぐ。 

保安規定に 

記載する。 

行為者および行為

内容を明確にする

内容であり，継続

的に遵守すべき事

項であるため，保

安規定(第8条およ

び添付3)に記載す

る。 

保安規定に定

められる炉主

任の職務と兼

務する職位の

職務での判断

の相反性が想

定されない 

原子力安全監理部

門部長，マネージ

ャー（監視評

価），原子力人材

育成センター所

長，品質保証部

長，課長（品質保

証）のいずれかの

職位またはこれら

の職位に直属する

担当課長，課長代

理を兼務すること

ができる。 
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３．保安規定変更案について 

２．の通り整理した結果，以下の通り保安規定を変更する。 

 

（１）第８条（原子炉主任技術者の選任）の変更案 

（原子炉主任技術者の選任） 

第８条 電源事業本部長は，原子炉主任技術者および代行者を，原子炉主任技術者免状を

有する者であって，次の業務に通算して３年以上従事した経験を有する者の中から選

任する。 

（１）原子炉施設の施設管理に関する業務 

（２）原子炉の運転に関する業務 

（３）原子炉施設の設計に係る安全性の解析および評価に関する業務 

（４）原子炉に使用する燃料体の設計または管理に関する業務 

２．原子炉主任技術者は，原子炉毎に選任する。 

３．原子炉主任技術者は，電源事業本部の特別管理職または上級管理職とし，第９条（原

子炉主任技術者の職務等）に定める職務を行う。 

４．原子炉主任技術者のうち１名は特別管理職とする。 

５．原子炉主任技術者は，原子力安全監理部門部長，マネージャー（監視評価），原子力

人材育成センター所長，品質保証部長または課長（品質保証）のいずれかの職位を兼務

することができる。 

６．代行者の職位は，課長以上とする。 

７．原子炉主任技術者が職務を遂行できない場合（２号炉の原子炉主任技術者について

は，早期に非常招集が可能なエリア外に離れる場合を含む。） は，代行者と交代する。

ただし，職務を遂行できない期間が長期にわたる場合は別の原子炉主任技術者を選任す

る。 

赤字：新規制基準に関する補正箇所 
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（２）添付3 重大事故等および大規模損壊対応に係る実施基準（第17 条の7 および第17 

条の8 関連）の案 

 

重大事故等および大規模損壊対応に係る実施基準 

 

本「実施基準」は，重大事故に至るおそれがある事故もしくは重大事故が発生した場合

または大規模な自然災害もしくは故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムによる

原子炉施設の大規模な損壊が発生するおそれがある場合もしくは発生した場合に対処しう

る体制を維持管理していくための実施内容について定める。 

また，重大事故等の発生および拡大の防止に必要な措置の運用手順等については，表１

から表１９に定める。なお，自主対策設備を使用した運用手順および運用手順の詳細な内

容等については，手順書に定める。 

１．重大事故等対策 

（１）社長は，重大事故等発生時における原子炉施設の保全のための活動を行う体制の整

備にあたって，財産（設備等）保護よりも安全を優先することを方針として定める。 

（２）電源事業本部部長（原子力管理）は，以下に示す重大事故等発生時における原子炉

主任技術者の職務等について，「原子炉主任技術者の選任・解任および職務等に関す

る運用手順書」に定める。 

ア．原子炉主任技術者は，緊急時対策本部において，独立性を確保し，重大事故等対策

における原子炉施設の運転に関し保安監督を誠実，かつ，最優先に行うことを任務と

する。 

イ．原子炉主任技術者は，保安上必要な場合は，重大事故等に対処する要員（所長を含

む。）へ指示し，緊急時対策本部長は，その指示を踏まえ方針を決定する。 

ウ．原子炉主任技術者は，夜間および休日（平日の勤務時間帯以外）に重大事故等が発

生した場合，緊急時対策要員からの情報連絡（プラントの状況，対策の状況）を受

け，保安上必要な場合は指示を行う。 

エ．重大事故等の発生連絡を受けた後，速やかに緊急時対策本部に駆けつけられるよ

う，早期に非常招集が可能なエリア（松江市）に原子炉主任技術者または代行者１名

を配置する。 

オ．原子炉主任技術者は，重大事故等対策に係る手順書の整備にあたって，保安上必要

な事項について確認を行う。 

 

（省略） 

以 上 
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添付資料 1 ：炉主任が兼務する職位の検討に関するフロー 

添付資料 2 ：炉主任が兼務可能な職位に関する規制上の要求事項等に関する要素の抽出・

検討結果 

添付資料 3-1 ：保安規定の各条文における炉主任の判断の相反性にかかる確認結果 

添付資料 3-2 ：保安規定に定める炉主任の職務と各課長の職務における判断の相反性等に

関する評価について 

添付資料 4 ：社内規程（原子炉主任技術者の選任・解任および職務等に関する運用手順

書）に定める具体的な炉主任の職務と 5職位の職務の関係について 

添付資料 5 ：保安規定変更に係る基本方針(抜粋) 
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表
１
：
炉
主
任
が
兼
務
す
る
職
位
の
検
討
に
関
す
る
フ
ロ
ー

 

炉
主
任
の
職
務
と
の

相
反
性
の
確
認

 

①
炉
主
任
の
選
任
に
係
る

 

要
求
事
項
・
要
件
の
整
理

 

原
子
炉
等
規
制
法

 
実
用
炉
規
則

 
島
根
原
子
力
発
電
所

 

設
置
変
更
許
可

 

保
安
規
定

 

審
査
基
準

 

保
安
規
定
改
定

 

基
本
指
針

 

炉
主
任
免
状
保
有
者

 

実
務
経
験
者
の
選
任

 

全
て
の
職
位

 

選
任
要
件
を

満
足
す
る
こ

と
が
困
難

 

③
で
抽
出
さ
れ
た
運
用
面
で
の
課
題
に
対
し
，
炉
主
任
の
職
務
を
よ

り
適
切
に
遂
行
す
る
た
め
の
措
置
に
つ
い
て
，
必
要
に
応
じ
て
検
討

し
，
兼
務
が
妥
当
な
職
位
に
対
し
て
実
施

権
限
及
び
組
織
上
の

位
置
づ
け

 

職
務
範
囲
と
そ
の
内
容

 

誠
実
な
職
務
遂
行

 

判
断
が
相
反
し
な
い

 

課
長
級
以
上
の
選
任

 

炉
主
任
の
職
務
を
遂
行
す
る
上
で
の

 

運
用
面
で
の
課
題
等

 

独
立
性
の
確
保

 

炉
主
任
選
定
の
記
載

 
実
務
経
験
の
条
件

 

炉
毎
の
選
任

 

保
安
の
た
め
の
指
示

に
従
う
義
務

 

炉
毎
の
選
任

 

炉
主
任
免
状
保
有
者

 

実
務
経
験
者
の
選
任

 

実
務
経
験
者
の
選
任

 

選 任 の 要 件 

兼 務 の 

要 件 

独
立
性
の
確
保

 

②
炉
主
任
が
兼
務
可
能
な
職

位
の
選
定
（
概
略
検
討
）

 

選
任
が
可
能
な
職
位

 
兼
務
が
可
能
な
職
位

 

相
反
性
を

否
定
で
き

な
い

 

③
炉
主
任
が
兼
務
す
る
こ
と
が
妥
当
な
職
位
の
選
定

（
詳
細
検
討
）

 

兼
務
が
可
能
な
職
位

 
兼
務
が
妥
当
な
職
位

 

解
決
が
可
能

 

④
炉
主
任
職
務
の
よ
り
適
切
な
遂
行
の
た
め
の
措
置
に

関
す
る
検
討

 

炉
毎
の
選
任

 

保
安
規
定
に
記
載
さ
れ
る

 

職
務
で
の
確
認

 

各
職
務
の
運
用
面
等

 

で
の
確
認

 

添付資料 1 
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表
2
 
炉
主
任
が
兼
務
可
能
な
職
位
に
関
す
る
規
制
上
の
要
求
事
項
等
に
関
す
る
要
素
の
抽
出
・
検
討
結
果
（
1
/
3）

 

法
令
等

 
条

文
等

 
要

求
事

項
・

要
件

の
内

容
 

本
検

討
で

の
判

断
要

素
 

と
し

て
の

扱
い

 

炉
規
法

 

（
注

1
）
 

第
四
十

三
条

の
三

の
二

十
六

（
発

電
用

原
子
炉
主

任
技
術

者
）

 

発
電
用

原
子

炉
設

置
者

は
、

発
電

用
原
子

炉
の
運

転
に
関

し
て
保

安
の
監

督
を
行

わ
せ
る

た
め
、

原
子

力
規
制

委
員

会
規

則
で

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ
り
、

第
四
十

一
条
第

一
項
の

原
子
炉

主
任
技

術
者
免

状
を
有

す
る
者

で
あ

つ
て

、
原

子
力

規
制

委
員

会
規
則
で

定
め
る

実
務
の

経
験
を

有
す
る

も
の
の

う
ち
か

ら
、
発

電
用
原

子
炉

主
任

技
術

者
を

選
任

し
な

け
れ
ば
な

ら
な
い

。
 

炉
主

任
の

選
任

上
の

「
資

格
」

 

に
関

す
る

要
件

 

資
格

に
関

す
る

要
件

で
あ

り
，
 

職
位

に
関

す
る

検
討

要
素

は
含

ま

れ
な

い
。

 

２
 第

四
十

条
第

二
項

、
第

四
十

二
条

及
び
第
四

十
三
条

の
規
定

は
、
前

項
の
発

電
用
原

子
炉
主

任
技

術
者
に

つ
い

て
準

用
す

る
。

こ
の

場
合

に
お
い
て

、
第

四
十
条
第

二
項
及

び
第
四

十
三
条

中
「
試

験
研
究

用
等
原

子
炉

設
置

者
」

と
あ

る
の

は
「

発
電
用
原

子
炉
設

置
者
」

と
、
第

四
十
二

条
第
二

項
中
「

試
験
研

究
用
等

原
子

炉
の

」
と

あ
る

の
は

「
発

電
用
原
子

炉
の
」

と
読
み

替
え
る

も
の
と

す
る
。

 

読
み

替
え

の
規

定
で

あ
り

，
要

 

求
事

項
で

は
な

い
。

 

左
記

の
と

お
り

要
求

事
項

で
は

 

な
い

た
め

，
職

位
に

関
す

る
検

 

討
要

素
は

含
ま

れ
な

い
。

 

第
四
十

条
 

２
 試

験
研

究
用

等
原

子
炉

設
置

者
は

、
前
項
の

規
定
に

よ
り
試

験
研
究

用
等
原

子
炉
主

任
技
術

者
を
選

任
し
た

と
き

は
、

選
任

し
た

日
か

ら
三

十
日
以
内

に
、
そ

の
旨
を

原
子
力

規
制
委

員
会
に

届
け
出

な
け
れ

ば
な
ら

な
い

。
こ

れ
を

解
任

し
た

と
き

も
、
同
様

と
す
る

。
 

選
解

任
に

関
す

る
届

出
の

期
 

日
に

関
す

る
要

件
 

職
位

に
関

す
る

検
討

要
素

は
含

 

ま
れ

な
い

。
 

第
四
十

二
条

 
（

試
験

研
究

用
等

原
子

炉
主

任
技

術
者
の

義
務
等

）
 

試
験
研

究
用

等
原

子
炉

主
任

技
術

者
は
、

誠
実
に

そ
の
職

務
を
遂

行
し
な

け
れ
ば

な
ら
な

い
。

 

誠
実

な
職

務
遂

行
の

義
務

付
 

け
 

職
位

に
関

す
る

検
討

要
素

は
含

 

ま
れ

な
い

。
 

２
 試

験
研

究
用

等
原

子
炉

の
運

転
に

従
事
す
る

者
は
、

試
験
研

究
用
等

原
子
炉

主
任
技

術
者
が

そ
の

保
安
の

た
め

に
す

る
指

示
に

従
わ

な
け

れ
ば
な
ら

な
い
。

 

運
転

に
従

事
す

る
も

の
に

対
 

す
る

義
務

付
け

 

要
求

事
項

自
体

に
職

位
に

関
す

 

る
検

討
要

素
は

含
ま

な
い

が
，
 

炉
主

任
指

示
に

従
わ

せ
る

た
め

 

の
適

切
な

職
位

等
に

関
係

す
る

 

と
考

え
ら

れ
る

。
 

第
四
十

三
条

（
試

験
研

究
用

等
原

子
炉

主
任
技
術

者
の
解

任
命
令

）
 

原
子
力

規
制

委
員

会
は

、
試

験
研

究
用

等
原
子
炉

主
任
技

術
者
が

こ
の
法

律
又
は

こ
の
法

律
に
基

づ
く

命
令
の

規
定

に
違

反
し

た
と

き
は

、
試

験
研
究
用

等
原
子

炉
設
置

者
に
対

し
、
試

験
研
究

用
等
原

子
炉
主

任
技
術

者
の

解
任

を
命

ず
る

こ
と

が
で

き
る

 

炉
主

任
が

法
令

等
に

違
反

し
 

た
場

合
の

解
任

に
関

す
る

規
 

定
 

職
位

に
関

す
る

検
討

要
素

は
含

 

ま
れ

な
い

。
 

注
1：

核
燃
料

、
核
原

料
お

よ
び

原
子

炉
の

規
制

に
関

す
る
法
律

 

添付資料 2 
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表
2 

炉
主

任
が

兼
務

可
能
な
職

位
に
関

す
る
規

制
上
の

要
求
事

項
等
に

関
す
る

要
素

の
抽

出
・

検
討

結
果

（
2/

3）
 

法
令

等
 

条
文
等

 
要

求
事

項
・

要
件

の
内

容
 

本
検

討
で

の
判

断
要

素
 

と
し

て
の

扱
い

 

炉
規

則
 

（
注
1
）

 

第
九
十

二
条

（
保

安
規

定
）

 

法
第
四

十
三

条
の

三
の

二
十

四
第

一
項
の

規
定
に

よ
る
保

安
規
定

の
認
可

を
受
け

よ
う
と

す
る
者

は
、

認
可
を

受
け

よ
う

と
す

る
工

場
又

は
事

業
所
ご
と

に
、
次

に
掲
げ

る
事
項

に
つ
い

て
保
安

規
定
を

定
め
、

こ
れ
を

記
載

し
た

申
請

書
を

原
子

力
規

制
委
員
会

に
提
出

し
な
け

れ
ば
な

ら
な
い

。
 

（
一
～

三
 は

省
略

）
 

四
 発

電
用

原
子

炉
主

任
技

術
者

の
職

務
の
範
囲

及
び
そ

の
内
容

並
び
に

発
電
用

原
子
炉

主
任
技

術
者

が
保

安
の

監
督

を
行

う
上

で
必

要
と

な
る

権
限
及

び
組
織

上
の
位

置
付
け

に
関
す

る
こ
と

。
 

炉
主

任
の

権
限

及
び

組
織

上
 

の
位

置
づ

け
に

関
し

て
，

保
安
 

規
定

へ
の

「
記

載
」

に
関

す
る

 

要
求

 

保
安

規
定

へ
の

「
記

載
」

に
対

す
 

る
要

求
で

あ
り

，
職

位
の

検
討

 

要
素

は
含

ま
れ

な
い

。
た

だ
し

，
 

そ
の

内
容

に
つ

い
て

，
検

討
要

 

素
と

な
り

う
る

。
 

第
九
十

五
条

（
発

電
用

原
子

炉
主

任
技

術
者
の
選

任
等
）

 

法
第
四

十
三

条
の

三
の

二
十

六
第

一
項
の

規
定
に

よ
る
発

電
用
原

子
炉
主

任
技
術

者
の
選

任
は
、

発
電

用
原
子

炉
ご

と
に

行
う

も
の

と
す

る
。

 

炉
主

任
選

任
上

の
「

必
要

数
」

 

に
関

す
る

要
求

 

選
任

者
数

に
関

す
る

事
項

で
あ

 

り
，

職
位

に
関

す
る

検
討

要
素

 

は
含

ま
れ

な
い

。
 

2
 
法

第
四

十
三

条
の

三
の

二
十

六
第

一
項

の
原
子

力
規
制

委
員
会

規
則
で

定
め
る

実
務
の

経
験
は

、

第
一
号

か
ら

第
四

号
ま

で
に

掲
げ

る
期
間

が
通
算

し
て
三

年
以
上

で
あ
る

こ
と
と

す
る
。

 

一
 発

電
用

原
子

炉
施

設
の

施
設

管
理

に
関
す
る

業
務
に

従
事
し

た
期
間

 

二
 発

電
用

原
子

炉
の

運
転

に
関

す
る

業
務
に
従

事
し
た

期
間

 

三
 発

電
用

原
子

炉
施

設
の

設
計

に
係

る
安
全
性

の
解
析

及
び
評

価
に
関

す
る
業

務
に
従

事
し
た

期
間

 

四
 発

電
用

原
子

炉
に

使
用

す
る

燃
料

体
の
設
計

又
は
管

理
に
関

す
る
業

務
に
従

事
し
た

期
間

 

炉
主

任
選

任
上

の
「

資
格

」
に

 

関
す

る
要

件
 

資
格

に
関

す
る

要
件

で
あ

り
，
 

職
位

に
関

す
る

検
討

要
素

は
含

 

ま
れ

な
い

。
 

注
1：

実
用
発

電
用
原

子
炉

の
設

置
、

運
転

等
に

関
す

る
規
則
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表
2 

炉
主

任
が

兼
務

可
能
な
職

位
に
関

す
る
規

制
上
の

要
求
事

項
等
に

関
す
る

要
素

の
抽

出
・

検
討

結
果

（
3/
3）

 

法
令
等

 
条

文
等

 
要

求
事

項
・

要
件

の
内

容
 

本
検

討
で

の
判

断
要

素
 

と
し

て
の

扱
い

 

保
安
規

定
 

審
査
基

準
 

（
注
1
）
 

○
発

電
用

原
子

炉
の

運
転

に
関

し
、

保
安
の
監

督
を
行

う
発
電

用
原
子

炉
主
任

技
術
者

の
選
任

に
つ
い

て
定
め

ら
れ

て
い

る
こ

と
。

保
安

規
定

で
の

「
記

載
」

に
関

 

す
る

要
求

 

保
安

規
定

の
記

載
に

関
す

る
要

 

求
で

あ
り

，
職

位
の

検
討

要
素

 

で
は

な
い

。
 

○
発

電
用

原
子

炉
主

任
技

術
者

が
保

安
の
監
督

の
責
務

を
十
分

に
果
た

す
こ
と

が
で
き

る
よ
う

に
す
る

た
め
、

原
子

炉
等

規
制

法
第

4
3 

条
の

3
 の

26
 第

2
 項

に
お
い
て

準
用
す

る
第

42
 条

第
1
項
に
規

定
す

る
要
件

を
満

た
す

こ
と

を
含

め
、

職
務
範

囲
及
び

そ
の
内

容
（

発
電
用

原
子
炉
の

運
転
に

従
事
す

る
者

は
、
発

電
用

原
子

炉
主

任
技

術
者

が
保
安

の
た
め

に
行
う

指
示
に

従
う
こ

と
を
含

む
。
）

に
つ
い

て
適

切
に
定

め
ら

れ
て

い
る

こ
と

。
ま

た
、
発

電
用
原

子
炉
主

任
技
術

者
が
保

安
の
監

督
を
適

切
に
行

う
上

で
、
必

要
な

権
限

及
び

組
織

上
の

位
置
付

け
が
な

さ
れ
て

い
る
こ

と
。

・
炉

主
任

の
「

職
務

範
囲

お
よ

び
そ

の
内

容
」

の
適

切
性

に
関

 

す
る

要
件

 

・
炉

主
任

の
「

権
限

」
及

び

「
組

織
上

の
位

置
づ

け
」

に
関

す
る

要
件

 

「
職

務
範

囲
お

よ
び

そ
の

内
 

容
」

な
ら

び
に

「
権

限
及

び
組

織
 

上
の

位
置

付
け

」
は

，
職

位
に

関
 

す
る

検
討

要
素

と
な

る
。

 

○
特

に
、

発
電

用
原

子
炉

主
任

技
術

者
が
保
安

の
監
督

に
支
障

を
来

す
こ
と
が

な
い
よ

う
、
上

位
者
等

と
の
関

係
に

お
い

て
独

立
性

が
確

保
さ
れ

て
い
る

こ
と
。

な
お
、

必
ず
し

も
工
場

又
は

事
業
所
の

保
安

組
織
か

ら
発

電
用

原
子

炉
主

任
技

術
者
が

独
立
し

て
い
る

こ
と
が

求
め
ら

れ
る
も

の
で
は

な
い
。

炉
主

任
に

対
す

る
「

独
立

性
」

の
確

保
に

関
す

る
要

求
 

「
独

立
性

の
確

保
」

に
関

す
る

 

事
項

で
あ

り
，

職
位

の
検

討
要

 

素
と

な
る

。
 

島
根
原

子

力
発
電

所

原
子
炉

設

置
（
変

更
）
許

可

申
請
書

添

付
書
類

五
 

６
．
有

資
格

者
等

の
選

任
・

配
置
 

島
根
原

子
力

発
電

所
の

運
転

に
際

し
て

は
，
原
子

炉
主
任

技
術
者

を
選
任

し
，
原

子
炉
の

運
転
に

関
し
保

安
の
監

督
を

誠
実

に
行

い
，

か
つ

保
安

の
た
め
の

職
務
が

適
切
に

遂
行
で

き
る
配

置
と
し

て
い
る

。
 

炉
主

任
の

選
任

上
の

「
資

格
」

 

に
関

す
る

要
件

 

資
格

な
ら

び
に

選
任

数
に

関
す

 

る
要

件
で

あ
り

，
職

位
に

関
す

 

る
検

討
要

素
は

含
ま

れ
な

い
。

 

原
子
炉

主
任

技
術

者
は

，
原

子
炉

主
任

技
術
者
免

状
を
有

す
る
電

源
事
業

本
部
専

任
部
長

の
職
位

の
者
か

ら
，
ま

た
，

代
行

者
を

課
長

以
上

の
職

位
の
者
か

ら
選
任

し
，
職

務
遂
行

に
万
全

を
期
し

て
い
る

。
運
転

責
任
者

は
，

経
済

産
業

大
臣

が
定

め
る

基
準
に
適

合
し
た

者
の
中

か
ら
，

当
直
長

の
職
位

と
し
て

選
任
し

て
い
る

。
 

炉
主

任
の

「
独

立
性

」
の

確
保

 

と
，

配
置

す
る

職
位

に
関

す
る

 

要
件

 

「
独

立
性

の
確

保
」

と
「

職
位

」
 

に
関

す
る

事
項

で
あ

り
，

職
位

 

に
関

す
る

検
討

要
素

と
な

る
。

 

注
1
)実

用
発
電
用

原
子
炉

及
び

そ
の

附
属

施
設

に
お

け
る

発
電
用

原
子
炉

施
設
保

安
規
定

の
審
査

基
準

 

注
）
な
お

，
保
安

規
定

改
定

の
基

本
方

針
に

関
し

て
は

，
本
資
料

の
5
ペ
ー
ジ

で
示
し

た
よ
う
に

設
置
許

可
申
請

書
で
の

記
載

事
項

に
包

絡
さ

れ
て

い
る

た
め

，
記

載
を

省
略

す
る

。
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保
安
規
定
の
各
条
文
に
お
け
る
相
反
性
に
か
か
る
検
討
結
果

島
根

原
子

力
発

電
所

原
子

炉
施

設
保

安
規

定
炉

主
任

の
関

与

第
1
条

こ
の

規
定

第
１

編
は

，
「
核

原
料

物
質

，
核

燃
料

物
質

及
び

原
子

炉
の

規
制

に
関

す
る

法
律

（
以

下
「
原

子
炉

等
規

制
法

」
と

い
う

。
）
」
第

４
３

条
の

３
の

２
４

第
１

項
の

規
定

に
基

づ
き

，
運

転
段

階
の

島
根

原
子

力
発

電
所

２
号

炉
お

よ
び

３
号

炉
発

電
用

原
子

炉
施

設
（
本

編
に

お
い

て
，

以
下

「
原

子
炉

施
設

」
と

い
う

。
）
の

保
安

の
た

め
に

必
要

な
措

置
（
本

編
に

お
い

て
，

以
下

「
保

安
活

動
」
と

い
う

。
）
を

定
め

，
核

燃
料

物
質

も
し

く
は

核
燃

料
物

質
に

よ
っ

て
汚

染
さ

れ
た

物
（
以

下
「
核

燃
料

物
質

等
」
と

い
う

。
）
ま

た
は

発
電

用
原

子
炉

（
以

下
「
原

子
炉

」
と

い
う

。
）
に

よ
る

災
害

の
防

止
を

図
る

こ
と

を
目

的
と

す
る

。

目
的

×

第
2
条

島
根

原
子

力
発

電
所

（
以

下
「
発

電
所

」
と

い
う

。
）
に

お
け

る
保

安
活

動
は

，
安

全
文

化
を

基
礎

と
し

，
放

射
線

お
よ

び
放

射
性

物
質

の
放

出
に

よ
る

従
業

員
お

よ
び

公
衆

の
被

ば
く

を
，

定
め

ら
れ

た
限

度
以

下
で

あ
っ

て
，

か
つ

合
理

的
に

達
成

可
能

な
限

り
の

低
い

水
準

に
保

つ
と

と
も

に
，

災
害

の
防

止
の

た
め

に
，

適
切

な
品

質
保

証
活

動
に

基
づ

き
実

施
す

る
。

方
針

×

第
２

条
（
基

本
方

針
）
に

係
る

保
安

活
動

を
実

施
す

る
に

あ
た

り
，

関
係

法
令

お
よ

び
保

安
規

定
の

遵
守

を
確

実
に

行
う

た
め

，
以

下
の

活
動

を
実

施
す

る
。

定
義

×
（
１

）
社

長
は

，
関

係
法

令
お

よ
び

保
安

規
定

の
遵

守
を

確
実

に
行

う
こ

と
を

コ
ミ

ッ
ト
メ

ン
ト
す

る
と

と
も

に
関

係
法

令
お

よ
び

保
安

規
定

の
遵

守
が

行
わ

れ
る

体
制

を
確

実
に

す
る

。
ま

た
，

必
要

な
場

合
は

，
コ

ミ
ッ

ト
メ

ン
ト
の

内
容

に
つ

い
て

変
更

す
る

。
行

為
→

社
長

×

（
２

）
電

源
事

業
本

部
長

は
，

「
原

子
力

安
全

文
化

育
成

・
維

持
基

本
要

領
」
を

定
め

，
関

係
法

令
お

よ
び

保
安

規
定

の
遵

守
を

確
実

に
行

う
た

め
の

活
動

を
統

括
す

る
。

行
為

→
電

源
事

業
本

部
長

×
（
３

）
内

部
監

査
部

門
長

は
，

「
原

子
力

安
全

管
理

監
査

細
則

」
を

定
め

，
関

係
法

令
お

よ
び

保
安

規
定

の
遵

守
を

確
実

に
行

う
た

め
の

活
動

を
統

括
す

る
。

行
為

→
内

部
監

査
部

門
長

×
（
４

）
原

子
力

安
全

監
理

部
門

長
は

，
「
原

子
力

安
全

監
視

評
価

細
則

」
を

定
め

，
関

係
法

令
お

よ
び

保
安

規
定

の
遵

守
を

確
実

に
行

う
た

め
の

活
動

を
統

括
す

る
。

行
為

→
原

子
力

安
全

監
理

部
門

長
×

（
５

）
第

４
条

（
保

安
に

関
す

る
組

織
）
に

定
め

る
組

織
（
内

部
監

査
部

門
を

除
く

。
）
は

，
社

長
の

コ
ミ

ッ
ト
メ

ン
ト
を

受
け

，
「
原

子
力

安
全

文
化

育
成

・
維

持
基

本
要

領
」
に

基
づ

き
，

関
係

法
令

お
よ

び
保

安
規

定
を

遵
守

す
る

意
識

を
定

着
さ

せ
る

活
動

の
計

画
を

年
度

毎
に

策
定

し
，

活
動

計
画

に
基

づ
き

活
動

を
実

施
し

，
評

価
を

行
う

。
行

為
→

保
安

に
関

す
る

組
織

×
活

動
計

画
の

策
定

×

（
６

）
内

部
監

査
部

門
は

，
社

長
の

コ
ミ

ッ
ト
メ

ン
ト
を

受
け

，
「
原

子
力

安
全

管
理

監
査

細
則

」
に

基
づ

き
，

関
係

法
令

お
よ

び
保

安
規

定
を

遵
守

す
る

意
識

を
定

着
さ

せ
る

活
動

の
計

画
を

年
度

毎
に

策
定

し
，

活
動

計
画

に
基

づ
き

活
動

を
実

施
し

，
評

価
を

行
う

。
行

為
→

内
部

監
査

部
門

長
×

（
７

）
原

子
力

安
全

監
理

部
門

は
，

社
長

の
コ

ミ
ッ

ト
メ

ン
ト
を

受
け

，
「
原

子
力

安
全

監
視

評
価

細
則

」
に

基
づ

き
，

関
係

法
令

お
よ

び
保

安
規

定
を

遵
守

す
る

意
識

を
定

着
さ

せ
る

活
動

の
計

画
を

年
度

毎
に

策
定

し
，

活
動

計
画

に
基

づ
き

活
動

を
実

施
し

，
評

価
を

行
う

。
行

為
→

内
部

監
査

部
門

長
×

（
８

）
電

源
事

業
本

部
長

は
，

活
動

の
実

施
状

況
お

よ
び

そ
の

評
価

結
果

を
ま

と
め

，
社

長
へ

報
告

し
，

指
示

を
受

け
，

活
動

計
画

へ
反

映
す

る
。

行
為

電
源

事
業

本
部

長
×

（
９

）
内

部
監

査
部

門
長

は
，

活
動

の
実

施
状

況
お

よ
び

そ
の

評
価

結
果

を
ま

と
め

，
社

長
へ

報
告

し
，

指
示

を
受

け
，

活
動

計
画

へ
反

映
す

る
。

行
為

内
部

監
査

部
門

長
×

（
1
0
）
原

子
力

安
全

監
理

部
門

長
は

，
活

動
の

実
施

状
況

お
よ

び
そ

の
評

価
結

果
を

ま
と

め
，

社
長

へ
報

告
し

，
指

示
を

受
け

，
活

動
計

画
へ

反
映

す
る

。
行

為
原

子
力

安
全

監
理

部
門

長
×

第
２

条
（
基

本
方

針
）
に

係
る

保
安

活
動

を
実

施
す

る
に

あ
た

り
，

原
子

力
安

全
を

最
優

先
に

位
置

付
け

た
保

安
活

動
と

す
る

た
め

に
、

健
全

な
安

全
文

化
に

関
す

る
原

子
力

事
業

者
の

責
務

と
し

て
以

下
の

と
お

り
表

明
す

る
。

定
義

×

（
１

）
社

長
は

，
当

社
の

ト
ッ

プ
と

し
て

，
社

外
か

ら
の

意
見

も
取

り
入

れ
な

が
ら

，
安

全
文

化
の

状
態

の
自

己
評

価
と

監
視

に
取

り
組

み
，

保
安

活
動

に
携

わ
る

す
べ

て
の

人
の

「
常

に
問

い
か

け
る

姿
勢

」
，

「
報

告
す

る
文

化
」
を

は
じ

め
と

す
る

安
全

文
化

に
つ

い
て

，
絶

え
ず

育
成

し
，

お
よ

び
維

持
す

る
。

行
為

→
社

長
×

第
3
条

第
３

条
　

第
２

条
に

係
る

保
安

活
動

の
た

め
の

品
質

保
証

活
動

を
実

施
す

る
に

あ
た

り
，

以
下

の
品

質
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
シ

ス
テ

ム
計

画
を

定
め

る
。

定
義

×

第
4
条

発
電

所
の

保
安

に
関

す
る

組
織

は
，

図
４

の
と

お
り

と
す

る
。

定
義

×

保
安

に
関

す
る

職
務

の
う

ち
，

本
社

組
織

の
職

務
は

次
の

と
お

り
。

定
義

×

（
１

）
社

長
は

，
発

電
所

に
お

け
る

保
安

活
動

に
係

る
品

質
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
シ

ス
テ

ム
の

構
築

，
実

施
，

維
持

お
よ

び
改

善
を

統
括

す
る

。
保

安
に

関
す

る
組

織
（
発

電
用

原
子

炉
主

任
技

術
者

（
以

下
「
原

子
炉

主
任

技
術

者
」
と

い
う

。
）
を

含
む

。
）
か

ら
報

告
を

受
け

た
場

合
，

「
ト
ラ

ブ
ル

等
の

報
告

に
関

す
る

社
長

対
応

指
針

」
に

基
づ

き
原

子
力

安
全

を
最

優
先

し
必

要
な

指
示

を
行

う
。

ま
た

，
第

２
条

の
２

（
関

係
法

令
お

よ
び

保
安

規
定

の
遵

守
）
お

よ
び

第
２

条
の

３
（
安

全
文

化
の

育
成

お
よ

び
維

持
）
に

関
す

る
活

動
と

し
て

，
関

係
法

令
お

よ
び

保
安

規
定

の
遵

守
を

確
実

に
行

う
こ

と
な

ら
び

に
健

全
な

安
全

文
化

を
育

成
し

，
お

よ
び

維
持

す
る

こ
と

を
コ

ミ
ッ

ト
メ

ン
ト
す

る
と

と
も

に
，

こ
れ

ら
の

活
動

が
行

わ
れ

る
体

制
を

確
実

に
す

る
。

こ
れ

に
は

、
第

三
者

の
視

点
か

ら
健

全
な

安
全

文
化

の
育

成
お

よ
び

維
持

活
動

に
対

す
る

提
言

を
受

け
る

た
め

，
社

外
有

識
者

を
中

心
と

し
た

「
原

子
力

安
全

文
化

有
識

者
会

議
」
（
以

下
「
有

識
者

会
議

」
と

い
う

。
）
を

設
置

す
る

こ
と

を
含

む
。

行
為

×

（
２

）
電

源
事

業
本

部
長

は
，

品
質

保
証

活
動

（
独

立
監

査
業

務
を

除
く

。
）
の

実
施

に
係

る
品

質
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
シ

ス
テ

ム
管

理
責

任
者

と
し

て
，

品
質

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト
シ

ス
テ

ム
の

具
体

的
活

動
を

統
括

す
る

。
ま

た
，

第
２

条
の

２
（
関

係
法

令
お

よ
び

保
安

規
定

の
遵

守
）
お

よ
び

第
２

条
の

３
（
安

全
文

化
の

育
成

お
よ

び
維

持
）
に

関
す

る
活

動
と

し
て

，
保

安
に

関
す

る
組

織
（
内

部
監

査
部

門
お

よ
び

原
子

力
安

全
監

理
部

門
を

除
く

。
）
に

お
け

る
関

係
法

令
お

よ
び

保
安

規
定

の
遵

守
を

確
実

に
行

う
た

め
の

活
動

な
ら

び
に

健
全

な
安

全
文

化
を

育
成

し
，

お
よ

び
維

持
を

推
進

す
る

た
め

の
活

動
を

統
括

す
る

。

行
為

→
電

源
事

業
本

部
長

×

（
３

）
内

部
監

査
部

門
長

は
，

独
立

監
査

業
務

に
係

る
品

質
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
シ

ス
テ

ム
管

理
責

任
者

と
し

て
，

品
質

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト
シ

ス
テ

ム
に

お
け

る
監

査
業

務
を

統
括

す
る

。
ま

た
，

第
２

条
の

２
（
関

係
法

令
お

よ
び

保
安

規
定

の
遵

守
）
お

よ
び

第
２

条
の

３
（
安

全
文

化
の

育
成

お
よ

び
維

持
）
に

関
す

る
活

動
と

し
て

，
内

部
監

査
部

門
に

お
け

る
関

係
法

令
お

よ
び

保
安

規
定

の
遵

守
を

確
実

に
行

う
た

め
の

活
動

な
ら

び
に

健
全

な
安

全
文

化
を

育
成

し
，

お
よ

び
維

持
を

推
進

す
る

た
め

の
活

動
を

統
括

す
る

。
行

為
→

内
部

監
査

部
門

長
×

（
４

）
原

子
力

安
全

監
理

部
門

長
は

，
安

全
文

化
の

状
態

の
監

視
・
評

価
業

務
に

係
る

品
質

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト
シ

ス
テ

ム
管

理
責

任
者

と
し

て
，

保
安

に
関

す
る

組
織

（
内

部
監

査
部

門
お

よ
び

原
子

力
安

全
監

理
部

門
を

除
く

。
）
に

お
け

る
安

全
文

化
の

状
態

の
監

視
・
評

価
業

務
を

統
括

す
る

。
ま

た
，

「
原

子
力

安
全

監
視

評
価

要
領

」
に

基
づ

き
，

保
安

に
関

す
る

組
織

（
内

部
監

査
部

門
お

よ
び

原
子

力
安

全
監

理
部

門
を

除
く

。
）
に

お
け

る
健

全
な

安
全

文
化

の
育

成
お

よ
び

維
持

活
動

の
実

施
状

況
お

よ
び

実
効

性
評

価
な

ら
び

に
次

年
度

の
活

動
計

画
に

つ
い

て
適

宜
有

識
者

会
議

に
報

告
し

提
言

を
受

け
，

有
識

者
会

議
か

ら
の

提
言

を
社

長
へ

報
告

し
意

見
を

受
け

て
，

そ
れ

ぞ
れ

を
電

源
事

業
本

部
長

に
通

知
す

る
。

加
え

て
，

原
子

力
安

全
監

理
部

門
に

お
け

る
関

係
法

令
お

よ
び

保
安

規
定

の
遵

守
を

確
実

に
行

う
た

め
の

活
動

な
ら

び
に

健
全

な
安

全
文

化
を

育
成

し
，

お
よ

び
維

持
を

推
進

す
る

た
め

の
活

動
を

統
括

す
る

。

行
為

→
原

子
力

安
全

監
理

部
門

長
×

（
５

）
調

達
本

部
長

は
，

調
達

に
関

す
る

業
務

を
統

括
す

る
。

定
義

×
（
６

）
電

源
事

業
本

部
部

長
（
原

子
力

品
質

保
証

）
は

，
品

質
保

証
活

動
の

総
括

に
関

す
る

業
務

を
行

う
。

ま
た

，
健

全
な

安
全

文
化

を
育

成
し

，
お

よ
び

維
持

す
る

活
動

（
内

部
監

査
部

門
お

よ
び

原
子

力
安

全
監

理
部

門
の

活
動

を
除

く
。

）
の

総
括

に
関

す
る

業
務

を
行

う
。

定
義

×

第
2
条

の
３

第
5
条

規
定

の
性

質
行

為
の

実
施

者
行

為
の

内
容

目
的

安
全

文
化

の
醸

成

基
本

方
針

品
質

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト
シ

ス
テ

ム
計

画

保
安

に
関

す
る

組
織

保
安

に
関

す
る

職
務

第
2
条

の
２

【
本
資
料
の
目
的
】

発
電
用
原
子
炉
主
任
技
術
者
（
以
下
、
炉
主
任
）
を
兼

務
可
能
な
職
位
（
職
務
）
を
抽
出
・
選
定
す
る
に
あ
た

り
、
炉
主
任
と
の
「
判
断
」
が
相
反
す
る
こ
と
が
な
い

職
務
と
し
て
原
子
力
安
全
管
理
部
門
長
部
長
、
マ
ネ
ー

ジ
ャ
―
（
監
視
評
価
）
、
品
質
保
証
部
長
、
課
長
（
品

質
保
証
）
を
選
定
す
る
こ
と
の
妥
当
性
を
確
認
す
る
こ

と
を
目
的
と
す
る
。
そ
の
目
的
の
た
め
「
島
根
原
子
力

発
電
所
原
子
炉
施
設
保
安
規
定
」
の
全
条
文
に
関
し
て
、

各
規
定
の
性
質
を
分
解
し
、
そ
の
う
ち
「
行
為
」
を
伴

う
規
定
に
関
し
、
そ
の
実
施
者
な
ら
び
に
実
施
す
る
行

為
の
分
類
を
行
い
、
炉
主
任
の
職
務
と
の
関
与
を
整
理

し
た
。
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保
安
規
定
の
各
条
文
に
お
け
る
相
反
性
に
か
か
る
検
討
結
果

島
根

原
子

力
発

電
所

原
子

炉
施

設
保

安
規

定
炉

主
任

の
関

与
規

定
の

性
質

行
為

の
実

施
者

行
為

の
内

容

（
７

）
電

源
事

業
本

部
部

長
（
原

子
力

管
理

）
は

，
電

源
事

業
本

部
（
原

子
力

管
理

）
が

実
施

す
る

発
電

所
の

保
安

に
関

す
る

業
務

（
発

電
所

に
お

け
る

保
安

に
関

す
る

業
務

の
う

ち
保

安
教

育
の

総
括

，
火

山
影

響
等

発
生

時
，

そ
の

他
自

然
災

害
発

生
時

等
，

重
大

事
故

等
発

生
時

お
よ

び
大

規
模

損
壊

発
生

時
の

体
制

の
整

備
に

関
す

る
業

務
を

含
む

。
）
を

統
括

す
る

。
定

義
×

（
８

）
電

源
事

業
本

部
部

長
（
原

子
力

安
全

技
術

）
は

，
電

源
事

業
本

部
（
原

子
力

安
全

技
術

）
が

実
施

す
る

発
電

所
の

保
安

に
関

す
る

業
務

お
よ

び
輸

入
廃

棄
物

の
管

理
に

関
す

る
業

務
を

統
括

す
る

。
定

義
×

（
９

）
電

源
事

業
本

部
部

長
（
燃

料
）
は

，
電

源
事

業
本

部
（
燃

料
）
が

実
施

す
る

原
子

燃
料

の
調

達
に

関
す

る
業

務
を

統
括

す
る

。
定

義
×

（
1
0
）
電

源
事

業
本

部
部

長
（
電

源
土

木
）
は

，
原

子
力

発
電

設
備

に
関

す
る

土
木

業
務

を
統

括
す

る
。

定
義

×
（
1
1
）
電

源
事

業
本

部
部

長
（
電

源
建

築
）
は

，
原

子
力

発
電

設
備

に
関

す
る

建
築

業
務

を
統

括
す

る
。

定
義

×
（
1
1
）
原

子
力

人
材

育
成

セ
ン

タ
ー

所
長

は
，

教
育

訓
練

の
総

括
（
保

安
教

育
の

総
括

に
関

す
る

業
務

を
含

む
。

）
に

関
す

る
業

務
を

行
う

。
定

義
×

（
1
2
）
原

子
力

安
全

監
理

部
門

部
長

は
，

原
子

力
安

全
監

理
部

門
が

実
施

す
る

安
全

文
化

の
状

態
の

監
視

・
評

価
業

務
を

統
括

す
る

。
定

義
×

（
1
3
）
マ

ネ
ー

ジ
ャ

ー
（
監

視
評

価
）
は

，
健

全
な

安
全

文
化

を
育

成
し

，
お

よ
び

維
持

す
る

活
動

に
係

る
取

り
組

み
状

況
（
内

部
監

査
部

門
の

活
動

を
除

く
。

）
の

監
視

評
価

に
関

す
る

業
務

を
行

う
。

定
義

×

（
1
4
）
マ

ネ
ー

ジ
ャ

ー
（
監

視
評

価
）
は

，
保

安
に

関
す

る
組

織
（
内

部
監

査
部

門
お

よ
び

原
子

力
安

全
監

理
部

門
を

除
く

。
）
に

お
け

る
安

全
文

化
の

状
態

の
監

視
・
評

価
に

関
す

る
業

務
を

行
う

。
定

義
×

２
．

保
安

に
関

す
る

職
務

の
う

ち
，

発
電

所
組

織
の

職
務

は
次

の
と

お
り

。
定

義
×

（
１

）
発

電
所

長
（
以

下
「
所

長
」
と

い
う

。
）
は

，
発

電
所

に
お

け
る

保
安

に
関

す
る

業
務

（
保

安
教

育
の

総
括

に
関

す
る

業
務

を
除

く
。

）
を

統
括

す
る

。
定

義
×

（
２

）
品

質
保

証
部

長
は

，
課

長
（
品

質
保

証
）
の

所
管

す
る

業
務

を
統

括
す

る
。

定
義

×
（
３

）
技

術
部

長
は

，
課

長
（
技

術
）
，

課
長

（
燃

料
技

術
）
，

課
長

（
核

物
質

防
護

）
お

よ
び

課
長

（
建

設
管

理
）
の

所
管

す
る

業
務

を
統

括
す

る
。

定
義

×
（
４

）
廃

止
措

置
・
環

境
管

理
部

長
は

，
課

長
（
放

射
線

管
理

）
お

よ
び

課
長

（
廃

止
措

置
総

括
）
の

所
管

す
る

業
務

を
統

括
す

る
。

定
義

×
（
５

）
発

電
部

長
は

，
課

長
（
第

一
発

電
）
お

よ
び

課
長

（
第

二
発

電
）
の

所
管

す
る

業
務

を
統

括
す

る
。

定
義

×
（
６

）
保

修
部

長
は

，
課

長
（
保

修
管

理
）
，

課
長

（
保

修
技

術
）
，

課
長

（
電

気
）
，

課
長

（
計

装
）
，

課
長

（
３

号
電

気
）
，

課
長

（
原

子
炉

）
，

課
長

（
タ

ー
ビ

ン
）
，

課
長

（
３

号
機

械
）
，

課
長

（
土

木
）
，

課
長

（
建

築
）
お

よ
び

課
長

（
Ｓ

Ａ
工

事
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
）
の

所
管

す
る

業
務

を
統

括
す

る
。

定
義

×

（
７

）
課

長
（
品

質
保

証
）
は

，
発

電
所

に
お

け
る

品
質

保
証

活
動

の
総

括
お

よ
び

使
用

前
事

業
者

検
査

等
の

総
括

に
関

す
る

業
務

を
行

う
。

定
義

×
（
８

）
総

務
課

長
は

，
調

達
に

関
す

る
業

務
，

文
書

管
理

に
関

す
る

業
務

を
行

う
。

定
義

×
（
９

）
課

長
（
技

術
）
は

，
内

部
溢

水
発

生
時

，
火

山
影

響
等

発
生

時
，

そ
の

他
自

然
災

害
発

生
時

等
，

有
毒

ガ
ス

発
生

時
，

重
大

事
故

等
発

生
時

，
お

よ
び

大
規

模
損

壊
発

生
時

の
体

制
の

整
備

な
ら

び
に

異
常

時
・
緊

急
時

の
措

置
の

た
め

の
体

制
整

備
に

関
す

る
業

務
を

行
う

。
定

義
×

（
1
0
）
課

長
（
燃

料
技

術
）
は

，
原

子
炉

の
安

全
管

理
お

よ
び

燃
料

の
管

理
に

関
す

る
業

務
を

行
う

。
定

義
×

（
1
1
）
課

長
（
核

物
質

防
護

）
は

，
保

全
区

域
お

よ
び

周
辺

監
視

区
域

の
管

理
に

関
す

る
業

務
を

行
う

。
定

義
×

（
1
2
）
課

長
（
放

射
線

管
理

）
は

，
放

射
線

管
理

，
化

学
管

理
，

放
射

性
廃

棄
物

管
理

，
管

理
区

域
の

出
入

管
理

お
よ

び
環

境
放

射
能

測
定

に
関

す
る

業
務

を
行

う
。

定
義

×
（
1
3
）
課

長
（
建

設
管

理
）
は

，
３

号
炉

原
子

炉
施

設
の

試
運

転
に

関
す

る
業

務
の

計
画

・
管

理
に

係
る

業
務

を
行

う
。

定
義

×
（
1
4
）
課

長
（
第

一
発

電
）
は

，
２

号
炉

原
子

炉
施

設
の

運
転

管
理

に
関

す
る

業
務

お
よ

び
燃

料
の

取
替

に
関

す
る

業
務

を
行

う
。

定
義

×
（
1
5
）
課

長
（
第

二
発

電
）
は

，
３

号
炉

原
子

炉
施

設
の

運
転

管
理

に
関

す
る

業
務

お
よ

び
燃

料
の

取
替

に
関

す
る

業
務

を
行

う
。

定
義

×
（
1
6
）
当

直
長

は
，

業
務

を
所

管
し

て
い

る
課

長
（
第

一
発

電
）
ま

た
は

課
長

（
第

二
発

電
）
（
以

下
「
課

長
（
発

電
）
」
と

い
う

。
）
の

も
と

で
原

子
炉

施
設

の
運

転
操

作
等

に
関

す
る

当
直

業
務

を
行

う
。

定
義

×

（
1
7
）
課

長
（
保

修
管

理
）
は

，
原

子
炉

施
設

の
改

造
工

事
お

よ
び

保
修

に
関

す
る

業
務

の
う

ち
計

画
・
管

理
に

係
る

業
務

な
ら

び
に

火
災

発
生

時
の

体
制

の
整

備
に

関
す

る
業

務
を

行
う

。
定

義
×

（
1
8
）
課

長
（
保

修
技

術
）
は

，
原

子
炉

施
設

の
改

造
工

事
お

よ
び

保
修

に
関

す
る

業
務

の
う

ち
高

経
年

化
対

策
に

係
る

業
務

お
よ

び
保

全
計

画
に

関
す

る
業

務
を

行
う

。
定

義
×

（
1
9
）
課

長
（
電

気
）
は

，
２

号
炉

原
子

炉
施

設
の

う
ち

電
気

設
備

の
改

造
工

事
お

よ
び

保
修

に
関

す
る

業
務

を
行

う
。

定
義

×
（
2
0
）
課

長
（
計

装
）
は

，
２

号
炉

原
子

炉
施

設
の

う
ち

計
測

制
御

設
備

の
改

造
工

事
お

よ
び

保
修

に
関

す
る

業
務

を
行

う
。

定
義

×
（
2
1
）
課

長
（
３

号
電

気
）
は

，
３

号
炉

原
子

炉
施

設
の

う
ち

電
気

・
計

測
制

御
設

備
の

改
造

工
事

お
よ

び
保

修
に

関
す

る
業

務
を

行
う

。
定

義
×

（
2
2
）
課

長
（
原

子
炉

）
は

，
２

号
炉

原
子

炉
施

設
の

う
ち

原
子

炉
，

放
射

性
廃

棄
物

処
理

設
備

お
よ

び
空

調
換

気
設

備
の

改
造

工
事

お
よ

び
保

修
に

関
す

る
業

務
を

行
う

。
定

義
×

（
2
3
）
課

長
（
タ

ー
ビ

ン
）
は

，
２

号
炉

原
子

炉
施

設
の

う
ち

タ
ー

ビ
ン

お
よ

び
弁

・
配

管
設

備
の

改
造

工
事

お
よ

び
保

修
に

関
す

る
業

務
を

行
う

。
定

義
×

（
2
4
）
課

長
（
３

号
機

械
）
は

，
３

号
炉

原
子

炉
施

設
の

う
ち

機
械

設
備

の
改

造
工

事
お

よ
び

保
修

に
関

す
る

業
務

を
行

う
。

定
義

×
（
2
5
）
課

長
（
土

木
）
は

，
原

子
炉

施
設

の
う

ち
土

木
関

係
設

備
の

改
造

工
事

お
よ

び
保

修
に

関
す

る
業

務
を

行
う

。
定

義
×

（
2
6
）
課

長
（
建

築
）
は

，
原

子
炉

施
設

の
う

ち
建

築
関

係
設

備
の

改
造

工
事

お
よ

び
保

修
に

関
す

る
業

務
を

行
う

。
定

義
×

（
2
7
）
課

長
（
Ｓ

Ａ
工

事
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
）
は

，
重

大
事

故
等

対
策

工
事

に
関

す
る

業
務

を
行

う
。

定
義

×
３

．
各

職
位

は
次

の
と

お
り

，
当

該
業

務
に

あ
た

る
。

定
義

×

（
１

）
第

２
項

（
７

）
か

ら
（
２

７
）
に

定
め

る
職

位
（
第

２
項

（
１

６
）
の

当
直

長
を

除
く

。
）
（
以

下
「
各

課
長

」
と

い
う

。
）
，

当
直

長
，

原
子

力
人

材
育

成
セ

ン
タ

ー
所

長
お

よ
び

マ
ネ

ー
ジ

ャ
ー

（
監

視
評

価
）
は

，
所

管
業

務
に

基
づ

き
緊

急
時

の
措

置
，

保
安

教
育

な
ら

び
に

記
録

お
よ

び
報

告
を

行
う

（
火

災
発

生
時

，
内

部
溢

水
発

生
時

，
火

山
影

響
等

発
生

時
，

そ
の

他
自

然
災

害
発

生
時

等
，

有
毒

ガ
ス

発
生

時
，

重
大

事
故

等
発

生
時

お
よ

び
大

規
模

損
壊

発
生

時
の

体
制

の
整

備
に

関
す

る
業

務
を

含
む

。
）
。

ま
た

，
課

長
（
廃

止
措

置
総

括
）
は

，
第

２
編

第
１

２
７

条
（
保

安
に

関
す

る
職

務
）
の

所
管

業
務

に
基

づ
き

緊
急

時
の

措
置

を
行

う
。

定
義

×

（
２

）
各

課
長

，
当

直
長

，
原

子
力

人
材

育
成

セ
ン

タ
ー

所
長

お
よ

び
マ

ネ
ー

ジ
ャ

ー
（
監

視
評

価
）
は

，
第

１
項

（
１

３
）
お

よ
び

（
１

４
）
，

第
２

項
（
７

）
か

ら
（
２

７
）
な

ら
び

に
第

３
項

（
１

）
に

定
め

る
業

務
の

遂
行

に
あ

た
っ

て
，

所
属

員
を

指
示

・
指

導
し

，
品

質
保

証
活

動
を

行
う

。
ま

た
，

所
属

員
は

各
課

長
，

当
直

長
，

原
子

力
人

材
育

成
セ

ン
タ

ー
所

長
お

よ
び

マ
ネ

ー
ジ

ャ
ー

（
監

視
評

価
）
の

指
示

・
指

導
に

従
い

業
務

を
実

施
す

る
。

定
義

×

（
３

）
電

源
事

業
本

部
部

長
（
原

子
力

管
理

）
お

よ
び

所
長

は
，

発
電

所
に

お
け

る
保

安
に

関
す

る
業

務
を

統
括

す
る

際
に

は
，

原
子

炉
主

任
技

術
者

の
意

見
を

尊
重

す
る

。
行

為
→

電
源

事
業

本
部

部
長

（
原

子
力

管
理

）
お

よ
び

所
長

×
炉

主
任

の
意

見
の

尊
重

（
４

）
各

職
位

は
，

第
３

条
８

．
２

．
４

で
要

求
さ

れ
る

検
査

の
独

立
性

を
確

保
す

る
た

め
，

本
条

の
業

務
以

外
に

，
他

組
織

の
職

務
に

係
る

検
査

に
関

す
る

業
務

を
行

う
こ

と
が

で
き

る
。

行
為

→
各

職
位

×
他

組
織

の
業

務

４
．

そ
の

他
関

連
す

る
組

織
は

，
「
組

織
規

程
」
に

基
づ

き
業

務
を

行
う

。
定

義
×

第
5
条
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保
安
規
定
の
各
条
文
に
お
け
る
相
反
性
に
か
か
る
検
討
結
果

島
根

原
子

力
発

電
所

原
子

炉
施

設
保

安
規

定
炉

主
任

の
関

与
規

定
の

性
質

行
為

の
実

施
者

行
為

の
内

容

電
源

事
業

本
部

に
原

子
力

発
電

保
安

委
員

会
（
以

下
「
保

安
委

員
会

」
と

い
う

。
）
を

設
置

す
る

。
定

義
×

２
．

保
安

委
員

会
は

，
原

子
炉

施
設

の
保

安
に

関
す

る
次

の
事

項
を

審
議

し
，

確
認

す
る

。
定

義
×

（
１

）
原

子
炉

設
置

（
変

更
）
許

可
申

請
書

本
文

に
記

載
の

構
築

物
、

系
統

及
び

機
器

の
変

更
内

容
×

（
２

）
原

子
炉

施
設

保
安

規
定

の
変

更
内

容
×

（
３

）
原

子
炉

施
設

の
定

期
的

な
評

価
の

結
果

内
容

×
（
４

）
保

安
教

育
実

施
計

画
の

策
定

（
第

１
１

７
条

）
に

関
す

る
事

項
内

容
×

（
５

）
そ

の
他

保
安

委
員

会
で

定
め

た
審

議
事

項
内

容
×

３
．

電
源

事
業

本
部

部
長

（
原

子
力

管
理

）
を

委
員

長
と

す
る

定
義

×

４
．

保
安

委
員

会
は

，
委

員
長

，
電

源
事

業
本

部
部

長
（
原

子
力

安
全

技
術

）
，

所
長

，
原

子
炉

主
任

技
術

者
，

各
部

長
（
品

質
保

証
部

長
，

技
術

部
長

，
廃

止
措

置
・
環

境
管

理
部

長
，

発
電

部
長

お
よ

び
保

修
部

長
）
，

電
源

事
業

本
部

（
原

子
力

管
理

）
マ

ネ
ー

ジ
ャ

ー
，

原
子

力
人

材
育

成
セ

ン
タ

ー
所

長
お

よ
び

電
源

事
業

本
部

（
原

子
力

安
全

技
術

）
マ

ネ
ー

ジ
ャ

ー
に

加
え

，
委

員
長

が
指

名
し

た
者

で
構

成
す

る
。

定
義

×

５
．

委
員

長
は

，
審

議
結

果
を

定
期

的
に

社
長

へ
報

告
す

る
。

行
為

→
電

源
事

業
本

部
部

長
（
原

子
力

管
理

）
×

発
電

所
に

原
子

力
発

電
保

安
運

営
委

員
会

（
以

下
「
運

営
委

員
会

」
と

い
う

。
）
を

設
置

す
る

。
定

義
×

２
．

運
営

委
員

会
は

，
発

電
所

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
安

運
営

に
関

す
る

次
の

事
項

を
審

議
し

，
確

認
す

る
。

た
だ

し
，

あ
ら

か
じ

め
運

営
委

員
会

に
て

定
め

た
軽

微
な

事
項

は
審

議
事

項
に

該
当

し
な

い
。

定
義

×

（
１

）
運

転
管

理
に

関
す

る
規

定
類

の
制

定
お

よ
び

改
正

内
容

×
（
２

）
燃

料
管

理
に

関
す

る
規

定
類

の
制

定
お

よ
び

改
正

内
容

×
（
３

）
放

射
性

廃
棄

物
管

理
に

関
す

る
規

定
類

の
制

定
お

よ
び

改
正

内
容

×
（
４

）
放

射
線

管
理

に
関

す
る

規
定

類
の

制
定

お
よ

び
改

正
内

容
×

（
５

）
施

設
管

理
に

関
す

る
規

定
類

の
制

定
お

よ
び

改
正

な
ら

び
に

保
全

・
施

設
管

理
の

有
効

性
評

価
に

関
す

る
事

項
内

容
×

（
６

）
改

造
の

実
施

に
関

す
る

事
項

内
容

×
（
７

）
緊

急
時

に
お

け
る

運
転

操
作

に
関

す
る

規
定

類
の

制
定

お
よ

び
改

正
（
第

１
０

９
条

）
内

容
×

（
８

）
事

故
・
故

障
の

水
平

展
開

の
実

施
状

況
に

関
す

る
事

項
内

容
×

３
．

所
長

を
委

員
長

と
す

る
。

定
義

×
４

．
運

営
委

員
会

は
，

委
員

長
，

原
子

炉
主

任
技

術
者

お
よ

び
各

部
長

（
品

質
保

証
部

長
，

技
術

部
長

，
廃

止
措

置
・
環

境
管

理
部

長
，

発
電

部
長

お
よ

び
保

修
部

長
）
に

加
え

，
委

員
長

が
指

名
し

た
者

で
構

成
す

る
。

定
義

×

電
源

事
業

本
部

長
は

，
原

子
炉

主
任

技
術

者
お

よ
び

代
行

者
を

，
原

子
炉

主
任

技
術

者
免

状
を

有
す

る
者

で
あ

っ
て

，
次

の
業

務
に

通
算

し
て

３
年

以
上

従
事

し
た

経
験

を
有

す
る

者
の

中
か

ら
選

任
す

る
。

行
為

→
電

源
事

業
本

部
長

×

（
１

）
原

子
炉

施
設

の
施

設
管

理
に

関
す

る
業

務
内

容
×

（
２

）
原

子
炉

の
運

転
に

関
す

る
業

務
内

容
×

（
３

）
原

子
炉

施
設

の
設

計
に

係
る

安
全

性
の

解
析

お
よ

び
評

価
に

関
す

る
業

務
内

容
×

（
４

）
原

子
炉

に
使

用
す

る
燃

料
体

の
設

計
ま

た
は

管
理

に
関

す
る

業
務

内
容

×
２

．
原

子
炉

主
任

技
術

者
は

,原
子

炉
毎

に
選

任
す

る
。

定
義

×
３

．
原

子
炉

主
任

技
術

者
は

，
電

源
事

業
本

部
の

特
別

管
理

職
ま

た
は

上
級

管
理

職
と

し
，

第
９

条
（
原

子
炉

主
任

技
術

者
の

職
務

等
）
に

定
め

る
職

務
を

行
う

。
定

義
×

４
．

原
子

炉
主

任
技

術
者

の
う

ち
１

名
は

特
別

管
理

職
と

す
る

。
定

義
×

５
．

原
子

炉
主

任
技

術
者

は
，

原
子

炉
主

任
技

術
者

は
，

原
子

力
安

全
監

理
部

門
部

長
，

マ
ネ

ー
ジ

ャ
ー

（
監

視
評

価
）
，

原
子

力
人

材
育

成
セ

ン
タ

ー
所

長
，

品
質

保
証

部
長

ま
た

は
課

長
（
品

質
保

証
）
の

い
ず

れ
か

の
職

位
を

兼
務

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
定

義
×

６
．

代
行

者
の

職
位

は
，

課
長

以
上

と
す

る
。

定
義

×
７

．
原

子
炉

主
任

技
術

者
が

職
務

を
遂

行
で

き
な

い
場

合
（
２

号
炉

の
原

子
炉

主
任

技
術

者
に

つ
い

て
は

，
早

期
に

非
常

招
集

が
可

能
な

エ
リ

ア
外

に
離

れ
る

場
合

を
含

む
。

）
は

，
代

行
者

と
交

代
す

る
。

た
だ

し
，

職
務

を
遂

行
で

き
な

い
期

間
が

長
期

に
わ

た
る

場
合

は
別

の
原

子
炉

主
任

技
術

者
を

選
任

す
る

。
定

義
×

原
子

炉
主

任
技

術
者

は
，

原
子

炉
施

設
の

運
転

に
関

し
保

安
の

監
督

を
誠

実
に

行
う

こ
と

を
任

務
と

し
，

「
主

任
技

術
者

の
選

任
・
解

任
お

よ
び

職
務

等
に

関
す

る
基

本
要

領
」
に

基
づ

き
次

の
職

務
を

遂
行

す
る

。
行

為
→

炉
主

任
→

職
務

遂
行

→
炉

主
任

の
職

務
遂

行

（
１

）
原

子
炉

施
設

の
運

転
に

関
し

保
安

上
必

要
な

場
合

は
，

運
転

に
従

事
す

る
者

（
所

長
を

含
む

。
以

下
，

本
条

に
お

い
て

同
じ

。
）
へ

指
示

す
る

。
内

容
×

（
２

）
表

９
－

１
に

定
め

る
事

項
の

う
ち

，
第

１
１

７
条

お
よ

び
第

１
１

８
条

に
つ

い
て

は
，

電
源

事
業

本
部

部
長

（
原

子
力

管
理

）
の

承
認

に
先

立
ち

確
認

し
，

そ
の

他
の

事
項

に
つ

い
て

は
，

所
長

の
承

認
に

先
立

ち
確

認
す

る
。

内
容

×

（
３

）
表

９
－

２
に

定
め

る
各

職
位

か
ら

の
報

告
内

容
等

を
確

認
す

る
。

内
容

×
（
４

）
表

９
－

３
に

定
め

る
記

録
の

内
容

を
確

認
す

る
。

内
容

×
（
５

）
第

１
２

０
条

（
報

告
）
第

１
項

に
基

づ
き

報
告

を
受

け
た

場
合

，
自

ら
の

責
任

に
お

い
て

，
事

態
を

確
認

し
，

そ
の

確
認

し
た

と
こ

ろ
に

従
い

正
確

な
情

報
を

社
長

に
直

接
報

告
す

る
。

内
容

×

（
６

）
保

安
の

監
督

状
況

に
つ

い
て

，
定

期
的

お
よ

び
必

要
に

応
じ

て
社

長
へ

直
接

報
告

す
る

。
内

容
×

（
７

）
保

安
委

員
会

，
保

安
運

営
委

員
会

へ
出

席
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
内

容
×

（
８

）
そ

の
他

，
原

子
炉

施
設

の
運

転
に

関
す

る
保

安
の

監
督

に
必

要
な

職
務

を
行

う
。

内
容

×
２

．
重

大
事

故
等

発
生

時
に

お
け

る
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
を

行
う

た
め

に
必

要
な

職
務

を
誠

実
か

つ
，

最
優

先
に

行
う

こ
と

を
任

務
と

す
る

。
内

容
×

３
．

原
子

炉
施

設
の

運
転

に
従

事
す

る
者

は
，

原
子

炉
主

任
技

術
者

が
そ

の
保

安
の

た
め

に
す

る
指

示
に

従
う

。
内

容
×

原
子

力
発

電
保

安
委

員
会

原
子

力
発

電
保

安
運

営
委

員
会

原
子

炉
主

任
技

術
者

の
職

務

電
気

主
任

技
術

者
お

よ
び

ボ
イ

ラ
ー

・
タ

ー
ビ

ン
主

任
技

術
者

の
職

務
等

第
９

条

第
8
条

第
7
条

第
6
条

原
子

炉
主

任
技

術
者

の
選

任
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保
安
規
定
の
各
条
文
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け
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反
性
に
か
か
る
検
討
結
果

島
根

原
子

力
発

電
所

原
子

炉
施

設
保

安
規

定
炉

主
任

の
関

与
規

定
の

性
質

行
為

の
実

施
者

行
為

の
内

容

電
気

主
任

技
術

者
お

よ
び

ボ
イ

ラ
ー

・
タ

ー
ビ

ン
主

任
技

術
者

は
，

電
気

事
業

法
第

４
３

条
に

基
づ

き
電

気
工

作
物

の
工

事
，

維
持

お
よ

び
運

用
に

関
し

保
安

の
監

督
を

誠
実

に
行

う
こ

と
を

任
務

と
し

，
次

の
職

務
を

遂
行

す
る

。
行

為
→

電
気

主
任

技
術

者
及

び
ボ

イ
ラ

ー
・
タ

ー
ビ

ン
主

任
技

術
者

×

（
１

）
電

気
工

作
物

の
工

事
，

維
持

お
よ

び
運

用
に

関
す

る
保

安
の

た
め

の
諸

計
画

の
立

案
に

当
た

っ
て

は
，

必
要

に
応

じ
て

工
事

，
維

持
お

よ
び

運
用

に
従

事
す

る
者

（
所

長
を

含
む

。
以

下
，

本
条

に
お

い
て

同
じ

。
）
へ

指
示

，
指

導
・
助

言
す

る
。

ま
た

，
電

気
事

業
法

に
基

づ
く

工
事

計
画

お
よ

び
原

子
炉

等
規

制
法

に
基

づ
く

設
計

及
び

工
事

計
画

の
申

請
・
届

出
を

必
要

と
す

る
工

事
の

場
合

，
手

続
き

が
行

わ
れ

た
こ

と
を

確
認

す
る

。
内

容
×

（
２

）
電

気
工

作
物

の
工

事
，

維
持

お
よ

び
運

用
に

関
し

，
保

安
上

必
要

な
場

合
に

は
，

工
事

，
維

持
お

よ
び

運
用

に
従

事
す

る
者

に
対

し
指

示
，

指
導

・
助

言
を

行
う

。
内

容
×

（
３

）
使

用
前

事
業

者
検

査
お

よ
び

定
期

事
業

者
検

査
に

お
い

て
，

あ
ら

か
じ

め
定

め
た

区
分

に
従

っ
て

，
検

査
の

指
導

，
監

督
を

行
う

。
内

容
×

（
４

）
所

管
官

庁
が

法
令

に
基

づ
き

行
う

立
会

検
査

に
は

，
原

則
と

し
て

立
会

う
。

内
容

×
（
５

）
あ

ら
か

じ
め

定
め

る
記

録
の

内
容

を
確

認
す

る
。

内
容

×
２

．
電

気
工

作
物

の
工

事
，

維
持

ま
た

は
運

用
に

従
事

す
る

者
は

，
電

気
主

任
技

術
者

お
よ

び
ボ

イ
ラ

ー
・
タ

ー
ビ

ン
主

任
技

術
者

が
そ

の
保

安
の

た
め

に
す

る
指

示
に

従
う

。
内

容
×

第
９

条
の

３
原

子
炉

主
任

技
術

者
,電

気
主

任
技

術
者

お
よ

び
ボ

イ
ラ

ー
・
タ

ー
ビ

ン
主

任
技

術
者

(以
下

,「
主

任
技

術
者

」
と

い
う

)は
,適

宜
,相

互
の

職
務

に
つ

い
て

情
報

を
共

有
し

,意
思

疎
通

を
図

る
。

行
為

→
炉

主
任

→
意

思
疎

通
×

炉
主

任
の

職
務

遂
行

所
長

は
,各

号
炉

毎
お

よ
び

１
０

年
を

越
え

な
い

期
間

毎
に

,実
施

手
順

お
よ

び
実

施
体

制
を

定
め

,こ
れ

に
基

づ
き

,以
下

の
事

項
を

実
施

す
る

。
行

為
→

所
長

×
（
1
）
保

安
活

動
の

実
施

の
状

況
の

評
価

内
容

×
（
2
）
保

安
活

動
へ

の
最

新
の

技
術

的
知

見
の

反
映

状
況

の
評

価
内

容
×

2
．

組
織

は
,第

1
項

の
評

価
の

結
果

,原
子

炉
施

設
の

保
安

の
た

め
に

有
効

な
追

加
措

置
が

抽
出

さ
れ

た
場

合
に

は
,そ

の
結

果
を

踏
ま

え
て

,保
安

活
動

の
計

画
,実

施
,評

価
お

よ
び

改
善

な
ら

び
に

品
質

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト
シ

ス
テ

ム
の

改
善

を
継

続
し

て
行

う
。

行
為

→
各

組
織

×
５

職
位

は
施

設
、

設
備

を
所

管
し

て
い

な
い

本
章

に
お

け
る

原
子

炉
の

状
態

の
定

義
は

，
表

１
１

の
と

お
り

と
す

る
。

定
義

×
２

．
第

３
節

（
第

７
１

条
～

第
７

４
条

を
除

く
。

）
に

お
け

る
条

文
の

基
本

的
な

構
成

は
次

の
と

お
り

と
す

る
。

内
容

×
（
１

）
第

１
項

：
運

転
上

の
制

限
内

容
×

（
２

）
第

２
項

：
運

転
上

の
制

限
を

満
足

し
て

い
る

こ
と

を
確

認
す

る
た

め
に

行
う

事
項

内
容

×

（
３

）
第

３
項

：
運

転
上

の
制

限
を

満
足

し
て

い
な

い
と

判
断

し
た

場
合

※
１
に

要
求

さ
れ

る
措

置
内

容
×

３
．

用
語

の
定

義
は

，
各

条
に

特
に

定
め

が
な

い
場

合
は

，
次

の
と

お
り

と
す

る
。

定
義

×

第
1
1
条

の
2

所
長

は
，

表
１

１
の

２
に

定
め

る
原

子
炉

の
運

転
期

間
※

１
の

範
囲

内
で

運
転

を
行

う
。

な
お

，
実

用
炉

規
則

第
５

５
条

第
４

項
第

１
号

に
基

づ
き

，
原

子
力

規
制

委
員

会
が

定
期

事
業

者
検

査
を

行
う

べ
き

時
期

を
定

め
て

承
認

し
て

い
る

場
合

は
，

そ
の

承
認

を
受

け
た

時
期

の
範

囲
内

で
運

転
を

行
う

。
行

為
→

所
長

×

課
長

（
発

電
）
は

，
原

子
炉

の
運

転
に

必
要

な
知

識
を

有
す

る
者

を
確

保
す

る
※

１
。

な
お

，
原

子
炉

の
運

転
に

必
要

な
知

識
を

有
す

る
者

と
は

，
原

子
炉

の
運

転
に

関
す

る
実

務
の

研
修

を
受

け
た

者
を

い
う

。
行

為
→

課
長

（
発

電
）

×

２
．

課
長

（
発

電
）
は

，
原

子
炉

の
運

転
に

あ
た

っ
て

前
項

で
定

め
る

者
の

中
か

ら
，

１
班

あ
た

り
表

１
２

－
１

に
定

め
る

人
数

の
者

を
そ

ろ
え

，
５

班
以

上
編

成
し

た
上

で
，

２
交

替
勤

務
を

行
わ

せ
る

。
（
３

号
炉

に
つ

い
て

は
４

班
以

上
編

成
し

た
上

で
，

３
交

替
勤

務
を

行
わ

せ
る

。
）
な

お
，

特
別

な
事

情
が

あ
る

場
合

を
除

き
，

運
転

員
に

は
２

４
時

間
を

超
え

る
勤

務
を

行
わ

せ
て

は
な

ら
な

い
。

ま
た

，
表

１
２

－
１

に
定

め
る

人
数

の
う

ち
，

１
名

は
当

直
長

※
２
と

し
，

運
転

責
任

者
と

し
て

原
子

力
規

制
委

員
会

が
定

め
る

基
準

に
適

合
し

た
者

の
中

か
ら

選
任

さ
れ

た
者

と
す

る
。

行
為

→
課

長
（
発

電
）

×

３
．

課
長

（
発

電
）
は

，
表

１
２

－
１

に
定

め
る

人
数

の
う

ち
，

表
１

２
－

２
に

定
め

る
人

数
の

者
を

当
直

長
，

当
直

副
長

，
当

直
主

任
ま

た
は

運
転

士
の

職
位

に
あ

る
運

転
員

の
中

か
ら

常
時

中
央

制
御

室
に

確
保

す
る

。
な

お
，

表
１

２
－

２
に

定
め

る
人

数
の

う
ち

，
原

子
炉

の
状

態
が

運
転

，
起

動
お

よ
び

高
温

停
止

の
場

合
に

お
い

て
は

，
１

名
は

当
直

長
ま

た
は

当
直

副
長

と
す

る
。

行
為

→
課

長
（
発

電
）

×

４
．

各
課

長
は

，
重

大
事

故
等

の
対

応
の

た
め

の
力

量
を

有
す

る
者

を
確

保
す

る
※

１
。

ま
た

，
課

長
（
技

術
）
は

，
重

大
事

故
等

対
応

を
行

う
要

員
と

し
て

，
表

１
２

－
３

に
定

め
る

人
数

を
常

時
確

保
す

る
。

行
為

→
各

課
長

→
要

員
確

保
×

５
．

課
長

（
発

電
）
は

，
第

１
７

条
の

７
第

３
項

（
２

）
の

成
立

性
の

確
認

訓
練

に
お

い
て

，
そ

の
訓

練
に

係
る

者
が

，
役

割
に

応
じ

た
必

要
な

力
量

（
以

下
，

本
条

に
お

い
て

「
力

量
」
と

い
う

。
）
を

確
保

で
き

て
い

な
い

と
判

断
し

た
場

合
は

，
速

や
か

に
，

表
１

２
－

１
に

定
め

る
人

数
の

者
を

確
保

す
る

体
制

か
ら

，
力

量
が

確
保

で
き

て
い

な
い

と
判

断
さ

れ
た

者
を

除
外

し
，

原
子

炉
主

任
技

術
者

の
確

認
，

所
長

の
承

認
を

得
て

体
制

を
構

築
す

る
。

行
為

→
課

長
（
発

電
）

→
体

制
構

築
の

確
認

→
炉

主
任

の
確

認

６
．

課
長

（
発

電
）
は

，
第

５
項

を
受

け
，

力
量

が
確

保
で

き
て

い
な

い
と

判
断

さ
れ

た
者

に
つ

い
て

は
，

教
育

訓
練

等
に

よ
り

，
力

量
が

確
保

さ
れ

て
い

る
こ

と
を

確
認

し
た

後
，

原
子

炉
主

任
技

術
者

の
確

認
，

所
長

の
承

認
を

得
て

，
表

１
２

－
１

に
定

め
る

人
数

の
者

を
確

保
す

る
体

制
に

復
帰

さ
せ

る
。

行
為

→
課

長
（
発

電
）

×

７
．

課
長

（
発

電
）
は

，
表

１
２

－
１

に
定

め
る

人
数

の
者

に
欠

員
が

生
じ

た
場

合
は

，
速

や
か

に
補

充
を

行
う

。
行

為
→

課
長

（
発

電
）

×

８
．

課
長

（
技

術
）
は

，
第

１
７

条
の

７
第

３
項

（
２

）
の

成
立

性
の

確
認

訓
練

に
お

い
て

，
そ

の
訓

練
に

係
る

者
が

，
力

量
を

確
保

で
き

て
い

な
い

と
判

断
し

た
場

合
は

，
速

や
か

に
，

表
１

２
－

３
に

定
め

る
人

数
の

者
を

確
保

す
る

体
制

か
ら

，
力

量
が

確
保

で
き

て
い

な
い

と
判

断
さ

れ
た

者
を

除
外

し
，

原
子

炉
主

任
技

術
者

の
確

認
，

所
長

の
承

認
を

得
て

体
制

を
構

築
す

る
。

行
為

→
課

長
（
技

術
）

×
体

制
の

構
築

→
炉

主
任

の
職

務
遂

行

９
．

課
長

（
技

術
）
は

，
第

８
項

を
受

け
，

力
量

が
確

保
で

き
て

い
な

い
と

判
断

さ
れ

た
者

に
つ

い
て

は
，

教
育

訓
練

等
に

よ
り

，
力

量
が

確
保

さ
れ

て
い

る
こ

と
を

確
認

し
た

後
，

原
子

炉
主

任
技

術
者

の
確

認
，

所
長

の
承

認
を

得
て

，
表

１
２

－
３

に
定

め
る

人
数

の
者

を
確

保
す

る
体

制
に

復
帰

さ
せ

る
。

行
為

→
課

長
（
技

術
）

×

１
０

．
課

長
（
技

術
）
は

，
表

１
２

－
３

に
定

め
る

人
数

の
者

に
欠

員
が

生
じ

た
場

合
は

，
速

や
か

に
補

充
を

行
う

。
行

為
→

課
長

（
技

術
）

×
１

１
．

所
長

は
，

表
１

２
－

１
お

よ
び

表
１

２
－

３
に

定
め

る
人

数
の

者
の

補
充

の
見

込
み

が
立

た
な

い
と

判
断

し
た

場
合

，
原

子
炉

の
運

転
中

は
，

原
子

炉
の

安
全

を
確

保
し

つ
つ

，
速

や
か

に
原

子
炉

停
止

の
措

置
を

実
施

す
る

。
原

子
炉

の
停

止
中

は
，

原
子

炉
の

停
止

状
態

を
維

持
し

，
原

子
炉

の
安

全
を

確
保

す
る

。
行

為
→

所
長

×

原
子

炉
施

設
の

定
期

的
な

評
価

原
子

炉
主

任
技

術
者

、
電

気
主

任
技

術
者

お
よ

び
ボ

イ
ラ

ー
・
タ

ー
ビ

ン
主

任
技

術
者

の
情

報
共

有

構
成

及
び

定
義

原
子

炉
の

運
転

期
間

運
転

員
等

の
確

保

運
転

管
理

業
務

第
９

条
の

２

第
1
0
条

第
1
1
条

第
1
2
条
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保
安
規
定
の
各
条
文
に
お
け
る
相
反
性
に
か
か
る
検
討
結
果

島
根

原
子

力
発

電
所

原
子

炉
施

設
保

安
規

定
炉

主
任

の
関

与
規

定
の

性
質

行
為

の
実

施
者

行
為

の
内

容

各
課

長
ま

た
は

当
直

長
は

，
原

子
炉

の
状

態
に

応
じ

た
原

子
力

安
全

へ
の

影
響

度
を

考
慮

し
て

原
子

炉
施

設
を

安
全

な
状

態
に

維
持

す
る

と
と

も
に

，
事

故
等

を
安

全
に

収
束

さ
せ

る
た

め
，

運
転

管
理

に
関

す
る

次
の

各
号

の
業

務
を

実
施

す
る

。
定

義
×

（
１

）
当

直
長

は
，

原
子

炉
施

設
（
系

統
よ

り
切

離
さ

れ
て

い
る

施
設

※
１
を

除
く

。
）
の

運
転

に
関

す
る

次
の

業
務

を
実

施
す

る
。

行
為

→
当

直
長

×

ａ
．

中
央

制
御

室
に

お
け

る
監

視
，

第
１

３
条

第
１

項
お

よ
び

第
２

項
の

巡
視

点
検

に
よ

っ
て

，
施

設
の

状
態

管
理

を
実

施
し

，
そ

の
結

果
，

機
器

に
異

状
が

あ
れ

ば
関

係
課

長
に

通
知

す
る

。
内

容
×

ｂ
．

運
転

操
作

（
状

態
管

理
を

含
む

。
）
を

実
施

す
る

。
内

容
×

ｃ
．

原
子

炉
施

設
に

係
る

警
報

発
生

時
の

対
応

操
作

を
実

施
す

る
。

内
容

×
ｄ
．

原
子

炉
施

設
の

設
備

故
障

お
よ

び
事

故
発

生
時

の
対

応
操

作
を

実
施

す
る

。
内

容
×

（
２

）
各

課
長

ま
た

は
当

直
長

は
，

系
統

よ
り

切
離

さ
れ

て
い

る
施

設
の

運
転

に
関

す
る

次
の

業
務

を
実

施
す

る
。

行
為

→
各

課
長

→
異

常
の

通
知

×
ａ
．

第
１

３
条

第
３

項
の

巡
視

点
検

に
よ

っ
て

，
施

設
の

状
態

管
理

を
実

施
し

，
そ

の
結

果
，

機
器

に
異

状
が

あ
れ

ば
関

係
課

長
に

通
知

す
る

。
内

容
×

ｂ
．

作
業

に
伴

う
機

器
操

作
を

実
施

す
る

。
内

容
×

ｃ
．

原
子

炉
施

設
の

設
備

故
障

お
よ

び
事

故
発

生
時

の
対

応
を

実
施

す
る

。
内

容
×

（
３

）
当

直
長

は
，

関
係

課
長

の
依

頼
に

基
づ

く
運

転
操

作
（
状

態
管

理
を

含
む

。
）
が

必
要

な
場

合
は

，
第

１
号

ｂ
．

に
よ

る
運

転
操

作
（
状

態
管

理
を

含
む

。
）
を

実
施

す
る

。
ま

た
，

関
係

課
長

は
，

当
直

長
か

ら
引

き
渡

さ
れ

た
系

統
に

対
し

て
，

必
要

な
作

業
を

行
い

，
作

業
完

了
後

に
当

直
長

へ
系

統
を

引
き

渡
す

。
行

為
→

当
直

長
×

（
４

）
各

課
長

ま
た

は
当

直
長

は
，

第
３

節
（
第

７
１

条
か

ら
第

７
４

条
を

除
く

。
）
各

条
第

２
項

の
運

転
上

の
制

限
を

満
足

し
て

い
る

こ
と

を
確

認
す

る
た

め
に

行
う

原
子

炉
施

設
の

定
期

的
な

試
験

・
確

認
等

の
計

画
を

定
め

，
実

施
す

る
。

な
お

，
原

子
炉

起
動

前
の

施
設

お
よ

び
設

備
の

点
検

に
つ

い
て

は
，

第
１

６
条

に
従

い
実

施
す

る
。

行
為

→
各

課
長

ま
た

は
当

直
長

×
５

職
位

は
施

設
、

設
備

を
所

管
し

て
い

な
い

当
直

長
は

，
毎

日
１

回
以

上
，

原
子

炉
施

設
（
原

子
炉

格
納

容
器

（
以

下
「
格

納
容

器
」
と

い
う

。
）
内

部
お

よ
び

第
９

３
条

（
管

理
区

域
内

に
お

け
る

特
別

措
置

）
第

１
項

に
定

め

る
区

域
お

よ
び

系
統

よ
り

切
離

さ
れ

て
い

る
施

設
※

１
を

除
く

。
）
を

巡
視

し
，

次
の

施
設

お
よ

び
設

備
に

つ
い

て
点

検
を

行
う

。
実

施
に

お
い

て
は

，
第

１
０

６
条

の
３

第
３

項
に

定
め

る
観

点
を

含
め

て
行

う
。

以
下

，
本

条
に

お
い

て
同

じ
。

行
為

→
当

直
長

×

（
１

）
原

子
炉

冷
却

系
統

施
設

内
容

×
（
２

）
制

御
材

駆
動

設
備

内
容

×
（
３

）
電

源
，

給
排

水
お

よ
び

排
気

施
設

内
容

×
２

．
当

直
長

は
，

格
納

容
器

内
部

お
よ

び
第

９
３

条
（
管

理
区

域
内

に
お

け
る

特
別

措
置

）
第

１
項

に
定

め
る

区
域

の
巡

視
点

検
に

つ
い

て
，

「
運

転
管

理
要

領
」
に

基
づ

き
実

施
す

る
。

行
為

→
当

直
長

×

３
．

各
課

長
ま

た
は

当
直

長
は

，
系

統
よ

り
切

離
さ

れ
て

い
る

施
設

に
つ

い
て

，
「
運

転
管

理
要

領
」
に

基
づ

き
，

一
定

期
間

※
２
ご

と
に

巡
視

し
，

点
検

を
行

う
。

行
為

→
各

課
長

ま
た

は
当

直
長

×
５

職
位

は
施

設
、

設
備

を
所

管
し

て
い

な
い

各
課

長
は

，
次

の
各

号
に

掲
げ

る
原

子
炉

施
設

の
運

転
管

理
に

関
す

る
事

項
の

規
定

類
を

作
成

し
，

制
定

・
改

正
に

あ
た

っ
て

は
，

第
７

条
（
原

子
力

発
電

保
安

運
営

委
員

会
）
第

２
項

に
基

づ
き

運
営

委
員

会
の

確
認

を
得

る
。

行
為

→
各

課
長

×
５

職
位

は
施

設
、

設
備

を
所

管
し

て
い

な
い

（
１

）
原

子
炉

の
起

動
お

よ
び

停
止

操
作

に
関

す
る

事
項

内
容

×
（
２

）
巡

視
点

検
に

関
す

る
事

項
内

容
×

（
３

）
異

常
時

の
操

作
に

関
す

る
事

項
内

容
×

（
４

）
警

報
発

生
時

の
措

置
に

関
す

る
事

項
内

容
×

（
５

）
原

子
炉

施
設

の
各

設
備

の
運

転
操

作
に

関
す

る
事

項
内

容
×

（
６

）
定

期
試

験
に

関
す

る
事

項
内

容
×

（
７

）
誤

操
作

の
防

止
に

関
す

る
事

項
（
２

号
炉

）
内

容
×

（
８

）
火

災
発

生
時

，
内

部
溢

水
発

生
時

（
２

号
炉

）
，

火
山

影
響

等
発

生
時

（
２

号
炉

）
，

そ
の

他
自

然
災

害
発

生
時

等
お

よ
び

有
毒

ガ
ス

発
生

時
（
２

号
炉

）
の

体
制

の
整

備
に

関
す

る
事

項
内

容
×

（
９

）
重

大
事

故
等

発
生

時
お

よ
び

大
規

模
損

壊
発

生
時

の
体

制
の

整
備

に
関

す
る

事
項

（
２

号
炉

）
内

容
×

当
直

長
は

，
そ

の
業

務
を

次
の

当
直

長
に

引
き

継
ぐ

に
あ

た
り

，
運

転
日

誌
お

よ
び

引
継

日
誌

を
引

き
渡

し
，

運
転

状
況

を
申

し
送

る
。

行
為

→
当

直
長

×
２

．
課

長
（
発

電
）
は

，
こ

の
保

安
規

定
で

定
め

る
通

知
を

受
け

た
場

合
は

そ
の

通
知

内
容

を
，

第
３

節
に

お
け

る
各

条
第

２
項

の
確

認
を

行
っ

た
場

合
は

そ
の

結
果

を
当

直
長

に
周

知
す

る
。

行
為

→
課

長
（
発

電
）

×

各
課

長
お

よ
び

当
直

長
は

，
原

子
炉

起
動

前
に

，
次

の
施

設
お

よ
び

設
備

を
点

検
し

，
異

常
の

有
無

を
確

認
す

る
。

な
お

，
各

課
長

が
点

検
を

実
施

し
た

結
果

は
，

課
長

（
発

電
）
に

通
知

す
る

。
行

為
→

各
課

長
お

よ
び

当
直

長
×

５
職

位
は

施
設

、
設

備
を

所
管

し
て

い
な

い
（
１

）
原

子
炉

冷
却

系
統

施
設

内
容

×
（
２

）
制

御
材

駆
動

設
備

内
容

×
（
３

）
電

源
，

給
排

水
お

よ
び

排
気

施
設

内
容

×

２
．

当
直

長
は

，
定

事
検

停
止

後
の

原
子

炉
起

動
前

に
，

第
３

節
の

各
条

文
で

定
事

検
停

止
時

に
各

課
長

か
ら

課
長

（
発

電
）
に

通
知

さ
れ

る
こ

と
に

な
っ

て
い

る
確

認
項

目
※

１
※

２
に

つ
い

て
，

通
知

が
完

了
し

て
い

る
こ

と
を

確
認

す
る

。
行

為
→

当
直

長
×

〔
２

号
炉

〕

課
長

（
保

修
管

理
）
は

，
火

災
が

発
生

し
た

場
合

（
以

下
「
火

災
発

生
時

」
と

い
う

。
）
に

お
け

る
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
※

１
を

行
う

体
制

の
整

備
と

し
て

，
次

の
各

号
を

含
む

計
画

を
策

定
し

，
保

修
部

長
の

確
認

，
所

長
の

承
認

を
得

る
。

ま
た

，
計

画
は

，
添

付
２

に
示

す
「
火

災
，

内
部

溢
水

，
火

山
影

響
等

，
そ

の
他

自
然

災
害

お
よ

び
有

毒
ガ

ス
対

応
に

係
る

実
施

基
準

」
に

従
い

策
定

す
る

。

行
為

→
課

長
（
保

修
管

理
）

×

（
１

）
発

電
所

か
ら

消
防

機
関

へ
通

報
す

る
た

め
に

必
要

な
専

用
回

線
を

使
用

し
た

通
報

設
備

設
置

※
２
に

関
す

る
こ

と
内

容
×

（
２

）
火

災
発

生
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

を
行

う
た

め
に

必
要

な
要

員
の

配
置

に
関

す
る

こ
と

内
容

×

巡
視

点
検

規
程

類
の

作
成

引
継

お
よ

び
周

知

第
1
2
条

の
2

原
子

炉
起

動
前

の
確

認
事

項

火
災

発
生

時
の

体
制

の
整

備

第
1
3
条

第
1
4
条

第
1
5
条

第
1
6
条

第
1
7
条
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保
安
規
定
の
各
条
文
に
お
け
る
相
反
性
に
か
か
る
検
討
結
果

島
根

原
子

力
発

電
所

原
子

炉
施

設
保

安
規

定
炉

主
任

の
関

与
規

定
の

性
質

行
為

の
実

施
者

行
為

の
内

容

（
３

）
火

災
発

生
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

を
行

う
要

員
に

対
す

る
教

育
訓

練
に

関
す

る
こ

と
内

容
×

（
４

）
火

災
発

生
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

を
行

う
た

め
に

必
要

な
資

機
材

の
配

備
に

関
す

る
こ

と
内

容
×

（
５

）
発

電
所

に
お

け
る

可
燃

物
の

適
切

な
管

理
に

関
す

る
こ

と
内

容
×

２
．

各
課

長
は

，
前

項
の

計
画

に
基

づ
き

，
火

災
発

生
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

を
行

う
た

め
に

必
要

な
体

制
お

よ
び

手
順

の
整

備
を

実
施

す
る

。
行

為
→

各
課

長
→

体
制

、
手

順
の

整
備

×

３
．

各
課

長
は

，
第

２
項

の
活

動
の

実
施

結
果

を
と

り
ま

と
め

，
第

１
項

に
定

め
る

事
項

に
つ

い
て

定
期

的
に

評
価

す
る

と
と

も
に

，
評

価
の

結
果

に
基

づ
き

必
要

な
措

置
を

講
じ

，
課

長
（
保

修
管

理
）
に

報
告

す
る

。
課

長
（
保

修
管

理
）
は

，
第

１
項

に
定

め
る

事
項

に
つ

い
て

定
期

的
に

評
価

を
行

う
と

と
も

に
，

評
価

の
結

果
に

基
づ

き
必

要
な

措
置

を
講

じ
る

。
行

為
→

各
課

長
→

活
動

の
評

価
×

４
．

当
直

長
は

，
火

災
の

影
響

に
よ

り
，

原
子

炉
施

設
の

保
安

に
重

大
な

影
響

を
及

ぼ
す

可
能

性
が

あ
る

と
判

断
し

た
場

合
は

，
あ

ら
か

じ
め

定
め

ら
れ

た
経

路
に

従
い

，
所

長
，

原
子

炉
主

任
技

術
者

，
各

部
長

お
よ

び
総

務
課

長
に

連
絡

す
る

。
発

電
部

長
は

，
必

要
に

応
じ

て
，

所
長

，
原

子
炉

主
任

技
術

者
，

品
質

保
証

部
長

，
技

術
部

長
，

廃
止

措
置

・
環

境
管

理
部

長
お

よ
び

保
修

部
長

と
原

子
炉

停
止

等
の

措
置

に
つ

い
て

協
議

す
る

。
行

為
→

当
直

長
、

発
電

部
長

→
炉

主
任

と
の

協
議

→
炉

主
任

の
職

務
遂

行

〔
３

号
炉

〕
課

長
（
保

修
管

理
）
は

，
初

期
消

火
活

動
の

た
め

の
体

制
の

整
備

と
し

て
，

次
の

措
置

を
講

じ
る

。
行

為
→

課
長

（
保

修
管

理
）

×

（
１

）
中

央
制

御
室

か
ら

消
防

機
関

へ
通

報
す

る
た

め
の

専
用

回
線

を
使

用
し

た
通

報
設

備
を

設
置

す
る

※
１
｡

内
容

×

（
２

）
初

期
消

火
活

動
を

行
う

要
員

と
し

て
，

１
０

名
以

上
（
発

電
所

合
計

数
）
を

常
駐

さ
せ

る
と

と
も

に
，

こ
の

要
員

に
対

す
る

火
災

発
生

時
の

通
報

連
絡

体
制

を
定

め
る

。
内

容
×

（
３

）
自

衛
消

防
隊

に
対

し
て

，
火

災
発

生
時

に
お

け
る

初
期

消
火

活
動

等
に

関
す

る
総

合
的

な
教

育
訓

練
を

実
施

す
る

。
内

容
×

（
４

）
化

学
消

防
自

動
車

，
泡

消
火

薬
剤

等
の

初
期

消
火

活
動

の
た

め
に

必
要

な
資

機
材

※
２
を

配
備

す
る

。
内

容
×

２
．

各
課

長
ま

た
は

当
直

長
は

，
原

子
炉

施
設

に
火

災
が

発
生

し
た

場
合

は
，

早
期

消
火

お
よ

び
延

焼
の

防
止

に
努

め
る

と
と

も
に

，
火

災
鎮

火
後

，
原

子
炉

施
設

の
損

傷
の

有
無

を
確

認
し

，
そ

の
結

果
を

所
長

，
原

子
炉

主
任

技
術

者
お

よ
び

各
部

長
に

報
告

す
る

。
行

為
→

各
課

長
ま

た
は

当
直

長
→

炉
主

任
へ

の
報

告
→

炉
主

任
の

職
務

遂
行

３
．

各
課

長
ま

た
は

当
直

長
は

，
発

電
所

周
辺

の
あ

ら
か

じ
め

定
め

た
測

候
所

等
に

お
い

て
震

度
５

弱
以

上
の

地
震

が
観

測
さ

れ
た

場
合

，
地

震
終

了
後

，
原

子
炉

施
設

※
３

の
火

災
発

生
の

有
無

を
確

認
す

る
と

と
も

に
，

そ
の

結
果

を
所

長
，

原
子

炉
主

任
技

術
者

，
各

部
長

お
よ

び
総

務
課

長
に

報
告

す
る

。
行

為
→

各
課

長
ま

た
は

当
直

長
→

炉
主

任
へ

の
報

告
→

炉
主

任
の

職
務

遂
行

４
．

当
直

長
は

，
第

１
３

条
（
巡

視
点

検
）
に

定
め

る
巡

視
に

よ
り

，
火

災
発

生
の

有
無

を
確

認
す

る
。

行
為

→
当

直
長

×
５

．
課

長
（
保

修
管

理
）
は

，
前

各
号

に
定

め
る

初
期

消
火

活
動

の
た

め
の

体
制

に
つ

い
て

，
総

合
的

な
訓

練
お

よ
び

初
期

消
火

活
動

の
結

果
を

１
年

に
１

回
以

上
評

価
す

る
と

と
も

に
，

評
価

結
果

に
基

づ
き

，
よ

り
適

切
な

体
制

と
な

る
よ

う
必

要
な

見
直

し
を

行
う

。
行

為
→

課
長

（
保

修
管

理
）

×

〔
２

号
炉

〕

課
長

（
技

術
）
は

，
原

子
炉

施
設

内
に

お
い

て
溢

水
が

発
生

し
た

場
合

（
以

下
「
内

部
溢

水
発

生
時

」
と

い
う

。
）
に

お
け

る
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
※

１
を

行
う

体
制

の
整

備
と

し
て

，
次

の
各

号
を

含
む

計
画

を
策

定
し

，
技

術
部

長
の

確
認

，
所

長
の

承
認

を
得

る
。

計
画

の
策

定
に

あ
た

っ
て

は
，

添
付

２
に

示
す

「
火

災
，

内
部

溢
水

，
火

山
影

響
等

，
そ

の
他

自
然

災
害

お
よ

び
有

毒
ガ

ス
対

応
に

係
る

実
施

基
準

」
に

従
っ

て
実

施
す

る
。

行
為

→
課

長
（
技

術
）

×

（
１

）
内

部
溢

水
発

生
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

を
行

う
た

め
に

必
要

な
要

員
の

配
置

に
関

す
る

こ
と

内
容

×
（
２

）
内

部
溢

水
発

生
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

を
行

う
要

員
に

対
す

る
教

育
訓

練
に

関
す

る
こ

と
内

容
×

（
３

）
内

部
溢

水
発

生
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

を
行

う
た

め
に

必
要

な
資

機
材

の
配

備
に

関
す

る
こ

と
内

容
×

２
．

各
課

長
は

，
前

項
の

計
画

に
基

づ
き

，
内

部
溢

水
発

生
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

を
行

う
た

め
に

必
要

な
体

制
お

よ
び

手
順

の
整

備
を

実
施

す
る

。
行

為
→

各
課

長
×

５
職

位
は

施
設

、
設

備
を

所
管

し
て

い
な

い

３
．

各
課

長
は

，
第

２
項

の
活

動
の

実
施

結
果

を
と

り
ま

と
め

，
第

１
項

に
定

め
る

事
項

に
つ

い
て

定
期

的
に

評
価

す
る

と
と

も
に

，
評

価
の

結
果

に
基

づ
き

必
要

な
措

置
を

講
じ

，
課

長
（
技

術
）
に

報
告

す
る

。
課

長
（
技

術
）
は

，
第

１
項

に
定

め
る

事
項

に
つ

い
て

定
期

的
に

評
価

を
行

う
と

と
も

に
，

評
価

の
結

果
に

基
づ

き
必

要
な

措
置

を
講

じ
る

。
行

為
→

各
課

長
×

５
職

位
は

施
設

、
設

備
を

所
管

し
て

い
な

い

４
．

当
直

長
は

，
内

部
溢

水
の

影
響

に
よ

り
，

原
子

炉
施

設
の

保
安

に
重

大
な

影
響

を
及

ぼ
す

可
能

性
が

あ
る

と
判

断
し

た
場

合
は

，
あ

ら
か

じ
め

定
め

ら
れ

た
経

路
に

従
い

，
所

長
，

原
子

炉
主

任
技

術
者

，
各

部
長

お
よ

び
総

務
課

長
に

連
絡

す
る

。
発

電
部

長
は

，
必

要
に

応
じ

て
，

所
長

，
原

子
炉

主
任

技
術

者
，

品
質

保
証

部
長

，
技

術
部

長
，

廃
止

措
置

・
環

境
管

理
部

長
お

よ
び

保
修

部
長

と
原

子
炉

停
止

等
の

措
置

に
つ

い
て

協
議

す
る

。
行

為
→

当
直

長
、

発
電

部
長

→
炉

主
任

と
の

協
議

→
炉

主
任

の
職

務
遂

行

〔
２

号
炉

〕
課

長
（
技

術
）
は

，
火

山
現

象
に

よ
る

影
響

が
発

生
す

る
お

そ
れ

が
あ

る
場

合
ま

た
は

発
生

し
た

場
合

（
以

下
「
火

山
影

響
等

発
生

時
」
と

い
う

。
）
に

お
け

る
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
※

１
を

行
う

体
制

の
整

備
と

し
て

，
次

の
各

号
を

含
む

計
画

を
策

定
し

，
技

術
部

長
の

確
認

，
所

長
の

承
認

を
得

る
。

計
画

の
策

定
に

あ
た

っ
て

は
，

添
付

２
に

示
す

「
火

災
，

内
部

溢
水

，
火

山
影

響
等

，
そ

の
他

自
然

災
害

お
よ

び
有

毒
ガ

ス
対

応
に

係
る

実
施

基
準

」
に

従
っ

て
実

施
す

る
。

行
為

→
課

長
（
技

術
）

×

（
１

）
火

山
影

響
等

発
生

時
に

お
け

る
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
を

行
う

た
め

に
必

要
な

要
員

の
配

置
に

関
す

る
こ

と
内

容
×

（
２

）
火

山
影

響
等

発
生

時
に

お
け

る
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
を

行
う

要
員

に
対

す
る

教
育

訓
練

に
関

す
る

こ
と

内
容

×
（
３

）
火

山
影

響
等

発
生

時
に

お
け

る
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
を

行
う

た
め

に
必

要
な

フ
ィ

ル
タ

そ
の

他
の

資
機

材
の

配
備

に
関

す
る

こ
と

内
容

×
２

．
各

課
長

は
，

前
項

の
計

画
に

基
づ

き
，

次
の

各
号

を
含

む
火

山
影

響
等

発
生

時
に

お
け

る
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
を

行
う

た
め

に
必

要
な

体
制

お
よ

び
手

順
の

整
備

を
実

施
す

る
。

行
為

→
各

課
長

×
５

職
位

は
施

設
、

設
備

を
所

管
し

て
い

な
い

（
１

）
火

山
影

響
等

発
生

時
に

お
け

る
非

常
用

交
流

動
力

電
源

設
備

の
機

能
を

維
持

す
る

た
め

の
対

策
に

関
す

る
こ

と
内

容
×

（
２

）
（
１

）
に

掲
げ

る
も

の
の

他
，

火
山

影
響

等
発

生
時

に
お

け
る

代
替

電
源

設
備

そ
の

他
の

炉
心

を
冷

却
す

る
た

め
に

必
要

な
設

備
の

機
能

を
維

持
す

る
た

め
の

対
策

に
関

す
る

こ
と

内
容

×

（
３

）
（
２

）
に

掲
げ

る
も

の
の

他
，

火
山

影
響

等
発

生
時

に
交

流
動

力
電

源
が

喪
失

し
た

場
合

に
お

け
る

炉
心

の
著

し
い

損
傷

を
防

止
す

る
た

め
の

対
策

に
関

す
る

こ
と

内
容

×

３
．

各
課

長
は

，
第

１
項

（
１

）
の

要
員

に
第

２
項

の
手

順
を

遵
守

さ
せ

る
。

行
為

→
各

課
長

×
５

職
位

は
施

設
、

設
備

を
所

管
し

て
い

な
い

４
．

各
課

長
は

，
第

２
項

の
活

動
の

実
施

結
果

を
取

り
ま

と
め

，
第

１
項

に
定

め
る

事
項

に
つ

い
て

定
期

的
に

評
価

を
行

う
と

と
も

に
，

評
価

の
結

果
に

基
づ

き
必

要
な

措
置

を
講

じ
，

課
長

（
技

術
）
に

報
告

す
る

。
課

長
（
技

術
）
は

，
第

１
項

に
定

め
る

事
項

に
つ

い
て

定
期

的
に

評
価

を
行

う
と

と
も

に
，

評
価

の
結

果
に

基
づ

き
必

要
な

措
置

を
講

じ
る

。
行

為
→

各
課

長
×

5
職

位
は

施
設

、
設

備
を

所
管

し
て

い
な

い

内
部

溢
水

発
生

時
の

体
制

の
整

備

火
山

影
響

発
生

時
の

体
制

の
整

備

第
1
7
条

第
１

７
条

の
２

第
1
7
条

の
３
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保
安
規
定
の
各
条
文
に
お
け
る
相
反
性
に
か
か
る
検
討
結
果

島
根

原
子

力
発

電
所

原
子

炉
施

設
保

安
規

定
炉

主
任

の
関

与
規

定
の

性
質

行
為

の
実

施
者

行
為

の
内

容

５
．

当
直

長
は

，
火

山
現

象
の

影
響

に
よ

り
，

原
子

炉
施

設
の

保
安

に
重

大
な

影
響

を
及

ぼ
す

可
能

性
が

あ
る

と
判

断
し

た
場

合
は

，
あ

ら
か

じ
め

定
め

ら
れ

た
経

路
に

従
い

，
所

長
，

原
子

炉
主

任
技

術
者

，
各

部
長

お
よ

び
総

務
課

長
に

連
絡

す
る

。
発

電
部

長
は

，
必

要
に

応
じ

て
，

所
長

，
原

子
炉

主
任

技
術

者
，

品
質

保
証

部
長

，
技

術
部

長
，

廃
止

措
置

・
環

境
管

理
部

長
お

よ
び

保
修

部
長

と
原

子
炉

停
止

等
の

措
置

に
つ

い
て

協
議

す
る

。
行

為
→

当
直

長
、

発
電

部
長

→
炉

主
任

と
の

協
議

→
炉

主
任

の
職

務
遂

行

６
．

電
源

事
業

本
部

部
長

（
原

子
力

安
全

技
術

）
は

，
火

山
現

象
に

係
る

新
た

な
知

見
等

の
収

集
，

反
映

等
を

実
施

す
る

。
行

為
→

電
源

事
業

本
部

部
長

（
原

子
力

安
全

技
術

）
×

〔
２

号
炉

〕
課

長
（
技

術
）
は

，
原

子
炉

施
設

内
に

お
い

て
そ

の
他

自
然

災
害

（
「
地

震
，

津
波

，
竜

巻
お

よ
び

積
雪

等
」
を

い
う

。
以

下
，

本
条

に
お

い
て

同
じ

。
）
が

発
生

し
た

場
合

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

※
１
を

行
う

体
制

の
整

備
と

し
て

，
次

の
各

号
を

含
む

計
画

を
策

定
し

，
技

術
部

長
の

確
認

，
所

長
の

承
認

を
得

る
。

計
画

の
策

定
に

あ
た

っ
て

は
，

添
付

２
に

示
す

「
火

災
，

内
部

溢
水

，
火

山
影

響
等

，
そ

の
他

自
然

災
害

お
よ

び
有

毒
ガ

ス
対

応
に

係
る

実
施

基
準

」
に

従
っ

て
実

施
す

る
。

行
為

→
課

長
（
技

術
）

×

（
１

）
そ

の
他

自
然

災
害

発
生

時
に

お
け

る
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
を

行
う

た
め

に
必

要
な

要
員

の
配

置
に

関
す

る
こ

と
内

容
×

（
２

）
そ

の
他

自
然

災
害

発
生

時
に

お
け

る
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
を

行
う

要
員

に
対

す
る

教
育

訓
練

に
関

す
る

こ
と

内
容

×
（
３

）
そ

の
他

自
然

災
害

発
生

時
に

お
け

る
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
を

行
う

た
め

に
必

要
な

資
機

材
の

配
備

に
関

す
る

こ
と

内
容

×
２

．
各

課
長

は
，

前
項

の
計

画
に

基
づ

き
，

そ
の

他
自

然
災

害
発

生
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

を
行

う
た

め
に

必
要

な
体

制
お

よ
び

手
順

の
整

備
を

実
施

す
る

。
行

為
→

各
課

長
×

５
職

位
は

施
設

、
設

備
を

所
管

し
て

い
な

い

３
．

各
課

長
は

，
第

２
項

の
活

動
の

実
施

結
果

を
取

り
ま

と
め

，
第

１
項

に
定

め
る

事
項

に
つ

い
て

定
期

的
に

評
価

を
行

う
と

と
も

に
，

評
価

の
結

果
に

基
づ

き
必

要
な

措
置

を
講

じ
，

課
長

（
技

術
）
に

報
告

す
る

。
課

長
（
技

術
）
は

，
第

１
項

に
定

め
る

事
項

に
つ

い
て

定
期

的
に

評
価

を
行

う
と

と
も

に
，

評
価

の
結

果
に

基
づ

き
必

要
な

措
置

を
講

じ
る

。
内

容
×

４
．

当
直

長
は

，
そ

の
他

自
然

災
害

の
影

響
に

よ
り

，
原

子
炉

施
設

の
保

安
に

重
大

な
影

響
を

及
ぼ

す
可

能
性

が
あ

る
と

判
断

し
た

場
合

は
，

あ
ら

か
じ

め
定

め
ら

れ
た

経
路

に
従

い
，

所
長

，
原

子
炉

主
任

技
術

者
，

各
部

長
お

よ
び

総
務

課
長

に
連

絡
す

る
。

発
電

部
長

は
，

必
要

に
応

じ
て

，
所

長
，

原
子

炉
主

任
技

術
者

，
品

質
保

証
部

長
，

技
術

部
長

，
廃

止
措

置
・
環

境
管

理
部

長
お

よ
び

保
修

部
長

と
原

子
炉

停
止

等
の

措
置

に
つ

い
て

協
議

す
る

。
行

為
→

当
直

長
×

５
．

電
源

事
業

本
部

部
長

（
原

子
力

安
全

技
術

）
は

，
そ

の
他

自
然

災
害

に
係

る
新

た
な

知
見

等
の

収
集

，
反

映
等

を
実

施
す

る
。

行
為

→
当

直
長

×

６
．

電
源

事
業

本
部

部
長

（
原

子
力

安
全

技
術

）
は

，
そ

の
他

自
然

災
害

の
う

ち
地

震
に

関
し

て
，

新
た

な
波

及
的

影
響

の
観

点
の

抽
出

を
実

施
す

る
。

行
為

→
電

源
事

業
本

部
部

長
（
原

子
力

安
全

技
術

）
×

７
．

電
源

事
業

本
部

部
長

（
原

子
力

安
全

技
術

）
は

，
地

震
観

測
お

よ
び

影
響

確
認

に
関

す
る

活
動

を
実

施
す

る
。

行
為

→
電

源
事

業
本

部
部

長
（
原

子
力

安
全

技
術

）
×

８
．

電
源

事
業

本
部

部
長

（
原

子
力

安
全

技
術

）
は

，
定

期
的

に
発

電
所

周
辺

の
航

空
路

の
変

更
状

況
を

確
認

し
，

確
認

結
果

に
基

づ
き

防
護

措
置

の
要

否
を

判
断

す
る

。
防

護
措

置
が

必
要

と
判

断
さ

れ
た

場
合

は
，

関
係

箇
所

へ
防

護
措

置
の

検
討

依
頼

を
行

う
。

ま
た

，
関

係
箇

所
の

対
応

が
完

了
し

た
こ

と
を

確
認

す
る

。
行

為
→

電
源

事
業

本
部

部
長

（
原

子
力

安
全

技
術

）
×

〔
３

号
炉

〕

各
課

長
ま

た
は

当
直

長
は

，
震

度
５

弱
以

上
の

地
震

が
観

測
※

１
さ

れ
た

場
合

は
，

地
震

終
了

後
原

子
炉

施
設

の
損

傷
の

有
無

を
確

認
す

る
と

と
も

に
，

そ
の

結
果

を
所

長
，

原
子

炉
主

任
技

術
者

お
よ

び
各

部
長

に
報

告
す

る
。

行
為

→
各

課
長

、
当

直
長

→
炉

主
任

へ
の

報
告

→
炉

主
任

の
職

務
遂

行

２
．

当
直

長
は

，
そ

の
他

自
然

災
害

の
影

響
に

よ
り

，
原

子
炉

施
設

に
重

大
な

影
響

を
及

ぼ
す

可
能

性
が

あ
る

と
判

断
し

た
場

合
は

，
あ

ら
か

じ
め

定
め

ら
れ

た
経

路
に

従
い

，
所

長
，

原
子

炉
主

任
技

術
者

，
各

部
長

お
よ

び
総

務
課

長
に

連
絡

す
る

。
発

電
部

長
は

，
必

要
に

応
じ

て
，

所
長

，
原

子
炉

主
任

技
術

者
，

品
質

保
証

部
長

，
技

術
部

長
，

廃
止

措
置

・
環

境
管

理
部

長
お

よ
び

保
修

部
長

と
原

子
炉

停
止

等
の

措
置

に
つ

い
て

協
議

す
る

。
行

為
→

当
直

長
、

発
電

部
長

→
炉

主
任

と
の

協
議

→
炉

主
任

の
職

務
遂

行

〔
２

号
炉

〕
課

長
（
技

術
）
は

，
発

電
所

敷
地

内
に

お
い

て
有

毒
ガ

ス
を

確
認

し
た

場
合

（
以

下
「
有

毒
ガ

ス
発

生
時

」
と

い
う

。
）
に

お
け

る
重

大
事

故
等

発
生

時
に

お
け

る
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
を

行
う

た
め

に
必

要
な

運
転

員
，

緊
急

時
対

策
要

員
お

よ
び

自
衛

消
防

隊
（
以

下
「
重

大
事

故
等

に
対

処
す

る
要

員
」
と

い
う

。
）
の

防
護

の
た

め
の

活
動

※
１
を

行
う

体
制

の
整

備
と

し
て

，
次

の
各

号
を

含
む

計
画

を
策

定
し

，
技

術
部

長
の

確
認

，
所

長
の

承
認

を
得

る
。

計
画

の
策

定
に

あ
た

っ
て

は
，

添
付

２
に

示
す

「
火

災
，

内
部

溢
水

，
火

山
影

響
等

，
そ

の
他

自
然

災
害

お
よ

び
有

毒
ガ

ス
対

応
に

係
る

実
施

基
準

」
に

従
っ

て
実

施
す

る
。

行
為

→
課

長
（
技

術
）

×

（
１

）
有

毒
ガ

ス
発

生
時

に
お

け
る

重
大

事
故

等
に

対
処

す
る

要
員

の
防

護
の

た
め

の
活

動
を

行
う

た
め

に
必

要
な

要
員

の
配

置
に

関
す

る
こ

と
内

容
×

（
２

）
有

毒
ガ

ス
発

生
時

に
お

け
る

重
大

事
故

等
に

対
処

す
る

要
員

の
防

護
の

た
め

の
活

動
を

行
う

要
員

に
対

す
る

教
育

訓
練

の
実

施
に

関
す

る
こ

と
内

容
×

（
３

）
有

毒
ガ

ス
発

生
時

に
お

け
る

重
大

事
故

等
に

対
処

す
る

要
員

の
防

護
の

た
め

の
活

動
を

行
う

た
め

に
必

要
な

資
機

材
の

配
備

に
関

す
る

こ
と

内
容

×

２
．

各
課

長
は

，
前

項
の

計
画

に
基

づ
き

，
有

毒
ガ

ス
発

生
時

に
お

け
る

重
大

事
故

等
に

対
処

す
る

要
員

の
防

護
の

た
め

の
活

動
を

実
施

す
る

。
行

為
→

各
課

長
×

５
職

位
は

施
設

、
設

備
を

所
管

し
て

い
な

い

３
．

各
課

長
は

，
第

２
項

に
定

め
る

事
項

に
つ

い
て

定
期

的
に

評
価

を
行

う
と

と
も

に
，

評
価

の
結

果
に

基
づ

き
必

要
な

措
置

を
講

じ
，

課
長

（
技

術
）
に

報
告

す
る

。
課

長
（
技

術
）
は

，
第

１
項

に
定

め
る

事
項

に
つ

い
て

定
期

的
に

評
価

を
行

う
と

と
も

に
，

評
価

の
結

果
に

基
づ

き
必

要
な

措
置

を
講

じ
る

。
行

為
→

各
課

長
×

５
職

位
は

施
設

、
設

備
を

所
管

し
て

い
な

い

４
．

当
直

長
は

，
有

毒
ガ

ス
の

影
響

に
よ

り
，

原
子

炉
施

設
の

保
安

に
重

大
な

影
響

を
及

ぼ
す

可
能

性
が

あ
る

と
判

断
し

た
場

合
は

，
あ

ら
か

じ
め

定
め

ら
れ

た
経

路
に

従
い

，
所

長
，

原
子

炉
主

任
技

術
者

，
各

部
長

お
よ

び
総

務
課

長
に

連
絡

す
る

。
発

電
部

長
は

，
必

要
に

応
じ

て
，

所
長

，
原

子
炉

主
任

技
術

者
，

品
質

保
証

部
長

，
技

術
部

長
，

廃
止

措
置

・
環

境
管

理
部

長
お

よ
び

保
修

部
長

と
原

子
炉

停
止

等
の

措
置

に
つ

い
て

協
議

す
る

。
行

為
→

当
直

長
、

発
電

部
長

→
炉

主
任

と
の

協
議

→
炉

主
任

の
職

務
遂

行

〔
２

号
炉

〕
各

課
長

は
，

次
の

各
号

の
資

機
材

等
を

整
備

す
る

。
定

義
×

（
１

）
課

長
（
技

術
）
，

課
長

（
放

射
線

管
理

）
，

課
長

（
第

一
発

電
）
，

課
長

（
保

修
管

理
）
，

課
長

（
電

気
）
お

よ
び

課
長

（
原

子
炉

）
は

，
設

計
基

準
事

故
が

発
生

し
た

場
合

に
用

い
る

標
識

を
設

置
し

た
安

全
避

難
通

路
，

避
難

用
お

よ
び

作
業

用
照

明
を

整
備

す
る

と
と

も
に

，
作

業
用

照
明

設
置

箇
所

以
外

で
現

場
作

業
が

必
要

と
な

っ
た

場
合

等
に

使
用

す
る

可
搬

型
照

明
を

配
備

す
る

。
な

お
，

可
搬

型
照

明
は

，
第

１
７

条
の

７
お

よ
び

第
１

７
条

の
８

で
配

備
す

る
資

機
材

と
兼

ね
る

こ
と

が
で

き
る

。
内

容
×

課
長

（
技

術
）
（
放

射
線

管
理

）
（
第

一
発

電
）
（
保

修
管

理
）
（
電

気
）
（
原

子
炉

）
×

（
２

）
課

長
（
電

気
）
お

よ
び

課
長

（
計

装
）
は

，
設

計
基

準
事

故
が

発
生

し
た

場
合

に
用

い
る

警
報

装
置

お
よ

び
通

信
連

絡
設

備
を

整
備

し
，

警
報

装
置

お
よ

び
通

信
連

絡
設

備
の

操
作

に
関

す
る

手
順

な
ら

び
に

専
用

通
信

回
線

，
安

全
パ

ラ
メ

ー
タ

表
示

シ
ス

テ
ム

（
Ｓ

Ｐ
Ｄ

Ｓ
）
お

よ
び

デ
ー

タ
伝

送
設

備
の

異
常

時
の

対
応

に
関

す
る

手
順

を
定

め
る

。
行

為
→

課
長

（
電

気
）
、

課
長

（
計

装
）

×
５

職
位

は
施

設
、

設
備

を
所

管
し

て
い

な
い

第
1
7
条

の
４

第
1
7
条

の
５

第
1
7
条

の
６

そ
の

他
自

然
災

害
発

生
時

等
の

体
制

の
整

備

有
毒

ガ
ス

発
生

時
の

体
制

の
整

備

資
機

材
等

の
整

備

第
1
7
条

の
３

33



保
安
規
定
の
各
条
文
に
お
け
る
相
反
性
に
か
か
る
検
討
結
果

島
根

原
子

力
発

電
所

原
子

炉
施

設
保

安
規

定
炉

主
任

の
関

与
規

定
の

性
質

行
為

の
実

施
者

行
為

の
内

容

〔
２

号
炉

〕
社

長
は

，
重

大
事

故
に

至
る

お
そ

れ
の

あ
る

事
故

ま
た

は
重

大
事

故
が

発
生

し
た

場
合

（
以

下
「
重

大
事

故
等

発
生

時
」
と

い
う

。
）
に

お
け

る
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
を

行
う

体
制

の
整

備
に

あ
た

っ
て

，
財

産
（
設

備
等

）
保

護
よ

り
も

安
全

を
優

先
す

る
こ

と
を

方
針

と
し

て
定

め
る

。
行

為
→

社
長

×

２
．

電
源

事
業

本
部

部
長

（
原

子
力

管
理

）
は

，
添

付
３

「
重

大
事

故
等

お
よ

び
大

規
模

損
壊

対
応

に
係

る
実

施
基

準
」
に

示
す

重
大

事
故

等
発

生
時

に
お

け
る

原
子

炉
主

任
技

術
者

の
職

務
等

に
つ

い
て

計
画

を
定

め
る

。
行

為
→

電
源

事
業

本
部

部
長

（
原

子
力

管
理

）
→

手
順

の
整

備
×

職
務

等
を

定
め

ら
れ

る

３
．

課
長

（
技

術
）
は

，
第

１
項

の
方

針
に

基
づ

き
，

重
大

事
故

等
発

生
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

を
行

う
体

制
の

整
備

と
し

て
，

次
の

各
号

を
含

む
計

画
を

策
定

し
，

技
術

部
長

の
確

認
，

所
長

の
承

認
を

得
る

。
ま

た
，

計
画

は
，

添
付

３
に

示
す

「
重

大
事

故
等

お
よ

び
大

規
模

損
壊

対
応

に
係

る
実

施
基

準
」
に

従
い

策
定

す
る

。
行

為
→

課
長

（
技

術
）

×

（
１

）
重

大
事

故
等

に
対

処
す

る
要

員
の

役
割

分
担

お
よ

び
責

任
者

の
配

置
に

関
す

る
事

項
内

容
×

（
２

）
重

大
事

故
等

に
対

処
す

る
要

員
に

対
す

る
教

育
訓

練
に

関
す

る
次

の
事

項
内

容
×

　
　

ア
．

重
大

事
故

等
対

処
施

設
の

使
用

を
開

始
す

る
に

あ
た

っ
て

，
あ

ら
か

じ
め

力
量

の
付

与
の

た
め

の
教

育
訓

練
を

実
施

す
る

※
１
こ

と
内

容
×

　
　

イ
．

力
量

の
維

持
向

上
の

た
め

の
教

育
訓

練
を

年
１

回
以

上
実

施
す

る
こ

と
内

容
×

ウ
．

重
大

事
故

の
発

生
お

よ
び

拡
大

の
防

止
に

必
要

な
措

置
を

実
施

す
る

た
め

に
必

要
な

技
術

的
能

力
を

満
足

す
る

こ
と

お
よ

び
有

効
性

評
価

の
前

提
条

件
を

満
足

す
る

こ
と

を
確

認
す

る
た

め
の

成
立

性
の

確
認

訓
練

（
以

下
「
成

立
性

の
確

認
訓

練
」
と

い
う

。
）
を

年
１

回
以

上
実

施
す

る
こ

と
内

容
×

　
　

エ
．

成
立

性
の

確
認

訓
練

の
実

施
計

画
を

作
成

し
，

原
子

炉
主

任
技

術
者

の
確

認
を

得
て

，
所

長
の

承
認

を
得

る
こ

と
行

為
→

課
長

（
技

術
）

×
炉

主
任

の
確

認
→

炉
主

任
の

職
務

遂
行

　
　

オ
．

成
立

性
の

確
認

訓
練

の
結

果
を

記
録

し
，

所
長

お
よ

び
原

子
炉

主
任

技
術

者
に

報
告

す
る

こ
と

行
為

→
課

長
（
技

術
）

×
結

果
の

報
告

→
炉

主
任

の
職

務
遂

行
（
３

）
重

大
事

故
の

発
生

お
よ

び
拡

大
の

防
止

に
必

要
な

措
置

，
ア

ク
セ

ス
ル

ー
ト
の

確
保

，
復

旧
作

業
お

よ
び

支
援

等
の

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

，
な

ら
び

に
必

要
な

資
機

材
の

配
備

に
関

す
る

こ
と

行
為

→
課

長
（
技

術
）

×

４
．

各
課

長
は

，
重

大
事

故
等

発
生

時
に

お
け

る
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
を

行
う

た
め

に
必

要
な

次
に

掲
げ

る
事

項
に

関
す

る
手

順
を

定
め

る
。

ま
た

，
手

順
を

定
め

る
に

あ
た

っ
て

は
，

添
付

３
に

示
す

「
重

大
事

故
等

お
よ

び
大

規
模

損
壊

対
応

に
係

る
実

施
基

準
」
に

従
う

と
と

も
に

，
重

大
事

故
等

対
処

設
備

を
使

用
す

る
際

の
切

替
え

の
容

易
性

を
配

慮
し

，
第

３
項

（
１

）
の

役
割

に
応

じ
た

内
容

と
す

る
。

行
為

→
各

課
長

×
５

職
位

は
施

設
、

設
備

を
所

管
し

て
い

な
い

（
１

）
重

大
事

故
等

発
生

時
に

お
け

る
炉

心
の

著
し

い
損

傷
を

防
止

す
る

た
め

の
対

策
に

関
す

る
こ

と
内

容
×

（
２

）
重

大
事

故
等

発
生

時
に

お
け

る
格

納
容

器
の

破
損

を
防

止
す

る
た

め
の

対
策

に
関

す
る

こ
と

内
容

×
（
３

）
重

大
事

故
等

発
生

時
に

お
け

る
燃

料
プ

ー
ル

に
貯

蔵
す

る
燃

料
体

の
著

し
い

損
傷

を
防

止
す

る
た

め
の

対
策

に
関

す
る

こ
と

内
容

×
（
４

）
重

大
事

故
等

発
生

時
に

お
け

る
原

子
炉

停
止

時
に

お
け

る
燃

料
体

の
著

し
い

損
傷

を
防

止
す

る
た

め
の

対
策

に
関

す
る

こ
と

内
容

×
（
５

）
発

生
す

る
有

毒
ガ

ス
か

ら
の

重
大

事
故

等
に

対
処

す
る

要
員

の
防

護
に

関
す

る
こ

と
内

容
×

５
．

各
課

長
は

，
第

３
項

の
計

画
に

基
づ

き
，

重
大

事
故

等
発

生
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

を
実

施
す

る
と

と
も

に
，

重
大

事
故

等
に

対
処

す
る

要
員

に
第

４
項

の
手

順
を

遵
守

さ
せ

る
。

行
為

→
各

課
長

×
５

職
位

は
施

設
、

設
備

を
所

管
し

て
い

な
い

６
．

各
課

長
は

，
第

５
項

の
活

動
の

実
施

結
果

を
と

り
ま

と
め

，
第

３
項

に
定

め
る

事
項

に
つ

い
て

定
期

的
に

評
価

す
る

と
と

も
に

，
評

価
の

結
果

に
基

づ
き

必
要

な
措

置
を

講
じ

，
課

長
（
技

術
）
に

報
告

す
る

。
課

長
（
技

術
）
は

，
第

３
項

に
定

め
る

事
項

に
つ

い
て

定
期

的
に

評
価

を
行

う
と

と
も

に
，

評
価

の
結

果
に

基
づ

き
必

要
な

措
置

を
講

じ
る

。
行

為
→

各
課

長
×

５
職

位
は

施
設

、
設

備
を

所
管

し
て

い
な

い

７
．

電
源

事
業

本
部

部
長

（
原

子
力

管
理

）
は

，
第

１
項

の
方

針
に

基
づ

き
，

本
社

が
行

う
支

援
に

関
す

る
活

動
を

行
う

体
制

の
整

備
と

し
て

，
次

の
各

号
を

含
む

計
画

を
策

定
す

る
。

ま
た

，
計

画
は

，
添

付
３

に
示

す
「
重

大
事

故
等

お
よ

び
大

規
模

損
壊

対
応

に
係

る
実

施
基

準
」
に

従
い

策
定

す
る

。
行

為
→

電
源

事
業

本
部

部
長

（
原

子
力

管
理

）
×

（
１

）
支

援
に

関
す

る
活

動
を

行
う

た
め

の
役

割
分

担
お

よ
び

責
任

者
の

配
置

に
関

す
る

こ
と

内
容

×
（
２

）
支

援
に

関
す

る
活

動
を

行
う

た
め

の
資

機
材

の
配

備
に

関
す

る
こ

と
内

容
×

８
．

電
源

事
業

本
部

部
長

（
原

子
力

管
理

）
は

，
第

７
項

の
計

画
に

基
づ

き
，

本
社

が
行

う
支

援
に

関
す

る
活

動
を

行
う

た
め

に
必

要
な

体
制

の
整

備
を

実
施

す
る

。
行

為
→

電
源

事
業

本
部

部
長

（
原

子
力

管
理

）
×

９
．

電
源

事
業

本
部

部
長

（
原

子
力

管
理

）
は

，
第

７
項

に
定

め
る

事
項

に
つ

い
て

定
期

的
に

評
価

を
行

う
と

と
も

に
，

評
価

の
結

果
に

基
づ

き
必

要
な

措
置

を
講

じ
る

。
行

為
→

電
源

事
業

本
部

部
長

（
原

子
力

管
理

）
×

〔
２

号
炉

〕
課

長
（
技

術
）
は

，
大

規
模

な
自

然
災

害
ま

た
は

故
意

に
よ

る
大

型
航

空
機

の
衝

突
そ

の
他

の
テ

ロ
リ

ズ
ム

に
よ

る
原

子
炉

施
設

の
大

規
模

な
損

壊
が

発
生

し
た

場
合

（
以

下
「
大

規
模

損
壊

発
生

時
」
と

い
う

。
）
に

お
け

る
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
を

行
う

体
制

の
整

備
と

し
て

，
次

の
各

号
を

含
む

計
画

を
策

定
し

，
技

術
部

長
の

確
認

，
所

長
の

承
認

を
得

る
。

ま
た

，
計

画
は

，
添

付
３

に
示

す
「
重

大
事

故
等

お
よ

び
大

規
模

損
壊

対
応

に
係

る
実

施
基

準
」
に

従
い

策
定

す
る

。

行
為

→
課

長
（
技

術
）

×

（
１

）
大

規
模

損
壊

発
生

時
に

お
け

る
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
を

行
う

た
め

に
必

要
な

要
員

の
配

置
に

関
す

る
こ

と
内

容
×

（
２

）
大

規
模

損
壊

発
生

時
に

お
け

る
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
を

行
う

要
員

に
対

す
る

教
育

訓
練

に
関

す
る

次
の

事
項

内
容

×

　
　

ア
．

重
大

事
故

等
対

処
施

設
の

使
用

を
開

始
す

る
に

あ
た

っ
て

，
あ

ら
か

じ
め

力
量

の
付

与
の

た
め

の
教

育
訓

練
を

実
施

す
る

※
１
こ

と
内

容
×

　
　

イ
．

力
量

の
維

持
向

上
の

た
め

の
教

育
訓

練
を

年
１

回
以

上
実

施
す

る
こ

と
内

容
×

ウ
．

重
大

事
故

の
発

生
お

よ
び

拡
大

の
防

止
に

必
要

な
措

置
を

実
施

す
る

た
め

に
必

要
な

技
術

的
能

力
を

満
足

す
る

こ
と

を
確

認
す

る
た

め
の

訓
練

（
以

下
「
技

術
的

能
力

の
確

認
訓

練
」
と

い
う

。
）
を

年
１

回
以

上
実

施
す

る
こ

と
内

容
×

　
　

エ
．

技
術

的
能

力
の

確
認

訓
練

の
実

施
計

画
を

作
成

し
，

原
子

炉
主

任
技

術
者

の
確

認
を

得
て

，
所

長
の

承
認

を
得

る
こ

と
行

為
→

課
長

（
技

術
）

×
炉

主
任

の
確

認
→

炉
主

任
の

職
務

遂
行

　
　

オ
．

技
術

的
能

力
の

確
認

訓
練

の
結

果
を

記
録

し
，

所
長

お
よ

び
原

子
炉

主
任

技
術

者
に

報
告

す
る

こ
と

行
為

→
課

長
（
技

術
）

×
結

果
の

報
告

→
炉

主
任

の
職

務
遂

行
（
３

）
大

規
模

損
壊

発
生

時
に

お
け

る
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
を

行
う

た
め

に
必

要
な

資
機

材
の

配
備

に
関

す
る

こ
と

内
容

×
２

．
各

課
長

は
，

大
規

模
損

壊
発

生
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

を
行

う
た

め
に

必
要

な
次

に
掲

げ
る

事
項

に
関

す
る

手
順

を
定

め
る

。
ま

た
，

手
順

を
定

め
る

に
あ

た
っ

て
は

，
添

付
３

に
示

す
「
重

大
事

故
等

お
よ

び
大

規
模

損
壊

対
応

に
係

る
実

施
基

準
」
に

従
う

。
行

為
→

各
課

長
×

５
職

位
は

施
設

、
設

備
を

所
管

し
て

い
な

い
（
１

）
大

規
模

損
壊

発
生

時
に

お
け

る
大

規
模

な
火

災
が

発
生

し
た

場
合

に
お

け
る

消
火

活
動

に
関

す
る

こ
と

内
容

×
（
２

）
大

規
模

損
壊

発
生

時
に

お
け

る
炉

心
の

著
し

い
損

傷
を

緩
和

す
る

た
め

の
対

策
に

関
す

る
こ

と
内

容
×

（
３

）
大

規
模

損
壊

発
生

時
に

お
け

る
格

納
容

器
の

破
損

を
緩

和
す

る
た

め
の

対
策

に
関

す
る

こ
と

内
容

×

第
1
7
条

の
７

第
1
7
条

の
８

資
機

材
等

の
整

備

大
規

模
損

壊
発

生
時

の
体

制
の

整
備
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保
安
規
定
の
各
条
文
に
お
け
る
相
反
性
に
か
か
る
検
討
結
果

島
根

原
子

力
発

電
所

原
子

炉
施

設
保

安
規

定
炉

主
任

の
関

与
規

定
の

性
質

行
為

の
実

施
者

行
為

の
内

容

（
４

）
大

規
模

損
壊

発
生

時
に

お
け

る
燃

料
プ

ー
ル

の
水

位
を

確
保

す
る

た
め

の
対

策
お

よ
び

燃
料

体
の

著
し

い
損

傷
を

緩
和

す
る

た
め

の
対

策
に

関
す

る
こ

と
内

容
×

（
５

）
大

規
模

損
壊

発
生

時
に

お
け

る
放

射
性

物
質

の
放

出
を

低
減

す
る

た
め

の
対

策
に

関
す

る
こ

と
内

容
×

３
．

各
課

長
は

，
第

１
項

の
計

画
に

基
づ

き
，

大
規

模
損

壊
発

生
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

を
実

施
す

る
と

と
も

に
，

第
１

項
（
１

）
の

要
員

に
第

２
項

の
手

順
を

遵
守

さ
せ

る
。

行
為

→
各

課
長

→
手

順
の

遵
守

×

４
．

各
課

長
は

，
第

３
項

の
活

動
の

実
施

結
果

を
と

り
ま

と
め

，
第

１
項

に
定

め
る

事
項

に
つ

い
て

定
期

的
に

評
価

す
る

と
と

も
に

，
評

価
の

結
果

に
基

づ
き

必
要

な
措

置
を

講
じ

，
課

長
（
技

術
）
に

報
告

す
る

。
課

長
（
技

術
）
は

，
第

１
項

に
定

め
る

事
項

に
つ

い
て

定
期

的
に

評
価

を
行

う
と

と
も

に
，

評
価

の
結

果
に

基
づ

き
必

要
な

措
置

を
講

じ
る

。
行

為
→

各
課

長
×

５
職

位
は

施
設

、
設

備
を

所
管

し
て

い
な

い

５
．

電
源

事
業

本
部

部
長

（
原

子
力

管
理

）
は

，
大

規
模

損
壊

発
生

時
に

お
け

る
本

社
が

行
う

支
援

に
関

す
る

活
動

を
行

う
体

制
の

整
備

に
つ

い
て

計
画

を
策

定
す

る
。

ま
た

，
計

画
は

，
添

付
３

に
示

す
「
重

大
事

故
等

お
よ

び
大

規
模

損
壊

対
応

に
係

る
実

施
基

準
」
に

従
い

策
定

す
る

。
行

為
→

電
源

事
業

本
部

部
長

（
原

子
力

管
理

）
×

６
．

電
源

事
業

本
部

部
長

（
原

子
力

管
理

）
は

，
第

５
項

の
計

画
に

基
づ

き
，

本
社

が
行

う
支

援
に

関
す

る
活

動
を

行
う

た
め

に
必

要
な

体
制

の
整

備
を

実
施

す
る

。
行

為
→

電
源

事
業

本
部

部
長

（
原

子
力

管
理

）
×

７
．

電
源

事
業

本
部

部
長

（
原

子
力

管
理

）
は

，
第

６
項

の
実

施
内

容
を

踏
ま

え
，

第
５

項
に

定
め

る
事

項
に

つ
い

て
定

期
的

に
評

価
を

行
う

と
と

も
に

，
評

価
の

結
果

に
基

づ
き

必
要

な
措

置
を

講
じ

る
。

行
為

→
電

源
事

業
本

部
部

長
（
原

子
力

管
理

）
×

〔
３

号
炉

〕
第

１
７

条
の

９
課

長
（
技

術
）
は

，
津

波
に

よ
っ

て
交

流
電

源
を

供
給

す
る

全
て

の
設

備
，

海
水

を
使

用
し

て
原

子
炉

施
設

を
冷

却
す

る
全

て
の

設
備

お
よ

び
燃

料
プ

ー
ル

を
冷

却
す

る
全

て
の

設
備

の
機

能
が

喪
失

し
た

場
合

（
以

下
「
電

源
機

能
等

喪
失

時
」
と

い
う

。
）
に

お
け

る
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
を

行
う

体
制

の
整

備
と

し
て

，
次

の
各

号
に

掲
げ

る
事

項
に

係
る

計
画

を
策

定
し

，
技

術
部

長
の

確
認

，
所

長
の

承
認

を
得

る
。

行
為

→
課

長
（
技

術
）

×

（
１

）
電

源
機

能
等

喪
失

時
に

お
け

る
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
を

行
う

た
め

に
必

要
な

要
員

の
配

置
内

容
×

（
２

）
電

源
機

能
等

喪
失

時
に

お
け

る
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
を

行
う

要
員

に
対

す
る

訓
練

内
容

×
（
３

）
電

源
機

能
等

喪
失

時
に

お
け

る
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
を

行
う

た
め

に
必

要
な

可
搬

式
発

電
機

（
電

源
車

に
装

備
さ

れ
て

い
る

発
電

機
を

含
む

。
）
，

可
搬

式
ポ

ン
プ

（
消

防
車

に
装

備
さ

れ
て

い
る

ポ
ン

プ
を

含
む

。
）
，

ホ
ー

ス
お

よ
び

そ
の

他
資

機
材

の
配

備
内

容
×

２
．

各
課

長
は

，
前

項
の

計
画

に
基

づ
き

，
電

源
機

能
等

喪
失

時
に

お
け

る
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
を

実
施

す
る

。
行

為
→

各
課

長
×

５
職

位
は

施
設

、
設

備
を

所
管

し
て

い
な

い

３
．

各
課

長
は

，
第

２
項

に
定

め
る

事
項

に
つ

い
て

定
期

的
に

評
価

を
行

い
，

所
管

す
る

部
長

の
確

認
（
総

務
課

長
を

除
く

。
）
を

受
け

て
，

課
長

（
技

術
）
に

報
告

す
る

。
課

長
（
技

術
）
は

，
評

価
の

結
果

に
つ

い
て

技
術

部
長

の
確

認
，

所
長

の
承

認
を

得
て

必
要

な
措

置
を

講
じ

る
。

行
為

→
各

課
長

×
５

職
位

は
施

設
、

設
備

を
所

管
し

て
い

な
い

課
長

（
放

射
線

管
理

）
は

，
原

子
炉

起
動

時
の

出
力

上
昇

期
間

と
原

子
炉

停
止

時
の

出
力

降
下

期
間

を
除

く
原

子
炉

運
転

中
の

原
子

炉
冷

却
材

の
塩

素
イ

オ
ン

濃
度

を
１

箇
月

に
１

回
測

定
し

，
そ

の
結

果
を

課
長

（
発

電
）
に

通
知

す
る

。
行

為
→

課
長

（
放

射
線

管
理

）
×

２
．

当
直

長
は

，
原

子
炉

起
動

時
の

出
力

上
昇

期
間

と
原

子
炉

停
止

時
の

出
力

降
下

期
間

を
除

く
原

子
炉

運
転

中
の

原
子

炉
冷

却
材

が
表

１
８

に
定

め
る

基
準

値
で

あ
る

こ
と

を
１

箇
月

に
１

回
確

認
す

る
。

行
為

→
当

直
長

×

３
．

当
直

長
は

，
原

子
炉

冷
却

材
の

水
質

が
表

１
８

に
定

め
る

基
準

値
の

範
囲

に
な

い
場

合
は

，
基

準
値

の
範

囲
内

に
回

復
す

る
よ

う
努

め
る

。
行

為
→

当
直

長
×

第
1
8
条

の
2

〔
２

号
炉

〕
当

直
長

は
，

定
事

検
停

止
後

の
原

子
炉

起
動

前
に

，
通

常
時

閉
，

事
故

時
閉

と
な

る
手

動
弁

の
う

ち
，

開
と

な
る

お
そ

れ
が

な
い

よ
う

に
施

錠
管

理
を

行
う

原
子

炉
冷

却
材

圧
力

バ
ウ

ン
ダ

リ
隔

離
弁

（
原

子
炉

側
か

ら
み

た
第

１
弁

）
に

つ
い

て
，

閉
止

施
錠

状
態

で
あ

る
こ

と
を

確
認

す
る

。
行

為
→

当
直

長
×

原
子

炉
の

状
態

が
運

転
，

起
動

，
高

温
停

止
，

冷
温

停
止

お
よ

び
燃

料
交

換
に

お
い

て
，

停
止

余
裕

は
，

表
１

９
－

１
に

定
め

る
事

項
を

運
転

上
の

制
限

と
す

る
。

定
義

×
２

．
停

止
余

裕
が

，
前

項
に

定
め

る
運

転
上

の
制

限
を

満
足

し
て

い
る

こ
と

を
確

認
す

る
た

め
，

次
号

を
実

施
す

る
。

燃
料

取
替

終
了

後
，

次
号

に
定

め
る

停
止

余
裕

の
確

認
を

行
う

ま
で

は
制

御
棒

の
引

き
抜

き
を

行
っ

て
は

な
ら

な
い

。
内

容
×

（
１

）
課

長
（
燃

料
技

術
）
は

，
燃

料
取

替
終

了
後

，
0
.3

8
%
△

k/
k

※
１
の

反
応

度
補

正
を

し
た

状
態

で
停

止
余

裕
を

確
認

し
，

そ
の

結
果

を
課

長
（
発

電
）
に

通
知

す
る

。
行

為
→

課
長

（
燃

料
技

術
）

×

３
．

当
直

長
は

，
停

止
余

裕
が

，
第

１
項

に
定

め
る

運
転

上
の

制
限

を
満

足
し

て
い

な
い

と
判

断
し

た
場

合
は

，
表

１
９

－
２

の
措

置
を

講
じ

る
。

行
為

→
当

直
長

×

原
子

炉
の

状
態

が
運

転
に

お
い

て
，

反
応

度
の

予
測

値
と

監
視

値
の

差
※

１
は

，
表

２
０

－
１

に
定

め
る

事
項

を
運

転
上

の
制

限
と

す
る

。
内

容
×

２
．

反
応

度
の

予
測

値
と

監
視

値
の

差
が

，
前

項
に

定
め

る
運

転
上

の
制

限
を

満
足

し
て

い
る

こ
と

を
確

認
す

る
た

め
，

次
の

各
号

を
実

施
す

る
。

内
容

×

（
１

）
課

長
（
燃

料
技

術
）
は

，
燃

料
取

替
後

の
原

子
炉

起
動

操
作

※
２
終

了
か

ら
３

日
間

以
内

に
１

回
，

反
応

度
の

予
測

値
と

監
視

値
の

差
を

評
価

す
る

。
行

為
→

課
長

（
燃

料
技

術
）

×

（
２

）
課

長
（
燃

料
技

術
）
は

，
原

子
炉

の
状

態
が

運
転

に
お

い
て

，
燃

焼
度

の
増

分
が

1
,0

0
0
M

W
d
/
tに

１
回

，
反

応
度

の
予

測
値

と
監

視
値

の
差

を
評

価
す

る
。

行
為

→
課

長
（
燃

料
技

術
）

×
３

．
課

長
（
燃

料
技

術
）
が

，
反

応
度

の
予

測
値

と
監

視
値

の
差

が
，

第
１

項
に

定
め

る
運

転
上

の
制

限
を

満
足

し
て

い
な

い
と

判
断

し
た

場
合

は
，

課
長

（
燃

料
技

術
）
お

よ
び

当
直

長
は

表
２

０
－

２
の

措
置

を
講

じ
る

。
行

為
→

課
長

（
燃

料
技

術
）

×

〔
２

号
炉

〕
原

子
炉

の
状

態
が

運
転

お
よ

び
起

動
に

お
い

て
，

制
御

棒
は

表
２

１
－

１
に

定
め

る
事

項
を

運
転

上
の

制
限

と
す

る
。

た
だ

し
，

全
挿

入
位

置
の

制
御

棒
お

よ
び

引
抜

制
御

棒
１

本
だ

け
が

動
作

不
能

の
場

合
を

除
く

。
定

義
×

２
．

制
御

棒
が

，
前

項
に

定
め

る
運

転
上

の
制

限
を

満
足

し
て

い
る

こ
と

を
確

認
す

る
た

め
，

次
の

各
号

を
実

施
す

る
。

定
義

×
（
１

）
当

直
長

は
，

原
子

炉
の

状
態

が
運

転
お

よ
び

起
動

に
お

い
て

，
全

制
御

棒
の

位
置

を
２

４
時

間
に

１
回

確
認

す
る

。
行

為
→

当
直

長
×

（
２

）
当

直
長

は
，

原
子

炉
の

状
態

が
運

転
お

よ
び

起
動

に
お

い
て

，
１

ノ
ッ

チ
の

挿
入

・
引

抜
が

可
能

で
あ

る
こ

と
を

１
箇

月
に

１
回

確
認

す
る

。
た

だ
し

，
全

挿
入

位
置

の
制

御

棒
，

動
作

不
能

※
１
と

な
っ

た
制

御
棒

お
よ

び
ス

タ
ッ

ク
し

た
制

御
棒

を
除

く
。

ま
た

，
他

の
条

文
で

制
御

棒
の

操
作

を
禁

止
さ

れ
た

場
合

も
除

く
。

行
為

→
当

直
長

×

（
３

）
当

直
長

は
，

原
子

炉
の

状
態

が
運

転
お

よ
び

起
動

に
お

い
て

，
制

御
棒

を
全

引
抜

位
置

に
す

る
毎

に
，

制
御

棒
と

制
御

棒
駆

動
機

構
が

結
合

し
て

い
る

こ
と

を
確

認
す

る
。

行
為

→
当

直
長

×

停
止

余
裕

反
応

度
監

視

制
御

棒
の

動
作

確
認

第
1
7
条

の
８

第
1
7
条

の
９

第
1
8
条

第
2
1
条

第
2
0
条

第
1
9
条

電
源

機
能

等
喪

失
時

の
体

制
の

整
備

水
質

管
理

原
子

炉
冷

却
材

圧
力

バ
ウ

ン
ダ

リ
の

隔
離

弁
管

理
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保
安
規
定
の
各
条
文
に
お
け
る
相
反
性
に
か
か
る
検
討
結
果

島
根

原
子

力
発

電
所

原
子

炉
施

設
保

安
規

定
炉

主
任

の
関

与
規

定
の

性
質

行
為

の
実

施
者

行
為

の
内

容

３
．

当
直

長
は

，
制

御
棒

が
，

第
１

項
に

定
め

る
運

転
上

の
制

限
を

満
足

し
て

い
な

い
と

判
断

し
た

場
合

は
，

当
該

制
御

棒
が

ス
タ

ッ
ク

か
ま

た
は

動
作

不
能

か
を

速
や

か
に

判
断

し
，

課
長

（
燃

料
技

術
）
お

よ
び

当
直

長
は

，
表

２
１

－
２

－
１

ま
た

は
表

２
１

－
２

－
２

の
措

置
を

講
じ

る
。

行
為

→
当

直
長

×

〔
３

号
炉

〕
原

子
炉

の
状

態
が

運
転

お
よ

び
起

動
に

お
い

て
,制

御
棒

は
表

２
１

の
２

－
１

で
定

め
る

事
項

を
運

転
上

の
制

限
と

す
る

。
た

だ
し

，
全

挿
入

位
置

の
制

御
棒

お
よ

び
引

抜
制

御
棒

１
本

だ
け

が
動

作
不

能
の

場
合

を
除

く
。

定
義

×

２
．

制
御

棒
が

，
前

項
に

定
め

る
運

転
上

の
制

限
を

満
足

し
て

い
る

こ
と

を
確

認
す

る
た

め
，

次
の

各
号

を
実

施
す

る
。

定
義

×
（
１

）
課

長
（
３

号
機

械
）
は

，
制

御
棒

と
制

御
棒

駆
動

機
構

の
結

合
を

取
り

外
し

た
場

合
は

，
取

り
付

け
後

，
当

該
の

制
御

棒
と

制
御

棒
駆

動
機

構
が

結
合

し
て

い
る

こ
と

を
確

認
し

，
そ

の
結

果
を

原
子

炉
起

動
前

に
課

長
（
第

二
発

電
）
に

通
知

す
る

。
行

為
→

課
長

（
３

号
機

械
）

×

（
２

）
当

直
長

は
，

原
子

炉
の

状
態

が
運

転
お

よ
び

起
動

に
お

い
て

,全
制

御
棒

の
位

置
を

２
４

時
間

に
１

回
確

認
す

る
。

行
為

→
当

直
長

×
（
３

）
当

直
長

は
，

原
子

炉
の

状
態

が
運

転
お

よ
び

起
動

に
お

い
て

,１
ス

テ
ッ

プ
以

上
の

挿
入

・
引

抜
が

可
能

で
あ

る
こ

と
を

１
箇

月
に

１
回

確
認

す
る

。
た

だ
し

，
全

挿
入

位
置

の
制

御
棒

，
動

作
不

能
※

１
と

な
っ

た
制

御
棒

お
よ

び
ス

タ
ッ

ク
し

た
制

御
棒

を
除

く
。

ま
た

，
他

の
条

文
で

制
御

棒
の

操
作

を
禁

止
さ

れ
た

場
合

も
除

く
。

行
為

→
当

直
長

×

３
．

当
直

長
は

，
制

御
棒

が
，

第
１

項
に

定
め

る
運

転
上

の
制

限
を

満
足

し
て

い
な

い
と

判
断

※
２
し

た
場

合
は

，
当

該
制

御
棒

が
ス

タ
ッ

ク
か

ま
た

は
動

作
不

能
か

を
速

や
か

に
判

断
し

，
課

長
（
燃

料
技

術
）
お

よ
び

当
直

長
は

，
表

２
１

の
２

－
２

－
１

ま
た

は
表

２
１

の
２

－
２

－
２

の
措

置
を

講
じ

る
。

行
為

→
当

直
長

×

原
子

炉
の

状
態

が
運

転
お

よ
び

起
動

に
お

い
て

，
制

御
棒

の
ス

ク
ラ

ム
機

能
※

１
は

，
表

２
２

－
１

に
定

め
る

事
項

を
運

転
上

の
制

限
と

す
る

。
た

だ
し

，
制

御
棒

駆
動

機
構

を
除

外
し

た
制

御
棒

を
除

く
。

定
義

×

２
．

制
御

棒
の

ス
ク

ラ
ム

機
能

が
，

前
項

に
定

め
る

運
転

上
の

制
限

を
満

足
し

て
い

る
こ

と
を

確
認

す
る

た
め

，
次

の
各

号
を

実
施

す
る

。
定

義
×

（
１

）
課

長
（
原

子
炉

）
お

よ
び

課
長

（
３

号
機

械
）
は

，
定

事
検

停
止

時
に

ス
ク

ラ
ム

時
間

が
表

２
２

―
２

に
定

め
る

値
で

あ
る

こ
と

を
確

認
し

，
そ

の
結

果
を

課
長

（
発

電
）
に

通
知

す
る

。
行

為
→

課
長

（
原

子
炉

）
お

よ
び

課
長

（
３

号
機

械
）

×

（
２

）
当

直
長

は
，

原
子

炉
の

状
態

が
運

転
お

よ
び

起
動

に
お

い
て

，
制

御
棒

駆
動

機
構

を
除

外
し

た
制

御
棒

を
除

き
，

制
御

棒
ス

ク
ラ

ム
・
ア

キ
ュ

ム
レ

ー
タ

の
圧

力
が

表
２

２
－

２
に

定
め

る
値

で
あ

る
こ

と
を

１
週

間
に

１
回

確
認

す
る

。
ま

た
，

当
直

長
は

，
必

要
に

応
じ

て
制

御
棒

ス
ク

ラ
ム

・
ア

キ
ュ

ム
レ

ー
タ

の
充

填
を

行
う

。
行

為
→

当
直

長
×

（
３

）
当

直
長

は
，

原
子

炉
の

状
態

が
運

転
お

よ
び

起
動

に
お

い
て

，
制

御
棒

駆
動

機
構

を
除

外
し

た
制

御
棒

が
発

生
し

た
場

合
は

，
他

の
制

御
棒

の
ス

ク
ラ

ム
時

間
の

平
均

値
が

表
２

２
－

２
に

定
め

る
値

で
あ

る
こ

と
を

管
理

的
手

段
に

よ
り

確
認

す
る

。
行

為
→

当
直

長
×

３
．

当
直

長
は

，
制

御
棒

の
ス

ク
ラ

ム
機

能
が

，
第

１
項

に
定

め
る

運
転

上
の

制
限

を
満

足
し

て
い

な
い

と
判

断
し

た
場

合
は

，
表

２
２

－
３

の
措

置
を

講
じ

る
。

行
為

→
当

直
長

×

原
子

炉
の

状
態

が
運

転
お

よ
び

起
動

に
お

い
て

，
か

つ
原

子
炉

熱
出

力
1
0
％

相
当

以
下

の
場

合
は

，
制

御
棒

の
操

作
は

，
表

２
３

－
１

に
定

め
る

事
項

を
運

転
上

の
制

限
と

す
る

。
定

義
×

２
．

制
御

棒
の

操
作

が
，

前
項

に
定

め
る

運
転

上
の

制
限

を
満

足
し

て
い

る
こ

と
を

確
認

す
る

た
め

，
次

の
各

号
を

実
施

す
る

。
定

義
×

（
１

）
課

長
（
燃

料
技

術
）
は

，
原

子
炉

の
状

態
が

運
転

お
よ

び
起

動
で

，
か

つ
原

子
炉

の
熱

出
力

1
0
％

相
当

以
下

に
お

け
る

制
御

棒
操

作
に

先
立

ち
，

制
御

棒
操

作
手

順
を

作
成

し
，

原
子

炉
主

任
技

術
者

の
確

認
を

得
て

課
長

（
発

電
）
に

通
知

す
る

。
行

為
→

課
長

（
燃

料
技

術
）

×

（
２

）
当

直
長

は
，

原
子

炉
の

状
態

が
運

転
お

よ
び

起
動

に
お

い
て

，
か

つ
原

子
炉

熱
出

力
1
0
％

相
当

以
下

の
場

合
は

，
制

御
棒

価
値

ミ
ニ

マ
イ

ザ
を

使
用

し
て

，
制

御
棒

の
操

作
を

行
う

。
な

お
，

制
御

棒
価

値
ミ

ニ
マ

イ
ザ

が
使

用
不

可
能

な
場

合
は

，
制

御
棒

操
作

手
順

に
従

っ
て

操
作

さ
れ

て
い

る
こ

と
を

確
認

す
る

た
め

，
制

御
棒

の
操

作
を

行
う

運
転

員
の

他
に

少
な

く
と

も
１

名
の

運
転

員
を

配
置

し
て

，
制

御
棒

の
操

作
を

行
う

。
さ

ら
に

，
制

御
棒

の
操

作
の

都
度

，
制

御
棒

操
作

手
順

に
定

め
る

位
置

に
適

合
さ

せ
る

よ
う

に
制

御
棒

の
操

作
を

行
う

が
，

制
御

棒
操

作
手

順
に

定
め

る
位

置
に

な
い

こ
と

を
確

認
し

た
場

合
は

，
速

や
か

に
当

該
制

御
棒

を
制

御
棒

操
作

手
順

に
定

め
る

位
置

に
適

合
さ

せ
る

。

行
為

→
当

直
長

×

３
．

当
直

長
は

，
制

御
棒

の
操

作
が

，
第

１
項

に
定

め
る

運
転

上
の

制
限

を
満

足
し

て
い

な
い

と
判

断
し

た
場

合
は

，
表

２
３

－
２

の
措

置
を

講
じ

る
。

行
為

→
当

直
長

×

原
子

炉
の

状
態

が
運

転
お

よ
び

起
動

に
お

い
て

，
ほ

う
酸

水
注

入
系

※
１
は

，
表

２
４

－
１

に
定

め
る

事
項

を
運

転
上

の
制

限
と

す
る

。
定

義
×

２
．

ほ
う

酸
水

注
入

系
が

，
前

項
に

定
め

る
運

転
上

の
制

限
を

満
足

し
て

い
る

こ
と

を
確

認
す

る
た

め
，

次
の

各
号

を
実

施
す

る
。

定
義

×
（
１

）
課

長
（
発

電
）
は

，
定

事
検

停
止

時
に

，
ほ

う
酸

水
注

入
系

の
機

能
を

確
認

す
る

。
行

為
→

課
長

（
発

電
）

×

（
２

）
当

直
長

は
，

定
事

検
停

止
後

の
原

子
炉

起
動

前
に

ほ
う

酸
水

注
入

系
の

主
要

な
手

動
弁

と
電

動
弁

※
２
が

原
子

炉
の

運
転

状
態

に
応

じ
た

開
閉

状
態

で
あ

る
こ

と
を

確
認

す
る

。
行

為
→

当
直

長
×

（
３

）
課

長
（
放

射
線

管
理

）
は

，
原

子
炉

の
状

態
が

運
転

お
よ

び
起

動
に

お
い

て
，

ほ
う

酸
水

濃
度

を
１

箇
月

に
１

回
測

定
し

，
そ

の
結

果
を

課
長

（
発

電
）
に

通
知

す
る

。
行

為
→

課
長

（
放

射
線

管
理

）
×

（
４

）
当

直
長

は
，

原
子

炉
の

状
態

が
運

転
お

よ
び

起
動

に
お

い
て

，
ほ

う
酸

水
注

入
系

貯
蔵

タ
ン

ク
の

溶
液

量
お

よ
び

温
度

が
図

２
４

－
１

，
２

の
範

囲
内

に
あ

る
こ

と
を

，
毎

日
１

回
確

認
す

る
。

行
為

→
当

直
長

×

（
５

）
当

直
長

は
，

原
子

炉
の

状
態

が
運

転
お

よ
び

起
動

に
お

い
て

，
ほ

う
酸

水
注

入
系

注
入

ポ
ン

プ
運

転
中

の
吐

出
圧

力
が

表
２

４
－

２
に

定
め

る
値

で
あ

る
こ

と
お

よ
び

主
要

な
電

動
弁

が
開

す
る

こ
と

を
，

１
箇

月
に

１
回

確
認

す
る

。
ま

た
，

ポ
ン

プ
の

運
転

確
認

後
，

ポ
ン

プ
の

運
転

確
認

に
際

し
て

使
用

し
た

弁
が

待
機

状
態

に
あ

る
こ

と
を

確
認

す
る

。
行

為
→

当
直

長
×

３
．

当
直

長
は

，
ほ

う
酸

水
注

入
系

が
，

第
１

項
に

定
め

る
運

転
上

の
制

限
を

満
足

し
て

い
な

い
と

判
断

し
た

場
合

は
，

表
２

４
－

３
の

措
置

を
講

じ
る

。
行

為
→

当
直

長
×

原
子

炉
熱

出
力

が
3
0
％

以
上

に
お

い
て

，
最

小
限

界
出

力
比

お
よ

び
燃

料
棒

最
大

線
出

力
密

度
は

，
表

２
５

－
１

に
定

め
る

事
項

を
運

転
上

の
制

限
と

す
る

。
定

義
×

２
．

最
小

限
界

出
力

比
お

よ
び

燃
料

棒
最

大
線

出
力

密
度

が
，

前
項

に
定

め
る

運
転

上
の

制
限

を
満

足
し

て
い

る
こ

と
を

確
認

す
る

た
め

，
次

号
を

実
施

す
る

。
定

義
×

（
１

）
当

直
長

は
，

原
子

炉
熱

出
力

が
3
0
％

以
上

に
お

い
て

，
最

小
限

界
出

力
比

お
よ

び
燃

料
棒

最
大

線
出

力
密

度
を

２
４

時
間

に
１

回
確

認
す

る
。

行
為

→
当

直
長

×
３

．
当

直
長

は
，

最
小

限
界

出
力

比
ま

た
は

燃
料

棒
最

大
線

出
力

密
度

が
，

第
１

項
に

定
め

る
運

転
上

の
制

限
を

満
足

し
て

い
な

い
と

判
断

し
た

場
合

は
，

表
２

５
－

２
の

措
置

を
講

じ
る

。
行

為
→

当
直

長
×

原
子

炉
熱

出
力

が
3
0
％

以
上

に
お

い
て

，
原

子
炉

熱
出

力
お

よ
び

炉
心

流
量

は
，

表
２

６
－

１
に

定
め

る
事

項
を

運
転

上
の

制
限

と
す

る
。

定
義

×
２

．
原

子
炉

熱
出

力
お

よ
び

炉
心

流
量

が
，

前
項

に
定

め
る

運
転

上
の

制
限

を
満

足
し

て
い

る
こ

と
を

確
認

す
る

た
め

，
次

の
各

号
を

実
施

す
る

。
定

義
×

制
御

棒
の

操
作

ほ
う

酸
水

注
入

系

原
子

炉
熱

的
制

限
値

原
子

炉
熱

出
力

お
よ

び
炉

心
流

量

制
御

棒
の

動
作

確
認

制
御

棒
の

ス
ク

ラ
ム

機
能

第
2
3
条

第
2
2
条

第
2
1
条

の
2

第
2
4
条

第
2
6
条

第
2
5
条

第
2
1
条
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保
安
規
定
の
各
条
文
に
お
け
る
相
反
性
に
か
か
る
検
討
結
果

島
根

原
子

力
発

電
所

原
子

炉
施

設
保

安
規

定
炉

主
任

の
関

与
規

定
の

性
質

行
為

の
実

施
者

行
為

の
内

容

（
１

）
当

直
長

は
，

原
子

炉
熱

出
力

が
3
0
％

以
上

に
お

い
て

，
原

子
炉

熱
出

力
お

よ
び

炉
心

流
量

が
図

２
６

に
定

め
る

運
転

範
囲

に
あ

る
こ

と
を

２
４

時
間

に
１

回
確

認
す

る
。

行
為

→
当

直
長

×

（
２

）
課

長
（
燃

料
技

術
）
は

，
定

格
熱

出
力

一
定

運
転

に
あ

た
り

，
原

子
炉

熱
出

力
に

つ
い

て
運

転
管

理
目

標
値

を
定

め
，

課
長

（
発

電
）
に

通
知

す
る

。
当

直
長

は
，

定
格

熱

出
力

一
定

運
転

に
お

い
て

，
原

子
炉

熱
出

力
の

瞬
時

値
※

１
お

よ
び

１
時

間
平

均
値

※
２
が

原
子

炉
熱

出
力

1
0
0
％

以
下

で
あ

る
こ

と
を

１
時

間
に

１
回

確
認

す
る

。
行

為
→

課
長

（
燃

料
技

術
）

×

３
．

当
直

長
は

，
原

子
炉

熱
出

力
お

よ
び

炉
心

流
量

が
，

第
１

項
に

定
め

る
運

転
上

の
制

限
を

満
足

し
て

い
な

い
と

判
断

し
た

場
合

は
，

表
２

６
－

２
の

措
置

を
講

じ
る

。
行

為
→

当
直

長
×

〔
２

号
炉

〕

原
子

炉
の

状
態

に
応

じ
て

，
次

の
計

測
お

よ
び

制
御

設
備

※
１
は

，
表

２
７

－
１

に
定

め
る

事
項

を
運

転
上

の
制

限
と

す
る

。
定

義
×

（
１

）
原

子
炉

保
護

系
計

装
内

容
×

（
２

）
中

性
子

源
領

域
計

装
内

容
×

（
３

）
非

常
用

炉
心

冷
却

系
計

装
内

容
×

（
低

圧
炉

心
ス

プ
レ

イ
系

計
装

，
低

圧
注

水
系

計
装

，
高

圧
炉

心
ス

プ
レ

イ
系

計
装

，
自

動
減

圧
系

計
装

）
内

容
×

（
４

）
格

納
容

器
隔

離
系

計
装

内
容

×
　

　
（
主

蒸
気

隔
離

弁
計

装
，

格
納

容
器

隔
離

系
計

装
，

原
子

炉
棟

隔
離

系
計

装
）

内
容

×
（
５

）
そ

の
他

の
計

装
内

容
×

　
　

（
非

常
用

デ
ィ

ー
ゼ

ル
発

電
機

計
装

，
原

子
炉

隔
離

時
冷

却
系

計
装

，
原

子
炉

再
循

環
ポ

ン
プ

ト
リ

ッ
プ

計
装

，
制

御
棒

引
抜

監
視

装
置

計
装

，
給

水
ポ

ン
プ

・
主

タ
ー

ビ
ン

高
水

位
ト
リ

ッ
プ

計
装

，
中

央
制

御
室

外
原

子
炉

停
止

装
置

計
装

，
中

央
制

御
室

非
常

用
循

環
系

計
装

，
事

故
時

計
装

）
内

容
×

２
．

計
測

お
よ

び
制

御
設

備
が

前
項

に
定

め
る

運
転

上
の

制
限

を
満

足
し

て
い

る
こ

と
を

確
認

す
る

た
め

，
次

号
を

実
施

す
る

。
内

容
×

（
１

）
課

長
（
燃

料
技

術
）
，

課
長

（
計

装
）
，

課
長

（
原

子
炉

）
，

課
長

（
タ

ー
ビ

ン
）
お

よ
び

当
直

長
は

，
原

子
炉

の
状

態
に

応
じ

て
表

２
７

－
２

の
各

項
目

を
実

施
す

る
。

課
長

（
燃

料
技

術
）
，

課
長

（
計

装
）
，

課
長

（
原

子
炉

）
，

課
長

（
タ

ー
ビ

ン
）
は

，
そ

の
結

果
を

課
長

（
第

一
発

電
）
に

通
知

す
る

。
な

お
，

課
長

（
燃

料
技

術
）
，

課
長

（
計

装
）
，

課
長

（
原

子
炉

）
，

課
長

（
タ

ー
ビ

ン
）
お

よ
び

当
直

長
は

第
１

項
に

定
め

る
計

測
お

よ
び

制
御

設
備

に
関

係
す

る
事

象
を

発
見

し
た

場
合

に
は

，
誤

動
作

※
２
ま

た
は

誤
不

動
作

※
３

等
の

観
点

か
ら

，
運

転
上

の
制

限
を

満
足

す
る

か
ど

う
か

を
判

断
す

る
。

行
為

→

課
長

（
燃

料
技

術
）
，

課
長

（
計

装
）
，

課
長

（
原

子
炉

）
，

課
長

（
タ

ー
ビ

ン
）
お

よ
び

当
直

長

×

３
．

当
直

長
は

，
計

測
お

よ
び

制
御

設
備

が
第

１
項

に
定

め
る

運
転

上
の

制
限

を
満

足
し

て
い

な
い

と
判

断
し

た
場

合
は

，
表

２
７

－
３

の
措

置
を

講
じ

る
。

な
お

，
同

時
に

複
数

の
要

素
の

動
作

不
能

が
発

生
し

た
場

合
は

，
個

々
の

要
素

に
対

し
て

表
２

７
－

３
の

措
置

を
講

じ
る

。
行

為
→

当
直

長
×

〔
２

号
炉

〕
原

子
炉

の
状

態
が

運
転

お
よ

び
起

動
に

お
い

て
，

原
子

炉
再

循
環

ポ
ン

プ
は

，
表

２
８

－
１

に
定

め
る

事
項

を
運

転
上

の
制

限
と

す
る

。
た

だ
し

，
負

荷
し

ゃ
断

に
よ

り
，

２
台

の
原

子
炉

再
循

環
ポ

ン
プ

が
ト
リ

ッ
プ

し
た

場
合

を
除

く
。

定
義

×

２
．

原
子

炉
再

循
環

ポ
ン

プ
が

，
前

項
に

定
め

る
運

転
上

の
制

限
を

満
足

し
て

い
る

こ
と

を
確

認
す

る
た

め
，

次
号

を
実

施
す

る
。

１
台

停
止

時
に

は
制

御
棒

の
引

き
抜

き
お

よ
び

炉
心

流
量

の
増

加
（
停

止
し

た
原

子
炉

再
循

環
ポ

ン
プ

の
再

起
動

時
を

除
く

。
）
を

行
っ

て
は

な
ら

な
い

。
定

義
×

（
１

）
当

直
長

は
，

原
子

炉
の

状
態

が
運

転
お

よ
び

起
動

に
お

い
て

，
原

子
炉

再
循

環
ポ

ン
プ

２
台

運
転

時
に

は
，

２
台

の
原

子
炉

再
循

環
ポ

ン
プ

速
度

が
，

図
２

８
に

定
め

る
運

転
許

容
範

囲
内

で
あ

る
こ

と
を

毎
日

１
回

確
認

す
る

。
行

為
→

当
直

長
×

３
．

当
直

長
は

，
原

子
炉

再
循

環
ポ

ン
プ

が
，

第
１

項
に

定
め

る
運

転
上

の
制

限
を

満
足

し
て

い
な

い
と

判
断

し
た

場
合

は
，

表
２

８
－

２
の

措
置

を
講

じ
る

。
行

為
→

当
直

長
×

〔
３

号
炉

〕
原

子
炉

の
状

態
が

運
転

お
よ

び
起

動
に

お
い

て
，

原
子

炉
冷

却
材

再
循

環
ポ

ン
プ

は
，

表
２

８
の

２
－

１
に

定
め

る
事

項
を

運
転

上
の

制
限

と
す

る
。

定
義

×

２
．

原
子

炉
冷

却
材

再
循

環
ポ

ン
プ

が
前

項
に

定
め

る
運

転
上

の
制

限
を

満
足

し
て

い
る

こ
と

を
確

認
す

る
た

め
，

次
号

を
実

施
す

る
。

定
義

×
（
１

）
当

直
長

は
，

原
子

炉
冷

却
材

再
循

環
ポ

ン
プ

の
運

転
台

数
を

毎
日

１
回

確
認

す
る

。
行

為
→

当
直

長
×

３
．

当
直

長
は

，
原

子
炉

冷
却

材
再

循
環

ポ
ン

プ
が

，
第

１
項

で
定

め
る

運
転

上
の

制
限

を
満

足
し

て
い

な
い

と
判

断
し

た
場

合
は

，
表

２
８

の
２

－
２

の
措

置
を

講
じ

る
。

行
為

→
当

直
長

×

〔
２

号
炉

〕
原

子
炉

熱
出

力
が

3
0
％

以
上

に
お

い
て

，
ジ

ェ
ッ

ト
ポ

ン
プ

は
，

表
２

９
－

１
に

定
め

る
事

項
を

運
転

上
の

制
限

と
す

る
。

定
義

×

２
．

ジ
ェ

ッ
ト
ポ

ン
プ

が
，

前
項

に
定

め
る

運
転

上
の

制
限

を
満

足
し

て
い

る
こ

と
を

確
認

す
る

た
め

，
次

号
を

実
施

す
る

。
た

だ
し

，
原

子
炉

再
循

環
ポ

ン
プ

１
台

運
転

の
場

合
は

，
ｂ
の

事
項

で
確

認
す

る
。

定
義

×

（
１

）
当

直
長

は
，

原
子

炉
熱

出
力

が
3
0
％

以
上

に
お

い
て

，
次

の
状

態
が

２
つ

以
上

発
生

し
て

い
な

い
こ

と
を

毎
日

１
回

確
認

す
る

。
行

為
→

当
直

長
×

ａ
．

２
つ

の
原

子
炉

再
循

環
ポ

ン
プ

速
度

の
差

が
５

％
以

内
で

あ
る

場
合

，
２

つ
の

原
子

炉
再

循
環

ル
ー

プ
流

量
の

差
が

1
5
％

を
超

え
て

い
る

。
内

容
×

ｂ
．

個
々

の
ジ

ェ
ッ

ト
ポ

ン
プ

差
圧

が
，

各
々

の
系

統
に

属
す

る
ジ

ェ
ッ

ト
ポ

ン
プ

差
圧

の
平

均
値

に
対

し
，

そ
の

差
が

2
0
％

を
超

え
て

い
る

。
内

容
×

ｃ
．

原
子

炉
再

循
環

ル
ー

プ
流

量
か

ら
求

め
た

炉
心

流
量

と
ジ

ェ
ッ

ト
ポ

ン
プ

総
流

量
の

差
が

1
0
％

を
超

え
て

い
る

。
内

容
×

３
．

当
直

長
は

，
ジ

ェ
ッ

ト
ポ

ン
プ

が
，

第
１

項
に

定
め

る
運

転
上

の
制

限
を

満
足

し
て

い
な

い
と

判
断

し
た

場
合

は
，

表
２

９
－

２
の

措
置

を
講

じ
る

。
行

為
→

当
直

長
×

原
子

炉
の

状
態

が
運

転
，

起
動

お
よ

び
高

温
停

止
に

お
い

て
，

主
蒸

気
逃

が
し

安
全

弁
※

１
は

，
表

３
０

－
１

に
定

め
る

事
項

を
運

転
上

の
制

限
と

す
る

。
た

だ
し

，
主

蒸
気

逃
が

し
安

全
弁

排
気

管
の

温
度

上
昇

は
，

主
蒸

気
逃

が
し

安
全

弁
の

動
作

不
能

と
は

み
な

さ
な

い
。

定
義

×

２
．

主
蒸

気
逃

が
し

安
全

弁
が

，
前

項
に

定
め

る
運

転
上

の
制

限
を

満
足

し
て

い
る

こ
と

を
確

認
す

る
た

め
，

次
の

各
号

を
実

施
す

る
。

定
義

×
（
１

）
課

長
（
原

子
炉

）
お

よ
び

課
長

（
３

号
機

械
）
は

，
定

事
検

停
止

時
に

，
主

蒸
気

逃
が

し
安

全
弁

の
安

全
弁

機
能

の
設

定
値

が
表

３
０

－
２

に
定

め
る

値
で

あ
る

こ
と

を
確

認

し
，

そ
の

結
果

を
課

長
（
発

電
）
に

通
知

す
る

。
※

２
行

為
→

課
長

（
原

子
炉

）
お

よ
び

課
長

（
３

号
機

械
）

×

（
２

）
課

長
（
計

装
）
お

よ
び

課
長

（
３

号
電

気
）
は

，
定

事
検

停
止

時
に

，
主

蒸
気

逃
が

し
安

全
弁

の
逃

が
し

弁
機

能
の

設
定

値
が

表
３

０
－

２
に

定
め

る
値

で
あ

る
こ

と
を

確
認

し
，

そ
の

結
果

を
課

長
（
発

電
）
に

通
知

す
る

。
行

為
→

課
長

（
計

装
）
お

よ
び

課
長

（
３

号
電

気
）

×

３
．

当
直

長
は

，
主

蒸
気

逃
が

し
安

全
弁

が
，

第
１

項
に

定
め

る
運

転
上

の
制

限
を

満
足

し
て

い
な

い
と

判
断

し
た

場
合

は
，

表
３

０
－

３
の

措
置

を
講

じ
る

。
行

為
→

当
直

長
×

計
測

お
よ

び
制

御
設

備

第
2
6
条

原
子

炉
再

循
環

ポ
ン

プ

原
子

炉
再

循
環

ポ
ン

プ

ジ
ェ

ッ
ト
ポ

ン
プ

主
蒸

気
逃

が
し

安
全

弁

格
納

容
器

内
の

原
子

炉
冷

却
材

漏
え

い
率

第
2
7
条

第
2
8
条

第
2
8
条

の
2

第
2
9
条

第
3
0
条
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保
安
規
定
の
各
条
文
に
お
け
る
相
反
性
に
か
か
る
検
討
結
果

島
根

原
子

力
発

電
所

原
子

炉
施

設
保

安
規

定
炉

主
任

の
関

与
規

定
の

性
質

行
為

の
実

施
者

行
為

の
内

容

原
子

炉
の

状
態

が
運

転
，

起
動

お
よ

び
高

温
停

止
に

お
い

て
，

格
納

容
器

内
の

原
子

炉
冷

却
材

漏
え

い
率

は
，

表
３

１
－

１
に

定
め

る
事

項
を

運
転

上
の

制
限

と
す

る
。

定
義

×
２

．
格

納
容

器
内

の
原

子
炉

冷
却

材
漏

え
い

率
が

，
前

項
に

定
め

る
運

転
上

の
制

限
を

満
足

し
て

い
る

こ
と

を
確

認
す

る
た

め
，

次
の

各
号

を
実

施
す

る
。

定
義

×
（
１

）
当

直
長

は
，

原
子

炉
の

状
態

が
運

転
，

起
動

お
よ

び
高

温
停

止
に

お
い

て
，

格
納

容
器

内
の

原
子

炉
冷

却
材

漏
え

い
率

を
２

４
時

間
に

１
回

確
認

す
る

。
行

為
→

当
直

長
×

（
２

）
当

直
長

は
，

原
子

炉
の

状
態

が
運

転
，

起
動

お
よ

び
高

温
停

止
に

お
い

て
，

原
子

炉
冷

却
材

の
漏

え
い

で
は

な
い

こ
と

が
確

認
さ

れ
て

い
る

漏
え

い
が

発
生

し
た

場
合

は
，

原
子

炉
冷

却
材

の
漏

え
い

が
な

い
こ

と
を

ド
ラ

イ
ウ

ェ
ル

冷
却

機
凝

縮
水

監
視

装
置

で
２

４
時

間
に

１
回

お
よ

び
格

納
容

器
内

の
粒

子
状

放
射

性
物

質
の

濃
度

で
毎

日
１

回
確

認
す

る
。

た
だ

し
，

原
子

炉
冷

却
材

の
漏

え
い

と
判

断
さ

れ
る

有
意

な
変

化
が

あ
っ

た
場

合
は

，
ド

ラ
イ

ウ
ェ

ル
床

ド
レ

ン
サ

ン
プ

監
視

装
置

（
３

号
炉

に
つ

い
て

は
，

「
ド

ラ
イ

ウ
ェ

ル
高

電
導

度
廃

液
サ

ン
プ

水
位

測
定

装
置

」
と

読
み

か
え

る
。

以
下

同
じ

。
）
に

よ
っ

て
測

定
さ

れ
る

漏
え

い
率

の
全

量
を

不
明

確
な

箇
所

か
ら

の
漏

え
い

率
と

み
な

す
。

行
為

→
当

直
長

×

（
３

）
課

長
（
計

装
）
お

よ
び

課
長

（
３

号
電

気
）
は

，
必

要
に

応
じ

て
，

ド
ラ

イ
ウ

ェ
ル

床
ド

レ
ン

サ
ン

プ
監

視
装

置
お

よ
び

ド
ラ

イ
ウ

ェ
ル

機
器

ド
レ

ン
サ

ン
プ

監
視

装
置

（
３

号
炉

に
つ

い
て

は
，

「
ド

ラ
イ

ウ
ェ

ル
低

電
導

度
廃

液
サ

ン
プ

水
位

測
定

装
置

」
と

読
み

か
え

る
。

以
下

同
じ

。
）
の

点
検

を
行

う
。

行
為

→
課

長
（
計

装
）
お

よ
び

課
長

（
３

号
電

気
）

×

３
．

当
直

長
は

，
格

納
容

器
内

の
原

子
炉

冷
却

材
漏

え
い

率
が

，
第

１
項

に
定

め
る

運
転

上
の

制
限

を
満

足
し

て
い

な
い

と
判

断
し

た
場

合
は

，
表

３
１

－
２

の
措

置
を

講
じ

る
。

ま
た

，
ド

ラ
イ

ウ
ェ

ル
床

ド
レ

ン
サ

ン
プ

監
視

装
置

ま
た

は
ド

ラ
イ

ウ
ェ

ル
機

器
ド

レ
ン

サ
ン

プ
監

視
装

置
の

故
障

の
た

め
に

前
項

に
定

め
る

確
認

が
実

施
で

き
な

い
と

判
断

し
た

場
合

は
，

表
３

１
－

３
の

措
置

を
講

じ
る

。
行

為
→

当
直

長
×

原
子

炉
圧

力
が

定
格

圧
力

到
達

後
か

ら
冷

温
停

止
に

移
行

す
る

ま
で

の
期

間
に

お
い

て
，

非
常

用
炉

心
冷

却
系

，
原

子
炉

隔
離

時
冷

却
系

お
よ

び
高

圧
原

子
炉

代
替

注

水
系

※
１
の

系
統

圧
力

は
，

表
３

２
－

１
に

定
め

る
事

項
を

運
転

上
の

制
限

と
す

る
。

た
だ

し
，

非
常

用
炉

心
冷

却
系

，
原

子
炉

隔
離

時
冷

却
系

ま
た

は
高

圧
原

子
炉

代
替

注
水

系
に

関
す

る
動

作
確

認
時

お
よ

び
動

作
確

認
後

４
時

間
以

内
を

除
く

。
定

義
×

２
．

非
常

用
炉

心
冷

却
系

，
原

子
炉

隔
離

時
冷

却
系

お
よ

び
高

圧
原

子
炉

代
替

注
水

系
の

系
統

圧
力

が
前

項
に

定
め

る
運

転
上

の
制

限
を

満
足

し
て

い
る

こ
と

を
確

認
す

る
た

め
，

次
の

各
号

を
実

施
す

る
。

定
義

×

（
１

）
課

長
（
原

子
炉

）
お

よ
び

課
長

（
３

号
機

械
）
は

，
定

事
検

停
止

時
に

，
供

用
中

の
漏

え
い

ま
た

は
水

圧
検

査
の

結
果

を
確

認
し

，
課

長
（
発

電
）
に

通
知

す
る

。
行

為
→

課
長

（
原

子
炉

）
お

よ
び

課
長

（
３

号
機

械
）

×

（
２

）
当

直
長

は
，

原
子

炉
圧

力
が

定
格

圧
力

到
達

後
か

ら
冷

温
停

止
に

移
行

す
る

ま
で

の
期

間
に

お
い

て
，

非
常

用
炉

心
冷

却
系

，
原

子
炉

隔
離

時
冷

却
系

お
よ

び
高

圧
原

子
炉

代
替

注
水

系
の

系
統

圧
力

に
有

意
な

変
動

が
な

い
こ

と
を

１
箇

月
に

１
回

確
認

す
る

。
行

為
→

当
直

長
×

３
．

当
直

長
は

，
非

常
用

炉
心

冷
却

系
，

原
子

炉
隔

離
時

冷
却

系
ま

た
は

高
圧

原
子

炉
代

替
注

水
系

の
系

統
圧

力
が

，
第

１
項

に
定

め
る

運
転

上
の

制
限

を
満

足
し

て
い

な
い

と
判

断
し

た
場

合
は

，
表

３
２

－
２

の
措

置
を

講
じ

る
。

行
為

→
当

直
長

×

原
子

炉
の

状
態

が
運

転
，

起
動

お
よ

び
高

温
停

止
で

あ
っ

て
主

蒸
気

隔
離

弁
が

開
の

場
合

に
お

い
て

，
原

子
炉

冷
却

材
中

の
よ

う
素

1
3
1
濃

度
は

，
表

３
３

－
１

に
定

め
る

事
項

を
運

転
上

の
制

限
と

す
る

。
定

義
×

２
．

原
子

炉
冷

却
材

中
の

よ
う

素
1
3
1
濃

度
が

，
前

項
に

定
め

る
運

転
上

の
制

限
を

満
足

し
て

い
る

こ
と

を
確

認
す

る
た

め
，

次
号

を
実

施
す

る
。

定
義

×
（
１

）
課

長
（
放

射
線

管
理

）
は

，
原

子
炉

の
状

態
が

運
転

，
起

動
お

よ
び

高
温

停
止

で
あ

っ
て

主
蒸

気
隔

離
弁

が
開

の
場

合
に

お
い

て
，

原
子

炉
冷

却
材

中
の

よ
う

素
1
3
1
濃

度
を

１
週

間
に

１
回

測
定

し
，

そ
の

結
果

を
課

長
（
発

電
）
に

通
知

す
る

。
行

為
→

課
長

（
放

射
線

管
理

）
×

３
．

当
直

長
は

，
原

子
炉

冷
却

材
中

の
よ

う
素

1
3
1
濃

度
が

，
第

１
項

に
定

め
る

運
転

上
の

制
限

を
満

足
し

て
い

な
い

と
判

断
し

た
場

合
は

，
表

３
３

－
２

の
措

置
を

講
じ

る
。

行
為

→
当

直
長

×

原
子

炉
の

状
態

が
高

温
停

止
で

あ
っ

て
，

原
子

炉
圧

力
が

表
３

４
－

２
に

定
め

る
値

に
お

い
て

，
残

留
熱

除
去

系
原

子
炉

停
止

時
冷

却
モ

ー
ド

※
１
は

，
表

３
４

－
１

に
定

め
る

事
項

を
運

転
上

の
制

限
と

す
る

。
た

だ
し

，
残

留
熱

除
去

系
原

子
炉

停
止

時
冷

却
モ

ー
ド

起
動

準
備

の
た

め
の

操
作

期
間

中
は

除
く

。
定

義
×

２
．

残
留

熱
除

去
系

原
子

炉
停

止
時

冷
却

モ
ー

ド
が

，
前

項
に

定
め

る
運

転
上

の
制

限
を

満
足

し
て

い
る

こ
と

を
確

認
す

る
た

め
，

次
号

を
実

施
す

る
。

定
義

×
（
１

）
当

直
長

は
，

原
子

炉
の

状
態

が
高

温
停

止
で

あ
っ

て
，

原
子

炉
圧

力
が

表
３

４
－

２
に

定
め

る
値

に
適

合
し

た
ら

，
速

や
か

に
残

留
熱

除
去

系
原

子
炉

停
止

時
冷

却
モ

ー
ド

２
系

列
（
３

号
炉

に
つ

い
て

は
，

「
３

系
列

」
と

読
み

か
え

る
。

）
が

動
作

可
能

で
あ

る
こ

と
を

管
理

的
手

段
に

よ
り

確
認

す
る

。
行

為
→

当
直

長
×

３
．

当
直

長
は

，
残

留
熱

除
去

系
原

子
炉

停
止

時
冷

却
モ

ー
ド

が
，

第
１

項
に

定
め

る
運

転
上

の
制

限
を

満
足

し
て

い
な

い
と

判
断

し
た

場
合

は
，

表
３

４
－

３
の

措
置

を
講

じ
る

。
行

為
→

当
直

長
×

原
子

炉
の

状
態

が
冷

温
停

止
に

お
い

て
，

残
留

熱
除

去
系

原
子

炉
停

止
時

冷
却

モ
ー

ド
※

１
は

，
表

３
５

－
１

に
定

め
る

事
項

を
運

転
上

の
制

限
と

す
る

。
た

だ
し

，
次

の
（
１

）
ま

た
は

（
２

）
の

場
合

は
除

く
。

定
義

×

　
（
１

）
残

留
熱

除
去

系
原

子
炉

停
止

時
冷

却
モ

ー
ド

起
動

準
備

時
内

容
×

　
（
２

）
原

子
炉

の
昇

温
を

伴
う

検
査

時
※

２
内

容
×

２
．

残
留

熱
除

去
系

原
子

炉
停

止
時

冷
却

モ
ー

ド
が

，
前

項
に

定
め

る
運

転
上

の
制

限
を

満
足

し
て

い
る

こ
と

を
確

認
す

る
た

め
，

次
の

（
１

）
ま

た
は

（
２

）
を

実
施

す
る

。
定

義
×

（
１

）
当

直
長

は
，

原
子

炉
の

状
態

が
冷

温
停

止
に

お
い

て
，

残
留

熱
除

去
系

原
子

炉
停

止
時

冷
却

モ
ー

ド
１

系
列

が
運

転
中

で
あ

る
こ

と
を

１
２

時
間

に
１

回
確

認
す

る
。

ま
た

，
原

子
炉

で
発

生
す

る
崩

壊
熱

が
残

留
熱

除
去

系
原

子
炉

停
止

時
冷

却
モ

ー
ド

以
外

の
手

段
で

除
去

で
き

る
と

判
断

す
る

ま
で

，
さ

ら
に

１
系

列
の

残
留

熱
除

去
系

原
子

炉
停

止
時

冷
却

モ
ー

ド
が

動
作

可
能

で
あ

る
こ

と
を

毎
日

１
回

管
理

的
手

段
に

よ
り

確
認

す
る

。
行

為
→

当
直

長
×

（
２

）
当

直
長

は
，

残
留

熱
除

去
系

原
子

炉
停

止
時

冷
却

モ
ー

ド
の

運
転

が
す

べ
て

停
止

し
た

場
合

に
お

い
て

も
，

停
止

期
間

中
の

原
子

炉
冷

却
材

温
度

を
評

価
し

，
1
0
0
℃

未
満

で
あ

る
こ

と
を

１
２

時
間

に
１

回
確

認
す

る
。

行
為

→
当

直
長

×

３
．

当
直

長
は

，
残

留
熱

除
去

系
原

子
炉

停
止

時
冷

却
モ

ー
ド

が
，

第
１

項
に

定
め

る
運

転
上

の
制

限
を

満
足

し
て

い
な

い
と

判
断

し
た

場
合

は
，

表
３

５
－

２
の

措
置

を
講

じ
る

。
行

為
→

当
直

長
×

原
子

炉
の

状
態

が
燃

料
交

換
に

お
い

て
，

残
留

熱
除

去
系

原
子

炉
停

止
時

冷
却

モ
ー

ド
※

１
は

，
表

　
３

６
－

１
に

定
め

る
事

項
を

運
転

上
の

制
限

と
す

る
。

た
だ

し
，

原
子

炉
内

か
ら

全
燃

料
が

取
り

出
さ

れ
た

場
合

を
除

く
。

定
義

×

２
．

残
留

熱
除

去
系

原
子

炉
停

止
時

冷
却

モ
ー

ド
が

，
前

項
に

定
め

る
運

転
上

の
制

限
を

満
足

し
て

い
る

こ
と

を
確

認
す

る
た

め
，

次
の

（
１

）
ま

た
は

（
２

）
を

実
施

す
る

。
定

義
×

第
3
6
条

残
留

熱
除

去
系

原
子

炉
停

止
時

冷
却

モ
ー

ド
そ

の
２

残
留

熱
除

去
系

原
子

炉
停

止
時

冷
却

モ
ー

ド
そ

の
３

第
3
5
条

第
3
1
条

第
3
2
条

第
3
3
条

第
3
4
条

非
常

用
炉

心
冷

却
系

，
原

子
炉

隔
離

時
冷

却
系

お
よ

び
高

圧
原

子
炉

代
替

注
水

系
の

系
統

圧
力

監
視

原
子

炉
冷

却
材

中
の

よ
う

素
1
3
1
濃

度

残
留

熱
除

去
系

原
子

炉
停

止
時

冷
却

モ
ー

ド
そ

の
１

38



保
安
規
定
の
各
条
文
に
お
け
る
相
反
性
に
か
か
る
検
討
結
果

島
根

原
子

力
発

電
所

原
子

炉
施

設
保

安
規

定
炉

主
任

の
関

与
規

定
の

性
質

行
為

の
実

施
者

行
為

の
内

容

（
１

）
当

直
長

は
，

原
子

炉
の

状
態

が
燃

料
交

換
に

お
い

て
，

残
留

熱
除

去
系

原
子

炉
停

止
時

冷
却

モ
ー

ド
１

系
列

が
運

転
中

で
あ

る
こ

と
を

１
２

時
間

に
１

回
確

認
す

る
。

ま
た

，
原

子
炉

水
位

が
オ

ー
バ

ー
フ

ロ
ー

水
位

と
な

る
ま

で
の

期
間

は
，

さ
ら

に
１

系
列

の
残

留
熱

除
去

系
原

子
炉

停
止

時
冷

却
モ

ー
ド

が
動

作
可

能
で

あ
る

こ
と

を
毎

日
１

回
管

理
的

手
段

に
よ

り
確

認
す

る
。

行
為

→
当

直
長

×

（
２

）
当

直
長

は
，

残
留

熱
除

去
系

原
子

炉
停

止
時

冷
却

モ
ー

ド
の

運
転

が
す

べ
て

停
止

し
た

場
合

に
お

い
て

も
，

停
止

期
間

中
の

原
子

炉
冷

却
材

温
度

を
評

価
し

，
6
5
℃

以
下

で
あ

る
こ

と
を

１
２

時
間

に
１

回
確

認
す

る
。

行
為

→
当

直
長

×

３
．

当
直

長
は

，
残

留
熱

除
去

系
原

子
炉

停
止

時
冷

却
モ

ー
ド

が
，

第
１

項
に

定
め

る
運

転
上

の
制

限
を

満
足

し
て

い
な

い
と

判
断

し
た

場
合

は
，

表
３

６
－

２
の

措
置

を
講

じ
る

。
行

為
→

当
直

長
×

原
子

炉
冷

却
材

温
度

お
よ

び
原

子
炉

冷
却

材
温

度
変

化
率

は
，

表
３

７
－

１
に

定
め

る
事

項
を

運
転

上
の

制
限

と
す

る
。

定
義

×

２
．

原
子

炉
冷

却
材

温
度

お
よ

び
原

子
炉

冷
却

材
温

度
変

化
率

が
，

前
項

に
定

め
る

運
転

上
の

制
限

を
満

足
し

て
い

る
こ

と
を

確
認

す
る

た
め

，
次

の
各

号
を

実
施

す
る

。
ま

た
，

停
止

中
の

原
子

炉
再

循
環

ポ
ン

プ
入

口
温

度
と

原
子

炉
冷

却
材

温
度

の
差

が
2
7
℃

以
内

（
３

号
炉

は
除

く
）
お

よ
び

原
子

炉
圧

力
に

対
す

る
原

子
炉

水
飽

和
温

度
※

１
と

原
子

炉
圧

力
容

器
下

部
温

度
の

差
が

8
0
℃

以
内

で
な

け
れ

ば
，

原
子

炉
再

循
環

ポ
ン

プ
（
３

号
炉

に
つ

い
て

は
，

「
原

子
炉

冷
却

材
再

循
環

ポ
ン

プ
」
と

読
み

か
え

る
。

）
を

起
動

し
て

は
な

ら
な

い
。

定
義

×

（
１

）
課

長
（
燃

料
技

術
）
は

，
原

子
炉

圧
力

容
器

鋼
材

監
視

試
験

片
の

評
価

結
果

に
よ

り
，

原
子

炉
圧

力
容

器
の

関
連

温
度

の
推

移
を

確
認

し
，

そ
の

結
果

に
基

づ
き

，
原

子
炉

圧
力

容
器

の
関

連
温

度
を

求
め

て
原

子
炉

圧
力

容
器

の
非

延
性

破
壊

防
止

の
た

め
の

原
子

炉
冷

却
材

温
度

制
限

値
を

定
め

，
原

子
炉

主
任

技
術

者
の

確
認

を
得

て
，

所
長

の
承

認
を

得
た

後
，

課
長

（
発

電
）
に

通
知

す
る

。
行

為
→

課
長

（
燃

料
技

術
）

×

（
２

）
当

直
長

は
，

次
の

事
項

を
確

認
す

る
。

行
為

→
当

直
長

×
ａ
．

原
子

炉
冷

却
材

圧
力

バ
ウ

ン
ダ

リ
に

対
す

る
供

用
中

の
漏

え
い

ま
た

は
水

圧
検

査
を

実
施

す
る

場
合

は
，

原
子

炉
冷

却
材

温
度

が
（
１

）
に

定
め

る
値

以
上

で
あ

る
こ

と
を

１
時

間
に

１
回

確
認

す
る

。
内

容
×

ｂ
．

原
子

炉
の

状
態

が
起

動
，

高
温

停
止

お
よ

び
冷

温
停

止
（
6
5
℃

以
上

）
に

お
い

て
，

原
子

炉
冷

却
材

温
度

変
化

率
が

，
表

３
７

－
１

に
定

め
る

値
で

あ
る

こ
と

を
１

時
間

に
１

回
確

認
す

る
。

こ
こ

で
原

子
炉

冷
却

材
温

度
変

化
率

と
は

，
原

子
炉

冷
却

材
温

度
の

１
時

間
毎

の
差

分
を

い
う

。
内

容
×

３
．

当
直

長
は

，
原

子
炉

冷
却

材
温

度
ま

た
は

原
子

炉
冷

却
材

温
度

変
化

率
が

，
第

１
項

に
定

め
る

運
転

上
の

制
限

を
満

足
し

て
い

な
い

と
判

断
し

た
場

合
は

，
表

３
７

－
２

の
措

置
を

講
じ

る
。

行
為

→
当

直
長

×

原
子

炉
の

状
態

が
運

転
お

よ
び

起
動

に
お

い
て

，
原

子
炉

圧
力

は
，

表
３

８
－

１
に

定
め

る
事

項
を

運
転

上
の

制
限

と
す

る
。

た
だ

し
，

送
電

線
事

故
等

に
よ

る
瞬

時
の

原
子

炉
圧

力
変

動
を

除
く

。
定

義
×

２
．

原
子

炉
圧

力
が

，
前

項
に

定
め

る
運

転
上

の
制

限
を

満
足

し
て

い
る

こ
と

を
確

認
す

る
た

め
，

次
号

を
実

施
す

る
。

定
義

×
（
１

）
当

直
長

は
，

原
子

炉
の

状
態

が
運

転
お

よ
び

起
動

に
お

い
て

，
原

子
炉

圧
力

を
２

４
時

間
に

１
回

確
認

す
る

。
行

為
→

当
直

長
×

３
．

当
直

長
は

，
原

子
炉

圧
力

が
，

第
１

項
に

定
め

る
運

転
上

の
制

限
を

満
足

し
て

い
な

い
と

判
断

し
た

場
合

は
，

表
３

８
－

２
の

措
置

を
講

じ
る

。
行

為
→

当
直

長
×

〔
２

号
炉

〕

原
子

炉
の

状
態

が
運

転
，

起
動

お
よ

び
高

温
停

止
に

お
い

て
，

非
常

用
炉

心
冷

却
系

は
，

表
３

９
－

１
に

定
め

る
事

項
を

運
転

上
の

制
限

と
す

る
※

１
。

た
だ

し
，

残
留

熱
除

去
系

原
子

炉
停

止
時

冷
却

モ
ー

ド
の

起
動

準
備

中
お

よ
び

残
留

熱
除

去
系

原
子

炉
停

止
時

冷
却

モ
ー

ド
の

運
転

中
は

，
当

該
低

圧
注

水
系

（
格

納
容

器
冷

却
系

）
の

動
作

不
能

と
は

み
な

さ
な

い
。

  

定
義

×

２
．

非
常

用
炉

心
冷

却
系

が
，

前
項

に
定

め
る

運
転

上
の

制
限

を
満

足
し

て
い

る
こ

と
を

確
認

す
る

た
め

，
次

の
各

号
を

実
施

す
る

。
定

義
×

（
１

）
課

長
（
第

一
発

電
）
は

，
定

事
検

停
止

時
に

，
高

圧
炉

心
ス

プ
レ

イ
系

，
低

圧
炉

心
ス

プ
レ

イ
系

，
  
低

圧
注

水
系

お
よ

び
自

動
減

圧
系

が
模

擬
信

号
で

作
動

す
る

こ
と

お
よ

び
格

納
容

器
冷

却
系

が
手

動
で

作
動

す
る

こ
と

を
確

認
す

る
。

行
為

→
課

長
（
第

一
発

電
）

×

（
２

）
当

直
長

は
，

定
事

検
停

止
後

の
原

子
炉

起
動

前
に

表
３

９
－

２
（
項

目
３

）
に

定
め

る
事

項
な

ら
び

に
高

圧
炉

心
ス

プ
レ

イ
系

，
低

圧
炉

心
ス

プ
レ

イ
系

 ，
低

圧
注

水
系

（
格

納
容

器
冷

却
系

）
の

主
要

な
手

動
弁

と
電

動
弁

が
原

子
炉

の
運

転
状

態
に

応
じ

た
開

閉
状

態
に

あ
る

こ
と

お
よ

び
主

要
配

管
※

２
が

満
水

で
あ

る
こ

と
を

確
認

す
る

。
行

為
→

当
直

長
×

（
３

 ）
当

直
長

は
，

原
子

炉
の

状
態

が
運

転
，

起
動

お
よ

び
高

温
停

止
に

お
い

て
，

表
３

９
－

２
（
項

目
３

を
除

く
。

）
に

定
め

る
事

項
を

確
認

す
る

。
※

１
行

為
→

当
直

長
×

３
．

当
直

長
は

，
非

常
用

炉
心

冷
却

系
が

，
第

１
項

に
定

め
る

運
転

上
の

制
限

を
満

足
し

て
い

な
い

と
判

断
し

た
場

合
は

，
表

３
９

－
３

－
１

ま
た

は
表

３
９

－
３

－
２

の
措

置
を

講
じ

る
。

行
為

→
当

直
長

×

〔
３

号
炉

〕

原
子

炉
の

状
態

が
運

転
，

起
動

お
よ

び
高

温
停

止
に

お
い

て
，

非
常

用
炉

心
冷

却
系

は
，

表
３

９
の

２
－

１
に

定
め

る
事

項
を

運
転

上
の

制
限

と
す

る
※

１
。

た
だ

し
，

残
留

熱
除

去
系

原
子

炉
停

止
時

冷
却

モ
ー

ド
の

起
動

準
備

中
お

よ
び

残
留

熱
除

去
系

原
子

炉
停

止
時

冷
却

モ
ー

ド
の

運
転

中
は

，
当

該
低

圧
注

水
系

（
原

子
炉

格
納

容
器

ス
プ

レ
イ

冷
却

系
）
の

動
作

不
能

と
は

み
な

さ
な

い
。

定
義

×

２
．

非
常

用
炉

心
冷

却
系

が
，

前
項

で
定

め
る

運
転

上
の

制
限

を
満

足
し

て
い

る
こ

と
を

確
認

す
る

た
め

，
次

の
各

号
を

実
施

す
る

。
定

義
×

（
１

）
課

長
（
第

二
発

電
）
は

，
定

事
検

停
止

時
に

，
高

圧
炉

心
注

水
系

，
低

圧
注

水
系

お
よ

び
自

動
減

圧
系

が
模

擬
信

号
で

作
動

す
る

こ
と

お
よ

び
原

子
炉

格
納

容
器

ス
プ

レ
イ

冷
却

系
が

手
動

で
作

動
す

る
こ

と
を

確
認

す
る

。
行

為
→

課
長

（
第

二
発

電
）

×

（
２

）
課

長
（
第

二
発

電
）
は

，
定

事
検

停
止

後
の

原
子

炉
起

動
か

ら
定

期
事

業
者

検
査

終
了

ま
で

の
期

間
に

お
い

て
，

原
子

炉
隔

離
時

冷
却

系
が

模
擬

信
号

で
作

動
す

る
こ

と
を

確
認

す
る

。
行

為
→

課
長

（
第

二
発

電
）

×

（
３

）
当

直
長

は
，

定
事

検
停

止
後

の
原

子
炉

起
動

前
に

表
３

９
の

２
－

２
（
項

目
３

）
に

定
め

る
事

項
な

ら
び

に
高

圧
炉

心
注

水
系

，
原

子
炉

隔
離

時
冷

却
系

，
低

圧
注

水
系

（
原

子
炉

格
納

容
器

ス
プ

レ
イ

冷
却

系
）
の

主
要

な
手

動
弁

と
電

動
弁

が
原

子
炉

の
運

転
状

態
に

応
じ

た
開

閉
状

態
に

あ
る

こ
と

お
よ

び
主

要
配

管
※

２
が

満
水

で
あ

る
こ

と
を

確
認

す
る

。
行

為
→

当
直

長
×

（
４

）
当

直
長

は
，

原
子

炉
の

状
態

が
運

転
，

起
動

お
よ

び
高

温
停

止
に

お
い

て
，

表
３

９
の

２
－

２
（
項

目
３

を
除

く
。

）
に

定
め

る
事

項
を

確
認

す
る

。
※

１
行

為
→

当
直

長
×

３
．

当
直

長
は

，
非

常
用

炉
心

冷
却

系
が

，
第

１
項

に
定

め
る

運
転

上
の

制
限

を
満

足
し

て
い

な
い

と
判

断
し

た
場

合
は

，
表

３
９

の
２

－
３

－
１

ま
た

は
表

３
９

の
２

－
３

－
２

の
措

置
を

講
じ

る
。

行
為

→
当

直
長

×

第
3
6
条

第
3
7
条

第
3
8
条

第
3
9
条

第
3
9
条

の
2

原
子

炉
冷

却
材

温
度

お
よ

び
原

子
炉

冷
却

材
温

度
変

化
率

原
子

炉
圧

力

非
常

用
炉

心
冷

却
系

そ
の

１

非
常

用
炉

心
冷

却
系

そ
の

２
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保
安
規
定
の
各
条
文
に
お
け
る
相
反
性
に
か
か
る
検
討
結
果

島
根

原
子

力
発

電
所

原
子

炉
施

設
保

安
規

定
炉

主
任

の
関

与
規

定
の

性
質

行
為

の
実

施
者

行
為

の
内

容

原
子

炉
の

状
態

が
冷

温
停

止
お

よ
び

燃
料

交
換

に
お

い
て

，
非

常
用

炉
心

冷
却

系
は

，
表

４
０

－
１

に
定

め
る

事
項

を
運

転
上

の
制

限
と

す
る

。
た

だ
し

，
原

子
炉

が
次

の
各

号
に

示
す

状
態

と
な

っ
た

場
合

は
適

用
し

な
い

。
ま

た
，

残
留

熱
除

去
系

原
子

炉
停

止
時

冷
却

モ
ー

ド
の

起
動

準
備

中
お

よ
び

残
留

熱
除

去
系

原
子

炉
停

止
時

冷
却

モ
ー

ド
の

運
転

中
は

，
低

圧
注

水
系

の
動

作
不

能
と

は
み

な
さ

な
い

。
定

義
×

（
１

）
原

子
炉

水
位

が
オ

ー
バ

ー
フ

ロ
ー

水
位

付
近

で
，

か
つ

プ
ー

ル
ゲ

ー
ト
が

開
の

場
合

。
内

容
×

（
２

）
原

子
炉

内
か

ら
全

燃
料

が
取

出
さ

れ
，

か
つ

プ
ー

ル
ゲ

ー
ト
が

閉
の

場
合

。
内

容
×

２
．

非
常

用
炉

心
冷

却
系

が
，

前
項

に
定

め
る

運
転

上
の

制
限

を
満

足
し

て
い

る
こ

と
を

確
認

す
る

た
め

，
次

号
を

実
施

す
る

。
定

義
×

（
１

）
当

直
長

は
，

原
子

炉
の

状
態

が
冷

温
停

止
お

よ
び

燃
料

交
換

に
お

い
て

，
表

４
０

－
２

に
定

め
る

事
項

を
確

認
す

る
。

た
だ

し
，

原
子

炉
が

次
に

示
す

状
態

と
な

っ
た

場
合

は
適

用
さ

れ
な

い
。

行
為

→
当

直
長

×

ａ
．

原
子

炉
水

位
が

オ
ー

バ
ー

フ
ロ

ー
水

位
付

近
で

，
か

つ
プ

ー
ル

ゲ
ー

ト
が

開
の

場
合

。
内

容
×

ｂ
．

原
子

炉
内

か
ら

全
燃

料
が

取
出

さ
れ

，
か

つ
プ

ー
ル

ゲ
ー

ト
が

閉
の

場
合

。
内

容
×

３
．

当
直

長
は

，
非

常
用

炉
心

冷
却

系
が

，
第

１
項

に
定

め
る

運
転

上
の

制
限

を
満

足
し

て
い

な
い

と
判

断
し

た
場

合
は

，
表

４
０

－
３

の
措

置
を

講
じ

る
。

行
為

→
当

直
長

×

原
子

炉
の

状
態

が
運

転
，

起
動

お
よ

び
高

温
停

止
に

お
い

て
，

原
子

炉
隔

離
時

冷
却

系
※

１
は

，
表

４
１

－
１

に
定

め
る

事
項

を
運

転
上

の
制

限
と

す
る

。
た

だ
し

，
高

圧
原

子
炉

代
替

注
水

系
起

動
準

備
お

よ
び

運
転

中
（
運

転
上

の
制

限
を

確
認

す
る

た
め

の
事

項
を

実
施

し
て

い
る

場
合

を
含

む
。

）
は

，
原

子
炉

隔
離

時
冷

却
系

を
動

作
不

能
と

み

な
さ

な
い

。
※

２

定
義

×

２
．

原
子

炉
隔

離
時

冷
却

系
が

，
前

項
に

定
め

る
運

転
上

の
制

限
を

満
足

し
て

い
る

こ
と

を
確

認
す

る
た

め
，

次
の

各
号

を
実

施
す

る
。

定
義

×
（
１

）
課

長
（
第

一
発

電
）
は

，
定

事
検

停
止

後
の

原
子

炉
起

動
か

ら
定

期
事

業
者

検
査

終
了

ま
で

の
期

間
に

お
い

て
，

原
子

炉
隔

離
時

冷
却

系
が

模
擬

信
号

で
作

動
す

る
こ

と
を

確
認

す
る

。
行

為
→

課
長

（
第

一
発

電
）

×

（
２

）
当

直
長

は
，

定
事

検
停

止
後

の
原

子
炉

起
動

前
に

，
原

子
炉

隔
離

時
冷

却
系

の
主

要
な

手
動

弁
と

電
動

弁
が

，
原

子
炉

の
運

転
状

態
に

応
じ

た
開

閉
状

態
お

よ
び

主

要
配

管
※

３
が

満
水

で
あ

る
こ

と
を

確
認

す
る

。
行

為
→

当
直

長
×

（
３

）
当

直
長

は
，

原
子

炉
の

状
態

が
運

転
，

起
動

お
よ

び
高

温
停

止
に

お
い

て
，

表
４

１
－

２
に

定
め

る
事

項
を

確
認

す
る

。
※

２
行

為
→

当
直

長
×

（
４

）
課

長
（
原

子
炉

）
は

，
定

事
検

停
止

時
に

，
原

子
炉

隔
離

時
冷

却
系

ポ
ン

プ
の

全
揚

程
が

0
.7

4
M

P
aに

加
え

て
4
4
ｍ

以
上

で
，

流
量

が
9
3
.0

m
3
/
ｈ

以
上

で
あ

る
こ

と
を

確

認
※

４
し

，
そ

の
結

果
を

課
長

（
第

一
発

電
）
に

通
知

す
る

。
行

為
→

課
長

（
原

子
炉

）
×

３
．

当
直

長
は

，
原

子
炉

隔
離

時
冷

却
系

が
，

第
１

項
に

定
め

る
運

転
上

の
制

限
を

満
足

し
て

い
な

い
と

判
断

し
た

場
合

は
，

表
４

１
－

３
の

措
置

を
講

じ
る

。
な

お
，

高
圧

原
子

炉
代

替
注

水
系

の
起

動
準

備
中

お
よ

び
運

転
中

は
，

原
子

炉
隔

離
時

冷
却

系
の

動
作

不
能

と
は

み
な

さ
な

い
。

行
為

→
当

直
長

×

原
子
炉
の
状
態
が
運
転
，
起
動
お
よ
び
高
温
停
止
に
お
い
て
，
主
蒸
気
隔
離
弁
は
，
表
４
２
－
１
に
定
め
る
事
項
を
運
転
上
の
制
限
と
す
る
。

定
義

×
２
．
主
蒸
気
隔
離
弁
が
，
前
項
に
定
め
る
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
，
次
の
各
号
を
実
施
す
る
。

定
義

×
（
１
）
課
長
（
発
電
）
は
，
定
事
検
停
止
時
に
，
主
蒸
気
隔
離
弁
が
模
擬
信
号
に
よ
り
全
閉
す
る
こ
と
お
よ
び
全
閉
時
間
が
，
表
４
２
－
２
に
定
め
る
値
で
あ

る
こ
と
を
確
認
す
る
。

行
為

→
課

長
（
発

電
）

×

（
２
）
課
長
（
原
子
炉
）
お
よ
び
課
長
（
３
号
機
械
）
は
，
定
事
検
停
止
時
に
，
主
蒸
気
隔
離
弁
の
漏
え
い
率
が
表
４
２
－
２
に
定
め
る
値
で
あ
る
こ
と
を
確

認
し
，
そ
の
結
果
を
課
長
（
発
電
）
に
通
知
す
る
。

行
為

→
課

長
（
原

子
炉

）
×

３
．
当
直
長
は
，
主
蒸
気
隔
離
弁
が
，
第
１
項
に
定
め
る
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
な
い
と
判
断
し
た
場
合
は
，
表
４
２
－
３
の
措
置
を
講
じ
る
。

行
為

→
当

直
長

×

原
子

炉
の

状
態

が
運

転
，

起
動

お
よ

び
高

温
停

止
に

お
い

て
，

格
納

容
器

※
１
お

よ
び

格
納

容
器

隔
離

弁
※

１
は

，
表

４
３

－
１

に
定

め
る

事
項

を
運

転
上

の
制

限
と

す
る

。
た

だ
し

，
ド

ラ
イ

ウ
ェ

ル
内

部
の

点
検

時
は

，
速

や
か

に
エ

ア
ロ

ッ
ク

を
閉

鎖
で

き
る

措
置

を
講

じ
た

上
で

，
エ

ア
ロ

ッ
ク

二
重

扉
を

開
放

し
た

ま
ま

と
す

る
こ

と
が

で
き

る
が

，
こ

の
場

合
は

格
納

容
器

の
機

能
喪

失
と

は
み

な
さ

な
い

。
定

義
×

２
．

格
納

容
器

お
よ

び
格

納
容

器
隔

離
弁

が
，

前
項

に
定

め
る

運
転

上
の

制
限

を
満

足
し

て
い

る
こ

と
を

確
認

す
る

た
め

，
次

の
各

号
を

実
施

す
る

。
定

義
×

（
１

）
課

長
（
原

子
炉

）
お

よ
び

課
長

（
３

号
機

械
）
は

，
定

事
検

停
止

時
に

，
格

納
容

器
の

漏
え

い
率

が
表

４
３

－
２

に
定

め
る

値
で

あ
る

こ
と

を
確

認
し

，
そ

の
結

果
を

課
長

（
発

電
）
に

通
知

す
る

。
行

為
→

課
長

（
原

子
炉

）
お

よ
び

課
長

（
３

号
機

械
）

×

（
２

）
課

長
（
発

電
）
は

，
定

事
検

停
止

時
に

，
表

４
３

－
３

に
定

め
る

格
納

容
器

隔
離

弁
が

模
擬

信
号

で
全

閉
す

る
こ

と
を

確
認

す
る

。
行

為
→

課
長

（
発

電
）

×
（
３

）
当

直
長

は
，

定
事

検
停

止
後

の
原

子
炉

起
動

前
に

格
納

容
器

バ
ウ

ン
ダ

リ
と

な
っ

て
い

る
格

納
容

器
隔

離
弁

が
原

子
炉

の
運

転
状

態
に

応
じ

た
開

閉
状

態
で

あ
る

こ
と

を
確

認
す

る
。

行
為

→
当

直
長

×

３
．

当
直

長
は

，
格

納
容

器
ま

た
は

格
納

容
器

隔
離

弁
が

，
第

１
項

に
定

め
る

運
転

上
の

制
限

を
満

足
し

て
い

な
い

と
判

断
し

た
場

合
は

，
表

４
３

－
４

の
措

置
を

講
じ

る
。

な
お

，
同

時
に

複
数

の
動

作
不

能
な

格
納

容
器

隔
離

弁
が

発
生

し
た

場
合

に
は

，
個

々
の

弁
に

対
し

て
表

４
３

－
４

の
措

置
を

講
じ

る
。

行
為

→
当

直
長

×

原
子

炉
の

状
態

が
運

転
，

起
動

お
よ

び
高

温
停

止
に

お
い

て
，

サ
プ

レ
ッ

シ
ョ
ン

チ
ェ

ン
バ

か
ら

ド
ラ

イ
ウ

ェ
ル

へ
の

真
空

破
壊

弁
※

１
は

，
表

４
４

－
１

に
 定

め
る

事
項

を
運

転
上

の
制

限
と

す
る

。
た

だ
し

，
真

空
破

壊
弁

１
弁

が
全

開
不

能
の

場
合

を
除

く
。

定
義

×

２
．

サ
プ

レ
ッ

シ
ョ
ン

チ
ェ

ン
バ

か
ら

ド
ラ

イ
ウ

ェ
ル

へ
の

真
空

破
壊

弁
が

，
前

項
に

定
め

る
運

転
上

の
制

限
を

満
足

し
て

い
る

こ
と

を
確

認
す

る
た

め
，

次
号

を
実

施
す

る
。

定
義

×
（
１

）
課

長
（
原

子
炉

）
お

よ
び

課
長

（
３

号
機

械
）
は

，
定

事
検

停
止

時
に

，
サ

プ
レ

ッ
シ

ョ
ン

チ
ェ

ン
バ

か
ら

ド
ラ

イ
ウ

ェ
ル

へ
の

真
空

破
壊

弁
が

全
開

お
よ

び
全

閉
す

る
こ

と
を

確
認

し
，

そ
の

結
果

を
課

長
（
発

電
）
に

通
知

す
る

。
行

為
→

課
長

（
原

子
炉

）
お

よ
び

課
長

（
３

号
機

械
）

×

３
．

当
直

長
は

，
サ

プ
レ

ッ
シ

ョ
ン

チ
ェ

ン
バ

か
ら

ド
ラ

イ
ウ

ェ
ル

へ
の

真
空

破
壊

弁
が

，
第

１
項

に
定

め
る

運
転

上
の

制
限

を
満

足
し

て
い

な
い

と
判

断
し

た
場

合
は

，
表

４
４

－
２

の
措

置
を

講
じ

る
。

行
為

→
当

直
長

×

原
子

炉
の

状
態

が
運

転
，

起
動

お
よ

び
高

温
停

止
に

お
い

て
，

サ
プ

レ
ッ

シ
ョ
ン

チ
ェ

ン
バ

※
１
の

平
均

水
温

※
２
は

，
表

４
５

－
１

に
定

め
る

事
項

を
運

転
上

の
制

限
と

す
る

。
た

だ
し

，
原

子
炉

隔
離

時
冷

却
系

ま
た

は
高

圧
原

子
炉

代
替

注
水

系
※

３
の

動
作

確
認

等
に

よ
り

，
サ

プ
レ

ッ
シ

ョ
ン

チ
ェ

ン
バ

の
水

温
が

上
昇

す
る

よ
う

な
時

は
，

確
認

開
始

時
か

ら
確

認
終

了
後

２
４

時
間

ま
で

を
除

く
。

定
義

×

第
4
0
条

第
4
1
条

第
4
3
条

格
納

容
器

お
よ

び
格

納
容

器
隔

離
弁

主
蒸

気
隔

離
弁

第
4
2
条

サ
プ

レ
ッ

シ
ョ
ン

チ
ェ

ン
バ

か
ら

ド
ラ

イ
ウ

ェ
ル

へ
の

真
空

破
壊

弁

サ
プ

レ
ッ

シ
ョ
ン

チ
ェ

ン
バ

の
平

均
水

温

原
子

炉
隔

離
時

冷
却

系

第
4
4
条

第
4
5
条
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保
安
規
定
の
各
条
文
に
お
け
る
相
反
性
に
か
か
る
検
討
結
果

島
根

原
子

力
発

電
所

原
子

炉
施

設
保

安
規

定
炉

主
任

の
関

与
規

定
の

性
質

行
為

の
実

施
者

行
為

の
内

容

２
．

サ
プ

レ
ッ

シ
ョ
ン

チ
ェ

ン
バ

の
平

均
水

温
が

，
前

項
に

定
め

る
運

転
上

の
制

限
を

満
足

し
て

い
る

こ
と

を
確

認
す

る
た

め
，

次
号

を
実

施
す

る
。

な
お

，
当

直
長

は
，

原
子

炉
の

状
態

が
運

転
，

起
動

お
よ

び
高

温
停

止
に

お
い

て
，

原
子

炉
隔

離
時

冷
却

系
ま

た
は

高
圧

原
子

炉
代

替
注

水
系

の
動

作
確

認
等

に
よ

り
，

サ
プ

レ
ッ

シ
ョ
ン

チ
ェ

ン
バ

の
水

温
が

上
昇

す
る

よ
う

な
場

合
，

サ
プ

レ
ッ

シ
ョ
ン

チ
ェ

ン
バ

の
動

作
可

能
な

局
所

水
温

計
の

最
高

温
度

が
4
7
℃

を
超

え
た

と
き

に
は

，
５

分
毎

に
動

作
可

能
な

局
所

水
温

計
の

平
均

水
温

を
計

算
し

，
平

均
水

温
が

4
7
℃

を
超

え
て

い
な

い
こ

と
を

確
認

す
る

。
さ

ら
に

平
均

水
温

が
4
7
℃

を
超

え
た

場
合

に
は

，
サ

プ
レ

ッ
シ

ョ
ン

チ
ェ

ン
バ

の
水

温
が

上
昇

す
る

よ
う

な
動

作
確

認
等

を
中

止
し

，
２

４
時

間
以

内
に

平
均

水
温

を
3
5
℃

以
下

に
復

旧
す

る
。

定
義

×

（
１

）
当

直
長

は
，

原
子

炉
の

状
態

が
運

転
，

起
動

お
よ

び
高

温
停

止
に

お
い

て
，

サ
プ

レ
ッ

シ
ョ
ン

チ
ェ

ン
バ

の
動

作
可

能
な

局
所

水
温

計
の

平
均

水
温

を
２

４
時

間
に

1
回

確
認

す
る

。
行

為
→

当
直

長
×

３
．

当
直

長
は

，
サ

プ
レ

ッ
シ

ョ
ン

チ
ェ

ン
バ

の
平

均
水

温
が

，
第

１
項

に
定

め
る

運
転

上
の

制
限

を
満

足
し

て
い

な
い

と
判

断
し

た
場

合
は

，
表

４
５

－
２

の
措

置
を

講
じ

る
。

行
為

→
当

直
長

×

原
子

炉
の

状
態

が
運

転
，

起
動

お
よ

び
高

温
停

止
に

お
い

て
，

サ
プ

レ
ッ

シ
ョ
ン

チ
ェ

ン
バ

※
１
の

水
位

は
，

表
４

６
－

１
（
図

４
６

）
に

定
め

る
事

項
を

運
転

上
の

制
限

と
す

る
。

た
だ

し
，

地
震

時
に

お
け

る
一

時
的

な
水

位
変

動
を

除
く

。
内

容
×

２
．

サ
プ

レ
ッ

シ
ョ
ン

チ
ェ

ン
バ

の
水

位
が

，
前

項
に

定
め

る
運

転
上

の
制

限
を

満
足

し
て

い
る

こ
と

を
確

認
す

る
た

め
，

次
号

を
実

施
す

る
。

内
容

×
（
１

）
当

直
長

は
，

原
子

炉
の

状
態

が
運

転
，

起
動

お
よ

び
高

温
停

止
に

お
い

て
，

サ
プ

レ
ッ

シ
ョ
ン

チ
ェ

ン
バ

の
水

位
を

２
４

時
間

に
1
回

確
認

す
る

。
行

為
→

当
直

長
×

３
．

当
直

長
は

，
サ

プ
レ

ッ
シ

ョ
ン

チ
ェ

ン
バ

の
水

位
が

，
第

１
項

に
定

め
る

運
転

上
の

制
限

を
満

足
し

て
い

な
い

と
判

断
し

た
場

合
は

，
表

４
６

－
２

の
措

置
を

講
じ

る
。

行
為

→
当

直
長

×

原
子

炉
の

状
態

が
運

転
お

よ
び

起
動

に
お

い
て

，
可

燃
性

ガ
ス

濃
度

制
御

系
は

，
表

４
７

－
１

に
定

め
る

事
項

を
運

転
上

の
制

限
と

す
る

。
定

義
×

２
．

可
燃

性
ガ

ス
濃

度
制

御
系

が
，

前
項

に
定

め
る

運
転

上
の

制
限

を
満

足
し

て
い

る
こ

と
を

確
認

す
る

た
め

，
次

の
各

号
を

実
施

す
る

。
定

義
×

（
１

）
課

長
（
発

電
）
は

，
定

事
検

停
止

時
に

，
可

燃
性

ガ
ス

濃
度

制
御

系
の

機
能

を
確

認
す

る
。

行
為

→
課

長
（
発

電
）

×
（
２

）
当

直
長

は
，

原
子

炉
の

状
態

が
運

転
お

よ
び

起
動

に
お

い
て

，
可

燃
性

ガ
ス

濃
度

制
御

系
ブ

ロ
ワ

が
起

動
す

る
こ

と
お

よ
び

可
燃

性
ガ

ス
濃

度
制

御
系

隔
離

弁
が

開
す

る
こ

と
を

１
箇

月
に

１
回

確
認

す
る

。
ま

た
，

動
作

確
認

後
，

動
作

確
認

に
際

し
て

使
用

し
た

弁
の

開
閉

状
態

を
確

認
す

る
。

行
為

→
当

直
長

×

３
．

当
直

長
は

，
可

燃
性

ガ
ス

濃
度

制
御

系
が

，
第

１
項

に
定

め
る

運
転

上
の

制
限

を
満

足
し

て
い

な
い

と
判

断
し

た
場

合
は

，
表

４
７

－
２

の
措

置
を

講
じ

る
。

行
為

→
当

直
長

×

原
子

炉
の

状
態

が
運

転
に

お
い

て
，

格
納

容
器

内
の

酸
素

濃
度

※
１
は

，
表

４
８

－
１

に
定

め
る

事
項

を
運

転
上

の
制

限
と

す
る

。
た

だ
し

，
原

子
炉

を
起

動
す

る
時

の
原

子
炉

の
状

態
が

運
転

に
な

っ
て

か
ら

の
２

４
時

間
お

よ
び

原
子

炉
を

停
止

す
る

時
の

原
子

炉
の

状
態

が
起

動
に

な
る

前
の

２
４

時
間

を
除

く
。

定
義

×

２
．

格
納

容
器

内
の

酸
素

濃
度

が
，

前
項

に
定

め
る

運
転

上
の

制
限

を
満

足
し

て
い

る
こ

と
を

確
認

す
る

た
め

，
次

号
を

実
施

す
る

。
定

義
×

（
１

）
当

直
長

は
，

原
子

炉
の

状
態

が
運

転
に

お
い

て
，

格
納

容
器

内
の

酸
素

濃
度

を
１

週
間

に
１

回
確

認
す

る
。

行
為

→
当

直
長

×
３

．
当

直
長

は
，

格
納

容
器

内
の

酸
素

濃
度

が
，

第
１

項
に

定
め

る
運

転
上

の
制

限
を

満
足

し
て

い
な

い
と

判
断

し
た

場
合

は
，

表
４

８
－

２
の

措
置

を
講

じ
る

。
行

為
→

当
直

長
×

原
子

炉
の

状
態

が
運

転
，

起
動

，
高

温
停

止
お

よ
び

炉
心

変
更

時
※

１
ま

た
は

原
子

炉
棟

内
で

の
照

射
さ

れ
た

燃
料

に
係

る
作

業
時

に
お

い
て

，
原

子
炉

棟
※

２
※

３
は

，
表

４
９

－
１

に
定

め
る

事
項

を
運

転
上

の
制

限
と

す
る

。
定

義
×

２
．

原
子

炉
棟

が
，

前
項

に
定

め
る

運
転

上
の

制
限

を
満

足
し

て
い

る
こ

と
を

確
認

す
る

た
め

，
次

の
各

号
を

実
施

す
る

。
定

義
×

（
１

）
課

長
（
発

電
）
は

，
定

事
検

停
止

時
に

，
原

子
炉

棟
を

負
圧

に
保

ち
得

る
こ

と
を

確
認

す
る

。
行

為
→

課
長

（
発

電
）

×

（
２

）
当

直
長

は
，

原
子

炉
の

状
態

が
運

転
，

起
動

，
高

温
停

止
お

よ
び

炉
心

変
更

時
 ま

た
は

原
子

炉
棟

内
で

の
照

射
さ

れ
た

燃
料

に
係

る
作

業
時

に
お

い
て

，
原

子
炉

棟
を

負
圧

に
保

つ
た

め
に

原
子

炉
棟

大
物

機
器

搬
入

口
お

よ
び

原
子

炉
棟

二
重

扉
の

各
々

に
お

い
て

，
少

な
く

と
も

１
つ

が
閉

鎖
状

態
に

あ
る

こ
と

を
１

箇
月

に
１

回
確

認
す

る
。

行
為

→
当

直
長

×

３
．

当
直

長
は

，
原

子
炉

棟
が

，
第

１
項

に
 定

め
る

運
転

上
の

制
限

を
満

足
し

て
い

な
い

と
判

断
し

た
場

合
は

 ，
表

４
９

－
２

の
措

置
を

講
じ

る
。

行
為

→
当

直
長

×

原
子

炉
の

状
態

が
運

転
，

起
動

，
高

温
停

止
お

よ
び

炉
心

変
更

時
※

１
ま

た
は

原
子

炉
棟

内
で

の
照

射
さ

れ
た

燃
料

に
係

る
作

業
時

に
お

い
て

，
原

子
炉

棟
給

排
気

隔
離

弁
は

，
表

５
０

－
１

に
定

め
る

事
項

を
運

転
上

の
制

限
と

す
る

。
定

義
×

２
．

原
子

炉
棟

給
排

気
隔

離
弁

が
，

前
項

に
定

め
る

運
転

上
の

制
限

を
満

足
し

て
い

る
こ

と
を

確
認

す
る

た
め

，
次

号
を

実
施

す
る

。
定

義
×

（
１

）
課

長
（
発

電
）
は

，
定

事
検

停
止

時
に

，
原

子
炉

棟
給

排
気

隔
離

弁
が

模
擬

信
号

で
全

閉
す

る
こ

と
を

確
認

す
る

。
行

為
→

課
長

（
発

電
）

×
３

．
当

直
長

は
，

原
子

炉
棟

給
排

気
隔

離
弁

が
，

第
１

項
に

定
め

る
運

転
上

の
制

限
を

満
足

し
て

い
な

い
と

判
断

し
た

場
合

は
，

表
５

０
－

２
の

措
置

を
講

じ
る

。
行

為
→

当
直

長
×

原
子

炉
の

状
態

が
運

転
，

起
動

，
高

温
停

止
お

よ
び

炉
心

変
更

時
※

１
ま

た
は

原
子

炉
棟

内
 で

の
照

射
さ

れ
た

燃
料

に
係

る
作

業
時

に
お

い
て

，
非

常
用

ガ
ス

処
理

系
※

２

は
，

表
５

１
－

１
に

定
め

る
事

項
を

運
転

上
の

制
限

と
す

る
。

定
義

×

２
．

非
常

用
ガ

ス
処

理
系

が
，

前
項

に
定

め
る

運
転

上
の

制
限

を
満

足
し

て
い

る
こ

と
を

確
認

す
る

た
め

，
次

の
各

号
を

実
施

す
る

。
定

義
×

（
１

）
課

長
（
発

電
）
は

，
定

事
検

停
止

時
に

，
非

常
用

ガ
ス

処
理

系
が

模
擬

信
号

で
作

動
す

る
こ

と
を

確
認

す
る

。
行

為
→

課
長

（
発

電
）

×
（
２

）
課

長
（
原

子
炉

）
お

よ
び

課
長

（
３

号
機

械
）
は

，
定

事
検

停
止

時
に

，
非

常
用

ガ
ス

処
理

系
の

総
合

除
去

効
率

が
表

５
１

－
２

に
定

め
る

値
で

あ
る

こ
と

を
確

認
し

，
そ

の
結

果
を

課
長

（
発

電
）
に

通
知

す
る

。
行

為
→

課
長

（
原

子
炉

）
お

よ
び

課
長

（
３

号
機

械
）

×

（
３

）
当

直
長

は
，

原
子

炉
の

状
態

が
運

転
，

起
動

，
高

温
停

止
お

よ
び

炉
心

変
更

時
ま

た
は

原
子

炉
棟

内
 で

の
照

射
さ

れ
た

燃
料

に
係

る
作

業
時

に
お

い
て

，
非

常
用

ガ
ス

処
理

系
排

風
機

が
起

動
す

る
こ

と
お

よ
び

非
常

用
ガ

ス
処

理
系

入
口

弁
お

よ
び

出
口

弁
が

開
す

る
こ

と
を

１
箇

月
に

１
回

確
認

す
る

。
行

為
→

当
直

長
×

３
．

当
直

長
は

，
非

常
用

ガ
ス

処
理

系
が

，
第

１
項

に
定

め
る

運
転

上
の

制
限

を
満

足
し

て
い

な
い

と
判

断
し

た
場

合
は

，
表

５
１

－
３

の
措

置
を

講
じ

る
。

行
為

→
当

直
長

×

原
子

炉
の

状
態

が
運

転
，

起
動

お
よ

び
 高

温
停

止
に

お
い

て
，

原
子

炉
補

機
冷

却
水

系
お

よ
び

原
子

炉
補

機
海

水
系

（
３

号
炉

に
つ

い
て

は
，

「
原

子
炉

補
機

冷
却

海
水

系
」
と

読
み

か
え

る
。

以
下

同
じ

。
）
は

，
表

５
２

－
１

に
定

め
る

事
項

を
運

転
上

の
制

限
と

す
る

。
定

義
×

２
．

原
子

炉
補

機
冷

却
水

系
お

よ
び

原
子

炉
補

機
海

水
系

が
，

前
項

に
 定

め
る

運
転

上
の

制
限

を
満

足
し

て
い

る
こ

と
を

確
認

す
る

た
め

，
次

の
各

号
を

実
施

す
る

。
定

義
×

（
１

）
課

長
（
発

電
）
は

，
定

事
検

停
止

時
に

，
原

子
炉

補
機

冷
却

水
ポ

ン
プ

（
以

下
，

本
条

に
お

い
て

「
冷

却
水

ポ
ン

プ
」
と

い
う

。
）
お

よ
び

原
子

炉
補

機
海

水
ポ

ン
プ

（
３

号
炉

に
つ

い
て

は
，

「
原

子
炉

補
機

冷
却

海
水

ポ
ン

プ
」
と

読
み

か
え

る
。

）
（
以

下
，

本
条

に
お

い
て

「
海

水
ポ

ン
プ

」
と

い
う

。
）
が

模
擬

信
号

で
作

動
す

る
こ

と
を

確
認

す
る

。
行

為
→

課
長

（
発

電
）

×

格
納

容
器

内
の

酸
素

濃
度

原
子

炉
棟

原
子

炉
棟

給
排

気
隔

離
弁

非
常

用
ガ

ス
処

理
系

原
子

炉
補

機
冷

却
水

系
お

よ
び

原
子

炉
補

機
海

水
系

サ
プ

レ
ッ

シ
ョ
ン

チ
ェ

ン
バ

の
水

位

可
燃

性
ガ

ス
濃

度
制

御
系

第
4
5
条

第
4
7
条

第
4
6
条

第
4
9
条

第
5
0
条

第
5
1
条

第
5
2
条

第
4
8
条
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保
安
規
定
の
各
条
文
に
お
け
る
相
反
性
に
か
か
る
検
討
結
果

島
根

原
子

力
発

電
所

原
子

炉
施

設
保

安
規

定
炉

主
任

の
関

与
規

定
の

性
質

行
為

の
実

施
者

行
為

の
内

容

（
２

）
当

直
長

は
，

定
事

検
停

止
後

の
原

子
炉

起
動

前
に

原
子

炉
補

機
冷

却
水

系
の

主
要

な
手

動
弁

と
電

動
弁

の
開

閉
状

態
を

確
認

す
る

。
ま

た
，

原
子

炉
補

機
冷

却
水

系

の
主

要
配

管
※

１
が

満
水

で
あ

る
こ

と
を

確
認

す
る

。
行

為
→

当
直

長
×

（
３

）
当

直
長

は
，

定
事

検
停

止
後

の
原

子
炉

起
動

前
に

原
子

炉
補

機
海

水
系

の
主

要
な

手
動

弁
と

電
動

弁
※

２
の

開
閉

状
態

を
確

認
す

る
。

行
為

→
当

直
長

×

（
４

）
当

直
長

は
，

原
子

炉
の

状
態

が
運

転
，

起
動

お
よ

び
高

温
停

止
に

お
い

て
，

表
５

２
－

２
に

定
め

る
事

項
を

確
認

す
る

。
行

為
→

当
直

長
×

３
．

当
直

長
は

，
原

子
炉

補
機

冷
却

水
系

ま
た

は
原

子
炉

補
機

海
水

系
が

，
第

１
項

に
定

め
る

運
転

上
の

制
限

を
満

足
し

て
い

な
い

と
判

断
し

た
場

合
は

，
表

５
２

－
３

の
措

置

を
講

じ
る

。
た

だ
し

，
こ

の
場

合
第

３
９

条
※

３
（
非

常
用

炉
心

冷
却

系
そ

の
１

）
お

よ
び

第
５

８
条

（
非

常
用

デ
ィ

ー
ゼ

ル
発

電
機

そ
の

１
）
は

適
用

し
な

い
。

行
為

→
当

直
長

×

原
子

炉
の

状
態

が
運

転
，

起
動

お
よ

び
高

温
停

止
に

お
い

て
，

高
圧

炉
心

ス
プ

レ
イ

補
機

冷
却

水
系

お
よ

び
高

圧
炉

心
ス

プ
レ

イ
補

機
海

水
系

は
，

表
５

３
－

１
に

定
め

る
事

項
を

運
転

上
の

制
限

と
す

る
。

定
義

×

２
．

高
圧

炉
心

ス
プ

レ
イ

補
機

冷
却

水
系

お
よ

び
高

圧
炉

心
ス

プ
レ

イ
補

機
海

水
系

が
，

前
項

に
定

め
る

運
転

上
の

制
限

を
満

足
し

て
い

る
こ

と
を

確
認

す
る

た
め

，
次

の
各

号
を

実
施

す
る

。
定

義
×

（
１

）
課

長
（
第

一
発

電
）
は

，
定

事
検

停
止

時
に

，
高

圧
炉

心
ス

プ
レ

イ
補

機
冷

却
水

ポ
ン

プ
（
以

下
，

本
条

に
お

い
て

「
冷

却
水

ポ
ン

プ
」
と

い
う

。
）
お

よ
び

高
圧

炉
心

ス
プ

レ
イ

補
機

海
水

ポ
ン

プ
（
以

下
，

本
条

に
お

い
て

「
海

水
ポ

ン
プ

」
と

い
う

。
）
が

模
擬

信
号

で
作

動
す

る
こ

と
を

確
認

す
る

。
行

為
→

課
長

（
第

一
発

電
）

×

（
２

）
当

直
長

は
，

定
事

検
停

止
後

の
原

子
炉

起
動

前
に

高
圧

炉
心

ス
プ

レ
イ

補
機

冷
却

水
系

の
主

要
な

手
動

弁
の

開
閉

状
態

お
よ

び
 主

要
配

管
※

１
が

満
水

で
あ

る
こ

と
を

確
認

す
る

。
行

為
→

当
直

長
×

（
３

）
当

直
長

は
，

定
事

検
停

止
後

の
原

子
炉

起
動

前
に

高
圧

炉
心

ス
プ

レ
イ

補
機

海
水

系
の

主
要

な
手

動
弁

と
電

動
弁

※
２
の

開
閉

状
態

を
確

認
す

る
。

行
為

→
当

直
長

×

（
４

）
当

直
長

は
，

原
子

炉
の

状
態

が
運

転
，

起
動

お
よ

び
高

温
停

止
に

お
い

て
，

表
５

３
－

２
に

定
め

る
事

項
を

確
認

す
る

。
行

為
→

当
直

長
×

３
．

当
直

長
は

，
高

圧
炉

心
ス

プ
レ

イ
補

機
冷

却
水

系
ま

た
は

高
圧

炉
心

ス
プ

レ
イ

補
機

海
水

系
が

，
第

１
項

に
 定

め
る

運
転

上
の

制
限

を
満

足
し

な
い

と
判

断
し

た
場

合
は

，
表

５
３

－
３

の
措

置
を

講
じ

る
。

た
だ

し
，

こ
の

場
合

第
３

９
条

（
非

常
用

炉
心

冷
却

系
そ

の
１

）
お

よ
び

第
５

８
条

（
非

常
用

デ
ィ

ー
ゼ

ル
発

電
機

そ
の

１
）
は

適
用

し
な

い
。

行
為

→
当

直
長

×

燃
料

プ
ー

ル
の

水
位

お
よ

び
水

温
は

，
表

５
４

－
１

に
定

め
る

事
項

を
運

転
上

の
制

限
と

す
る

。
定

義
×

２
．

燃
料

プ
ー

ル
の

水
位

お
よ

び
水

温
が

，
前

項
に

定
め

る
運

転
上

の
制

限
を

満
足

し
て

い
る

こ
と

を
確

認
す

る
た

め
，

次
号

を
実

施
す

る
。

定
義

×
（
１

）
当

直
長

は
，

表
５

４
－

１
の

事
項

を
毎

日
１

回
確

認
す

る
。

行
為

→
当

直
長

×
３

．
当

直
長

は
，

燃
料

プ
ー

ル
の

水
位

ま
た

は
水

温
が

，
第

１
項

に
定

め
る

運
転

上
の

制
限

を
満

足
し

て
い

な
い

と
判

断
し

た
場

合
は

，
表

５
４

－
２

の
措

置
を

講
じ

る
。

行
為

→
当

直
長

×

原
子

炉
の

状
態

が
燃

料
交

換
に

お
い

て
，

原
子

炉
上

部
で

燃
料

ま
た

は
制

御
棒

を
移

動
す

る
場

合
，

原
子

炉
水

位
は

，
表

５
５

－
１

に
定

め
る

事
項

を
運

転
上

の
制

限
と

す
る

。
定

義
×

２
．

原
子

炉
水

位
が

，
前

項
に

定
め

る
運

転
上

の
制

限
を

満
足

し
て

い
る

こ
と

を
確

認
す

る
た

め
，

次
号

を
実

施
す

る
。

定
義

×
（
１

）
当

直
長

は
，

原
子

炉
の

状
態

が
燃

料
交

換
に

お
い

て
，

原
子

炉
上

部
で

燃
料

ま
た

は
制

御
棒

を
移

動
す

る
場

合
は

，
原

子
炉

水
位

が
オ

ー
バ

ー
フ

ロ
ー

水
位

付
近

に
あ

る
こ

と
を

２
４

時
間

に
１

回
確

認
す

る
。

行
為

→
当

直
長

×

３
．

当
直

長
は

，
原

子
炉

水
位

が
，

第
１

項
に

定
め

る
運

転
上

の
制

限
を

満
足

し
て

い
な

い
と

判
断

し
た

場
合

は
，

表
５

５
－

２
の

措
置

を
講

じ
る

。
行

為
→

当
直

長
×

原
子

炉
の

状
態

が
運

転
，

起
動

，
高

温
停

止
お

よ
び

炉
心

変
更

時
※

１
ま

た
は

 原
子

炉
棟

内
で

の
照

射
さ

れ
た

燃
料

に
係

る
作

業
時

に
お

い
て

，
中

央
制

御
室

非
常

用
循

環
系

※
２
は

表
５

６
－

１
に

定
め

る
事

項
を

運
転

上
の

制
限

と
す

る
。

定
義

×

２
．

中
央

制
御

室
非

常
用

循
環

系
が

，
前

項
に

 定
め

る
運

転
上

の
制

限
を

満
足

し
て

い
る

こ
と

を
確

認
す

る
た

め
，

次
の

各
号

を
実

施
す

る
。

定
義

×
（
１

）
課

長
（
発

電
）
は

，
定

事
検

停
止

時
に

，
中

央
制

御
室

非
常

用
循

環
系

が
模

擬
信

号
で

作
動

す
る

こ
と

を
確

認
す

る
。

行
為

→
課

長
（
発

電
）

×
（
２

）
課

長
（
原

子
炉

）
お

よ
び

課
長

（
３

号
機

械
）
は

，
定

事
検

停
止

時
に

，
中

央
制

御
室

非
常

用
循

環
系

の
総

合
除

去
効

率
が

表
５

６
－

２
に

定
め

る
値

で
あ

る
こ

と
を

確
認

し
，

そ
の

結
果

を
課

長
（
発

電
）
に

通
知

す
る

。
行

為
→

課
長

（
原

子
炉

）
お

よ
び

課
長

（
３

号
機

械
）

×

（
３

）
当

直
長

は
，

原
子

炉
の

状
態

が
運

転
，

起
動

，
高

温
停

止
お

よ
び

炉
心

変
更

時
※

１
ま

た
は

 原
子

炉
棟

内
で

の
照

射
さ

れ
た

燃
料

に
係

る
作

業
時

に
お

い
て

，
中

央
制

御
室

非
常

用
循

環
系

フ
ァ

ン
が

起
動

す
る

こ
と

お
よ

び
中

央
制

御
室

非
常

用
循

環
系

ダ
ン

パ
が

動
作

可
能

で
あ

る
こ

と
を

１
箇

月
に

１
回

確
認

す
る

。
行

為
→

当
直

長
×

３
．

当
直

長
は

，
中

央
制

御
室

非
常

用
循

環
系

が
，

第
１

項
に

定
め

る
運

転
上

の
制

限
を

満
足

し
て

い
な

い
と

判
断

し
た

場
合

は
 ，

表
５

６
－

３
の

措
置

を
講

じ
る

。
行

為
→

当
直

長
×

原
子

炉
の

状
態

が
運

転
，

起
動

お
よ

び
高

温
停

止
に

お
い

て
，

外
部

電
源

※
１
は

表
５

７
－

１
に

定
め

る
事

項
を

運
転

上
の

制
限

と
す

る
。

た
だ

し
，

送
電

線
事

故
等

に
お

け
る

瞬
時

停
電

時
を

除
く

。
定

義
×

２
．

外
部

電
源

が
，

前
項

に
定

め
る

運
転

上
の

制
限

を
満

足
し

て
い

る
こ

と
を

確
認

す
る

た
め

，
次

号
を

実
施

す
る

。
定

義
×

（
１

）
当

直
長

は
，

原
子

炉
の

状
態

が
運

転
，

起
動

お
よ

び
高

温
停

止
に

お
い

て
，

外
部

電
源

の
電

圧
が

確
立

し
て

い
る

こ
と

を
１

週
間

に
１

回
確

認
す

る
。

行
為

→
当

直
長

×
３

．
当

直
長

は
，

外
部

電
源

が
，

第
１

項
に

定
め

る
運

転
上

の
制

限
を

満
足

し
て

い
な

い
と

判
断

し
た

場
合

は
，

表
５

７
－

２
の

措
置

を
講

じ
る

。
行

為
→

当
直

長
×

原
子

炉
の

状
態

が
，

冷
温

停
止

お
よ

び
燃

料
交

換
に

お
い

て
，

外
部

電
源

は
，

表
５

７
の

２
－

１
に

定
め

る
事

項
を

運
転

上
の

制
限

と
す

る
。

た
だ

し
，

送
電

線
事

故
等

に
よ

る
瞬

時
停

電
時

を
除

く
。

定
義

×

２
．

外
部

電
源

が
，

前
項

に
定

め
る

運
転

上
の

制
限

を
満

足
し

て
い

る
こ

と
を

確
認

す
る

た
め

，
次

号
を

実
施

す
る

。
定

義
×

（
１

）
当

直
長

は
，

原
子

炉
の

状
態

が
冷

温
停

止
お

よ
び

燃
料

交
換

に
お

い
て

，
外

部
電

源
の

電
圧

が
確

立
し

て
い

る
こ

と
を

１
週

間
に

１
回

確
認

す
る

。
行

為
→

当
直

長
×

３
．

当
直

長
は

，
外

部
電

源
が

，
第

１
項

に
定

め
る

運
転

上
の

制
限

を
満

足
し

て
い

な
い

と
判

断
し

た
場

合
は

，
表

５
７

の
２

－
２

の
措

置
を

講
じ

る
。

行
為

→
当

直
長

×

原
子

炉
の

状
態

が
運

転
，

起
動

，
高

温
停

止
，

冷
温

停
止

お
よ

び
燃

料
交

換
に

お
い

て
，

外
部

電
源

※
１
は

表
５

７
の

３
－

１
に

定
め

る
事

項
を

運
転

上
の

制
限

と
す

る
。

た
だ

し
，

送
電

線
事

故
等

に
お

け
る

瞬
時

停
電

時
※

２
を

除
く

。
定

義
×

２
．

外
部

電
源

が
，

前
項

に
定

め
る

運
転

上
の

制
限

を
満

足
し

て
い

る
こ

と
を

確
認

す
る

た
め

，
次

号
を

実
施

す
る

。
定

義
×

第
5
3
条

第
5
4
条

第
5
5
条

高
圧

炉
心

ス
プ

レ
イ

補
機

冷
却

水
系

お
よ

び
高

圧
炉

心
ス

プ
レ

イ
補

機
海

水
系

燃
料

プ
ー

ル
の

水
位

お
よ

び
水

温

燃
料

ま
た

は
制

御
棒

を
移

動
す

る
と

き
の

原
子

炉
水

位

中
央

制
御

室
非

常
用

循
環

系

外
部

電
源

そ
の

１
　

〔
３

号
炉

〕
第

5
7
条

第
5
7
条

の
2

第
5
7
条

の
3

第
5
2
条

第
5
6
条

外
部

電
源

そ
の

２
　

〔
３

号
炉

〕

外
部

電
源

そ
の

３
　

〔
２

号
炉

〕
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保
安
規
定
の
各
条
文
に
お
け
る
相
反
性
に
か
か
る
検
討
結
果

島
根

原
子

力
発

電
所

原
子

炉
施

設
保

安
規

定
炉

主
任

の
関

与
規

定
の

性
質

行
為

の
実

施
者

行
為

の
内

容

（
１

）
当

直
長

は
，

原
子

炉
の

状
態

が
運

転
，

起
動

，
高

温
停

止
，

冷
温

停
止

お
よ

び
燃

料
交

換
に

お
い

て
，

１
週

間
に

１
回

，
所

要
の

非
常

用
交

流
高

圧
電

源
母

線
に

電
力

供
給

可
能

な
外

部
電

源
３

回
線

  
※

３
以

上
の

電
圧

が
確

立
し

て
い

る
こ

と
お

よ
び

１
回

線
以

上
は

他
の

回
線

に
対

し
て

独
立

性
を

有
し

て
い

る
こ

と
を

確
認

す
る

。
変

圧
器

１
次

側
に

お
い

て
１

相
開

放
を

検
知

し
た

場
合

，
故

障
箇

所
の

隔
離

ま
た

は
非

常
用

交
流

高
圧

電
源

母
線

を
健

全
な

電
源

か
ら

受
電

で
き

る
よ

う
切

替
え

を
実

施
す

る
。

行
為

→
当

直
長

×

３
．

当
直

長
は

，
外

部
電

源
が

，
第

１
項

に
定

め
る

運
転

上
の

制
限

を
満

足
し

て
い

な
い

と
判

断
し

た
場

合
は

，
表

５
７

の
３

－
２

の
措

置
を

講
じ

る
。

行
為

→
当

直
長

×

原
子

炉
の

状
態

が
運

転
，

起
動

お
よ

び
高

温
停

止
に

お
い

て
，

非
常

用
デ

ィ
ー

ゼ
ル

発
電

機
※

１
は

，
表

５
８

－
１

に
定

め
る

事
項

を
運

転
上

の
制

限
と

す
る

。
定

義
×

２
．

非
常

用
デ

ィ
ー

ゼ
ル

発
電

機
が

，
前

項
に

定
め

る
運

転
上

の
制

限
を

満
足

し
て

い
る

こ
と

を
確

認
す

る
た

め
，

次
の

各
号

を
実

施
す

る
。

定
義

×
（
１

）
課

長
（
発

電
）
は

，
定

事
検

停
止

時
に

，
非

常
用

デ
ィ

ー
ゼ

ル
発

電
機

が
模

擬
信

号
で

作
動

す
る

こ
と

を
確

認
す

る
。

行
為

→
課

長
（
発

電
）

×
（
２

）
当

直
長

は
，

原
子

炉
の

状
態

が
運

転
，

起
動

お
よ

び
高

温
停

止
に

お
い

て
，

次
の

事
項

を
確

認
す

る
。

行
為

→
当

直
長

×
ａ
．

非
常

用
デ

ィ
ー

ゼ
ル

発
電

機
を

待
機

状
態

か
ら

始
動

し
，

無
負

荷
運

転
時

の
電

圧
お

よ
び

周
波

数
が

表
５

８
－

２
に

定
め

る
値

で
あ

る
こ

と
，

な
ら

び
に

引
き

続
き

非
常

用
交

流
高

圧
電

源
母

線
に

並
列

し
て

定
格

出
力

で
動

作
可

能
 で

あ
る

こ
と

を
１

箇
月

に
１

回
確

認
す

る
。

内
容

×

ｂ
．

デ
イ

タ
ン

ク
レ

ベ
ル

が
表

５
８

－
２

に
定

め
る

値
で

あ
る

こ
と

を
１

箇
月

に
１

回
確

認
す

る
。

た
だ

し
，

非
常

用
デ

ィ
ー

ゼ
ル

発
電

機
が

運
転

中
お

よ
び

運
転

終
了

後
２

日
間

を
除

く
。

内
容

×

３
．

当
直

長
は

，
非

常
用

デ
ィ

ー
ゼ

ル
発

電
機

が
，

第
１

項
に

定
め

る
運

転
上

の
制

限
を

満
足

し
て

い
な

い
と

判
断

し
た

場
合

は
，

表
５

８
－

３
の

措
置

を
講

じ
る

。
行

為
→

当
直

長
×

原
子

炉
の

状
態

が
冷

温
停

止
お

よ
び

燃
料

交
換

に
お

い
て

，
非

常
用

デ
ィ

ー
ゼ

ル
発

電
機

※
１

※
２
は

，
表

５
９

－
１

に
定

め
る

事
項

を
運

転
上

の
制

限
と

す
る

。
定

義
×

２
．

非
常

用
デ

ィ
ー

ゼ
ル

発
電

機
が

，
前

項
に

定
め

る
運

転
上

の
制

限
を

満
足

し
て

い
る

こ
と

を
確

認
す

る
た

め
，

次
号

を
実

施
す

る
。

定
義

×
（
１

）
当

直
長

は
，

原
子

炉
の

状
態

が
冷

温
停

止
お

よ
び

燃
料

交
換

に
お

い
て

，
第

６
４

条
（
所

内
電

源
系

統
そ

の
２

）
で

要
求

さ
れ

る
非

常
用

交
流

高
圧

電
源

母
線

に
接

続
す

る
非

常
用

デ
ィ

ー
ゼ

ル
発

電
機

に
つ

い
て

，
次

の
事

項
を

確
認

す
る

。
行

為
→

当
直

長
×

ａ
．

非
常

用
デ

ィ
ー

ゼ
ル

発
電

機
を

待
機

状
態

か
ら

始
動

し
，

無
負

荷
運

転
時

の
電

圧
お

よ
び

周
波

数
が

表
５

９
－

２
に

定
め

る
値

で
あ

る
こ

と
，

な
ら

び
に

引
き

続
き

非
常

用
交

流
高

圧
電

源
母

線
に

並
列

で
き

る
こ

と
を

１
箇

月
に

１
回

確
認

す
る

。
た

だ
し

，
２

号
炉

に
つ

い
て

は
，

当
該

非
常

用
交

流
高

圧
電

源
母

線
が

６
６

kV
系

か
ら

受
電

し
て

い
る

場
合

に
お

い
て

は
，

非
常

用
デ

ィ
ー

ゼ
ル

発
電

機
の

並
列

の
確

認
を

除
外

す
る

。
内

容
×

ｂ
．

デ
イ

タ
ン

ク
レ

ベ
ル

が
表

５
９

－
２

に
定

め
る

値
で

あ
る

こ
と

を
１

箇
月

に
１

回
確

認
す

る
。

た
だ

し
，

非
常

用
デ

ィ
ー

ゼ
ル

発
電

機
が

運
転

中
お

よ
び

運
転

終
了

後
２

日
間

を
除

く
。

内
容

×

３
．

当
直

長
は

，
非

常
用

デ
ィ

ー
ゼ

ル
発

電
機

が
，

第
１

項
に

定
め

る
運

転
上

の
制

限
を

満
足

し
て

い
な

い
と

判
断

し
た

場
合

は
，

表
５

９
－

３
の

措
置

を
講

じ
る

。
行

為
→

当
直

長
×

〔
２

号
炉

〕

非
常

用
デ

ィ
ー

ゼ
ル

燃
料

油
※

１
，

潤
滑

油
，

起
動

用
空

気
お

よ
び

 燃
料

移
送

ポ
ン

プ
※

２
は

，
表

６
０

－
１

に
 定

め
る

事
項

を
運

転
上

の
制

限
と

す
る

。
定

義
×

２
．

非
常

用
デ

ィ
ー

ゼ
ル

燃
料

油
，

潤
滑

油
，

起
動

用
空

気
お

よ
び

 燃
料

移
送

ポ
ン

プ
※

２
が

，
前

項
に

 定
め

る
運

転
上

の
制

限
を

満
足

し
て

い
る

こ
と

を
確

認
す

る
た

め
，

次
号

を
実

施
す

る
。

定
義

×

（
１

）
当

直
長

は
，

燃
料

貯
蔵

タ
ン

ク
の

燃
料

貯
蔵

量
，

潤
滑

油
貯

蔵
量

お
よ

び
起

動
用

空
気

貯
槽

圧
力

が
，

第
５

８
条

（
非

常
用

デ
ィ

ー
ゼ

ル
発

電
機

そ
の

１
）
お

よ
び

第
５

９
条

（
非

常
用

デ
ィ

ー
ゼ

ル
発

電
機

そ
の

２
）
で

動
作

可
能

で
あ

る
こ

と
を

要
求

さ
れ

る
非

常
用

デ
ィ

ー
ゼ

ル
発

電
機

に
対

し
，

必
要

量
確

保
さ

れ
て

い
る

こ
と

を
表

６
０

－
２

に
よ

り
１

箇
月

に
１

回
確

認
す

る
。

行
為

→
当

直
長

×

（
２

）
当

直
長

は
，

第
５

８
条

（
非

常
用

デ
ィ

ー
ゼ

ル
発

電
機

そ
の

１
）
お

よ
び

第
５

９
条

（
非

常
用

デ
ィ

ー
ゼ

ル
発

電
機

そ
の

２
）
で

動
作

可
能

で
あ

る
こ

と
を

要
求

さ
れ

る
非

常
用

デ
ィ

ー
ゼ

ル
発

電
機

の
デ

イ
タ

ン
ク

に
非

常
用

デ
ィ

ー
ゼ

ル
燃

料
油

を
補

給
す

る
た

め
の

燃
料

移
送

ポ
ン

プ
が

起
動

す
る

こ
と

を
１

箇
月

に
１

回
確

認
す

る
。

 
行

為
→

当
直

長
×

３
．

当
直

長
は

，
非

常
用

デ
ィ

ー
ゼ

ル
燃

料
油

，
潤

滑
油

，
起

動
用

空
気

ま
た

は
燃

料
移

送
ポ

ン
プ

が
，

第
１

項
に

定
め

る
運

転
上

の
制

限
を

満
足

し
て

い
な

い
と

判
断

し
た

場
合

は
，

表
６

０
－

３
の

措
置

を
講

じ
る

。
行

為
→

当
直

長
×

〔
３

号
炉

〕
非

常
用

デ
ィ

ー
ゼ

ル
燃

料
油

，
潤

滑
油

お
よ

び
起

動
用

空
気

は
，

表
６

０
－

１
に

定
め

る
事

項
を

運
転

上
の

制
限

と
す

る
。

定
義

×

２
．

非
常

用
デ

ィ
ー

ゼ
ル

燃
料

油
，

潤
滑

油
お

よ
び

起
動

用
空

気
が

，
前

項
に

定
め

る
運

転
上

の
制

限
を

満
足

し
て

い
る

こ
と

を
確

認
す

る
た

め
，

次
号

を
実

施
す

る
。

定
義

×

（
１

）
当

直
長

は
，

燃
料

貯
蔵

タ
ン

ク
の

燃
料

貯
蔵

量
，

潤
滑

油
貯

蔵
量

お
よ

び
起

動
用

空
気

貯
槽

圧
力

が
，

第
５

８
条

（
非

常
用

デ
ィ

ー
ゼ

ル
発

電
機

そ
の

１
）
お

よ
び

第
５

９
条

（
非

常
用

デ
ィ

ー
ゼ

ル
発

電
機

そ
の

２
）
で

動
作

可
能

で
あ

る
こ

と
を

要
求

さ
れ

る
非

常
用

デ
ィ

ー
ゼ

ル
発

電
機

に
対

し
，

必
要

量
確

保
さ

れ
て

い
る

こ
と

を
表

６
０

－
２

に
よ

り
１

箇
月

に
１

回
確

認
す

る
。

行
為

→
当

直
長

×

３
．

当
直

長
は

，
非

常
用

デ
ィ

ー
ゼ

ル
燃

料
油

，
潤

滑
油

ま
た

は
起

動
用

空
気

が
，

第
１

項
に

定
め

る
運

転
上

の
制

限
を

満
足

し
て

い
な

い
と

判
断

し
た

場
合

は
，

表
６

０
－

３
の

措
置

を
講

じ
る

。
行

為
→

当
直

長
×

原
子

炉
の

状
態

が
，

運
転

，
起

動
お

よ
び

高
温

停
止

に
お

い
て

，
直

流
電

源
※

１
は

，
表

６
１

－
１

に
定

め
る

事
項

を
運

転
上

の
制

限
と

す
る

。
定

義
×

２
．

直
流

電
源

が
，

前
項

に
定

め
る

運
転

上
の

制
限

を
満

足
し

て
い

る
こ

と
を

確
認

す
る

た
め

，
次

の
各

号
を

実
施

す
る

。
定

義
×

（
１

）
課

長
（
電

気
）
お

よ
び

課
長

（
３

号
電

気
）
は

，
定

事
検

停
止

時
に

，
直

流
電

源
（
蓄

電
池

お
よ

び
充

電
器

※
２
）
の

機
能

を
確

認
し

，
そ

の
結

果
を

課
長

（
発

電
）
に

通
知

す
る

。
行

為
→

課
長

（
電

気
）
お

よ
び

課
長

（
３

号
電

気
）

×

（
２

）
当

直
長

は
，

原
子

炉
の

状
態

が
運

転
，

起
動

お
よ

び
高

温
停

止
に

お
い

て
，

蓄
電

池
お

よ
び

充
電

器
に

つ
い

て
浮

動
充

電
時

の
蓄

電
池

電
圧

が
表

６
１

－
２

に
定

め
る

値
で

あ
る

こ
と

を
１

週
間

に
１

回
確

認
す

る
。

行
為

→
当

直
長

×

３
．

当
直

長
は

，
直

流
電

源
が

，
第

１
項

に
定

め
る

運
転

上
の

制
限

を
満

足
し

て
い

な
い

と
判

断
し

た
場

合
は

，
表

６
１

－
３

の
措

置
を

講
じ

る
。

行
為

→
当

直
長

×

原
子

炉
の

状
態

が
冷

温
停

止
お

よ
び

燃
料

交
換

に
お

い
て

，
直

流
電

源
は

，
表

６
２

－
１

に
 定

め
る

事
項

を
運

転
上

の
制

限
と

す
る

。
定

義
×

２
．

直
流

電
源

が
，

前
項

に
定

め
る

運
転

上
の

制
限

を
満

足
し

て
い

る
こ

と
を

確
認

す
る

た
め

，
次

号
を

実
施

す
る

。
定

義
×

第
5
7
条

の
3

第
5
8
条

第
5
9
条

非
常

用
デ

ィ
ー

ゼ
ル

発
電

機
そ

の
２

直
流

電
源

そ
の

１

直
流

電
源

そ
の

２

非
常

用
デ

ィ
ー

ゼ
ル

発
電

機
そ

の
１

非
常

用
デ

ィ
ー

ゼ
ル

燃
料

油
等

第
6
0
条

第
6
1
条

第
6
2
条
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保
安
規
定
の
各
条
文
に
お
け
る
相
反
性
に
か
か
る
検
討
結
果

島
根

原
子

力
発

電
所

原
子

炉
施

設
保

安
規

定
炉

主
任

の
関

与
規

定
の

性
質

行
為

の
実

施
者

行
為

の
内

容

（
１

）
当

直
長

は
，

原
子

炉
の

状
態

が
冷

温
停

止
お

よ
び

燃
料

交
換

に
お

い
て

，
第

６
４

条
（
所

内
電

源
系

統
そ

の
２

）
で

要
求

さ
れ

る
直

流
電

源
母

線
に

接
続

す
る

蓄
電

池
お

よ
び

充
電

器
に

つ
い

て
，

浮
動

充
電

時
の

蓄
電

池
電

圧
が

表
６

２
－

２
に

定
め

る
値

で
あ

る
こ

と
を

１
週

間
に

１
回

確
認

す
る

。
行

為
→

当
直

長
×

３
．

当
直

長
は

，
直

流
電

源
が

，
第

１
項

に
定

め
る

運
転

上
の

制
限

を
満

足
し

て
い

な
い

と
判

断
し

た
場

合
は

，
表

６
２

－
３

の
措

置
を

講
じ

る
。

行
為

→
当

直
長

×

原
子

炉
の

状
態

が
運

転
，

起
動

お
よ

び
高

温
停

止
に

お
い

て
，

所
内

電
源

系
統

は
，

表
６

３
－

１
に

定
め

る
事

項
を

運
転

上
の

制
限

と
す

る
。

た
だ

し
，

送
電

線
事

故
等

に
よ

る
瞬

時
停

電
時

を
除

く
。

定
義

×

２
．

所
内

電
源

系
統

が
，

前
項

に
定

め
る

運
転

上
の

制
限

を
満

足
し

て
い

る
こ

と
を

確
認

す
る

た
め

，
次

号
を

実
施

す
る

。
定

義
×

（
１

）
当

直
長

は
，

原
子

炉
の

状
態

が
運

転
，

起
動

お
よ

び
高

温
停

止
に

お
い

て
，

電
源

母
線

が
受

電
さ

れ
て

い
る

こ
と

を
１

週
間

に
１

回
確

認
す

る
。

行
為

→
当

直
長

×
３

．
当

直
長

は
，

所
内

電
源

系
統

が
，

第
１

項
に

定
め

る
運

転
上

の
制

限
を

満
足

し
て

い
な

い
と

判
断

し
た

場
合

は
，

表
６

３
－

２
の

措
置

を
講

じ
る

。
行

為
→

当
直

長
×

原
子

炉
の

状
態

が
冷

温
停

止
お

よ
び

燃
料

交
換

に
お

い
て

，
所

内
電

源
系

統
は

，
表

６
４

－
１

に
定

め
る

事
項

を
運

転
上

の
制

限
と

す
る

。
た

だ
し

，
送

電
線

事
故

等
に

よ
る

瞬
時

停
電

時
を

除
く

。
内

容
×

２
．

所
内

電
源

系
統

が
，

前
項

に
定

め
る

運
転

上
の

制
限

を
満

足
し

て
い

る
こ

と
を

確
認

す
る

た
め

，
次

号
を

実
施

す
る

。
内

容
×

（
１

）
当

直
長

は
，

原
子

炉
の

状
態

が
冷

温
停

止
お

よ
び

燃
料

交
換

に
お

い
て

，
第

２
７

条
※

１
  
（
計

測
お

よ
び

制
御

設
備

）
，

第
３

５
条

（
残

留
熱

除
去

系
原

子
炉

停
止

時
冷

却
モ

ー
ド

そ
の

２
）
，

第
３

６
条

（
残

留
熱

除
去

系
原

子
炉

停
止

時
冷

却
モ

ー
ド

そ
の

３
）
お

よ
び

第
４

０
条

（
非

常
用

炉
心

冷
却

系
そ

の
２

）
で

要
求

さ
れ

る
設

備
の

維
持

に
必

要
な

非
常

用
交

流
高

圧
電

源
母

線
，

直
流

電
源

母
線

お
よ

び
原

子
炉

保
護

系
母

線
が

受
電

さ
れ

て
い

る
こ

と
を

１
週

間
に

１
回

確
認

す
る

。
行

為
→

当
直

長
×

３
．

当
直

長
は

，
所

内
電

源
系

統
が

，
第

１
項

に
定

め
る

運
転

上
の

制
限

を
満

足
し

て
い

な
い

と
判

断
し

た
場

合
は

，
表

６
４

－
２

の
措

置
を

講
じ

る
。

行
為

→
当

直
長

×

〔
２

号
炉

〕

原
子

炉
の

状
態

に
応

じ
て

，
次

の
各

号
の

重
大

事
故

等
対

処
設

備
※

１
は

，
表

６
５

－
１

か
ら

表
６

５
－

１
９

で
定

め
る

事
項

を
運

転
上

の
制

限
と

す
る

。
定

義
×

（
１

）
緊

急
停

止
失

敗
時

に
発

電
用

原
子

炉
を

未
臨

界
に

す
る

た
め

の
設

備
内

容
×

（
２

）
原

子
炉

冷
却

材
圧

力
バ

ウ
ン

ダ
リ

高
圧

時
に

発
電

用
原

子
炉

を
冷

却
す

る
た

め
の

設
備

内
容

×
（
３

）
原

子
炉

冷
却

材
圧

力
バ

ウ
ン

ダ
リ

を
減

圧
す

る
た

め
の

設
備

内
容

×
（
４

）
原

子
炉

冷
却

材
圧

力
バ

ウ
ン

ダ
リ

低
圧

時
に

発
電

用
原

子
炉

を
冷

却
す

る
た

め
の

設
備

内
容

×
（
５

）
最

終
ヒ

ー
ト
シ

ン
ク

へ
熱

を
輸

送
す

る
た

め
の

設
備

内
容

×
原

子
炉

格
納

容
器

の
過

圧
破

損
を

防
止

す
る

た
め

の
設

備
内

容
×

水
素

爆
発

に
よ

る
原

子
炉

格
納

容
器

の
破

損
を

防
止

す
る

た
め

の
設

備
内

容
×

（
６

）
原

子
炉

格
納

容
器

内
の

冷
却

等
の

た
め

の
設

備
内

容
×

（
７

）
原

子
炉

格
納

容
器

下
部

の
溶

融
炉

心
を

冷
却

す
る

た
め

の
設

備
内

容
×

（
８

）
水

素
爆

発
に

よ
る

原
子

炉
建

物
等

の
損

傷
を

防
止

す
る

た
め

の
設

備
内

容
×

（
９

）
燃

料
プ

ー
ル

の
冷

却
等

の
た

め
の

設
備

内
容

×
（
1
0
）
発

電
所

外
へ

の
放

射
性

物
質

の
拡

散
を

抑
制

す
る

た
め

の
設

備
内

容
×

（
1
1
）
重

大
事

故
等

の
収

束
に

必
要

と
な

る
水

の
供

給
設

備
内

容
×

（
1
2
）
電

源
設

備
内

容
×

（
1
3
）
計

装
設

備
内

容
×

（
1
4
）
運

転
員

が
中

央
制

御
室

に
と

ど
ま

る
た

め
の

設
備

内
容

×
（
1
5
）
監

視
測

定
設

備
内

容
×

（
1
6
）
緊

急
時

対
策

所
内

容
×

（
1
7
）
通

信
連

絡
を

行
う

た
め

に
必

要
な

設
備

内
容

×
（
1
8
）
ア

ク
セ

ス
ル

ー
ト
の

確
保

内
容

×
（
1
9
）
大

量
送

水
車

内
容

×
２

．
重

大
事

故
等

対
処

設
備

が
前

項
で

定
め

る
運

転
上

の
制

限
を

満
足

し
て

い
る

こ
と

を
確

認
す

る
た

め
，

次
号

を
実

施
す

る
。

定
義

×

（
１

）
各

課
長

ま
た

は
当

直
長

は
，

原
子

炉
の

状
態

に
応

じ
て

表
６

５
－

１
か

ら
表

６
５

－
１

９
の

確
認

事
項

を
実

施
す

る
。

各
課

長
は

，
そ

の
結

果
を

課
長

（
発

電
）
に

通
知

す
る

。
行

為
→

各
課

長
ま

た
は

当
直

長
×

３
．

各
課

長
ま

た
は

当
直

長
は

，
重

大
事

故
等

対
処

設
備

が
第

１
項

で
定

め
る

運
転

上
の

制
限

を
満

足
し

て
い

な
い

と
判

断
し

た
場

合
，

表
６

５
－

１
か

ら
表

６
５

－
１

９
の

措
置

を
講

じ
る

。
行

為
→

各
課

長
ま

た
は

当
直

長
×

原
子

炉
の

状
態

が
高

温
停

止
，

冷
温

停
止

お
よ

び
燃

料
交

換
に

お
い

て
，

１
体

以
上

の
燃

料
が

装
荷

さ
れ

て
い

る
単

一
の

セ
ル

か
ら

制
御

棒
を

１
本

※
１
引

き
抜

く
場

合
は

，
表

６
６

－
１

に
定

め
る

事
項

を
運

転
上

の
制

限
と

す
る

。
た

だ
し

，
第

８
３

条
（
燃

料
移

動
）
を

適
用

す
る

場
合

は
除

く
。

定
義

×

２
．

原
子

炉
停

止
中

の
制

御
棒

１
本

※
１
の

引
き

抜
き

を
行

う
場

合
は

，
前

項
に

定
め

る
運

転
上

の
制

限
を

満
足

し
て

い
る

こ
と

を
確

認
す

る
た

め
，

次
号

を
実

施
す

る
。

定
義

×

（
１

）
当

直
長

は
，

原
子

炉
の

状
態

が
高

温
停

止
，

冷
温

停
止

お
よ

び
燃

料
交

換
に

お
い

て
，

制
御

棒
１

本
※

１
の

引
き

抜
き

を
行

う
場

合
は

，
表

６
６

－
２

に
定

め
る

事
項

を
確

認
す

る
。

行
為

→
当

直
長

×

３
．

当
直

長
は

，
原

子
炉

停
止

中
の

制
御

棒
１

本
※

１
の

引
き

抜
き

を
行

う
場

合
，

第
１

項
に

定
め

る
運

転
上

の
制

限
を

満
足

し
て

い
な

い
と

判
断

し
た

場
合

は
，

表
６

６
－

３
の

措
置

を
講

じ
る

。
行

為
→

当
直

長
×

原
子

炉
の

状
態

が
冷

温
停

止
お

よ
び

燃
料

交
換

に
お

い
て

，
１

体
以

上
の

燃
料

が
装

荷
さ

れ
て

い
る

単
一

の
セ

ル
か

ら
引

き
抜

か
れ

た
制

御
棒

に
お

け
る

制
御

棒
駆

動
機

構
の

取
り

外
し

を
行

う
場

合
は

，
表

６
７

－
１

に
定

め
る

事
項

を
運

転
上

の
制

限
と

す
る

。
こ

の
場

合
，

第
２

７
条

（
計

測
お

よ
び

制
御

設
備

）
の

原
子

炉
保

護
系

計
装

※
１
お

よ
び

第
６

６
条

（
原

子
炉

停
止

中
の

制
御

棒
１

本
の

引
き

抜
き

）
は

適
用

さ
れ

な
い

。
te

ig
i

×

第
6
3
条

第
6
4
条

原
子

炉
停

止
中

の
制

御
棒

１
本

の
引

き
抜

き

単
一

制
御

棒
駆

動
機

構
の

取
り

外
し

第
6
5
条

第
6
6
条

第
6
7
条

所
内

電
源

系
統

そ
の

１

所
内

電
源

系
統

そ
の

２

重
大

事
故

等
対

処
設

備

第
6
2
条
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保
安
規
定
の
各
条
文
に
お
け
る
相
反
性
に
か
か
る
検
討
結
果

島
根

原
子

力
発

電
所

原
子

炉
施

設
保

安
規

定
炉

主
任

の
関

与
規

定
の

性
質

行
為

の
実

施
者

行
為

の
内

容

２
．

単
一

制
御

棒
駆

動
機

構
の

取
り

外
し

を
行

う
場

合
は

，
前

項
に

定
め

る
運

転
上

の
制

限
を

満
足

し
て

い
る

こ
と

を
確

認
す

る
た

め
，

次
号

を
実

施
す

る
。

定
義

×
（
１

）
当

直
長

は
，

原
子

炉
の

状
態

が
冷

温
停

止
お

よ
び

燃
料

交
換

に
お

い
て

，
単

一
制

御
棒

駆
動

機
構

の
取

り
外

し
を

行
う

場
合

は
，

表
６

７
－

２
に

定
め

る
事

項
を

確
認

す
る

。
行

為
→

当
直

長
×

３
．

当
直

長
は

，
単

一
制

御
棒

駆
動

機
構

の
取

り
外

し
を

行
う

場
合

，
第

１
項

に
定

め
る

運
転

上
の

制
限

を
満

足
し

て
い

な
い

と
判

断
し

た
場

合
は

，
表

６
７

－
３

の
措

置
を

講
じ

る
。

行
為

→
当

直
長

×

原
子

炉
の

状
態

が
高

温
停

止
，

冷
温

停
止

お
よ

び
燃

料
交

換
に

お
い

て
，

原
子

炉
モ

ー
ド

ス
イ

ッ
チ

を
起

動
位

置
に

し
て

複
数

の
制

御
棒

を
引

き
抜

く
検

査
を

行
う

場
合

は
，

表
６

８
－

１
に

定
め

る
事

項
を

運
転

上
の

制
限

と
す

る
。

こ
の

と
き

，
他

の
運

転
上

の
制

限
に

つ
い

て
は

，
原

子
炉

の
状

態
が

各
々

高
温

停
止

，
冷

温
停

止
お

よ
び

燃
料

交
換

で
あ

る
も

の
と

み
な

し
て

適
用

す
る

も
の

と
し

，
原

子
炉

の
状

態
が

起
動

で
あ

る
と

は
み

な
さ

な
い

。
定

義
×

２
．

複
数

の
制

御
棒

引
き

抜
き

を
伴

う
検

査
を

行
う

場
合

は
，

前
項

に
定

め
る

運
転

上
の

制
限

を
満

足
し

て
い

る
こ

と
を

確
認

す
る

た
め

，
次

の
各

号
を

実
施

す
る

。
定

義
×

（
１

）
課

長
（
燃

料
技

術
）
は

，
制

御
棒

操
作

を
行

う
に

あ
た

り
，

あ
ら

か
じ

め
制

御
棒

操
作

手
順

を
作

成
し

，
原

子
炉

主
任

技
術

者
の

確
認

を
得

て
課

長
（
発

電
）
に

通
知

す
る

。
行

為
→

課
長

（
燃

料
技

術
）

×

（
２

）
当

直
長

は
，

原
子

炉
の

状
態

が
高

温
停

止
，

冷
温

停
止

お
よ

び
燃

料
交

換
に

お
い

て
，

原
子

炉
モ

ー
ド

ス
イ

ッ
チ

を
起

動
位

置
に

し
て

，
制

御
棒

操
作

手
順

に
従

っ
て

複
数

の
制

御
棒

を
引

き
抜

く
検

査
を

行
う

場
合

は
，

表
６

８
－

２
に

定
め

る
事

項
を

確
認

す
る

。
行

為
→

当
直

長
×

３
．

当
直

長
は

，
複

数
の

制
御

棒
引

き
抜

き
を

伴
う

検
査

を
行

う
場

合
，

第
１

項
に

定
め

る
運

転
上

の
制

限
を

満
足

し
て

い
な

い
と

判
断

し
た

場
合

は
，

表
６

８
－

３
の

措
置

を
講

じ
る

。
行

為
→

当
直

長
×

原
子

炉
の

状
態

が
冷

温
停

止
に

お
い

て
，

原
子

炉
の

昇
温

を
伴

う
検

査
で

原
子

炉
冷

却
材

温
度

が
1
0
0
℃

以
上

と
な

る
場

合
は

，
表

６
９

－
１

に
定

め
る

事
項

を
運

転
上

の
制

限
と

す
る

。
こ

の
と

き
，

他
の

運
転

上
の

制
限

に
つ

い
て

は
，

原
子

炉
の

状
態

が
冷

温
停

止
で

あ
る

も
の

と
み

な
し

て
適

用
す

る
も

の
と

し
，

原
子

炉
の

状
態

が
高

温
停

止
で

あ
る

と
は

み
な

さ
な

い
。

ま
た

，
本

条
を

適
用

し
て

い
る

間
は

，
第

３
５

条
（
残

留
熱

除
去

系
原

子
炉

停
止

時
冷

却
モ

ー
ド

そ
の

２
）
を

適
用

し
な

い
。

定
義

×

２
．

原
子

炉
の

昇
温

を
伴

う
検

査
で

原
子

炉
冷

却
材

温
度

が
1
0
0
℃

以
上

と
な

る
場

合
は

，
前

項
に

定
め

る
運

転
上

の
制

限
を

満
足

し
て

い
る

こ
と

を
確

認
す

る
た

め
，

次
号

を
実

施
す

る
。

定
義

×

（
１

）
当

直
長

は
，

原
子

炉
冷

却
材

の
昇

温
開

始
か

ら
1
0
0
℃

と
な

る
前

に
，

次
の

機
能

を
管

理
的

手
段

で
確

認
す

る
。

行
為

→
当

直
長

×
　

ａ
．

第
２

７
条

（
計

測
お

よ
び

制
御

設
備

）
原

子
炉

棟
隔

離
系

計
装

の
機

能
。

内
容

×
　

ｂ
．

第
４

９
条

（
原

子
炉

棟
）
の

機
能

。
内

容
×

　
ｃ
．

第
５

０
条

（
原

子
炉

棟
給

排
気

隔
離

弁
）
の

機
能

。
内

容
×

　
ｄ
．

第
５

１
条

（
非

常
用

ガ
ス

処
理

系
）
の

機
能

。
内

容
×

３
．

当
直

長
は

，
原

子
炉

の
昇

温
を

伴
う

検
査

で
原

子
炉

冷
却

材
温

度
が

1
0
0
℃

以
上

と
な

る
場

合
に

お
い

て
，

第
１

項
で

定
め

る
事

項
を

満
足

し
て

い
な

い
と

判
断

し
た

場
合

は
，

表
６

９
－

２
の

措
置

を
講

じ
る

。
行

為
→

当
直

長
×

原
子

炉
の

状
態

が
高

温
停

止
，

冷
温

停
止

お
よ

び
燃

料
交

換
に

お
い

て
，

第
６

８
条

（
複

数
の

制
御

棒
引

き
抜

き
を

伴
う

検
査

）
の

適
用

時
を

除
い

て
原

子
炉

モ
ー

ド
ス

イ
ッ

チ
を

運
転

位
置

ま
た

は
起

動
／

高
温

待
機

位
置

に
す

る
場

合
は

，
表

７
０

－
１

に
定

め
る

事
項

を
運

転
上

の
制

限
と

す
る

。
こ

の
と

き
，

他
の

運
転

上
の

制
限

に
つ

い
て

は
，

原
子

炉
の

状
態

が
各

々
高

温
停

止
，

冷
温

停
止

ま
た

は
燃

料
交

換
で

あ
る

も
の

と
み

な
し

て
適

用
す

る
も

の
と

し
，

原
子

炉
の

状
態

が
運

転
ま

た
は

起
動

で
あ

る
と

は
み

な
さ

な
い

。

定
義

×

２
．

原
子

炉
モ

ー
ド

ス
イ

ッ
チ

の
切

替
を

伴
う

検
査

を
実

施
す

る
場

合
は

，
前

項
に

定
め

る
運

転
上

の
制

限
を

満
足

し
て

い
る

こ
と

を
確

認
す

る
た

め
，

次
号

を
実

施
す

る
。

定
義

×
（
１

）
当

直
長

は
，

表
７

０
－

２
に

定
め

る
事

項
を

確
認

す
る

。
行

為
→

当
直

長
×

３
．

当
直

長
は

，
原

子
炉

モ
ー

ド
ス

イ
ッ

チ
の

切
替

を
伴

う
検

査
を

実
施

す
る

場
合

に
，

第
１

項
に

定
め

る
運

転
上

の
制

限
を

満
足

し
て

い
な

い
と

判
断

し
た

場
合

は
，

表
７

０
－

３
の

措
置

を
講

じ
る

。
行

為
→

当
直

長
×

各
課

長
（
第

３
節

各
条

の
第

２
項

で
定

め
る

事
項

を
行

う
課

長
を

い
う

。
）
ま

た
は

当
直

長
は

，
運

転
上

の
制

限
を

第
３

節
各

条
の

第
２

項
に

定
め

る
事

項
※

１
で

確
認

す
る

。
　

　
な

お
，

こ
の

確
認

は
，

確
認

す
る

機
能

が
必

要
と

な
る

事
故

時
等

の
条

件
で

必
要

な
性

能
が

発
揮

で
き

る
か

ど
う

か
を

確
認

（
以

下
「
実

条
件

性
能

確
認

」
と

い
う

。
）
す

る
た

め
に

十
分

な
方

法
（
事

故
時

等
の

条
件

を
模

擬
で

き
な

い
場

合
等

に
お

い
て

は
，

実
条

件
性

能
確

認
に

相
当

す
る

方
法

で
あ

る
こ

と
を

検
証

し
た

代
替

の
方

法
を

含
む

。
）
に

よ
り

行
う

。

行
為

→
各

課
長

ま
た

は
当

直
長

×
５

職
位

は
第

3
節

に
該

当
な

し

２
．

第
３

節
各

条
の

第
２

項
に

定
め

ら
れ

た
頻

度
お

よ
び

第
３

項
の

要
求

さ
れ

る
措

置
に

定
め

ら
れ

た
当

該
措

置
の

頻
度

に
関

し
て

，
そ

の
確

認
の

間
隔

は
，

表
７

１
に

定
め

る

範
囲

内
で

延
長

す
る

こ
と

が
で

き
る

※
２

※
３
。

た
だ

し
，

確
認

回
数

の
低

減
を

目
的

と
し

て
，

恒
常

的
に

延
長

し
て

は
な

ら
な

い
。

な
お

，
定

め
ら

れ
た

頻
度

以
上

で
実

施
す

る
こ

と
を

妨
げ

る
も

の
で

は
な

い
※

３
。

内
容

×

３
．

各
課

長
ま

た
は

当
直

長
は

，
第

３
節

各
条

の
第

２
項

に
定

め
る

事
項

を
行

う
こ

と
が

で
き

な
か

っ
た

場
合

ま
た

は
第

３
節

各
条

の
第

２
項

で
定

め
る

事
項

を
行

う
こ

と
が

で
き

な
か

っ
た

旨
の

連
絡

を
受

け
た

場
合

は
，

運
転

上
の

制
限

を
満

足
し

て
い

な
い

と
判

断
す

る
が

，
こ

の
場

合
は

判
断

し
た

時
点

か
ら

第
３

節
各

条
の

第
３

項
の

要
求

さ
れ

る
措

置
を

開
始

す
る

の
で

は
な

く
，

判
断

し
た

時
点

か
ら

速
や

か
に

当
該

事
項

を
実

施
し

，
運

転
上

の
制

限
を

満
足

し
て

い
る

こ
と

を
確

認
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

こ
の

結
果

，
運

転
上

の
制

限
を

満
足

し
て

い
な

い
と

判
断

し
た

場
合

は
，

こ
の

時
点

か
ら

第
３

節
各

条
の

第
３

項
の

要
求

さ
れ

る
措

置
を

開
始

す
る

。

行
為

→
各

課
長

ま
た

は
当

直
長

×
５

職
位

は
第

3
節

に
該

当
な

し

４
．

各
課

長
（
第

３
節

各
条

の
第

２
項

で
定

め
る

事
項

を
行

う
課

長
を

い
う

。
）
ま

た
は

当
直

長
は

，
運

転
上

の
制

限
が

適
用

さ
れ

る
時

点
か

ら
，

第
３

節
各

条
の

第
２

項
で

定
め

る
頻

度
（
期

間
）
以

内
に

最
初

の
運

転
上

の
制

限
を

確
認

す
る

た
め

の
事

項
を

実
施

す
る

。
た

だ
し

，
特

別
な

定
め

が
あ

る
場

合
を

除
く

。
な

お
，

頻
度

（
期

間
）
よ

り
，

適
用

に
な

っ
た

期
間

が
短

い
場

合
は

，
当

該
事

項
を

実
施

す
る

必
要

は
な

い
。

行
為

→
各

課
長

ま
た

は
当

直
長

×
５

職
位

は
第

3
節

に
該

当
な

し

５
．

運
転

上
の

制
限

を
確

認
す

る
た

め
の

事
項

を
実

施
し

て
い

る
期

間
は

，
当

該
運

転
上

の
制

限
を

満
足

し
て

い
な

い
と

判
断

し
な

く
て

も
よ

い
。

内
容

×

６
．

第
３

節
各

条
の

第
２

項
に

定
め

る
事

項
が

実
施

さ
れ

，
か

つ
そ

の
結

果
が

運
転

上
の

制
限

を
満

足
し

て
い

れ
ば

，
第

３
節

各
条

の
第

２
項

に
定

め
る

事
項

が
実

施
さ

れ
て

い
な

い
期

間
は

，
運

転
上

の
制

限
が

満
足

し
て

い
な

い
と

判
断

し
な

い
。

た
だ

し
，

第
７

２
条

（
運

転
上

の
制

限
を

満
足

し
な

い
場

合
）
第

２
項

で
運

転
上

の
制

限
を

満
足

し
て

い
な

い
と

判
断

し
た

場
合

を
除

く
。

内
容

×

運
転

上
の

制
限

の
確

認

複
数

の
制

御
棒

引
き

抜
き

を
伴

う
検

査

原
子

炉
の

昇
温

を
伴

う
検

査

原
子

炉
モ

ー
ド

ス
イ

ッ
チ

の
切

替
を

伴
う

検
査

第
7
1
条

第
7
0
条

第
6
9
条

第
6
8
条

第
6
7
条
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保
安
規
定
の
各
条
文
に
お
け
る
相
反
性
に
か
か
る
検
討
結
果

島
根

原
子

力
発

電
所

原
子

炉
施

設
保

安
規

定
炉

主
任

の
関

与
規

定
の

性
質

行
為

の
実

施
者

行
為

の
内

容

７
．

各
課

長
（
第

３
節

各
条

の
第

２
項

で
定

め
る

事
項

を
行

う
課

長
を

い
う

。
）
ま

た
は

当
直

長
は

，
第

３
節

各
条

の
第

２
項

で
定

め
る

運
転

上
の

制
限

を
満

足
し

て
い

る
こ

と
の

確
認

を
実

施
す

る
場

合
に

お
い

て
，

確
認

事
項

が
複

数
の

条
文

で
同

一
で

あ
る

場
合

，
各

条
文

に
対

応
し

て
複

数
回

実
施

す
る

必
要

は
な

く
，

１
回

の
確

認
に

よ
り

各
条

文
の

確
認

を
実

施
し

た
と

み
な

す
こ

と
が

で
き

る
。

行
為

→
各

課
長

ま
た

は
当

直
長

×
５

職
位

は
第

3
節

に
該

当
な

し

８
．

各
課

長
ま

た
は

当
直

長
は

，
第

１
７

条
の

７
ま

た
は

第
１

７
条

の
８

に
基

づ
く

教
育

お
よ

び
訓

練
の

実
施

に
あ

た
り

,重
大

事
故

等
対

処
設

備
を

使
用

す
る

場
合

は
，

教
育

お
よ

び
訓

練
中

に
重

大
事

故
等

が
発

生
し

た
場

合
に

適
切

に
対

処
で

き
る

よ
う

必
要

な
措

置
を

講
じ

て
い

る
期

間
，

運
転

上
の

制
限

を
満

足
し

て
い

な
い

と
は

み
な

さ
な

い
。

行
為

→
各

課
長

ま
た

は
当

直
長

×
５

職
位

は
第

3
節

に
該

当
な

し

運
転

上
の

制
限

を
満

足
し

な
い

場
合

と
は

，
各

課
長

ま
た

は
当

直
長

が
，

第
３

節
に

定
め

る
運

転
上

の
制

限
を

満
足

し
て

い
な

い
と

判
断

し
た

場
合

を
い

う
。

な
お

，
各

課
長

ま
た

は
当

直
長

は
，

こ
の

判
断

を
速

や
か

に
行

う
。

定
義

×

２
．

各
課

長
ま

た
は

当
直

長
は

，
第

３
節

各
条

の
第

２
項

に
定

め
る

事
項

が
実

施
さ

れ
て

い
な

い
期

間
に

お
い

て
も

，
運

転
上

の
制

限
に

関
係

す
る

事
象

が
発

見
さ

れ
た

場
合

は
，

運
転

上
の

制
限

を
満

足
し

て
い

る
か

ど
う

か
の

判
断

を
速

や
か

に
行

う
。

行
為

→
各

課
長

ま
た

は
当

直
長

×
５

職
位

は
第

3
節

に
該

当
な

し

３
．

各
課

長
ま

た
は

当
直

長
は

，
あ

る
運

転
上

の
制

限
を

満
足

し
て

い
な

い
と

判
断

し
た

場
合

に
，

当
該

条
文

の
要

求
さ

れ
る

措
置

に
定

め
が

あ
る

場
合

を
除

き
，

他
の

条
文

に
お

け
る

運
転

上
の

制
限

を
満

足
し

て
い

な
い

と
判

断
し

な
く

て
も

よ
い

。
行

為
→

各
課

長
ま

た
は

当
直

長
×

５
職

位
は

第
4
節

に
該

当
な

し

４
．

各
課

長
ま

た
は

当
直

長
は

，
運

転
上

の
制

限
を

満
足

し
て

い
な

い
と

判
断

し
た

場
合

，
あ

ら
か

じ
め

定
め

ら
れ

た
経

路
に

従
い

，
所

長
，

原
子

炉
主

任
技

術
者

，
各

部
長

に
連

絡
す

る
。

行
為

→
各

課
長

ま
た

は
当

直
長

×
５

職
位

は
第

5
節

に
該

当
な

し

５
．

各
課

長
ま

た
は

当
直

長
は

，
運

転
上

の
制

限
を

満
足

し
て

い
な

い
と

判
断

し
た

時
点

（
完

了
時

間
の

起
点

）
か

ら
要

求
さ

れ
る

措
置

を
開

始
す

る
。

な
お

，
運

転
上

の
制

限
を

満
足

し
て

い
な

い
と

判
断

し
た

場
合

の
要

求
さ

れ
る

措
置

の
運

用
方

法
に

つ
い

て
は

，
表

７
２

の
例

に
準

拠
す

る
。

行
為

→
各

課
長

ま
た

は
当

直
長

×
５

職
位

は
第

6
節

に
該

当
な

し
６

．
各

課
長

ま
た

は
当

直
長

は
，

当
該

運
転

上
の

制
限

を
満

足
し

て
い

る
と

判
断

し
た

場
合

は
，

原
子

炉
主

任
技

術
者

お
よ

び
課

長
（
発

電
）
に

報
告

す
る

。
行

為
→

各
課

長
ま

た
は

当
直

長
→

炉
主

任
へ

の
報

告
→

炉
主

任
の

職
務

遂
行

７
．

課
長

（
発

電
）
は

，
原

子
炉

を
運

転
上

の
制

限
を

満
足

し
て

い
な

い
と

判
断

し
た

時
点

の
前

の
原

子
炉

の
状

態
へ

の
移

行
ま

た
は

原
子

炉
熱

出
力

の
復

帰
に

あ
た

っ
て

，
原

子
炉

主
任

技
術

者
の

確
認

を
得

る
。

行
為

→
課

長
（
発

電
）

→
炉

主
任

へ
の

確
認

→
炉

主
任

の
職

務
遂

行

８
．

各
課

長
ま

た
は

当
直

長
は

，
次

の
各

号
を

適
用

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
定

義
×

（
１

）
運

転
上

の
制

限
を

満
足

し
て

い
な

い
と

判
断

し
て

い
る

期
間

中
は

，
要

求
さ

れ
る

措
置

に
定

め
が

あ
る

場
合

を
除

き
，

当
該

条
文

の
第

２
項

に
定

め
ら

れ
た

事
項

を
実

施
し

な
く

て
も

よ
い

。
た

だ
し

，
当

該
条

文
の

第
２

項
で

定
め

る
頻

度
で

実
施

し
な

か
っ

た
事

項
に

つ
い

て
は

，
運

転
上

の
制

限
を

満
足

し
て

い
る

と
判

断
し

た
後

，
速

や
か

に
実

施
す

る
。

内
容

×

（
２

）
運

転
上

の
制

限
を

満
足

し
て

い
る

と
判

断
し

た
場

合
は

，
そ

れ
以

後
要

求
さ

れ
る

措
置

を
実

施
し

な
く

て
も

よ
い

。
内

容
×

（
３

）
要

求
さ

れ
る

措
置

を
実

施
し

た
場

合
，

そ
の

内
容

が
第

３
節

各
条

の
第

２
項

で
定

め
る

事
項

と
同

じ
で

あ
る

場
合

は
，

当
該

事
項

を
実

施
し

た
と

み
な

す
こ

と
が

で
き

る
。

内
容

×

（
４

）
当

該
運

転
上

の
制

限
を

満
足

し
て

い
る

と
判

断
す

る
に

あ
た

り
，

そ
の

内
容

が
第

３
節

各
条

の
第

２
項

で
定

め
る

事
項

と
同

じ
で

あ
る

場
合

は
，

当
該

事
項

を
実

施
し

た
と

み
な

す
こ

と
が

で
き

る
。

内
容

×

各
課

長
ま

た
は

当
直

長
は

，
予

防
保

全
を

目
的

と
し

た
保

全
作

業
を

実
施

す
る

た
め

，
計

画
的

に
運

転
上

の
制

限
外

に
移

行
す

る
場

合
は

，
当

該
運

転
上

の
制

限
を

満
足

し

て
い

な
い

と
判

断
し

た
場

合
に

要
求

さ
れ

る
措

置
※

１
を

，
そ

の
有

効
性

に
つ

い
て

確
率

論
的

リ
ス

ク
評

価
等

を
用

い
て

検
証

し
た

上
で

，
要

求
さ

れ
る

完
了

時
間

の
範

囲
内

で
実

施
す

る
。

行
為

→
各

課
長

ま
た

は
当

直
長

×
５

職
位

は
施

設
、

設
備

を
所

管
し

て
い

な
い

２
．

各
課

長
ま

た
は

当
直

長
は

，
予

防
保

全
を

目
的

と
し

た
保

全
作

業
を

実
施

す
る

た
め

，
計

画
的

に
運

転
上

の
制

限
外

に
移

行
す

る
場

合
で

あ
っ

て
，

当
該

運
転

上
の

制
限

を
満

足
し

て
い

な
い

と
判

断
し

た
場

合
に

要
求

さ
れ

る
措

置
を

要
求

さ
れ

る
完

了
時

間
の

範
囲

を
超

え
て

保
全

作
業

を
実

施
す

る
場

合
は

，
あ

ら
か

じ
め

必
要

な
安

全
措

置
※

１
を

定
め

，
そ

の
有

効
性

に
つ

い
て

確
率

論
的

リ
ス

ク
評

価
等

を
用

い
て

検
証

し
，

原
子

炉
主

任
技

術
者

の
確

認
を

得
て

実
施

す
る

。
行

為
→

各
課

長
ま

た
は

当
直

長
×

５
職

位
は

施
設

、
設

備
を

所
管

し
て

い
な

い

３
．

各
課

長
ま

た
は

当
直

長
は

，
表

７
３

で
定

め
る

設
備

に
つ

い
て

，
保

全
計

画
に

基
づ

き
定

期
的

に
行

う
保

全
作

業
を

実
施

す
る

た
め

，
計

画
的

に
運

転
上

の
制

限
外

に
移

行
す

る
場

合
は

，
同

表
に

定
め

る
保

全
作

業
時

の
措

置
を

実
施

す
る

。
な

お
，

要
求

さ
れ

る
完

了
時

間
の

範
囲

を
超

え
て

保
全

作
業

を
実

施
す

る
場

合
は

，
あ

ら
か

じ
め

必

要
な

安
全

措
置

※
２
を

定
め

，
そ

の
有

効
性

に
つ

い
て

確
率

論
的

リ
ス

ク
評

価
等

を
用

い
て

検
証

し
，

原
子

炉
主

任
技

術
者

の
確

認
を

得
て

実
施

す
る

。
行

為
→

各
課

長
ま

た
は

当
直

長
×

５
職

位
は

施
設

、
設

備
を

所
管

し
て

い
な

い

４
．

第
１

項
，

第
２

項
お

よ
び

第
３

項
の

実
施

に
つ

い
て

は
，

第
７

２
条

（
運

転
上

の
制

限
を

満
足

し
な

い
場

合
）
第

１
項

の
運

転
上

の
制

限
を

満
足

し
な

い
場

合
と

は
み

な
さ

な
い

。
定

義
×

５
．

各
課

長
ま

た
は

当
直

長
は

，
第

１
項

，
第

２
項

ま
た

は
第

３
項

に
基

づ
く

保
全

作
業

を
行

う
場

合
，

関
係

課
長

と
協

議
し

実
施

す
る

。
行

為
→

各
課

長
ま

た
は

当
直

長
×

５
職

位
は

施
設

、
設

備
を

所
管

し
て

い
な

い
６

．
第

１
項

，
第

２
項

お
よ

び
第

３
項

の
実

施
に

あ
た

っ
て

は
，

運
転

上
の

制
限

外
に

移
行

し
た

時
点

を
保

全
作

業
に

対
す

る
完

了
時

間
の

起
点

と
す

る
。

内
容

×

７
．

各
課

長
ま

た
は

当
直

長
は

，
第

１
項

を
実

施
す

る
場

合
，

運
転

上
の

制
限

外
に

移
行

す
る

前
に

，
要

求
さ

れ
る

措
置

※
３
を

順
次

実
施

し
，

す
べ

て
終

了
し

た
時

点
か

ら
２

４
時

間
以

内
に

運
転

上
の

制
限

外
に

移
行

す
る

。
行

為
→

各
課

長
ま

た
は

当
直

長
×

５
職

位
は

施
設

、
設

備
を

所
管

し
て

い
な

い

８
．

各
課

長
ま

た
は

当
直

長
は

，
第

１
項

，
第

２
項

ま
た

は
第

３
項

を
実

施
す

る
場

合
，

第
７

２
条

（
運

転
上

の
制

限
を

満
足

し
な

い
場

合
）
第

３
項

お
よ

び
第

８
項

に
準

拠
す

る
。

な
お

，
第

３
項

に
基

づ
き

運
転

上
の

制
限

外
に

移
行

す
る

場
合

は
，

「
要

求
さ

れ
る

措
置

」
を

「
保

全
作

業
時

の
措

置
」
に

読
み

替
え

る
も

の
と

す
る

。
行

為
→

各
課

長
ま

た
は

当
直

長
×

５
職

位
は

施
設

、
設

備
を

所
管

し
て

い
な

い

９
．

各
課

長
ま

た
は

当
直

長
は

，
第

１
項

の
要

求
さ

れ
る

措
置

，
第

２
項

の
安

全
措

置
お

よ
び

第
３

項
の

保
全

作
業

時
の

措
置

を
実

施
で

き
な

か
っ

た
場

合
，

当
該

運
転

上
の

制
限

を
満

足
し

て
い

な
い

と
判

断
す

る
。

行
為

→
各

課
長

ま
た

は
当

直
長

×
５

職
位

は
施

設
、

設
備

を
所

管
し

て
い

な
い

１
０

．
各

課
長

ま
た

は
当

直
長

は
，

第
２

項
お

よ
び

第
３

項
に

基
づ

く
保

全
作

業
に

お
い

て
，

当
該

運
転

上
の

制
限

外
か

ら
復

帰
し

て
い

る
と

判
断

し
た

場
合

は
，

原
子

炉
主

任
技

術
者

お
よ

び
課

長
（
発

電
）
  
に

報
告

す
る

。
行

為
→

各
課

長
ま

た
は

当
直

長
×

炉
主

任
へ

の
報

告
→

炉
主

任
の

職
務

遂
行

当
直

長
は

，
原

子
炉

の
状

態
を

変
更

し
た

場
合

は
，

引
継

日
誌

に
変

更
し

た
時

刻
お

よ
び

原
子

炉
の

状
態

を
記

録
す

る
。

行
為

→
当

直
長

×
２

．
当

直
長

は
，

自
ら

運
転

上
の

制
限

を
満

足
し

て
い

な
い

と
判

断
し

た
場

合
ま

た
は

各
課

長
か

ら
運

転
上

の
制

限
を

満
足

し
て

い
な

い
と

判
断

し
た

連
絡

を
受

け
た

場
合

は
，

次
の

各
号

を
引

継
日

誌
に

記
録

す
る

。
行

為
→

当
直

長
×

（
１

）
運

転
上

の
制

限
を

満
足

し
て

い
な

い
と

判
断

し
た

場
合

は
，

当
該

運
転

上
の

制
限

お
よ

び
満

足
し

て
い

な
い

と
判

断
し

た
時

刻
。

内
容

×
（
２

）
要

求
さ

れ
る

措
置

を
実

施
し

た
場

合
は

，
当

該
措

置
の

実
施

結
果

。
（
保

全
作

業
  
を

含
む

。
）

内
容

×
（
３

）
運

転
上

の
制

限
を

満
足

し
て

い
る

と
判

断
し

た
場

合
は

，
満

足
し

て
い

る
と

判
断

し
た

時
刻

。
内

容
×

運
転

上
の

制
限

を
満

足
し

な
い

場
合

予
防

保
全

を
目

的
と

し
た

保
全

作
業

を
実

施
す

る
場

合

運
転

上
の

制
限

に
関

す
る

記
録

第
7
4
条

第
7
3
条

第
7
2
条

第
7
1
条
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保
安
規
定
の
各
条
文
に
お
け
る
相
反
性
に
か
か
る
検
討
結
果

島
根

原
子

力
発

電
所

原
子

炉
施

設
保

安
規

定
炉

主
任

の
関

与
規

定
の

性
質

行
為

の
実

施
者

行
為

の
内

容

３
．

当
直

長
は

，
自

ら
第

７
３

条
第

１
項

，
第

２
項

ま
た

は
第

３
項

で
定

め
る

保
全

作
業

を
実

施
し

た
場

合
ま

た
は

各
課

長
か

ら
第

７
３

条
第

１
項

，
第

２
項

ま
た

は
第

３
項

で
定

め
る

保
全

作
業

を
実

施
し

た
連

絡
を

受
け

た
場

合
は

，
次

の
各

号
を

引
継

日
誌

に
記

録
す

る
。

行
為

→
当

直
長

×

（
１

）
第

７
３

条
第

１
項

，
第

２
項

ま
た

は
第

３
項

で
定

め
る

保
全

作
業

を
実

施
し

た
場

合
は

，
適

用
除

外
と

し
た

運
転

上
の

制
限

，
そ

の
時

刻
お

よ
び

保
全

作
業

の
内

容
。

内
容

×
（
２

）
要

求
さ

れ
る

措
置

ま
た

は
安

全
措

置
を

実
施

し
た

場
合

は
，

当
該

措
置

の
実

施
結

果
。

内
容

×
（
３

）
運

転
上

の
制

限
外

か
ら

復
帰

し
た

場
合

は
，

復
帰

し
た

時
刻

。
内

容
×

当
直

長
は

，
原

子
炉

施
設

に
次

の
各

号
に

示
す

事
象

が
発

生
し

た
場

合
は

，
あ

ら
か

じ
め

定
め

ら
れ

た
経

路
に

従
い

，
所

長
，

原
子

炉
主

任
技

術
者

お
よ

び
各

部
長

に
連

絡
す

る
。

行
為

→
当

直
長

×

（
１

）
原

子
炉

の
自

動
ス

ク
ラ

ム
信

号
が

発
信

し
た

場
合

※
１

内
容

×

（
２

）
原

子
炉

が
自

動
ス

ク
ラ

ム
す

べ
き

事
態

が
発

生
し

た
と

判
断

さ
れ

る
場

合
に

も
か

か
わ

ら
ず

自
動

ス
ク

ラ
ム

信
号

が
発

信
し

な
い

場
合

内
容

×

（
３

）
原

子
炉

を
手

動
ス

ク
ラ

ム
し

た
場

合
※

１
内

容
×

２
．

当
直

長
は

，
放

射
性

物
質

の
原

子
炉

施
設

外
へ

の
漏

え
い

が
あ

る
場

合
ま

た
は

そ
の

お
そ

れ
が

あ
る

と
判

断
し

た
場

合
に

は
，

あ
ら

か
じ

め
定

め
ら

れ
た

経
路

に
従

い
，

所
長

，
原

子
炉

主
任

技
術

者
，

各
部

長
お

よ
び

総
務

課
長

に
連

絡
す

る
と

と
も

に
，

そ
れ

を
抑

制
す

る
た

め
に

，
原

子
炉

棟
の

隔
離

，
気

体
廃

棄
物

処
理

系
の

隔
離

等
の

必
要

な
措

置
を

講
じ

る
。

行
為

→
当

直
長

×

３
．

所
長

，
各

部
長

は
，

第
１

項
ま

た
は

第
２

項
に

つ
い

て
次

に
示

す
必

要
な

措
置

を
講

じ
る

。
定

義
×

（
１

）
所

長
は

，
各

部
長

に
異

常
の

原
因

調
査

お
よ

び
対

応
措

置
を

指
示

す
る

。
行

為
→

所
長

×
（
２

）
各

部
長

は
，

異
常

の
原

因
調

査
お

よ
び

対
応

措
置

を
実

施
す

る
と

と
も

に
，

異
常

の
原

因
お

よ
び

対
応

措
置

に
つ

い
て

課
長

（
発

電
）
に

連
絡

し
，

所
長

お
よ

び
原

子
炉

主
任

技
術

者
に

報
告

す
る

。
行

為
→

各
部

長
×

（
３

）
課

長
（
発

電
）
は

，
異

常
の

原
因

お
よ

び
対

応
措

置
を

，
当

直
長

に
連

絡
す

る
。

行
為

→
課

長
（
発

電
）

×
（
４

）
異

常
の

原
因

が
，

第
７

７
条

（
異

常
収

束
後

の
措

置
）
第

３
項

に
定

め
る

所
長

の
承

認
を

受
け

な
い

で
原

子
炉

を
再

起
動

で
き

る
事

項
に

該
当

す
る

場
合

は
，

本
項

（
１

）
，

（
２

）
お

よ
び

（
３

）
を

省
略

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
定

義
×

当
直

長
は

，
第

７
５

条
第

１
項

の
異

常
が

発
生

し
た

場
合

は
，

異
常

の
状

況
，

機
器

の
動

作
状

況
等

を
確

認
す

る
と

と
も

に
，

原
因

の
除

去
，

拡
大

防
止

の
た

め
に

必
要

な
措

置
を

講
じ

る
。

行
為

→
当

直
長

×

２
．

当
直

長
は

，
前

項
の

必
要

な
措

置
を

講
じ

る
に

あ
た

っ
て

は
，

添
付

１
に

示
す

「
原

子
炉

が
ス

ク
ラ

ム
し

た
場

合
の

運
転

操
作

基
準

」
に

従
っ

て
実

施
す

る
。

行
為

→
当

直
長

×
３

．
第

７
５

条
第

１
項

の
異

常
が

発
生

し
て

か
ら

当
直

長
が

異
常

の
収

束
を

判
断

す
る

ま
で

の
期

間
は

，
第

３
節

「
運

転
上

の
制

限
」
は

適
用

さ
れ

な
い

。
定

義
×

４
．

当
直

長
は

，
前

項
の

判
断

を
行

う
に

あ
た

っ
て

，
原

子
炉

主
任

技
術

者
の

確
認

を
得

る
。

行
為

→
当

直
長

×
５

．
第

７
５

条
第

１
項

の
異

常
の

原
因

が
，

第
７

７
条

（
異

常
収

束
後

の
措

置
）
第

３
項

に
該

当
す

る
場

合
は

，
前

項
を

省
略

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
内

容
×

当
直

長
は

，
第

７
５

条
第

１
項

の
異

常
収

束
後

，
原

子
炉

を
再

起
動

す
る

場
合

は
，

そ
の

原
因

に
対

す
る

対
策

が
講

じ
ら

れ
て

い
る

こ
と

お
よ

び
原

子
炉

の
状

態
に

応
じ

て
適

用
さ

れ
る

運
転

上
の

制
限

を
満

足
し

て
い

る
こ

と
を

確
認

す
る

。
行

為
→

当
直

長
×

２
．

当
直

長
は

，
第

７
５

条
第

１
項

の
異

常
収

束
後

，
原

子
炉

を
再

起
動

す
る

場
合

は
，

原
子

炉
主

任
技

術
者

の
確

認
お

よ
び

所
長

の
承

認
を

得
る

。
行

為
→

当
直

長
→

３
．

当
直

長
は

，
第

７
５

条
第

１
項

の
異

常
の

原
因

が
，

次
の

い
ず

れ
か

に
該

当
す

る
場

合
は

，
所

長
の

承
認

を
得

な
い

で
原

子
炉

を
再

起
動

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
た

だ
し

，
（
１

）
ま

た
は

（
２

）
に

伴
っ

て
想

定
さ

れ
る

事
象

以
外

に
著

し
い

不
適

合
事

象
が

発
生

し
た

場
合

を
除

く
。

行
為

→
当

直
長

×
再

起
動

の
確

認
→

炉
主

任
の

職
務

遂
行

（
１

）
発

電
所

外
で

電
気

事
故

が
発

生
し

，
そ

の
電

気
事

故
の

波
及

で
原

子
炉

が
ス

ク
ラ

ム
し

た
場

合
ま

た
は

波
及

防
止

の
措

置
と

し
て

原
子

炉
を

ス
ク

ラ
ム

さ
せ

た
場

合
。

内
容

×
（
２

）
第

１
７

条
〔
２

号
炉

〕
第

４
項

，
第

１
７

条
の

３
第

５
項

，
第

１
７

条
の

４
〔
２

号
炉

〕
第

４
項

，
第

１
７

条
の

４
〔
３

号
炉

〕
第

２
項

ま
た

は
第

１
７

条
の

５
第

４
項

の
措

置
と

し
て

原
子

炉
を

ス
ク

ラ
ム

さ
せ

た
場

合
。

内
容

×

課
長

（
燃

料
技

術
）
は

，
新

燃
料

輸
送

容
器

か
ら

新
燃

料
を

取
り

出
す

場
合

お
よ

び
新

燃
料

を
新

燃
料

輸
送

容
器

に
収

納
す

る
場

合
は

，
原

子
炉

建
物

天
井

ク
レ

ー
ン

を
使

用
す

る
。

行
為

→
課

長
（
燃

料
技

術
）

×

２
．

課
長

（
燃

料
技

術
）
は

，
管

理
区

域
内

に
お

い
て

新
燃

料
を

運
搬

す
る

場
合

は
，

運
搬

前
に

次
の

各
号

を
確

認
す

る
。

行
為

→
課

長
（
燃

料
技

術
）

×
（
１

）
車

両
へ

の
積

付
け

は
，

運
搬

中
に

移
動

，
転

倒
ま

た
は

転
落

を
防

止
す

る
措

置
を

講
じ

る
こ

と
。

内
容

×
（
２

）
法

令
に

定
め

る
危

険
物

と
混

載
し

な
い

こ
と

。
内

容
×

（
３

）
新

燃
料

が
臨

界
に

達
し

な
い

措
置

を
講

じ
る

こ
と

。
※

１
内

容
×

３
．

課
長

（
燃

料
技

術
）
は

，
管

理
区

域
外

に
お

い
て

新
燃

料
を

運
搬

す
る

場
合

は
，

運
搬

前
に

第
２

項
（
１

）
か

ら
（
３

）
に

加
え

，
次

の
各

号
を

確
認

す
る

。
行

為
→

課
長

（
燃

料
技

術
）

×

（
１

）
法

令
に

適
合

す
る

容
器

に
封

入
す

る
こ

と
。

※
１

内
容

×

（
２

）
容

器
お

よ
び

車
両

の
適

当
な

箇
所

に
法

令
に

定
め

る
標

識
を

つ
け

る
こ

と
。

内
容

×
（
３

）
運

搬
経

路
に

標
識

を
設

け
る

こ
と

等
の

方
法

に
よ

り
，

関
係

者
以

外
の

者
お

よ
び

他
の

車
両

の
立

入
り

を
制

限
す

る
と

と
も

に
，

必
要

な
箇

所
に

見
張

り
人

を
配

置
す

る
こ

と
。

内
容

×

（
４

）
車

両
を

徐
行

さ
せ

る
こ

と
。

内
容

×
（
５

）
核

燃
料

物
質

の
取

扱
い

に
関

し
，

相
当

の
知

識
お

よ
び

経
験

を
有

す
る

者
を

同
行

さ
せ

，
保

安
の

た
め

に
必

要
な

監
督

を
行

わ
せ

る
こ

と
。

内
容

×

４
．

課
長

（
放

射
線

管
理

）
は

，
第

３
項

の
運

搬
に

お
い

て
，

運
搬

前
に

容
器

等
の

線
量

当
量

率
が

法
令

に
定

め
る

値
を

超
え

て
い

な
い

こ
と

お
よ

び
容

器
等

の
表

面
の

放
射

性
物

質
の

密
度

（
以

下
「
表

面
汚

染
密

度
」
と

い
う

。
）
が

法
令

に
定

め
る

表
面

密
度

限
度

の
1
0
分

の
１

を
超

え
て

い
な

い
こ

と
を

確
認

す
る

※
１
。

た
だ

し
，

第
９

２
条

（
管

理
区

域
内

に
お

け
る

区
域

区
分

）
第

１
項

（
１

）
に

定
め

る
区

域
か

ら
運

搬
す

る
場

合
は

，
表

面
汚

染
密

度
に

つ
い

て
確

認
を

省
略

で
き

る
。

行
為

→
課

長
（
放

射
線

管
理

）
×

５
．

課
長

（
放

射
線

管
理

）
は

，
課

長
（
燃

料
技

術
）
が

管
理

区
域

内
で

第
９

２
条

（
管

理
区

域
内

に
お

け
る

区
域

区
分

）
第

１
項

（
１

）
に

定
め

る
区

域
に

新
燃

料
を

収
納

し
た

新
燃

料
輸

送
容

器
を

移
動

す
る

場
合

は
，

移
動

前
に

容
器

等
の

表
面

汚
染

密
度

が
法

令
に

定
め

る
表

面
密

度
限

度
の

1
0
分

の
１

を
超

え
て

い
な

い
こ

と
を

確
認

す
る

。
行

為
→

課
長

（
放

射
線

管
理

）
×

６
．

課
長

（
燃

料
技

術
）
は

，
新

燃
料

を
発

電
所

外
に

運
搬

す
る

場
合

は
，

輸
送

物
が

法
令

に
定

め
ら

れ
た

技
術

基
準

に
適

合
し

た
も

の
で

あ
る

こ
と

を
確

認
す

る
た

め
に

，
次

の
検

査
を

実
施

す
る

。
行

為
→

課
長

（
燃

料
技

術
）

×

（
１

）
外

観
検

査
内

容
×

新
燃

料
の

運
搬

異
常

発
生

時
の

基
本

的
な

対
応

第
7
4
条

第
7
8
条

第
7
7
条

第
7
6
条

第
7
5
条

異
常

時
の

措
置

異
常

収
束

後
の

措
置
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保
安
規
定
の
各
条
文
に
お
け
る
相
反
性
に
か
か
る
検
討
結
果

島
根

原
子

力
発

電
所

原
子

炉
施

設
保

安
規

定
炉

主
任

の
関

与
規

定
の

性
質

行
為

の
実

施
者

行
為

の
内

容

（
２

）
線

量
当

量
率

検
査

内
容

×
（
３

）
未

臨
界

検
査

内
容

×
（
４

）
吊

上
検

査
内

容
×

（
５

）
重

量
検

査
内

容
×

（
６

）
収

納
物

検
査

内
容

×
（
７

）
表

面
密

度
検

査
内

容
×

７
．

課
長

（
燃

料
技

術
）
は

，
新

燃
料

を
発

電
所

外
に

運
搬

す
る

場
合

は
，

所
長

の
承

認
を

得
る

。
行

為
→

課
長

（
燃

料
技

術
）

×
８

．
実

用
炉

規
則

第
８

８
条

第
４

項
を

適
用

し
て

い
る

間
は

，
本

条
は

適
用

と
な

ら
な

い
。

定
義

×

課
長

（
燃

料
技

術
）
は

，
新

燃
料

を
貯

蔵
す

る
場

合
は

，
次

の
各

号
を

遵
守

す
る

。
行

為
→

課
長

（
燃

料
技

術
）

×
（
１

）
新

燃
料

貯
蔵

庫
ま

た
は

燃
料

プ
ー

ル
（
以

下
「
貯

蔵
施

設
」
と

い
う

。
）
に

貯
蔵

す
る

こ
と

。
内

容
×

（
２

）
貯

蔵
施

設
の

目
に

つ
き

や
す

い
箇

所
に

貯
蔵

上
の

注
意

事
項

を
掲

示
す

る
こ

と
。

内
容

×
（
３

）
原

子
炉

建
物

天
井

ク
レ

ー
ン

ま
た

は
燃

料
取

替
機

を
使

用
す

る
こ

と
。

内
容

×
（
４

）
貯

蔵
施

設
に

お
い

て
新

燃
料

が
臨

界
に

達
し

な
い

措
置

が
講

じ
ら

れ
て

い
る

こ
と

。
内

容
×

（
５

）
燃

料
プ

ー
ル

に
貯

蔵
す

る
場

合
は

，
原

子
炉

に
全

て
の

燃
料

が
装

荷
さ

れ
て

い
る

状
態

で
，

燃
料

プ
ー

ル
に

１
炉

心
以

上
の

使
用

済
燃

料
貯

蔵
ラ

ッ
ク

の
空

き
容

量
を

確
保

す
る

こ
と

（
２

号
炉

）
。

内
容

×

課
長

（
燃

料
技

術
）
は

，
定

期
事

業
者

検
査

時
に

，
装

荷
予

定
の

照
射

さ
れ

た
燃

料
の

う
ち

か
ら

燃
料

集
合

体
外

観
検

査
を

行
う

燃
料

を
選

定
し

，
健

全
性

に
異

常
の

な
い

こ
と

を
確

認
す

る
と

と
も

に
，

燃
料

の
使

用
の

可
否

を
判

断
す

る
。

行
為

→
課

長
（
燃

料
技

術
）

×

２
．

第
１

項
に

つ
い

て
は

，
第

８
章

の
施

設
管

理
に

基
づ

き
実

施
す

る
。

定
義

×
３

．
課

長
（
燃

料
技

術
）
は

，
第

１
項

の
検

査
の

結
果

，
使

用
済

燃
料

貯
蔵

ラ
ッ

ク
に

収
納

す
る

こ
と

が
適

切
で

は
な

い
と

判
断

し
た

燃
料

に
つ

い
て

は
，

破
損

燃
料

収
納

容
器

に
収

納
す

る
等

の
措

置
を

講
じ

る
。

行
為

→
課

長
（
燃

料
技

術
）

×

４
．

課
長

（
燃

料
技

術
）
は

，
第

１
項

の
検

査
を

実
施

す
る

た
め

に
燃

料
を

移
動

す
る

場
合

は
，

燃
料

取
替

機
を

使
用

す
る

。
行

為
→

課
長

（
燃

料
技

術
）

×

課
長

（
燃

料
技

術
）
は

，
原

子
炉

運
転

の
た

め
の

燃
料

配
置

を
変

更
す

る
場

合
は

，
燃

料
を

装
荷

す
る

ま
で

に
取

替
炉

心
の

配
置

お
よ

び
燃

料
配

置
を

変
更

す
る

体
制

を
燃

料
取

替
実

施
計

画
に

定
め

，
第

２
項

に
定

め
る

評
価

お
よ

び
確

認
の

結
果

を
含

め
て

原
子

炉
主

任
技

術
者

の
確

認
を

得
て

所
長

の
承

認
を

得
る

。
行

為
→

課
長

（
燃

料
技

術
）

→
炉

主
任

の
確

認
→

炉
主

任
の

職
務

遂
行

２
．

課
長

（
燃

料
技

術
）
は

，
取

替
炉

心
ご

と
に

原
子

炉
の

運
転

履
歴

お
よ

び
燃

料
配

置
等

の
変

動
に

よ
っ

て
生

じ
る

炉
心

特
性

の
変

化
を

考
慮

し
，

原
子

炉
設

置
（
変

更
）
許

可
申

請
書

に
基

づ
き

設
定

す
る

制
限

値
（
燃

料
の

熱
・
機

械
設

計
，

核
設

計
，

熱
水

力
設

計
，

安
定

性
お

よ
び

安
全

評
価

の
解

析
入

力
値

ま
た

は
制

限
値

に
基

づ
き

設
定

）
を

満
足

す
る

こ
と

を
確

認
す

る
た

め
，

次
号

を
実

施
す

る
。

行
為

→
課

長
（
燃

料
技

術
）

×

（
１

）
第

１
項

の
燃

料
取

替
実

施
計

画
を

定
め

る
前

に
，

燃
料

を
装

荷
し

た
後

の
原

子
炉

起
動

か
ら

次
回

定
期

事
業

者
検

査
を

開
始

す
る

た
め

に
原

子
炉

を
停

止
す

る
ま

で
の

期
間

に
わ

た
り

原
子

炉
を

所
定

の
出

力
で

運
転

で
き

る
よ

う
に

設
定

し
た

取
替

炉
心

の
燃

焼
度

を
用

い
て

，
以

下
の

項
目

に
つ

い
て

取
替

炉
心

の
安

全
性

評
価

を
行

い
，

そ
の

評
価

結
果

が
制

限
値

を
満

足
し

て
い

る
こ

と
を

確
認

す
る

。
な

お
，

評
価

に
は

，
妥

当
性

を
確

認
し

た
計

算
コ

ー
ド

を
用

い
る

こ
と

と
し

，
妥

当
性

を
確

認
す

る
体

制
を

あ
ら

か
じ

め
定

め
る

。

定
義

×

ａ
．

停
止

余
裕

内
容

×
ｂ
．

最
小

限
界

出
力

比
内

容
×

ｃ
．

燃
料

棒
最

大
線

出
力

密
度

内
容

×
ｄ
．

燃
料

集
合

体
最

高
燃

焼
度

内
容

×
ｅ
．

燃
料

の
出

力
履

歴
内

容
×

ｆ．
核

熱
水

力
安

定
性

（
チ

ャ
ン

ネ
ル

水
力

学
的

安
定

性
，

炉
心

安
定

性
お

よ
び

領
域

安
定

性
）

内
容

×
ｇ
．

減
速

材
ボ

イ
ド

係
数

内
容

×
ｈ

．
ス

ク
ラ

ム
反

応
度

曲
線

内
容

×

ｉ．
制

御
棒

の
最

大
反

応
度

価
値

※
１

内
容

×

ｊ．
ほ

う
酸

水
注

入
時

の
実

効
増

倍
率

内
容

×

３
．

燃
料

を
装

荷
し

た
後

に
，

第
２

項
で

評
価

に
用

い
た

期
間

を
延

長
す

る
場

合
に

は
，

あ
ら

か
じ

め
課

長
（
燃

料
技

術
）
は

，
そ

の
延

長
す

る
期

間
も

含
め

第
２

項
に

定
め

る
評

価
お

よ
び

確
認

を
行

い
，

原
子

炉
主

任
技

術
者

の
確

認
を

得
て

，
所

長
に

報
告

す
る

。
た

だ
し

，
延

長
後

の
期

間
に

わ
た

り
原

子
炉

を
運

転
で

き
る

取
替

炉
心

の
燃

焼
度

が
，

第
２

項
の

評
価

に
用

い
た

取
替

炉
心

の
燃

焼
度

を
超

え
て

い
な

い
場

合
は

除
く

。
行

為
→

課
長

（
燃

料
技

術
）

→
炉

主
任

の
確

認
→

炉
主

任
の

職
務

遂
行

課
長

（
燃

料
技

術
）
は

，
原

子
炉

内
お

よ
び

原
子

炉
と

燃
料

プ
ー

ル
間

の
燃

料
移

動
を

実
施

す
る

場
合

は
，

あ
ら

か
じ

め
次

の
各

号
を

満
足

す
る

燃
料

移
動

手
順

を
作

成
す

る
。

行
為

→
課

長
（
燃

料
技

術
）

×

（
１

）
制

御
棒

を
引

き
抜

く
セ

ル
に

つ
い

て
は

，
燃

料
を

す
べ

て
取

り
出

し
て

お
く

。
内

容
×

（
２

）
燃

料
を

装
荷

す
る

セ
ル

に
つ

い
て

は
，

制
御

棒
を

全
挿

入
し

て
お

く
。

内
容

×
（
３

）
原

子
炉

運
転

の
た

め
の

燃
料

配
置

に
変

更
す

る
場

合
は

，
燃

料
取

替
実

施
計

画
に

定
め

る
取

替
炉

心
の

配
置

と
一

致
さ

せ
る

。
内

容
×

（
４

）
（
１

）
ま

た
は

（
２

）
を

満
足

し
な

い
セ

ル
が

あ
る

場
合

は
，

当
該

セ
ル

に
隣

接
す

る
セ

ル
の

燃
料

を
す

べ
て

取
り

出
す

。
内

容
×

当
直

長
は

，
第

８
２

条
の

燃
料

移
動

手
順

に
従

い
，

燃
料

取
替

機
を

使
用

し
て

燃
料

移
動

を
行

う
。

行
為

→
当

直
長

×
２

．
当

直
長

は
，

燃
料

移
動

時
に

全
制

御
棒

が
全

挿
入

の
場

合
は

，
表

８
３

－
１

－
ａ
に

つ
い

て
確

認
す

る
。

行
為

→
当

直
長

×
３

．
当

直
長

は
，

前
項

の
確

認
が

で
き

な
い

場
合

は
，

表
８

３
－

２
－

ａ
の

措
置

を
講

じ
る

。
行

為
→

当
直

長
×

４
．

当
直

長
は

，
燃

料
移

動
時

に
制

御
棒

引
き

抜
き

を
伴

う
場

合
は

，
表

８
３

－
１

－
ｂ
に

つ
い

て
確

認
す

る
。

行
為

→
当

直
長

×
５

．
当

直
長

は
，

前
項

の
確

認
が

で
き

な
い

場
合

は
，

表
８

３
－

２
－

ｂ
の

措
置

を
講

じ
る

。
行

為
→

当
直

長
×

６
．

当
直

長
は

，
第

２
項

か
ら

第
５

項
の

実
施

に
あ

た
っ

て
は

，
第

７
１

条
か

ら
第

７
４

条
に

準
拠

す
る

。
行

為
→

当
直

長
×

燃
料

の
検

査

燃
料

の
取

替
実

施
計

画

燃
料

移
動

手
順

燃
料

移
動

新
燃

料
の

貯
蔵

第
8
3
条

第
8
2
条

第
8
1
条

第
8
0
条

第
7
9
条

第
7
8
条
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保
安
規
定
の
各
条
文
に
お
け
る
相
反
性
に
か
か
る
検
討
結
果

島
根

原
子

力
発

電
所

原
子

炉
施

設
保

安
規

定
炉

主
任

の
関

与
規

定
の

性
質

行
為

の
実

施
者

行
為

の
内

容

課
長

（
燃

料
技

術
）
は

，
使

用
済

燃
料

（
以

下
，

照
射

さ
れ

た
燃

料
を

含
む

。
）
を

貯
蔵

す
る

場
合

は
，

次
の

各
号

を
遵

守
す

る
。

行
為

→
課

長
（
燃

料
技

術
）

×
（
１

）
各

号
炉

の
使

用
済

燃
料

を
表

８
４

に
定

め
る

燃
料

プ
ー

ル
に

貯
蔵

す
る

こ
と

。
内

容
×

（
２

）
燃

料
プ

ー
ル

の
目

に
つ

き
や

す
い

箇
所

に
燃

料
貯

蔵
施

設
で

あ
る

旨
お

よ
び

貯
蔵

上
の

注
意

事
項

を
掲

示
す

る
こ

と
。

内
容

×
（
３

）
燃

料
取

替
機

を
使

用
す

る
こ

と
。

内
容

×
（
４

）
燃

料
プ

ー
ル

に
お

い
て

燃
料

が
臨

界
に

達
し

な
い

措
置

が
講

じ
ら

れ
て

い
る

こ
と

を
確

認
す

る
こ

と
。

内
容

×

（
５

）
使

用
済

燃
料

貯
蔵

ラ
ッ

ク
に

収
納

す
る

こ
と

が
適

切
で

は
な

い
と

判
断

し
た

使
用

済
燃

料
に

つ
い

て
は

，
破

損
燃

料
収

納
容

器
に

収
納

す
る

等
の

措
置

を
講

じ
る

こ
と

。
内

容
×

（
６

）
原

子
炉

に
全

て
の

燃
料

が
装

荷
さ

れ
て

い
る

状
態

で
，

燃
料

プ
ー

ル
に

１
炉

心
以

上
の

使
用

済
燃

料
貯

蔵
ラ

ッ
ク

の
空

き
容

量
を

確
保

す
る

こ
と

（
２

号
炉

）
。

内
容

×

２
．

各
課

長
は

，
燃

料
プ

ー
ル

周
辺

に
設

置
す

る
設

備
に

つ
い

て
，

燃
料

プ
ー

ル
に

影
響

を
及

ぼ
す

落
下

物
と

な
る

可
能

性
が

考
え

ら
れ

る
場

合
は

，
落

下
を

防
止

す
る

措
置

を
講

じ
る

こ
と

（
２

号
炉

）
。

行
為

→
各

課
長

×
５

職
位

は
重

大
事

故
時

の
要

員
と

な
っ

て
い

な
い

課
長

（
燃

料
技

術
）
は

，
使

用
済

燃
料

輸
送

容
器

か
ら

使
用

済
燃

料
を

取
り

出
す

場
合

は
，

燃
料

プ
ー

ル
に

お
い

て
，

燃
料

取
替

機
を

使
用

す
る

。
行

為
→

課
長

（
燃

料
技

術
）

×
２

．
課

長
（
燃

料
技

術
）
は

，
発

電
所

内
に

お
い

て
使

用
済

燃
料

を
運

搬
す

る
場

合
は

，
運

搬
前

に
次

の
各

号
を

確
認

し
，

燃
料

プ
ー

ル
に

お
い

て
，

使
用

済
燃

料
輸

送
容

器
に

収
納

す
る

。
行

為
→

課
長

（
燃

料
技

術
）

×

（
１

）
法

令
に

適
合

す
る

容
器

を
使

用
す

る
こ

と
。

内
容

×
（
２

）
燃

料
取

替
機

を
使

用
す

る
こ

と
。

内
容

×
（
３

）
使

用
済

燃
料

が
臨

界
に

達
し

な
い

措
置

を
講

じ
る

こ
と

。
内

容
×

（
４

）
収

納
す

る
使

用
済

燃
料

の
タ

イ
プ

お
よ

び
冷

却
期

間
が

，
使

用
済

燃
料

輸
送

容
器

の
収

納
条

件
に

適
合

し
て

い
る

こ
と

。
内

容
×

（
５

）
原

子
炉

建
物

天
井

ク
レ

ー
ン

に
よ

り
使

用
済

燃
料

輸
送

容
器

を
燃

料
プ

ー
ル

上
で

取
り

扱
う

場
合

は
，

キ
ャ

ス
ク

置
場

ゲ
ー

ト
を

閉
止

す
る

こ
と

お
よ

び
使

用
済

燃
料

輸
送

容
器

の
移

動
範

囲
や

移
動

速
度

を
制

限
す

る
こ

と
（
２

号
炉

）
。

内
容

×

３
．

課
長

（
燃

料
技

術
）
は

，
発

電
所

内
に

お
い

て
，

使
用

済
燃

料
を

収
納

し
た

使
用

済
燃

料
輸

送
容

器
を

運
搬

す
る

場
合

は
，

運
搬

前
に

次
の

各
号

を
確

認
す

る
。

た
だ

し
，

管
理

区
域

内
で

運
搬

す
る

場
合

に
つ

い
て

は
，

（
３

）
か

ら
（
６

）
の

適
用

を
除

く
。

行
為

→
課

長
（
燃

料
技

術
）

×

（
１

）
容

器
の

車
両

へ
の

積
付

け
は

，
運

搬
中

に
移

動
，

転
倒

ま
た

は
転

落
を

防
止

す
る

措
置

を
講

じ
る

こ
と

。
内

容
×

（
２

）
法

令
に

定
め

る
危

険
物

と
混

載
し

な
い

こ
と

。
内

容
×

（
３

）
運

搬
経

路
に

標
識

を
設

け
る

こ
と

等
の

方
法

に
よ

り
，

関
係

者
以

外
の

者
お

よ
び

他
の

車
両

の
立

入
を

制
限

す
る

と
と

も
に

，
必

要
な

箇
所

に
見

張
り

人
を

配
置

す
る

こ
と

。
内

容
×

（
４

）
車

両
を

徐
行

さ
せ

る
こ

と
。

内
容

×
（
５

）
核

燃
料

物
質

の
取

扱
い

に
関

し
，

相
当

の
知

識
お

よ
び

経
験

を
有

す
る

者
を

同
行

さ
せ

，
保

安
の

た
め

に
必

要
な

監
督

を
行

わ
せ

る
こ

と
。

内
容

×
（
６

）
容

器
お

よ
び

車
両

の
適

当
な

箇
所

に
法

令
に

定
め

る
標

識
を

つ
け

る
こ

と
。

内
容

×

４
．

課
長

（
放

射
線

管
理

）
は

，
使

用
済

燃
料

を
収

納
し

た
使

用
済

燃
料

輸
送

容
器

を
管

理
区

域
外

に
お

い
て

運
搬

す
る

場
合

は
，

運
搬

前
に

容
器

等
の

線
量

当
量

率
が

法
令

に
定

め
る

値
を

超
え

て
い

な
い

こ
と

お
よ

び
容

器
等

の
表

面
汚

染
密

度
が

法
令

に
定

め
る

表
面

密
度

限
度

の
１

０
分

の
１

を
超

え
て

い
な

い
こ

と
を

確
認

す
る

。
た

だ
し

，
第

９
２

条
（
管

理
区

域
内

に
お

け
る

区
域

区
分

）
第

１
項

（
１

）
に

定
め

る
区

域
か

ら
運

搬
す

る
場

合
は

，
表

面
汚

染
密

度
に

つ
い

て
確

認
を

省
略

で
き

る
。

行
為

→
課

長
（
放

射
線

管
理

）
×

５
．

課
長

（
放

射
線

管
理

）
は

，
課

長
（
燃

料
技

術
）
が

管
理

区
域

内
で

第
９

２
条

（
管

理
区

域
内

に
お

け
る

区
域

区
分

）
第

１
項

（
１

）
に

定
め

る
区

域
に

使
用

済
燃

料
を

収
納

し
た

使
用

済
燃

料
輸

送
容

器
を

移
動

す
る

場
合

は
，

移
動

前
に

容
器

等
の

表
面

汚
染

密
度

が
法

令
に

定
め

る
表

面
密

度
限

度
の

１
０

分
の

１
を

超
え

て
い

な
い

こ
と

を
確

認
す

る
。

行
為

→
課

長
（
放

射
線

管
理

）
×

６
．

課
長

（
燃

料
技

術
）
は

，
使

用
済

燃
料

を
発

電
所

外
に

運
搬

す
る

場
合

は
，

輸
送

物
が

法
令

に
定

め
ら

れ
た

技
術

基
準

に
適

合
す

る
よ

う
，

措
置

を
講

じ
る

。
行

為
→

課
長

（
燃

料
技

術
）

×
７

.検
査

総
括

責
任

者
は

，
第

４
条

に
定

め
る

保
安

に
関

す
る

組
織

の
う

ち
，

使
用

済
燃

料
の

運
搬

に
関

す
る

組
織

と
は

別
の

組
織

の
者

を
，

検
査

実
施

責
任

者
と

し
て

指
名

す
る

。
行

為
→

検
査

総
括

責
任

者
×

８
．

前
項

の
検

査
実

施
責

任
者

は
，

使
用

済
燃

料
を

発
電

所
外

に
運

搬
す

る
場

合
は

，
輸

送
物

が
法

令
に

定
め

ら
れ

た
技

術
基

準
に

適
合

し
た

も
の

で
あ

る
こ

と
を

確
認

す
る

た
め

に
，

次
の

検
査

を
実

施
す

る
。

使
用

済
燃

料
を

他
の

号
炉

に
運

搬
を

す
る

場
合

に
も

同
様

の
検

査
を

実
施

す
る

。
行

為
→

検
査

実
施

責
任

者
×

（
１

）
外

観
検

査
内

容
×

（
２

）
気

密
漏

え
い

検
査

内
容

×
（
３

）
圧

力
測

定
検

査
内

容
×

（
４

）
線

量
当

量
率

検
査

内
容

×
（
５

）
未

臨
界

検
査

内
容

×
（
６

）
温

度
測

定
検

査
内

容
×

（
７

）
吊

上
検

査
内

容
×

（
８

）
重

量
検

査
内

容
×

（
９

）
収

納
物

検
査

内
容

×
（
1
0
）
表

面
密

度
検

査
内

容
×

９
．

課
長

（
燃

料
技

術
）
は

，
使

用
済

燃
料

を
発

電
所

外
に

運
搬

す
る

場
合

は
，

所
長

の
承

認
を

得
る

。
行

為
→

課
長

（
燃

料
技

術
）

×

第
8
5
条

発
電

所
に

お
け

る
放

射
性

廃
棄

物
に

係
る

保
安

活
動

は
，

放
射

性
物

質
の

放
出

に
よ

る
公

衆
の

被
ば

く
を

，
定

め
ら

れ
た

限
度

以
下

で
あ

っ
て

か
つ

合
理

的
に

達
成

可
能

な
限

り
低

い
水

準
に

保
つ

よ
う

実
施

す
る

。
定

義
×

第
8
5
条

の
2

本
章

で
い

う
測

定
頻

度
等

に
関

す
る

考
え

方
は

，
表

８
５

の
２

の
と

お
り

と
す

る
。

定
義

×

放
射

性
廃

棄
物

管
理

に
係

る
基

本
方

針

頻
度

の
定

義

放
射

性
固

体
廃

棄
物

の
管

理

使
用

済
燃

料
の

貯
蔵

使
用

済
燃

料
の

運
搬

第
8
4
条

の
2

第
8
4
条
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保
安
規
定
の
各
条
文
に
お
け
る
相
反
性
に
か
か
る
検
討
結
果

島
根

原
子

力
発

電
所

原
子

炉
施

設
保

安
規

定
炉

主
任

の
関

与
規

定
の

性
質

行
為

の
実

施
者

行
為

の
内

容

課
長

（
放

射
線

管
理

）
，

課
長

（
燃

料
技

術
）
お

よ
び

課
長

（
発

電
）
は

，
次

に
定

め
る

放
射

性
固

体
廃

棄
物

等
の

種
類

に
応

じ
て

，
そ

れ
ぞ

れ
定

め
ら

れ
た

処
理

を
施

し
た

う
え

で
，

当
該

の
廃

棄
施

設
等

に
貯

蔵
※

１
ま

た
は

保
管

す
る

。
行

為
→

課
長

（
放

射
線

管
理

）
（
燃

料
技

術
）
（
発

電
）

×

（
１

）
濃

縮
廃

液
（
ラ

ン
ド

リ
・
ド

レ
ン

系
の

濃
縮

器
か

ら
発

生
し

た
濃

縮
廃

液
は

除
く

。
）
は

，
課

長
（
発

電
）
が

ド
ラ

ム
詰

装
置

（
３

号
炉

に
つ

い
て

は
，

「
固

化
装

置
」
と

読
み

か
え

る
。

以
下

同
じ

。
）
で

ド
ラ

ム
缶

等
の

容
器

に
固

型
化

し
，

課
長

（
放

射
線

管
理

）
が

固
体

廃
棄

物
貯

蔵
所

（
以

下
「
貯

蔵
所

」
と

い
う

。
）
に

保
管

す
る

。
ラ

ン
ド

リ
・
ド

レ
ン

系
の

濃
縮

器
か

ら
発

生
し

た
濃

縮
廃

液
は

，
課

長
（
発

電
）
が

雑
固

体
廃

棄
物

焼
却

設
備

で
焼

却
し

，
焼

却
灰

を
ド

ラ
ム

缶
等

の
容

器
に

封
入

し
た

う
え

で
，

課
長

（
放

射
線

管
理

）
が

貯
蔵

所
に

保
管

す
る

。

行
為

→
課

長
（
放

射
線

管
理

）
（
発

電
）

×

（
２

）
原

子
炉

内
で

照
射

さ
れ

た
使

用
済

制
御

棒
，

チ
ャ

ン
ネ

ル
ボ

ッ
ク

ス
等

は
，

課
長

（
燃

料
技

術
）
が

燃
料

プ
ー

ル
に

貯
蔵

ま
た

は
サ

イ
ト
バ

ン
カ

に
保

管
す

る
。

た
だ

し
，

封
入

ま
た

は
し

ゃ
へ

い
等

の
措

置
に

よ
り

課
長

（
放

射
線

管
理

）
が

貯
蔵

所
に

保
管

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
行

為
→

課
長

（
放

射
線

管
理

）
（
燃

料
技

術
）

×

（
３

）
使

用
済

樹
脂

お
よ

び
フ

ィ
ル

タ
ス

ラ
ッ

ジ
（
３

号
炉

に
つ

い
て

は
，

「
廃

ス
ラ

ッ
ジ

」
と

読
み

か
え

る
。

以
下

同
じ

。
）
は

，
課

長
（
発

電
）
が

廃
樹

脂
タ

ン
ク

等
に

貯
蔵

ま
た

は
ド

ラ
ム

詰
装

置
で

ド
ラ

ム
缶

等
の

容
器

に
固

型
化

し
，

課
長

（
放

射
線

管
理

）
が

貯
蔵

所
に

保
管

す
る

。
ま

た
は

課
長

（
発

電
）
が

雑
固

体
廃

棄
物

焼
却

設
備

で
焼

却
し

，
焼

却
灰

を
ド

ラ
ム

缶
等

の
容

器
に

封
入

し
た

う
え

で
，

課
長

（
放

射
線

管
理

）
が

貯
蔵

所
に

保
管

す
る

。
行

為
→

課
長

（
放

射
線

管
理

）
（
発

電
）

×

（
４

）
そ

の
他

の
雑

固
体

廃
棄

物
は

，
各

課
長

が
ド

ラ
ム

缶
等

の
容

器
に

封
入

す
る

こ
と

等
に

よ
り

汚
染

の
広

が
り

を
防

止
す

る
措

置
を

講
じ

，
課

長
（
放

射
線

管
理

）
が

貯
蔵

所
に

保
管

す
る

。
な

お
，

ド
ラ

ム
缶

等
の

容
器

に
封

入
す

る
に

あ
た

っ
て

は
，

以
下

の
処

理
を

行
う

こ
と

が
で

き
る

。
行

為
→

各
課

長
課

長
（
放

射
線

管
理

）
×

ａ
．

焼
却

す
る

場
合

は
，

課
長

（
発

電
）
が

雑
固

体
廃

棄
物

焼
却

設
備

で
焼

却
す

る
。

行
為

→
課

長
（
発

電
）

×
ｂ
．

圧
縮

減
容

す
る

場
合

は
，

課
長

（
放

射
線

管
理

）
が

減
容

機
で

圧
縮

減
容

す
る

。
行

為
→

課
長

（
放

射
線

管
理

）
×

ｃ
．

溶
融

す
る

場
合

は
，

課
長

（
発

電
）
が

雑
固

体
廃

棄
物

処
理

設
備

で
溶

融
す

る
。

行
為

→
課

長
（
発

電
）

×
２

．
各

課
長

は
，

放
射

性
固

体
廃

棄
物

を
封

入
ま

た
は

固
型

化
し

た
ド

ラ
ム

缶
等

の
容

器
に

は
，

放
射

性
廃

棄
物

を
示

す
標

識
を

付
け

，
か

つ
表

１
１

９
－

１
の

放
射

性
固

体
廃

棄
物

に
係

る
記

録
と

照
合

で
き

る
整

理
番

号
を

つ
け

る
。

行
為

→
各

課
長

×

３
．

各
課

長
は

，
次

の
事

項
を

確
認

す
る

と
と

も
に

，
そ

の
結

果
異

常
が

認
め

ら
れ

た
場

合
は

，
必

要
な

措
置

を
講

じ
る

。
定

義
×

（
１

）
課

長
（
放

射
線

管
理

）
は

，
貯

蔵
所

に
お

け
る

放
射

性
固

体
廃

棄
物

の
保

管
状

況
を

確
認

す
る

た
め

に
，

１
週

間
に

１
回

貯
蔵

所
を

巡
視

す
る

と
と

も
に

，
３

箇
月

に
１

回
保

管
量

を
確

認
す

る
。

行
為

→
課

長
（
放

射
線

管
理

）
×

（
２

）
課

長
（
発

電
）
は

,廃
樹

脂
タ

ン
ク

等
に

お
け

る
使

用
済

樹
脂

お
よ

び
フ

ィ
ル

タ
ス

ラ
ッ

ジ
の

貯
蔵

状
況

を
監

視
し

，
３

箇
月

に
１

回
貯

蔵
量

を
確

認
す

る
。

行
為

→
課

長
（
発

電
）

×

（
３

）
課

長
（
燃

料
技

術
）
は

，
サ

イ
ト
バ

ン
カ

に
お

け
る

原
子

炉
内

で
照

射
さ

れ
た

使
用

済
制

御
棒

，
チ

ャ
ン

ネ
ル

ボ
ッ

ク
ス

等
の

保
管

状
況

を
確

認
す

る
た

め
に

，
１

箇
月

に
１

回
サ

イ
ト
バ

ン
カ

を
巡

視
す

る
と

と
も

に
，

３
箇

月
に

１
回

保
管

量
を

確
認

す
る

。
ま

た
，

燃
料

プ
ー

ル
に

お
け

る
原

子
炉

内
で

照
射

さ
れ

た
使

用
済

制
御

棒
，

チ
ャ

ン
ネ

ル
ボ

ッ
ク

ス
等

に
つ

い
て

，
３

箇
月

に
１

回
貯

蔵
量

を
確

認
す

る
。

行
為

→
課

長
（
燃

料
技

術
）

×

４
．

課
長

（
放

射
線

管
理

）
は

貯
蔵

所
，

課
長

（
燃

料
技

術
）
は

サ
イ

ト
バ

ン
カ

の
目

に
つ

き
や

す
い

場
所

に
管

理
上

の
注

意
事

項
を

掲
示

す
る

。
行

為
→

課
長

（
放

射
線

管
理

）
（
燃

料
技

術
）

×

５
．

課
長

（
放

射
線

管
理

）
ま

た
は

課
長

（
燃

料
技

術
）
は

，
管

理
区

域
外

に
放

射
性

固
体

廃
棄

物
を

運
搬

す
る

場
合

は
，

次
の

措
置

を
講

じ
，

運
搬

前
に

こ
れ

ら
の

措
置

の
実

施
状

況
を

確
認

す
る

。
行

為
→

課
長

（
放

射
線

管
理

）
（
燃

料
技

術
）

×

（
１

）
法

令
に

適
合

す
る

容
器

に
封

入
し

て
運

搬
す

る
こ

と
。

た
だ

し
，

放
射

性
固

体
廃

棄
物

の
放

射
能

濃
度

が
法

令
に

定
め

る
限

度
を

超
え

な
い

場
合

で
あ

っ
て

，
法

令
に

定
め

る
障

害
防

止
の

措
置

を
講

じ
た

場
合

は
，

こ
の

限
り

で
な

い
。

内
容

×

（
２

）
容

器
等

の
車

両
へ

の
積

付
け

は
，

運
搬

中
に

移
動

，
転

倒
ま

た
は

転
落

を
防

止
す

る
措

置
を

講
じ

る
こ

と
。

内
容

×
（
３

）
法

令
に

定
め

る
危

険
物

と
混

載
し

な
い

こ
と

。
内

容
×

（
４

）
容

器
等

の
適

当
な

箇
所

に
法

令
に

定
め

る
標

識
を

付
け

る
こ

と
。

内
容

×
（
５

）
運

搬
経

路
に

標
識

を
設

け
る

こ
と

等
の

方
法

に
よ

り
，

関
係

者
以

外
の

者
お

よ
び

他
の

車
両

の
立

入
り

を
制

限
す

る
と

と
も

に
，

必
要

な
箇

所
に

見
張

人
を

配
置

す
る

こ
と

。
内

容
×

（
６

）
車

両
を

徐
行

さ
せ

る
こ

と
。

内
容

×
（
７

）
核

燃
料

物
質

等
の

取
扱

い
に

関
し

，
相

当
の

知
識

お
よ

び
経

験
を

有
す

る
者

を
同

行
さ

せ
，

保
安

の
た

め
に

必
要

な
監

督
を

行
わ

せ
る

こ
と

。
内

容
×

６
．

課
長

（
放

射
線

管
理

）
は

，
前

項
の

運
搬

に
お

い
て

，
運

搬
前

に
容

器
等

の
線

量
当

量
率

が
法

令
に

定
め

る
値

を
超

え
て

い
な

い
こ

と
お

よ
び

容
器

等
の

表
面

汚
染

密
度

が
法

令
に

定
め

る
表

面
密

度
限

度
の

1
0
分

の
１

を
超

え
て

い
な

い
こ

と
を

確
認

す
る

。
た

だ
し

，
第

９
２

条
（
管

理
区

域
内

に
お

け
る

区
域

区
分

）
第

１
項

（
１

）
に

定
め

る
区

域
か

ら
運

搬
す

る
場

合
は

，
表

面
汚

染
密

度
に

つ
い

て
の

確
認

を
省

略
で

き
る

。
行

為
→

課
長

（
放

射
線

管
理

）
×

７
．

課
長

（
放

射
線

管
理

）
は

，
各

課
長

が
管

理
区

域
内

で
第

９
２

条
（
管

理
区

域
内

に
お

け
る

区
域

区
分

）
第

１
項

（
１

）
に

定
め

る
区

域
に

放
射

性
固

体
廃

棄
物

を
移

動
す

る
場

合
は

，
容

器
等

の
表

面
汚

染
密

度
が

法
令

に
定

め
る

表
面

密
度

限
度

の
1
0
分

の
１

を
超

え
て

い
な

い
こ

と
を

確
認

す
る

。
行

為
→

課
長

（
放

射
線

管
理

）
×

８
．

課
長

（
放

射
線

管
理

）
は

，
放

射
性

固
体

廃
棄

物
を

発
電

所
外

に
廃

棄
す

る
場

合
は

，
次

の
事

項
を

実
施

す
る

。
行

為
→

課
長

（
放

射
線

管
理

）
×

（
１

）
埋

設
す

る
放

射
性

固
体

廃
棄

物
に

関
す

る
記

録
を

作
成

し
，

発
電

所
外

の
廃

棄
に

関
す

る
措

置
の

実
施

状
況

を
確

認
す

る
。

内
容

×
（
２

）
発

電
所

外
の

廃
棄

施
設

の
廃

棄
事

業
者

へ
埋

設
す

る
放

射
性

固
体

廃
棄

物
に

関
す

る
記

録
を

引
き

渡
す

。
内

容
×

（
３

）
放

射
性

固
体

廃
棄

物
を

発
電

所
外

に
廃

棄
す

る
に

あ
た

っ
て

，
所

長
の

承
認

を
得

る
。

内
容

×
９

．
課

長
（
放

射
線

管
理

）
は

，
発

電
所

外
に

放
射

性
固

体
廃

棄
物

を
運

搬
す

る
場

合
は

，
所

長
の

承
認

を
得

る
。

行
為

→
課

長
（
放

射
線

管
理

）
×

1
0
．

課
長

（
放

射
線

管
理

）
は

，
前

項
の

運
搬

に
お

い
て

，
運

搬
前

に
次

の
事

項
を

確
認

す
る

。
行

為
→

課
長

（
放

射
線

管
理

）
×

（
１

）
法

令
に

適
合

す
る

容
器

に
封

入
さ

れ
て

い
る

こ
と

。
内

容
×

（
２

）
法

令
に

定
め

る
書

類
お

よ
び

物
品

以
外

の
も

の
が

収
納

さ
れ

て
い

な
い

こ
と

。
内

容
×

1
1
．

課
長

（
放

射
線

管
理

）
は

，
第

９
項

の
運

搬
に

お
い

て
，

運
搬

前
に

容
器

等
の

線
量

当
量

率
が

法
令

に
定

め
る

値
を

超
え

て
い

な
い

こ
と

お
よ

び
容

器
等

の
表

面
汚

染
密

度
が

法
令

に
定

め
る

表
面

密
度

限
度

を
超

え
て

い
な

い
こ

と
を

確
認

す
る

。
た

だ
し

，
第

９
２

条
（
管

理
区

域
内

に
お

け
る

区
域

区
分

）
第

１
項

（
１

）
に

定
め

る
区

域
か

ら
運

搬
す

る
場

合
は

，
表

面
汚

染
密

度
に

つ
い

て
の

確
認

を
省

略
で

き
る

。
行

為
→

課
長

（
放

射
線

管
理

）
×

1
2
．

電
源

事
業

本
部

部
長

（
原

子
力

安
全

技
術

）
は

，
輸

入
廃

棄
物

を
廃

棄
物

管
理

設
備

に
廃

棄
す

る
場

合
は

，
当

該
輸

入
廃

棄
物

が
法

令
で

定
め

る
基

準
に

適
合

し
た

も
の

で
あ

る
こ

と
を

確
実

に
す

る
。

行
為

→
電

源
事

業
本

部
部

長
（
原

子
力

安
全

技
術

）
×

1
3
．

電
源

事
業

本
部

部
長

（
原

子
力

安
全

技
術

）
は

，
輸

入
廃

棄
物

が
法

令
で

定
め

る
基

準
に

適
合

す
る

こ
と

を
確

認
す

る
た

め
，

輸
入

廃
棄

物
の

管
理

に
関

す
る

業
務

を
行

う
組

織
と

は
別

の
組

織
の

者
が

検
査

実
施

責
任

者
お

よ
び

検
査

員
と

し
て

実
施

す
る

検
査

を
統

括
す

る
。

行
為

→
電

源
事

業
本

部
部

長
（
原

子
力

安
全

技
術

）
×

放
射

性
廃

棄
物

で
な

い
廃

棄
物

の
管

理

第
8
6
条
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保
安
規
定
の
各
条
文
に
お
け
る
相
反
性
に
か
か
る
検
討
結
果

島
根

原
子

力
発

電
所

原
子

炉
施

設
保

安
規

定
炉

主
任

の
関

与
規

定
の

性
質

行
為

の
実

施
者

行
為

の
内

容

「
原

子
力

施
設

に
お

い
て

設
置

さ
れ

た
資

材
等

ま
た

は
使

用
さ

れ
た

物
品

で
あ

っ
て

「
核

燃
料

物
質

お
よ

び
核

燃
料

物
質

に
よ

っ
て

汚
染

さ
れ

た
物

で
廃

棄
し

よ
う

と
す

る
も

の
」
で

な
い

廃
棄

物
」
（
以

下
，

「
放

射
性

廃
棄

物
で

な
い

廃
棄

物
」
と

い
う

。
）
の

判
断

を
し

よ
う

と
す

る
対

象
物

の
範

囲
は

，
管

理
区

域
内

に
お

い
て

設
置

さ
れ

た
金

属
，

コ
ン

ク
リ

ー
ト
類

，
ガ

ラ
ス

く
ず

，
廃

油
，

プ
ラ

ス
チ

ッ
ク

等
（
以

下
，

本
条

に
お

い
て

「
資

材
等

」
と

い
う

。
）
お

よ
び

管
理

区
域

内
に

お
い

て
使

用
さ

れ
た

工
具

類
等

（
以

下
，

本
条

に
お

い
て

「
物

品
」
と

い
う

。
）
と

す
る

。

定
義

×

２
．

課
長

（
放

射
線

管
理

）
は

，
管

理
区

域
内

に
お

い
て

設
置

さ
れ

た
資

材
等

ま
た

は
使

用
さ

れ
た

物
品

を
「
放

射
性

廃
棄

物
で

な
い

廃
棄

物
」
と

判
断

す
る

場
合

は
，

次
の

各
号

に
基

づ
き

実
施

す
る

。
行

為
→

課
長

（
放

射
線

管
理

）
×

（
１

）
汚

染
の

お
そ

れ
の

な
い

管
理

区
域

に
お

い
て

設
置

さ
れ

た
資

材
等

に
つ

い
て

は
，

適
切

な
汚

染
防

止
対

策
が

行
わ

れ
て

い
る

こ
と

を
確

認
し

た
上

で
，

適
切

に
管

理
さ

れ
た

使
用

履
歴

，
設

置
状

況
の

記
録

等
に

よ
り

汚
染

が
な

い
こ

と
を

判
断

す
る

。
内

容
×

（
２

）
汚

染
の

お
そ

れ
の

な
い

管
理

区
域

以
外

の
管

理
区

域
に

お
い

て
設

置
さ

れ
た

資
材

等
に

つ
い

て
は

，
適

切
な

汚
染

防
止

対
策

が
行

わ
れ

て
い

る
こ

と
を

確
認

し
た

上
で

，
適

切
に

管
理

さ
れ

た
使

用
履

歴
，

設
置

状
況

の
記

録
等

に
よ

り
汚

染
が

な
い

こ
と

を
判

断
す

る
。

な
お

，
汚

染
さ

れ
た

資
材

等
に

つ
い

て
，

汚
染

部
位

の
特

定
・
分

離
を

行
っ

た
場

合
に

は
，

残
っ

た
汚

染
さ

れ
て

い
な

い
部

位
は

「
放

射
性

廃
棄

物
で

な
い

廃
棄

物
」
と

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
　

ま
た

，
適

切
な

測
定

方
法

に
よ

り
念

の
た

め
の

放
射

線
測

定
評

価
を

行
い

，
測

定
結

果
が

理
論

検
出

限
界

曲
線

の
検

出
限

界
値

未
満

で
あ

る
こ

と
を

確
認

す
る

。

内
容

×

（
３

）
汚

染
の

お
そ

れ
の

な
い

管
理

区
域

で
使

用
さ

れ
た

物
品

に
つ

い
て

は
，

適
切

に
管

理
さ

れ
た

使
用

履
歴

の
記

録
等

に
よ

り
汚

染
が

な
い

こ
と

を
判

断
す

る
。

内
容

×

（
４

）
汚

染
の

お
そ

れ
の

な
い

管
理

区
域

以
外

の
管

理
区

域
で

使
用

さ
れ

た
物

品
に

つ
い

て
は

，
適

切
な

汚
染

防
止

対
策

が
行

わ
れ

て
い

る
こ

と
を

確
認

し
た

上
で

適
切

に
管

理
さ

れ
た

使
用

履
歴

の
記

録
等

に
よ

り
汚

染
が

な
い

こ
と

を
判

断
す

る
。

　
ま

た
，

適
切

な
測

定
方

法
に

よ
り

念
の

た
め

の
放

射
線

測
定

評
価

を
行

い
，

測
定

結
果

が
理

論
検

出
限

界
曲

線
の

検
出

限
界

値
未

満
で

あ
る

こ
と

を
確

認
す

る
。

内
容

×

３
．

各
課

長
は

，
「
放

射
性

廃
棄

物
で

な
い

廃
棄

物
」
と

判
断

さ
れ

た
も

の
に

つ
い

て
は

，
管

理
区

域
か

ら
搬

出
す

る
ま

で
の

間
，

汚
染

さ
れ

た
も

の
と

の
混

在
防

止
措

置
を

講
じ

る
等

，
所

要
の

管
理

を
行

う
。

行
為

→
各

課
長

×

課
長

（
放

射
線

管
理

）
は

，
原

子
炉

等
規

制
法

に
基

づ
く

設
計

及
び

工
事

計
画

（
変

更
）
認

可
申

請
書

お
よ

び
電

気
事

業
法

に
基

づ
く

工
事

計
画

（
変

更
）
認

可
申

請
書

に
記

載
さ

れ
て

い
る

設
備

・
機

器
等

（
以

下
，

本
条

に
お

い
て

「
設

備
・
機

器
等

」
と

い
う

。
）
に

つ
い

て
，

東
京

電
力

株
式

会
社

福
島

第
一

原
子

力
発

電
所

事
故

由
来

の
放

射
性

物
質

の
降

下
物

（
以

下
，

本
条

に
お

い
て

「
降

下
物

」
と

い
う

。
）
の

影
響

の
有

無
を

確
認

す
る

場
合

は
，

適
切

な
測

定
方

法
に

よ
り

，
降

下
物

の
分

布
調

査
を

行
う

。
行

為
→

課
長

（
放

射
線

管
理

）
×

２
．

各
課

長
は

，
第

１
項

の
確

認
の

結
果

，
理

論
検

出
限

界
曲

線
の

検
出

限
界

値
未

満
で

な
か

っ
た

場
合

，
設

備
・
機

器
等

を
廃

棄
ま

た
は

資
源

と
し

て
有

効
利

用
し

よ
う

と
す

る
際

に
は

，
降

下
物

に
よ

り
汚

染
さ

れ
た

も
の

と
し

て
発

電
所

内
で

適
切

に
管

理
す

る
。

行
為

→
各

課
長

×

課
長

（
発

電
）
は

，
放

射
性

液
体

廃
棄

物
を

放
出

す
る

場
合

は
，

復
水

器
冷

却
水

放
水

路
よ

り
放

出
す

る
と

と
も

に
，

次
の

事
項

を
管

理
す

る
。

行
為

→
課

長
（
発

電
）

×
（
１

）
放

射
性

液
体

廃
棄

物
の

放
出

に
よ

る
復

水
器

冷
却

水
放

水
路

排
水

中
の

放
射

性
物

質
濃

度
の

３
箇

月
平

均
値

が
，

法
令

に
定

め
る

周
辺

監
視

区
域

外
に

お
け

る
水

中
の

濃
度

限
度

を
超

え
な

い
こ

と
。

内
容

×

（
２

）
復

水
器

冷
却

水
放

水
路

排
水

中
の

放
射

性
物

質
（
ト
リ

チ
ウ

ム
を

除
く

。
）
の

放
出

量
が

，
表

８
７

－
１

に
定

め
る

放
出

管
理

目
標

値
を

超
え

な
い

よ
う

に
努

め
る

こ
と

。
内

容
×

２
．

課
長

（
発

電
）
は

，
復

水
器

冷
却

水
放

水
路

排
水

中
の

ト
リ

チ
ウ

ム
の

放
出

量
が

，
表

８
７

－
２

に
定

め
る

放
出

管
理

の
基

準
値

を
超

え
な

い
よ

う
に

努
め

る
。

行
為

→
課

長
（
発

電
）

×
３

．
課

長
（
放

射
線

管
理

）
は

，
表

８
７

-
３

に
定

め
る

項
目

に
つ

い
て

，
同

表
に

定
め

る
頻

度
で

測
定

し
，

そ
の

結
果

を
課

長
（
発

電
）
に

通
知

す
る

。
行

為
→

課
長

（
放

射
線

管
理

）
×

課
長

（
発

電
）
は

，
放

射
性

気
体

廃
棄

物
を

放
出

す
る

場
合

は
，

表
８

８
－

２
に

示
す

排
気

筒
等

よ
り

放
出

す
る

と
と

も
に

，
次

の
事

項
を

管
理

す
る

。
行

為
→

課
長

（
発

電
）

×
（
１

）
排

気
筒

か
ら

の
放

射
性

気
体

廃
棄

物
の

放
出

に
よ

る
周

辺
監

視
区

域
外

の
空

気
中

の
放

射
性

物
質

濃
度

の
３

箇
月

平
均

値
が

，
法

令
に

定
め

る
周

辺
監

視
区

域
外

に
お

け
る

空
気

中
の

濃
度

限
度

を
超

え
な

い
こ

と
。

内
容

×

（
２

）
排

気
筒

か
ら

の
放

射
性

物
質

（
希

ガ
ス

，
よ

う
素

1
3
1
）
の

放
出

量
が

，
表

８
８

－
１

に
定

め
る

放
出

管
理

目
標

値
を

超
え

な
い

よ
う

に
努

め
る

こ
と

。
内

容
×

２
．

課
長

（
放

射
線

管
理

）
は

，
表

８
８

－
２

に
定

め
る

項
目

に
つ

い
て

，
同

表
に

定
め

る
頻

度
で

測
定

し
，

そ
の

結
果

を
課

長
（
発

電
）
に

通
知

す
る

。
行

為
→

課
長

（
放

射
線

管
理

）
×

３
．

表
８

８
－

２
に

示
す

排
気

筒
等

以
外

の
場

所
に

お
い

て
換

気
を

行
う

場
合

は
，

次
の

事
項

を
行

う
。

た
だ

し
，

第
９

２
条

（
管

理
区

域
内

に
お

け
る

区
域

区
分

）
第

１
項

（
１

）
に

定
め

る
区

域
等

に
お

け
る

換
気

は
，

こ
の

限
り

で
な

い
。

定
義

×

（
１

）
各

課
長

は
，

フ
ィ

ル
タ

ー
付

局
所

排
気

装
置

等
に

よ
り

法
令

に
定

め
る

管
理

区
域

に
係

る
値

を
超

え
な

い
よ

う
拡

散
防

止
措

置
を

行
う

。
行

為
→

各
課

長
×

５
職

位
は

施
設

、
設

備
を

所
管

し
て

い
な

い

（
２

）
課

長
（
放

射
線

管
理

）
は

，
表

８
８

－
３

に
定

め
る

項
目

に
つ

い
て

，
同

表
に

定
め

る
頻

度
で

測
定

し
，

法
令

に
定

め
る

管
理

区
域

に
係

る
値

を
超

え
て

い
な

い
こ

と
を

確
認

す
る

。
な

お
，

換
気

に
よ

っ
て

放
出

さ
れ

る
空

気
中

放
射

性
物

質
の

濃
度

が
法

令
に

定
め

る
管

理
区

域
に

係
る

値
を

超
え

る
お

そ
れ

が
な

い
場

合
は

，
こ

の
限

り
で

な
い

。
行

為
→

課
長

（
放

射
線

管
理

）
×

第
8
9
条

課
長

（
放

射
線

管
理

）
，

課
長

（
計

装
）
お

よ
び

課
長

（
３

号
電

気
）
は

，
表

８
９

に
定

め
る

放
出

管
理

用
計

測
器

に
つ

い
て

，
同

表
に

定
め

る
数

量
を

確
保

す
る

。
ま

た
，

定
期

的
に

点
検

を
実

施
し

機
能

維
持

を
図

る
。

た
だ

し
，

故
障

等
に

よ
り

使
用

不
能

と
な

っ
た

場
合

は
，

修
理

ま
た

は
代

替
品

を
補

充
す

る
。

行
為

→
課

長
（
放

射
線

管
理

）
（
計

装
）
（
３

号
電

気
）

×

第
9
0
条

発
電

所
に

お
け

る
放

射
線

管
理

に
係

る
保

安
活

動
は

，
放

射
線

に
よ

る
従

業
員

等
の

被
ば

く
を

，
定

め
ら

れ
た

限
度

以
下

で
あ

っ
て

か
つ

合
理

的
に

達
成

可
能

な
限

り
低

い
水

準
に

保
つ

よ
う

実
施

す
る

。
定

義
×

第
9
0
条

の
2

本
章

で
い

う
測

定
頻

度
等

に
関

す
る

考
え

方
は

，
表

９
０

の
２

の
と

お
り

と
す

る
。

定
義

×

管
理

区
域

は
，

添
付

４
に

示
す

区
域

と
す

る
。

定
義

×
２

．
課

長
（
放

射
線

管
理

）
は

，
管

理
区

域
を

壁
，

柵
等

の
区

画
物

に
よ

っ
て

区
画

す
る

ほ
か

，
標

識
を

設
け

る
こ

と
に

よ
っ

て
明

ら
か

に
他

の
場

所
と

区
別

す
る

。
行

為
→

課
長

（
放

射
線

管
理

）
×

３
．

課
長

（
放

射
線

管
理

）
は

，
管

理
区

域
の

解
除

を
行

う
場

合
は

，
法

令
に

定
め

る
管

理
区

域
に

係
る

値
を

超
え

て
い

な
い

こ
と

を
確

認
す

る
。

行
為

→
課

長
（
放

射
線

管
理

）
×

事
故

由
来

放
射

性
物

質
の

降
下

物
の

影
響

確
認

放
射

性
液

体
廃

棄
物

の
管

理

放
射

性
気

体
廃

棄
物

の
管

理

放
出

管
理

用
計

測
器

の
管

理

管
理

区
域

の
設

定
お

よ
び

解
除

放
射

線
管

理
に

係
る

基
本

方
針

頻
度

の
定

義

第
9
1
条

第
8
8
条

第
8
7
条

第
8
6
条

の
3

第
8
6
条

の
2
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保
安
規
定
の
各
条
文
に
お
け
る
相
反
性
に
か
か
る
検
討
結
果

島
根

原
子

力
発

電
所

原
子

炉
施

設
保

安
規

定
炉

主
任

の
関

与
規

定
の

性
質

行
為

の
実

施
者

行
為

の
内

容

４
．

課
長

（
放

射
線

管
理

）
は

，
添

付
４

に
お

け
る

管
理

区
域

境
界

付
近

に
お

い
て

，
表

９
１

に
示

す
作

業
を

行
う

場
合

で
，

３
箇

月
以

内
に

限
り

管
理

区
域

を
設

定
ま

た
は

解
除

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
設

定
ま

た
は

解
除

に
あ

た
っ

て
，

課
長

（
放

射
線

管
理

）
は

目
的

，
期

間
お

よ
び

場
所

を
明

ら
か

に
す

る
と

と
も

に
，

あ
ら

か
じ

め
法

令
に

定
め

る
管

理
区

域
に

係
る

条
件

を
満

足
で

き
る

こ
と

を
確

認
す

る
。

な
お

，
当

該
エ

リ
ア

を
元

に
戻

す
場

合
に

つ
い

て
も

，
課

長
（
放

射
線

管
理

）
は

あ
ら

か
じ

め
法

令
に

定
め

る
管

理
区

域
に

係
る

条
件

を
満

足
で

き
る

こ
と

を
確

認
す

る
。

行
為

→
課

長
（
放

射
線

管
理

）
×

５
．

課
長

（
放

射
線

管
理

）
は

，
前

項
以

外
で

，
一

時
的

に
管

理
区

域
を

設
定

ま
た

は
解

除
す

る
場

合
は

，
原

子
炉

主
任

技
術

者
の

確
認

を
得

て
，

所
長

の
承

認
を

得
て

行
う

こ
と

が
で

き
る

。
設

定
ま

た
は

解
除

に
あ

た
っ

て
，

課
長

（
放

射
線

管
理

）
は

目
的

，
期

間
お

よ
び

場
所

を
明

ら
か

に
す

る
と

と
も

に
，

あ
ら

か
じ

め
法

令
に

定
め

る
管

理
区

域
に

係
る

条
件

を
満

足
で

き
る

こ
と

を
確

認
す

る
。

な
お

，
当

該
エ

リ
ア

を
元

に
戻

す
場

合
に

つ
い

て
も

，
課

長
（
放

射
線

管
理

）
は

あ
ら

か
じ

め
法

令
に

定
め

る
管

理
区

域
に

係
る

条
件

を
満

足
で

き
る

こ
と

を
確

認
し

，
原

子
炉

主
任

技
術

者
の

確
認

を
得

て
，

所
長

の
承

認
を

得
る

。

行
為

→
課

長
（
放

射
線

管
理

）
→

炉
主

任
の

確
認

→
炉

主
任

の
職

務
遂

行

６
．

課
長

（
放

射
線

管
理

）
は

，
前

項
に

か
か

わ
ら

ず
，

緊
急

を
要

す
る

場
合

は
管

理
区

域
を

設
定

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
設

定
に

あ
た

っ
て

，
課

長
（
放

射
線

管
理

）
は

法
令

に
定

め
る

管
理

区
域

に
係

る
条

件
を

満
足

で
き

る
こ

と
を

確
認

す
る

。
行

為
→

課
長

（
放

射
線

管
理

）
×

７
．

課
長

（
放

射
線

管
理

）
は

，
前

項
に

お
け

る
管

理
区

域
を

設
定

し
た

場
合

は
，

設
定

後
に

お
い

て
，

目
的

，
期

間
お

よ
び

場
所

を
明

ら
か

に
し

，
原

子
炉

主
任

技
術

者
の

確
認

を
得

て
，

所
長

の
承

認
を

得
る

。
な

お
，

当
該

エ
リ

ア
を

元
に

戻
す

場
合

に
つ

い
て

も
，

あ
ら

か
じ

め
法

令
に

定
め

る
管

理
区

域
に

係
る

条
件

を
満

足
で

き
る

こ
と

を
課

長
（
放

射
線

管
理

）
が

確
認

し
，

原
子

炉
主

任
技

術
者

の
確

認
を

得
て

，
所

長
の

承
認

を
得

る
。

行
為

→
課

長
（
放

射
線

管
理

）
→

炉
主

任
の

確
認

→
炉

主
任

の
職

務
遂

行

課
長

（
放

射
線

管
理

）
は

，
管

理
区

域
を

次
の

と
お

り
区

分
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

行
為

→
課

長
（
放

射
線

管
理

）
×

（
１

）
表

面
汚

染
密

度
お

よ
び

空
気

中
の

放
射

性
物

質
濃

度
が

法
令

に
定

め
る

管
理

区
域

に
係

る
値

を
超

え
る

お
そ

れ
の

な
い

区
域

（
以

下
「
汚

染
の

お
そ

れ
の

な
い

管
理

区
域

」
と

い
う

。
）

内
容

×

（
２

）
表

面
汚

染
密

度
ま

た
は

空
気

中
の

放
射

性
物

質
濃

度
が

法
令

に
定

め
る

管
理

区
域

に
係

る
値

を
超

え
る

区
域

ま
た

は
超

え
る

お
そ

れ
の

あ
る

区
域

内
容

×
２

．
汚

染
の

お
そ

れ
の

な
い

管
理

区
域

は
，

添
付

４
に

示
す

区
域

と
す

る
。

定
義

×

３
．

課
長

（
放

射
線

管
理

）
は

，
一

時
的

に
第

１
項

に
係

る
区

域
区

分
を

変
更

す
る

場
合

は
，

目
的

，
期

間
お

よ
び

場
所

を
明

ら
か

に
す

る
と

と
も

に
，

あ
ら

か
じ

め
区

域
区

分
に

係
る

条
件

を
満

足
で

き
る

こ
と

を
確

認
す

る
。

な
お

，
当

該
エ

リ
ア

を
元

の
区

域
区

分
に

戻
す

場
合

に
つ

い
て

も
，

課
長

（
放

射
線

管
理

）
は

あ
ら

か
じ

め
区

域
区

分
に

係
る

条
件

を
満

足
で

き
る

こ
と

を
確

認
す

る
。

行
為

→
課

長
（
放

射
線

管
理

）
×

４
．

課
長

（
放

射
線

管
理

）
は

，
汚

染
の

お
そ

れ
の

な
い

管
理

区
域

と
第

１
項

（
２

）
で

定
め

る
区

域
が

隣
接

す
る

場
合

は
，

第
１

項
（
２

）
で

定
め

る
区

域
へ

の
入

口
付

近
に

標
識

を
設

け
る

。
行

為
→

課
長

（
放

射
線

管
理

）
×

課
長

（
放

射
線

管
理

）
は

，
管

理
区

域
の

う
ち

次
の

基
準

を
超

え
る

場
合

ま
た

は
超

え
る

お
そ

れ
が

あ
る

場
合

は
，

標
識

を
設

け
て

他
の

場
所

と
区

別
す

る
ほ

か
，

区
画

，
施

錠
等

の
措

置
を

講
じ

る
。

た
だ

し
，

放
射

線
等

の
危

険
性

が
低

い
場

合
は

，
こ

の
限

り
で

な
い

。
行

為
→

課
長

（
放

射
線

管
理

）
×

（
１

）
外

部
放

射
線

に
係

る
線

量
当

量
率

が
１

時
間

に
つ

き
１

ミ
リ

シ
ー

ベ
ル

ト
内

容
×

（
２

）
空

気
中

の
放

射
性

物
質

濃
度

ま
た

は
床

，
壁

，
そ

の
他

人
の

触
れ

る
お

そ
れ

の
あ

る
物

の
表

面
汚

染
密

度
が

，
法

令
に

定
め

る
管

理
区

域
に

係
る

値
の

1
0
倍

内
容

×
２

．
各

課
長

は
，

前
項

の
区

域
内

で
作

業
を

行
う

場
合

，
作

業
に

よ
る

線
量

お
よ

び
作

業
環

境
に

応
じ

た
放

射
線

防
護

上
の

措
置

を
立

案
し

，
課

長
（
放

射
線

管
理

）
の

承
認

を
得

る
。

た
だ

し
，

別
に

所
長

の
承

認
を

得
た

巡
視

・
点

検
そ

の
他

定
型

化
さ

れ
た

業
務

を
行

う
た

め
に

立
入

る
場

合
は

，
こ

の
限

り
で

な
い

。
行

為
→

各
課

長
×

５
職

位
は

施
設

、
設

備
を

所
管

し
て

い
な

い

３
．

各
課

長
は

，
汚

染
の

広
が

り
を

防
止

す
る

た
め

，
第

1
項

（
２

）
の

区
域

か
ら

退
出

す
る

場
合

お
よ

び
物

品
等

を
持

ち
出

す
場

合
は

，
更

衣
お

よ
び

持
ち

出
す

物
の

養
生

等
の

措
置

を
講

じ
る

。
行

為
→

各
課

長
×

５
職

位
は

施
設

、
設

備
を

所
管

し
て

い
な

い

課
長

（
放

射
線

管
理

）
は

，
次

に
示

す
立

入
者

の
区

分
に

よ
り

，
管

理
区

域
へ

の
立

入
許

可
に

係
る

事
項

を
定

め
，

所
長

の
承

認
を

得
る

。
行

為
→

課
長

（
放

射
線

管
理

）
×

（
１

）
放

射
線

業
務

従
事

者
：
業

務
上

管
理

区
域

に
立

入
る

者
内

容
×

（
２

）
一

時
立

入
者

：
放

射
線

業
務

従
事

者
以

外
の

者
で

あ
っ

て
，

放
射

線
業

務
従

事
者

の
随

行
に

よ
り

管
理

区
域

に
一

時
的

に
立

入
る

者
内

容
×

２
．

課
長

（
放

射
線

管
理

）
は

，
前

項
に

基
づ

き
管

理
区

域
に

立
入

る
者

に
対

し
て

許
可

を
与

え
る

。
行

為
→

課
長

（
放

射
線

管
理

）
×

３
．

課
長

（
放

射
線

管
理

）
は

，
前

項
に

て
許

可
し

て
い

な
い

者
を

管
理

区
域

に
立

入
ら

せ
な

い
措

置
を

講
じ

る
。

行
為

→
課

長
（
放

射
線

管
理

）
×

４
．

課
長

（
放

射
線

管
理

）
は

，
管

理
区

域
の

出
入

管
理

室
に

お
い

て
，

人
の

出
入

り
等

を
監

視
す

る
。

行
為

→
課

長
（
放

射
線

管
理

）
×

５
．

課
長

（
放

射
線

管
理

）
は

，
前

項
以

外
の

出
入

口
に

は
，

施
錠

等
の

人
が

み
だ

り
に

立
入

り
で

き
な

い
措

置
を

講
じ

る
。

行
為

→
課

長
（
放

射
線

管
理

）
×

６
．

課
長

（
放

射
線

管
理

）
は

，
管

理
区

域
か

ら
退

出
す

る
者

ま
た

は
管

理
区

域
内

で
汚

染
の

お
そ

れ
の

な
い

管
理

区
域

に
移

動
す

る
者

の
身

体
お

よ
び

身
体

に
着

用
し

て
い

る
物

の
表

面
汚

染
密

度
が

,法
令

に
定

め
る

表
面

密
度

限
度

の
1
0
分

の
１

を
超

え
な

い
よ

う
な

措
置

を
講

じ
る

。
た

だ
し

，
汚

染
の

お
そ

れ
の

な
い

管
理

区
域

か
ら

退
出

す
る

場
合

は
，

こ
の

限
り

で
な

い
。

行
為

→
課

長
（
放

射
線

管
理

）
×

課
長

（
放

射
線

管
理

）
は

，
管

理
区

域
に

出
入

り
す

る
所

員
に

，
次

の
事

項
を

遵
守

さ
せ

る
措

置
を

講
じ

る
。

行
為

→
課

長
（
放

射
線

管
理

）
×

（
１

）
出

入
管

理
室

を
経

由
す

る
こ

と
。

た
だ

し
，

課
長

（
放

射
線

管
理

）
の

承
認

を
得

て
，

そ
の

指
示

に
従

う
場

合
は

，
こ

の
限

り
で

な
い

。
内

容
×

（
２

）
管

理
区

域
に

立
入

る
場

合
は

，
個

人
線

量
計

を
着

用
す

る
こ

と
。

た
だ

し
，

一
時

立
入

者
で

あ
っ

て
課

長
（
放

射
線

管
理

）
の

指
示

に
従

う
場

合
は

，
こ

の
限

り
で

な
い

。
内

容
×

（
３

）
管

理
区

域
に

立
入

る
場

合
は

，
保

護
衣

を
着

用
す

る
こ

と
。

た
だ

し
，

汚
染

の
お

そ
れ

の
な

い
管

理
区

域
に

立
入

る
場

合
ま

た
は

課
長

（
放

射
線

管
理

）
の

承
認

を
得

て
，

そ
の

指
示

に
従

う
場

合
は

，
こ

の
限

り
で

な
い

。
内

容
×

（
４

）
第

９
３

条
（
管

理
区

域
内

に
お

け
る

特
別

措
置

）
第

1
項

（
２

）
に

係
る

区
域

か
ら

退
出

す
る

場
合

お
よ

び
物

品
等

を
持

ち
出

す
場

合
は

，
更

衣
お

よ
び

持
ち

出
す

物
の

養
生

等
を

行
う

こ
と

。
内

容
×

（
５

）
管

理
区

域
か

ら
退

出
す

る
場

合
ま

た
は

管
理

区
域

内
で

汚
染

の
お

そ
れ

の
な

い
管

理
区

域
に

移
動

す
る

場
合

は
，

身
体

お
よ

び
身

体
に

着
用

し
て

い
る

物
の

表
面

汚
染

密
度

を
確

認
す

る
こ

と
。

た
だ

し
，

汚
染

の
お

そ
れ

の
な

い
管

理
区

域
か

ら
退

出
す

る
場

合
，

ま
た

は
，

第
９

４
条

（
管

理
区

域
へ

の
出

入
管

理
）
第

６
項

に
基

づ
く

課
長

（
放

射
線

管
理

）
の

指
示

に
従

う
場

合
は

，
こ

の
限

り
で

な
い

。
内

容
×

（
６

）
放

射
性

物
質

を
経

口
摂

取
す

る
お

そ
れ

の
あ

る
場

所
で

の
飲

食
お

よ
び

喫
煙

を
し

な
い

こ
と

。
内

容
×

保
全

区
域

は
，

添
付

５
に

示
す

区
域

と
す

る
。

定
義

×
２

．
課

長
（
核

物
質

防
護

）
は

，
保

全
区

域
を

標
識

等
に

よ
り

区
別

す
る

ほ
か

，
必

要
に

応
じ

て
立

入
制

限
等

の
措

置
を

講
じ

る
。

行
為

→
課

長
（
放

射
線

管
理

）
×

第
9
4
条

第
9
3
条

管
理

区
域

内
に

お
け

る
区

域
区

分

保
全

区
域

管
理

区
域

出
入

者
の

遵
守

事
項

第
9
6
条

第
9
5
条

管
理

区
域

内
に

お
け

る
特

別
措

置

管
理

区
域

へ
の

出
入

管
理

第
9
2
条

第
9
1
条
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保
安
規
定
の
各
条
文
に
お
け
る
相
反
性
に
か
か
る
検
討
結
果

島
根

原
子

力
発

電
所

原
子

炉
施

設
保

安
規

定
炉

主
任

の
関

与
規

定
の

性
質

行
為

の
実

施
者

行
為

の
内

容

周
辺

監
視

区
域

は
，

図
９

７
に

示
す

区
域

と
す

る
。

定
義

×
２

．
課

長
（
核

物
質

防
護

）
は

，
前

項
の

周
辺

監
視

区
域

境
界

に
，

柵
を

設
け

る
ま

た
は

標
識

を
掲

げ
る

こ
と

に
よ

り
，

業
務

上
立

入
る

者
以

外
の

立
入

り
を

制
限

す
る

。
た

だ
し

，
当

該
区

域
に

立
入

る
お

そ
れ

の
な

い
こ

と
が

明
ら

か
な

場
合

は
，

こ
の

限
り

で
な

い
。

行
為

→
課

長
（
核

物
質

防
護

）
×

各
課

長
は

，
管

理
区

域
内

で
作

業
を

実
施

す
る

場
合

，
作

業
内

容
に

応
じ

て
作

業
計

画
を

立
案

す
る

と
と

も
に

，
放

射
線

防
護

上
必

要
な

措
置

を
講

じ
る

こ
と

で
放

射
線

業
務

従
事

者
の

線
量

低
減

に
努

め
る

。
行

為
→

各
課

長
×

５
職

位
は

施
設

、
設

備
を

所
管

し
て

い
な

い

２
．

課
長

（
放

射
線

管
理

）
は

，
所

員
の

放
射

線
業

務
従

事
者

の
実

効
線

量
お

よ
び

等
価

線
量

を
表

９
８

に
定

め
る

項
目

お
よ

び
頻

度
に

基
づ

き
評

価
し

，
法

令
に

定
め

る
線

量
限

度
を

超
え

て
い

な
い

こ
と

を
確

認
す

る
。

行
為

→
課

長
（
放

射
線

管
理

）
×

各
課

長
ま

た
は

当
直

長
は

，
法

令
に

定
め

る
表

面
密

度
限

度
を

超
え

る
よ

う
な

予
期

し
な

い
汚

染
を

床
，

壁
等

に
発

生
さ

せ
た

場
合

ま
た

は
発

見
し

た
場

合
は

，
課

長
（
放

射
線

管
理

）
に

連
絡

す
る

と
と

も
に

，
汚

染
拡

大
防

止
の

た
め

区
画

等
の

応
急

措
置

を
講

じ
る

。
行

為
→

各
課

長
当

直
長

×
５

職
位

は
施

設
、

設
備

を
所

管
し

て
い

な
い

２
．

前
項

の
汚

染
箇

所
に

係
る

作
業

の
所

管
課

長
は

，
汚

染
状

況
等

に
つ

い
て

課
長

（
放

射
線

管
理

）
の

確
認

を
受

け
た

う
え

で
，

そ
の

協
力

を
得

な
が

ら
汚

染
の

除
去

等
，

放
射

線
防

護
上

の
必

要
な

措
置

を
講

じ
る

。
行

為
→

所
管

課
長

×
５

職
位

は
施

設
、

設
備

を
所

管
し

て
い

な
い

３
．

前
項

の
所

管
課

長
は

，
そ

の
措

置
結

果
に

つ
い

て
，

課
長

（
放

射
線

管
理

）
の

確
認

を
得

る
。

行
為

→
所

管
課

長
×

５
職

位
は

施
設

、
設

備
を

所
管

し
て

い
な

い

第
1
0
0
条

課
長

（
放

射
線

管
理

）
は

，
周

辺
環

境
へ

の
放

射
性

物
質

の
影

響
を

確
認

す
る

た
め

，
平

常
時

の
環

境
放

射
線

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

の
計

画
を

立
案

し
，

そ
の

計
画

に
基

づ
き

測
定

を
行

い
評

価
す

る
。

行
為

→
課

長
（
放

射
線

管
理

）
×

課
長

（
放

射
線

管
理

）
は

，
表

１
０

０
の

２
－

１
お

よ
び

表
１

０
０

の
２

―
２

（
第

９
２

条
（
管

理
区

域
内

に
お

け
る

区
域

区
分

）
第

１
項

（
２

）
の

区
域

内
に

設
定

し
た

汚
染

の
お

そ
れ

の
な

い
管

理
区

域
内

に
限

る
。

）
に

定
め

る
管

理
区

域
内

お
よ

び
周

辺
監

視
区

域
境

界
付

近
（
測

定
場

所
は

図
１

０
０

の
２

に
定

め
る

。
）
に

お
け

る
測

定
項

目
に

つ
い

て
，

同
表

に
定

め
る

頻
度

で
測

定
す

る
。

た
だ

し
，

人
の

立
入

れ
な

い
措

置
を

講
じ

た
管

理
区

域
に

つ
い

て
は

，
こ

の
限

り
で

な
い

。
行

為
→

課
長

（
放

射
線

管
理

）
×

２
．

課
長

（
放

射
線

管
理

）
は

，
前

項
の

測
定

に
よ

り
異

常
が

認
め

ら
れ

た
場

合
は

，
直

ち
に

そ
の

原
因

を
調

査
し

，
必

要
な

措
置

を
講

じ
る

。
行

為
→

課
長

（
放

射
線

管
理

）
×

第
1
0
1
条

課
長

（
放

射
線

管
理

）
，

課
長

（
計

装
）
お

よ
び

課
長

（
３

号
電

気
）
は

，
表

１
０

１
お

よ
び

第
６

５
条

（
６

５
－

１
５

－
１

　
監

視
測

定
設

備
）
に

定
め

る
放

射
線

計
測

器
類

に
つ

い
て

，
各

表
に

定
め

る
数

量
を

確
保

す
る

。
ま

た
，

定
期

的
に

点
検

を
実

施
し

機
能

維
持

を
図

る
。

た
だ

し
，

故
障

等
に

よ
り

使
用

不
能

と
な

っ
た

場
合

は
，

修
理

ま
た

は
代

替
品

を
補

充
す

る
。

行
為

→
課

長
（
放

射
線

管
理

）
（
計

装
）
（
３

号
電

気
）

×

課
長

（
放

射
線

管
理

）
は

，
各

課
長

が
管

理
区

域
外

に
搬

出
す

る
物

品
ま

た
は

管
理

区
域

内
で

汚
染

の
お

そ
れ

の
な

い
管

理
区

域
に

移
動

す
る

物
品

の
表

面
汚

染
密

度
が

法
令

に
定

め
る

表
面

密
度

限
度

の
1
0
分

の
１

を
超

え
て

い
な

い
こ

と
を

確
認

す
る

。
た

だ
し

，
汚

染
の

お
そ

れ
の

な
い

管
理

区
域

か
ら

搬
出

さ
れ

る
場

合
は

，
こ

の
限

り
で

な
い

。
行

為
→

課
長

（
放

射
線

管
理

）
×

２
．

各
課

長
は

，
管

理
区

域
外

に
核

燃
料

物
質

等
（
第

７
８

条
（
新

燃
料

の
運

搬
）
，

第
８

４
条

の
２

（
使

用
済

燃
料

の
運

搬
）
お

よ
び

第
８

６
条

（
放

射
性

固
体

廃
棄

物
の

管
理

）
に

定
め

る
も

の
を

除
く

。
以

下
，

本
条

に
お

い
て

同
様

。
）
を

運
搬

す
る

場
合

，
ま

た
は

船
舶

輸
送

に
伴

い
車

両
に

よ
っ

て
運

搬
す

る
場

合
は

，
第

８
６

条
（
放

射
性

固
体

廃
棄

物
の

管
理

）
第

５
項

を
準

用
す

る
。

行
為

→
各

課
長

×
５

職
位

は
施

設
、

設
備

を
所

管
し

て
い

な
い

３
．

課
長

（
放

射
線

管
理

）
は

，
前

項
の

運
搬

に
お

い
て

，
運

搬
前

に
容

器
等

の
線

量
当

量
率

が
法

令
に

定
め

る
値

を
超

え
て

い
な

い
こ

と
お

よ
び

容
器

等
の

表
面

汚
染

密
度

が
法

令
に

定
め

る
表

面
密

度
限

度
の

1
0
分

の
１

を
超

え
て

い
な

い
こ

と
を

確
認

す
る

。
た

だ
し

，
汚

染
の

お
そ

れ
の

な
い

管
理

区
域

か
ら

運
搬

す
る

場
合

は
，

表
面

汚
染

密
度

に
つ

い
て

の
確

認
を

省
略

で
き

る
。

行
為

→
課

長
（
放

射
線

管
理

）
×

４
．

課
長

（
放

射
線

管
理

）
は

，
各

課
長

が
管

理
区

域
内

で
汚

染
の

お
そ

れ
の

な
い

管
理

区
域

に
核

燃
料

物
質

等
を

移
動

す
る

場
合

は
，

容
器

等
の

表
面

汚
染

密
度

が
法

令
に

定
め

る
表

面
密

度
限

度
の

1
0
分

の
１

を
超

え
て

い
な

い
こ

と
を

確
認

す
る

。
行

為
→

課
長

（
放

射
線

管
理

）
×

各
課

長
は

，
核

燃
料

物
質

等
（
第

７
８

条
（
新

燃
料

の
運

搬
）
，

第
８

４
条

の
２

（
使

用
済

燃
料

の
運

搬
）
お

よ
び

第
８

６
条

（
放

射
性

固
体

廃
棄

物
の

管
理

）
に

定
め

る
も

の
を

除
く

。
）
を

発
電

所
外

に
運

搬
す

る
場

合
は

，
所

長
の

承
認

を
得

る
。

行
為

→
各

課
長

×
５

職
位

は
施

設
、

設
備

を
所

管
し

て
い

な
い

２
．

各
課

長
は

，
運

搬
に

あ
た

っ
て

は
法

令
に

定
め

る
核

燃
料

物
質

等
の

区
分

に
応

じ
た

輸
送

物
と

し
て

運
搬

す
る

。
定

義
×

３
．

各
課

長
は

，
運

搬
前

に
次

の
事

項
を

確
認

す
る

。
定

義
×

（
１

）
法

令
に

適
合

す
る

容
器

に
封

入
さ

れ
て

い
る

こ
と

。
内

容
×

（
２

）
法

令
に

定
め

る
書

類
お

よ
び

物
品

以
外

の
も

の
が

収
納

さ
れ

て
い

な
い

こ
と

。
内

容
×

（
３

）
Ｌ

型
輸

送
物

に
つ

い
て

は
，

開
封

さ
れ

た
と

き
に

見
や

す
い

位
置

に
法

令
に

定
め

る
表

示
を

行
う

こ
と

。
内

容
×

（
４

）
Ａ

型
輸

送
物

も
し

く
は

Ｂ
Ｍ

型
輸

送
物

に
つ

い
て

は
，

み
だ

り
に

開
封

さ
れ

な
い

よ
う

に
，

か
つ

，
開

封
さ

れ
た

場
合

に
開

封
さ

れ
た

こ
と

が
明

ら
か

に
な

る
よ

う
に

，
容

易
に

破
れ

な
い

シ
ー

ル
の

貼
付

け
等

の
措

置
を

講
じ

る
こ

と
。

内
容

×

４
．

課
長

（
放

射
線

管
理

）
は

，
運

搬
前

に
容

器
等

の
線

量
当

量
率

が
法

令
に

定
め

る
値

を
超

え
て

い
な

い
こ

と
お

よ
び

容
器

等
の

表
面

汚
染

密
度

が
法

令
に

定
め

る
表

面
密

度
限

度
を

超
え

て
い

な
い

こ
と

を
確

認
す

る
。

た
だ

し
，

汚
染

の
お

そ
れ

の
な

い
管

理
区

域
か

ら
運

搬
す

る
場

合
は

，
表

面
汚

染
密

度
に

つ
い

て
の

確
認

を
省

略
で

き
る

。
行

為
→

課
長

（
放

射
線

管
理

）
×

課
長

（
放

射
線

管
理

）
は

，
管

理
区

域
内

で
作

業
を

行
う

協
力

会
社

に
対

し
て

，
以

下
に

示
す

放
射

線
防

護
上

の
必

要
な

事
項

を
定

め
，

所
長

の
承

認
を

得
る

。
行

為
→

課
長

（
放

射
線

管
理

）
×

（
１

）
管

理
区

域
出

入
者

の
遵

守
事

項
定

義
×

ａ
．

出
入

方
法

に
関

す
る

こ
と

。
内

容
×

ｂ
．

個
人

線
量

計
の

着
用

に
関

す
る

こ
と

。
内

容
×

ｃ
．

保
護

衣
の

着
用

に
関

す
る

こ
と

。
内

容
×

ｄ
．

汚
染

拡
大

防
止

措
置

に
関

す
る

こ
と

。
内

容
×

放
射

線
計

測
機

類
の

管
理

周
辺

監
視

区
域

放
射

線
業

務
従

事
者

の
線

量
管

理
等

第
1
0
0
条

の
2

第
9
9
条

第
9
8
条

第
9
7
条

床
，

壁
等

の
除

染

平
常

時
の

環
境

放
射

線
モ

ニ
タ

リ
ン

グ

協
力

会
社

の
放

射
線

防
護

外
部

放
射

線
に

係
る

線
量

当
量

率
等

の
測

定

管
理

区
域

外
等

へ
の

搬
出

お
よ

び
運

搬

発
電

所
外

へ
の

運
搬

第
1
0
4
条

第
1
0
3
条

第
1
0
2
条
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保
安
規
定
の
各
条
文
に
お
け
る
相
反
性
に
か
か
る
検
討
結
果

島
根

原
子

力
発

電
所

原
子

炉
施

設
保

安
規

定
炉

主
任

の
関

与
規

定
の

性
質

行
為

の
実

施
者

行
為

の
内

容

ｅ
．

管
理

区
域

内
で

の
飲

食
お

よ
び

喫
煙

に
関

す
る

こ
と

。
内

容
×

（
２

）
線

量
評

価
の

項
目

お
よ

び
頻

度
に

関
す

る
こ

と
。

内
容

×
（
３

）
床

，
壁

等
の

汚
染

発
見

時
の

措
置

に
関

す
る

こ
と

。
内

容
×

２
．

各
課

長
は

，
管

理
区

域
内

で
作

業
を

行
う

協
力

会
社

に
対

し
て

，
前

項
に

定
め

た
必

要
事

項
を

遵
守

さ
せ

る
措

置
を

講
じ

る
。

行
為

→
各

課
長

×
５

職
位

は
施

設
、

設
備

を
所

管
し

て
い

な
い

第
1
0
5
条

欠
番

原
子

炉
施

設
に

つ
い

て
原

子
炉

設
置

（
変

更
）
許

可
を

受
け

た
設

備
に

係
る

事
項

お
よ

び
「
実

用
発

電
用

原
子

炉
及

び
そ

の
附

属
施

設
の

技
術

基
準

に
関

す
る

規
則

（
以

下
「
技

術
基

準
規

則
」
と

い
う

。
）
」
を

含
む

要
求

事
項

へ
の

適
合

を
維

持
し

，
原

子
炉

施
設

の
安

全
を

確
保

す
る

た
め

，
以

下
の

施
設

管
理

計
画

を
定

め
る

。
施

設
管

理
に

関
す

る
業

務
を

確
実

に
実

施
す

る
た

め
に

，
「
施

設
管

理
要

領
」
に

従
い

実
施

す
る

。
ま

た
，

組
織

は
，

施
設

管
理

の
業

務
に

必
要

な
文

書
を

「
文

書
・
記

録
管

理
基

本
要

領
」
に

従
い

品
質

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト
シ

ス
テ

ム
の

文
書

と
し

て
作

成
・
管

理
し

，
施

設
管

理
の

業
務

を
実

施
す

る
。

定
義

×

１
．

用
語

の
定

義
定

義
×

保
全

：
プ

ラ
ン

ト
の

運
転

に
関

わ
る

設
備

の
機

能
を

確
認

，
維

持
ま

た
は

向
上

さ
せ

る
活

動
。

原
子

炉
施

設
の

安
全

確
保

を
前

提
に

，
電

力
の

供
給

信
頼

性
を

維
持

す
る

と
の

観
点

か
ら

設
備

の
重

要
さ

度
合

い
に

応
じ

て
，

効
率

性
，

経
済

性
を

考
慮

し
な

が
ら

行
わ

れ
る

も
の

で
，

設
計

，
点

検
，

巡
視

，
工

事
を

含
む

。
定

義
×

工
事

：
補

修
，

取
替

え
お

よ
び

改
造

の
総

称
で

あ
り

，
建

設
，

使
用

前
点

検
を

含
む

。
定

義
×

作
業

管
理

：
保

全
の

う
ち

設
計

を
除

く
点

検
，

巡
視

，
工

事
等

の
た

め
の

作
業

の
管

理
。

定
義

×
２

．
施

設
管

理
の

実
施

方
針

お
よ

び
施

設
管

理
目

標
定

義
×

（
１

）
社

長
は

，
原

子
炉

施
設

の
安

全
確

保
を

最
優

先
と

し
て

，
施

設
管

理
の

継
続

的
な

改
善

を
図

る
た

め
，

施
設

管
理

の
現

状
等

を
踏

ま
え

，
施

設
管

理
の

実
施

方
針

を
定

め
る

。
ま

た
，

１
２

．
の

施
設

管
理

の
有

効
性

評
価

の
結

果
，

お
よ

び
施

設
管

理
を

行
う

観
点

か
ら

特
別

な
状

態
（
７

．
３

参
照

）
を

踏
ま

え
施

設
管

理
の

実
施

方
針

の
見

直
し

を
行

う
。

行
為

→
社

長
×

（
２

）
さ

ら
に

，
第

１
０

６
条

の
６

に
定

め
る

長
期

施
設

管
理

方
針

を
策

定
ま

た
は

変
更

し
た

場
合

に
は

，
長

期
施

設
管

理
方

針
に

従
い

保
全

を
実

施
す

る
こ

と
を

施
設

管
理

の
実

施
方

針
に

反
映

す
る

。
行

為
→

社
長

×

（
３

）
所

長
は

，
「
監

視
測

定
お

よ
び

分
析

基
本

要
領

」
で

定
め

た
手

順
に

よ
り

，
社

達
で

周
知

さ
れ

た
施

設
管

理
の

実
施

方
針

に
基

づ
き

，
施

設
管

理
の

改
善

を
図

る
た

め
の

施
設

管
理

目
標

を
設

定
す

る
。

ま
た

，
１

２
．

の
施

設
管

理
の

有
効

性
評

価
の

結
果

，
お

よ
び

施
設

管
理

を
行

う
観

点
か

ら
特

別
な

状
態

（
７

．
３

参
照

）
を

踏
ま

え
施

設
管

理
目

標
の

見
直

し
を

行
う

。
行

為
→

所
長

×

３
．

保
全

プ
ロ

グ
ラ

ム
の

策
定

定
義

×
組

織
は

，
２

．
の

施
設

管
理

目
標

を
達

成
す

る
た

め
，

４
．

よ
り

１
１

．
か

ら
な

る
保

全
プ

ロ
グ

ラ
ム

を
策

定
す

る
。

ま
た

，
１

２
．

の
施

設
管

理
の

有
効

性
評

価
の

結
果

，
お

よ
び

施
設

管
理

を
行

う
観

点
か

ら
特

別
な

状
態

（
７

．
３

参
照

）
を

踏
ま

え
保

全
プ

ロ
グ

ラ
ム

の
見

直
し

を
行

う
。

行
為

→
組

織
×

５
職

位
は

施
設

、
設

備
を

所
管

し
て

い
な

い
４

．
保

全
対

象
範

囲
の

策
定

内
容

×

組
織

は
，

原
子

炉
施

設
の

中
か

ら
，

各
号

炉
毎

に
保

全
を

行
う

べ
き

対
象

範
囲

と
し

て
次

の
各

項
の

設
備

を
選

定
す

る
。

行
為

→
組

織
×

５
職

位
は

施
設

、
設

備
を

所
管

し
て

い
な

い
（
１

）
重

要
度

分
類

指
針

に
お

い
て

，
一

般
の

産
業

施
設

よ
り

も
更

に
高

度
な

信
頼

性
の

確
保

お
よ

び
維

持
が

要
求

さ
れ

る
機

能
を

有
す

る
設

備
内

容
×

（
２

）
重

要
度

分
類

指
針

に
お

い
て

，
一

般
の

産
業

施
設

と
同

等
以

上
の

信
頼

性
の

確
保

お
よ

び
維

持
が

要
求

さ
れ

る
機

能
を

有
す

る
設

備
内

容
×

（
３

）
原

子
炉

設
置

（
変

更
）
許

可
申

請
書

お
よ

び
設

計
及

び
工

事
計

画
（
変

更
）
認

可
申

請
書

で
保

管
ま

た
は

設
置

要
求

が
あ

り
，

許
可

ま
た

は
認

可
を

得
た

設
備

内
容

×

（
４

）
自

主
対

策
設

備
※

１
（
２

号
炉

）
内

容
×

（
５

）
炉

心
損

傷
ま

た
は

格
納

容
器

機
能

喪
失

を
防

止
す

る
た

め
に

必
要

な
機

能
を

有
す

る
設

備
内

容
×

（
６

）
そ

の
他

，
自

ら
定

め
る

設
備

内
容

×
５

．
施

設
管

理
の

重
要

度
の

設
定

定
義

×
組

織
は

，
４

．
の

保
全

対
象

範
囲

に
つ

い
て

系
統

毎
の

範
囲

と
機

能
を

明
確

に
し

た
上

で
，

構
築

物
，

系
統

お
よ

び
機

器
の

施
設

管
理

の
重

要
度

と
し

て
点

検
に

用
い

る
重

要
度

（
以

下
「
保

全
重

要
度

」
と

い
う

。
）
と

設
計

お
よ

び
工

事
の

重
要

度
を

設
定

す
る

。
行

為
→

組
織

×
５

職
位

は
施

設
、

設
備

を
所

管
し

て
い

な
い

（
１

）
系

統
の

保
全

重
要

度
は

，
原

子
炉

施
設

の
安

全
性

を
確

保
す

る
た

め
重

大
事

故
等

対
処

設
備

（
２

号
炉

）
に

該
当

す
る

こ
と

お
よ

び
重

要
度

分
類

指
針

の
重

要
度

に
基

づ
き

，
確

率
論

的
リ

ス
ク

評
価

か
ら

得
ら

れ
る

リ
ス

ク
情

報
を

考
慮

し
て

設
定

す
る

。
内

容
×

（
２

）
機

器
の

保
全

重
要

度
は

，
当

該
機

器
が

属
す

る
系

統
の

保
全

重
要

度
と

整
合

す
る

よ
う

設
定

す
る

。
な

お
，

こ
の

際
，

機
器

が
故

障
し

た
場

合
の

系
統

機
能

へ
の

影
響

，
確

率
論

的
リ

ス
ク

評
価

か
ら

得
ら

れ
る

リ
ス

ク
情

報
，

運
転

経
験

等
を

考
慮

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
内

容
×

（
３

）
構

築
物

の
保

全
重

要
度

は
，

（
１

）
ま

た
は

（
２

）
に

基
づ

き
設

定
す

る
。

内
容

×
（
４

）
設

計
お

よ
び

工
事

に
用

い
る

重
要

度
は

，
原

子
炉

施
設

の
安

全
性

を
確

保
す

る
た

め
，

重
大

事
故

等
対

処
設

備
（
２

号
炉

）
の

該
当

有
無

，
重

要
度

分
類

指
針

の
重

要
度

等
を

組
み

合
わ

せ
て

設
定

す
る

。
内

容
×

（
５

）
次

項
以

降
の

保
全

活
動

は
重

要
度

に
応

じ
た

管
理

を
行

う
。

内
容

×
６

．
保

全
活

動
管

理
指

標
の

設
定

，
監

視
計

画
の

策
定

お
よ

び
監

視
内

容
×

（
１

）
組

織
は

，
保

全
の

有
効

性
を

監
視

，
評

価
す

る
た

め
に

５
．

の
施

設
管

理
の

重
要

度
を

踏
ま

え
，

施
設

管
理

目
標

の
中

で
プ

ラ
ン

ト
レ

ベ
ル

お
よ

び
系

統
レ

ベ
ル

の
保

全
活

動
管

理
指

標
を

設
定

す
る

。
行

為
→

組
織

×
５

職
位

は
施

設
、

設
備

を
所

管
し

て
い

な
い

ａ
．

プ
ラ

ン
ト
レ

ベ
ル

の
保

全
活

動
管

理
指

標
内

容
×

プ
ラ

ン
ト
レ

ベ
ル

の
保

全
活

動
管

理
指

標
と

し
て

，
以

下
の

も
の

を
設

定
す

る
。

内
容

×
（
ａ
）
７

０
０

０
臨

界
時

間
あ

た
り

の
計

画
外

自
動

・
手

動
ス

ク
ラ

ム
回

数
内

容
×

（
ｂ
）
７

０
０

０
臨

界
時

間
あ

た
り

の
計

画
外

出
力

変
動

回
数

内
容

×
（
ｃ
）
工

学
的

安
全

施
設

の
計

画
外

作
動

回
数

内
容

×
ｂ
．

系
統

レ
ベ

ル
の

保
全

活
動

管
理

指
標

内
容

×
系

統
レ

ベ
ル

の
保

全
活

動
管

理
指

標
と

し
て

，
５

．
（
１

）
の

施
設

管
理

の
重

要
度

の
高

い
系

統
の

う
ち

，
重

要
度

分
類

指
針

ク
ラ

ス
１

，
ク

ラ
ス

２
お

よ
び

リ
ス

ク
重

要
度

の
高

い
系

統
機

能
な

ら
び

に
重

大
事

故
等

対
処

設
備

（
２

号
炉

）
に

対
し

て
以

下
の

も
の

を
設

定
す

る
。

内
容

×

欠
番

施
設

管
理

計
画

第
1
0
6
条

第
1
0
4
条
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保
安
規
定
の
各
条
文
に
お
け
る
相
反
性
に
か
か
る
検
討
結
果

島
根

原
子

力
発

電
所

原
子

炉
施

設
保

安
規

定
炉

主
任

の
関

与
規

定
の

性
質

行
為

の
実

施
者

行
為

の
内

容

（
ａ
）
予

防
可

能
故

障
（
Ｍ

Ｐ
Ｆ

Ｆ
）
回

数
内

容
×

（
ｂ
）
非

待
機

（
Ｕ

Ａ
）
時

間
※

２
内

容
×

（
２

）
組

織
は

，
以

下
に

基
づ

き
保

全
活

動
管

理
指

標
の

目
標

値
を

設
定

す
る

。
ま

た
，

１
１

．
の

保
全

の
有

効
性

評
価

の
結

果
を

踏
ま

え
保

全
活

動
管

理
指

標
の

目
標

値
の

見
直

し
を

行
う

。
行

為
→

組
織

×
５

職
位

は
施

設
、

設
備

を
所

管
し

て
い

な
い

ａ
．

プ
ラ

ン
ト
レ

ベ
ル

の
保

全
活

動
管

理
指

標
内

容
×

プ
ラ

ン
ト
レ

ベ
ル

の
保

全
活

動
管

理
指

標
の

目
標

値
は

，
運

転
実

績
を

踏
ま

え
て

設
定

す
る

。
内

容
×

ｂ
．

系
統

レ
ベ

ル
の

保
全

活
動

管
理

指
標

内
容

×
（
ａ
）
予

防
可

能
故

障
（
Ｍ

Ｐ
Ｆ

Ｆ
）
回

数
の

目
標

値
は

，
運

転
実

績
，

重
要

度
分

類
指

針
の

重
要

度
，

リ
ス

ク
重

要
度

を
考

慮
し

て
設

定
す

る
。

内
容

×
（
ｂ
）
非

待
機

（
Ｕ

Ａ
）
時

間
の

目
標

値
は

，
点

検
実

績
お

よ
び

第
４

章
第

３
節

（
運

転
上

の
制

限
）
第

１
９

条
か

ら
第

７
４

条
の

第
３

項
で

定
め

る
要

求
さ

れ
る

措
置

の
完

了
時

間
を

参
照

し
て

設
定

す
る

。
内

容
×

（
３

）
組

織
は

，
プ

ラ
ン

ト
ま

た
は

系
統

の
供

用
開

始
ま

で
に

，
保

全
活

動
管

理
指

標
の

監
視

項
目

，
監

視
方

法
お

よ
び

算
出

周
期

を
具

体
的

に
定

め
た

監
視

計
画

を
策

定
す

る
。

な
お

，
監

視
計

画
に

は
，

計
画

の
始

期
お

よ
び

期
間

に
関

す
る

こ
と

を
含

め
る

。
行

為
→

組
織

×
５

職
位

は
施

設
、

設
備

を
所

管
し

て
い

な
い

（
４

）
組

織
は

，
監

視
計

画
に

従
い

保
全

活
動

管
理

指
標

に
関

す
る

情
報

の
採

取
お

よ
び

監
視

を
実

施
し

，
そ

の
結

果
を

記
録

す
る

。
行

為
→

組
織

×
５

職
位

は
施

設
、

設
備

を
所

管
し

て
い

な
い

７
．

保
全

計
画

の
策

定
定

義
×

（
１

）
組

織
は

，
４

．
の

保
全

対
象

範
囲

に
対

し
，

以
下

の
保

全
計

画
を

策
定

す
る

。
な

お
，

保
全

計
画

に
は

，
計

画
の

始
期

お
よ

び
期

間
に

関
す

る
こ

と
を

含
め

る
。

行
為

→
組

織
×

５
職

位
は

施
設

、
設

備
を

所
管

し
て

い
な

い
ａ
．

点
検

の
計

画
（
７

．
１

参
照

）
定

義
×

ｂ
．

設
計

お
よ

び
工

事
の

計
画

（
７

．
２

参
照

）
定

義
×

ｃ
．

特
別

な
保

全
計

画
（
７

．
３

参
照

）
定

義
×

（
２

）
組

織
は

，
保

全
計

画
の

策
定

に
あ

た
っ

て
，

５
．

の
施

設
管

理
の

重
要

度
を

勘
案

し
，

必
要

に
応

じ
て

次
の

事
項

を
考

慮
す

る
。

ま
た

，
１

１
．

の
保

全
の

有
効

性
評

価
の

結
果

を
踏

ま
え

保
全

計
画

の
見

直
し

を
行

う
。

行
為

→
組

織
×

５
職

位
は

施
設

、
設

備
を

所
管

し
て

い
な

い
ａ
．

運
転

実
績

，
事

故
お

よ
び

故
障

事
例

な
ど

の
運

転
経

験
内

容
×

ｂ
．

使
用

環
境

お
よ

び
設

置
環

境
内

容
×

ｃ
．

劣
化

，
故

障
モ

ー
ド

内
容

×
ｄ
．

機
器

の
構

造
等

の
設

計
的

知
見

内
容

×
ｅ
．

科
学

的
知

見
内

容
×

（
３

）
組

織
は

，
保

全
の

実
施

段
階

で
の

原
子

炉
の

安
全

性
が

確
保

さ
れ

て
い

る
こ

と
を

確
認

す
る

と
と

も
に

，
安

全
機

能
に

影
響

を
及

ぼ
す

可
能

性
の

あ
る

行
為

を
把

握
し

，
保

全
計

画
を

策
定

す
る

。
行

為
→

組
織

×
５

職
位

は
施

設
、

設
備

を
所

管
し

て
い

な
い

７
．

１
　

点
検

の
計

画
策

定
内

容
×

（
１

）
組

織
は

，
原

子
炉

停
止

中
ま

た
は

運
転

中
に

点
検

を
実

施
す

る
場

合
，

あ
ら

か
じ

め
保

全
方

式
を

選
定

し
，

点
検

の
方

法
な

ら
び

に
そ

れ
ら

の
実

施
頻

度
お

よ
び

実
施

時
期

を
定

め
た

点
検

計
画

を
策

定
す

る
。

行
為

→
組

織
×

５
職

位
は

施
設

、
設

備
を

所
管

し
て

い
な

い

（
２

）
組

織
は

，
構

築
物

，
系

統
お

よ
び

機
器

の
適

切
な

単
位

ご
と

に
，

予
防

保
全

を
基

本
と

し
て

，
以

下
に

示
す

保
全

方
式

か
ら

適
切

な
方

式
を

選
定

す
る

。
行

為
→

組
織

×
５

職
位

は
施

設
、

設
備

を
所

管
し

て
い

な
い

ａ
．

予
防

保
全

内
容

×
（
ａ
）
時

間
基

準
保

全
内

容
×

（
ｂ
）
状

態
基

準
保

全
内

容
×

ｂ
．

事
後

保
全

内
容

×

（
３

）
組

織
は

，
選

定
し

た
保

全
方

式
の

種
類

に
応

じ
て

，
次

の
事

項
を

定
め

る
。

行
為

→
組

織
×

５
職

位
は

施
設

、
設

備
を

所
管

し
て

い
な

い
ａ
．

時
間

基
準

保
全

内
容

×
点

検
を

実
施

す
る

時
期

ま
で

に
，

次
の

事
項

を
定

め
る

。
内

容
×

（
ａ
）
点

検
の

具
体

的
方

法
内

容
×

（
ｂ
）
構

築
物

，
系

統
お

よ
び

機
器

が
所

定
の

機
能

を
発

揮
し

う
る

状
態

に
あ

る
こ

と
を

確
認

・
評

価
す

る
た

め
に

必
要

な
デ

ー
タ

項
目

，
評

価
方

法
お

よ
び

管
理

基
準

内
容

×
（
ｃ
）
実

施
頻

度
内

容
×

（
ｄ
）
実

施
時

期
内

容
×

な
お

，
時

間
基

準
保

全
を

選
定

し
た

機
器

に
対

し
て

，
運

転
中

に
設

備
診

断
技

術
を

使
っ

た
状

態
監

視
デ

ー
タ

採
取

，
巡

視
点

検
ま

た
は

定
例

試
験

の
状

態
監

視
を

実
施

す
る

場
合

，
状

態
監

視
の

内
容

に
応

じ
て

，
状

態
基

準
保

全
を

選
定

し
た

場
合

に
準

じ
て

必
要

な
事

項
を

定
め

る
。

内
容

×

ｂ
．

状
態

基
準

保
全

内
容

×
（
ａ
）
設

備
診

断
技

術
を

使
い

状
態

監
視

デ
ー

タ
を

採
取

す
る

時
期

ま
で

に
，

次
の

事
項

を
定

め
る

。
内

容
→

①
状

態
監

視
デ

ー
タ

の
具

体
的

採
取

方
法

内
容

×
②

機
器

の
故

障
の

兆
候

を
検

知
す

る
た

め
に

必
要

な
状

態
監

視
デ

ー
タ

項
目

，
評

価
方

法
お

よ
び

必
要

な
対

応
を

適
切

に
判

断
す

る
た

め
の

管
理

基
準

内
容

×
③

状
態

監
視

デ
ー

タ
採

取
頻

度
内

容
×

④
実

施
時

期
内

容
×

⑤
機

器
の

状
態

が
管

理
基

準
に

達
し

た
場

合
の

対
応

方
法

内
容

×
（
ｂ
）
巡

視
点

検
を

実
施

す
る

時
期

ま
で

に
，

次
の

事
項

を
定

め
る

。
内

容
×

①
巡

視
点

検
の

具
体

的
方

法
内

容
×

②
構

築
物

，
系

統
お

よ
び

機
器

の
状

態
を

監
視

す
る

た
め

に
必

要
な

デ
ー

タ
項

目
，

評
価

方
法

お
よ

び
管

理
基

準
内

容
×

③
実

施
頻

度
内

容
×

④
実

施
時

期
内

容
×

第
1
0
6
条
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保
安
規
定
の
各
条
文
に
お
け
る
相
反
性
に
か
か
る
検
討
結
果

島
根

原
子

力
発

電
所

原
子

炉
施

設
保

安
規

定
炉

主
任

の
関

与
規

定
の

性
質

行
為

の
実

施
者

行
為

の
内

容

⑤
機

器
の

状
態

が
管

理
基

準
に

達
す

る
か

ま
た

は
故

障
の

兆
候

を
発

見
し

た
場

合
の

対
応

方
法

内
容

×
（
ｃ
）
定

例
試

験
を

実
施

す
る

時
期

ま
で

に
，

次
の

事
項

を
定

め
る

。
内

容
×

①
定

例
試

験
の

具
体

的
方

法
内

容
×

②
構

築
物

，
系

統
お

よ
び

機
器

が
所

定
の

機
能

を
発

揮
し

う
る

状
態

に
あ

る
こ

と
を

確
認

・
評

価
す

る
た

め
に

必
要

な
デ

ー
タ

項
目

，
評

価
方

法
お

よ
び

管
理

基
準

内
容

×
③

実
施

頻
度

内
容

×
④

実
施

時
期

内
容

×
⑤

機
器

の
状

態
が

管
理

基
準

に
達

し
た

場
合

の
対

応
方

法
内

容
×

ｃ
．

事
後

保
全

内
容

×
事

後
保

全
を

選
定

し
た

場
合

，
機

能
喪

失
の

発
見

後
，

修
復

を
実

施
す

る
前

に
，

修
復

方
法

，
修

復
後

に
所

定
の

機
能

を
発

揮
す

る
こ

と
の

確
認

方
法

お
よ

び
修

復
時

期
を

定
め

る
。

内
容

×

（
４

）
組

織
は

，
点

検
を

実
施

す
る

構
築

物
，

系
統

お
よ

び
機

器
が

，
所

定
の

機
能

を
発

揮
し

う
る

状
態

に
あ

る
こ

と
を

事
業

者
検

査
※

３
に

よ
り

確
認

・
評

価
す

る
時

期
ま

で
に

，
次

の
事

項
を

定
め

る
。

内
容

×

ａ
．

事
業

者
検

査
の

具
体

的
方

法
内

容
×

ｂ
．

所
定

の
機

能
を

発
揮

し
う

る
状

態
に

あ
る

こ
と

を
確

認
・
評

価
す

る
た

め
に

必
要

な
事

業
者

検
査

の
項

目
，

評
価

方
法

お
よ

び
管

理
基

準
内

容
×

ｃ
．

事
業

者
検

査
の

実
施

時
期

内
容

×
７

．
２

　
設

計
お

よ
び

工
事

の
計

画
の

策
定

定
義

×

（
１

）
組

織
は

，
設

計
お

よ
び

工
事

を
実

施
す

る
場

合
，

あ
ら

か
じ

め
そ

の
方

法
お

よ
び

実
施

時
期

を
定

め
た

設
計

お
よ

び
工

事
の

計
画

を
策

定
す

る
。

ま
た

，
安

全
上

重
要

な

機
器

の
工

事
を

実
施

す
る

場
合

は
，

そ
の

計
画

段
階

に
お

い
て

，
法

令
に

基
づ

く
必

要
な

手
続

き
※

４
の

要
否

に
つ

い
て

確
認

を
行

い
，

法
令

に
基

づ
く

必
要

な
手

続
き

の
要

否
お

よ
び

そ
の

内
容

（
手

続
き

が
不

要
と

判
断

し
た

場
合

，
そ

の
理

由
を

含
む

。
）
を

記
録

す
る

。
行

為
→

組
織

×
５

職
位

は
施

設
、

設
備

を
所

管
し

て
い

な
い

（
２

）
組

織
は

，
原

子
炉

施
設

に
対

す
る

使
用

前
点

検
を

行
う

場
合

は
，

使
用

前
点

検
の

方
法

な
ら

び
に

そ
れ

ら
の

実
施

頻
度

お
よ

び
実

施
時

期
を

定
め

た
使

用
前

点
検

の
計

画
を

策
定

す
る

。
行

為
→

組
織

×
５

職
位

は
施

設
、

設
備

を
所

管
し

て
い

な
い

（
３

）
組

織
は

，
工

事
を

実
施

す
る

構
築

物
，

系
統

お
よ

び
機

器
が

，
所

定
の

機
能

を
発

揮
し

う
る

状
態

に
あ

る
こ

と
を

，
事

業
者

検
査

な
ら

び
に

事
業

者
検

査
以

外
の

検
査

お
よ

び
試

験
（
以

下
「
試

験
等

」
と

い
う

。
）
に

よ
り

確
認

・
評

価
す

る
時

期
ま

で
に

，
次

の
事

項
を

定
め

る
。

行
為

→
組

織
×

５
職

位
は

施
設

、
設

備
を

所
管

し
て

い
な

い
ａ
．

事
業

者
検

査
お

よ
び

試
験

等
の

具
体

的
方

法
内

容
×

ｂ
．

所
定

の
機

能
を

発
揮

し
う

る
状

態
に

あ
る

こ
と

を
確

認
・
評

価
す

る
た

め
に

必
要

な
事

業
者

検
査

お
よ

び
試

験
等

の
項

目
，

評
価

方
法

お
よ

び
管

理
基

準
内

容
×

ｃ
．

事
業

者
検

査
お

よ
び

試
験

等
の

実
施

時
期

内
容

×
７

．
３

　
特

別
な

保
全

計
画

の
策

定
内

容
×

（
１

）
組

織
は

，
地

震
，

事
故

等
に

よ
り

長
期

停
止

を
伴

っ
た

保
全

を
実

施
す

る
場

合
な

ど
は

，
特

別
な

措
置

と
し

て
，

あ
ら

か
じ

め
当

該
原

子
炉

施
設

の
状

態
に

応
じ

た
保

全
方

法
お

よ
び

実
施

時
期

を
定

め
た

計
画

を
策

定
す

る
。

行
為

→
組

織
×

５
職

位
は

施
設

、
設

備
を

所
管

し
て

い
な

い

（
２

）
組

織
は

，
特

別
な

保
全

計
画

に
基

づ
き

保
全

を
実

施
す

る
構

築
物

，
系

統
お

よ
び

機
器

が
，

所
定

の
機

能
を

発
揮

し
う

る
状

態
に

あ
る

こ
と

を
点

検
に

よ
り

確
認

・
評

価
す

る
時

期
ま

で
に

，
次

の
事

項
を

定
め

る
。

行
為

→
組

織
×

５
職

位
は

施
設

、
設

備
を

所
管

し
て

い
な

い
ａ
．

点
検

の
具

体
的

方
法

内
容

×
ｂ
．

所
定

の
機

能
を

発
揮

し
う

る
状

態
に

あ
る

こ
と

を
確

認
・
評

価
す

る
た

め
に

必
要

な
点

検
の

項
目

，
評

価
方

法
お

よ
び

管
理

基
準

内
容

×
ｃ
．

点
検

の
実

施
時

期
内

容
×

８
．

保
全

の
実

施
内

容
×

（
１

）
組

織
は

，
７

．
で

定
め

た
保

全
計

画
に

従
っ

て
保

全
を

実
施

す
る

。
行

為
→

組
織

×
５

職
位

は
施

設
、

設
備

を
所

管
し

て
い

な
い

（
２

）
組

織
は

，
保

全
の

実
施

に
あ

た
っ

て
，

第
１

０
６

条
の

２
に

よ
る

設
計

管
理

お
よ

び
第

１
０

６
条

の
３

に
よ

る
作

業
管

理
を

実
施

す
る

。
行

為
→

組
織

×
５

職
位

は
施

設
、

設
備

を
所

管
し

て
い

な
い

（
３

）
組

織
は

，
保

全
の

結
果

に
つ

い
て

記
録

す
る

。
行

為
→

組
織

×
５

職
位

は
施

設
、

設
備

を
所

管
し

て
い

な
い

９
．

保
全

の
結

果
の

確
認

・
評

価
定

義
×

（
１

）
組

織
は

，
あ

ら
か

じ
め

定
め

た
方

法
で

，
保

全
の

実
施

段
階

で
採

取
し

た
構

築
物

，
系

統
お

よ
び

機
器

の
保

全
の

結
果

か
ら

所
定

の
機

能
を

発
揮

し
う

る
状

態
に

あ
る

こ

と
を

，
所

定
の

時
期

※
５
ま

で
に

確
認

・
評

価
し

，
記

録
す

る
。

行
為

→
組

織
×

５
職

位
は

施
設

、
設

備
を

所
管

し
て

い
な

い

（
２

）
組

織
は

，
原

子
炉

施
設

の
使

用
を

開
始

す
る

た
め

に
，

所
定

の
機

能
を

発
揮

し
う

る
状

態
に

あ
る

こ
と

を
検

証
す

る
た

め
，

事
業

者
検

査
を

実
施

す
る

。
行

為
→

組
織

×
５

職
位

は
施

設
、

設
備

を
所

管
し

て
い

な
い

（
３

）
組

織
は

，
最

終
的

な
機

能
確

認
で

は
十

分
な

確
認

・
評

価
が

で
き

な
い

場
合

に
は

，
定

め
た

プ
ロ

セ
ス

に
基

づ
き

，
保

全
が

実
施

さ
れ

て
い

る
こ

と
を

，
所

定
の

時
期

※
５
ま

で
に

確
認

・
評

価
し

，
記

録
す

る
。

行
為

→
組

織
×

５
職

位
は

施
設

、
設

備
を

所
管

し
て

い
な

い

1
0
．

不
適

合
管

理
，

是
正

処
置

お
よ

び
未

然
防

止
処

置
定

義
×

（
１

）
組

織
は

，
施

設
管

理
の

対
象

と
な

る
施

設
お

よ
び

プ
ロ

セ
ス

を
監

視
し

，
以

下
の

ａ
．

お
よ

び
ｂ
．

の
状

態
に

至
ら

な
い

よ
う

通
常

と
異

な
る

状
態

を
監

視
・
検

知
し

，
必

要
な

是
正

処
置

を
講

じ
る

と
と

も
に

，
以

下
の

ａ
．

お
よ

び
ｂ
．

に
至

っ
た

場
合

に
は

，
不

適
合

管
理

を
行

っ
た

上
で

是
正

処
置

を
講

じ
る

。
行

為
→

組
織

×
５

職
位

は
施

設
、

設
備

を
所

管
し

て
い

な
い

ａ
．

保
全

を
実

施
し

た
構

築
物

，
系

統
お

よ
び

機
器

が
所

定
の

機
能

を
発

揮
し

う
る

こ
と

を
確

認
・
評

価
で

き
な

い
場

合
。

内
容

×
ｂ
．

最
終

的
な

機
能

確
認

で
は

十
分

な
確

認
・
評

価
が

で
き

な
い

場
合

に
あ

っ
て

，
定

め
た

プ
ロ

セ
ス

に
基

づ
き

，
保

全
が

実
施

さ
れ

て
い

る
こ

と
が

確
認

・
評

価
で

き
な

い
場

合
。

内
容

×

（
２

）
組

織
は

，
他

の
原

子
力

施
設

の
運

転
経

験
等

の
知

見
を

基
に

，
自

ら
の

組
織

で
起

こ
り

得
る

問
題

の
影

響
に

照
ら

し
，

適
切

な
未

然
防

止
処

置
を

講
じ

る
。

行
為

→
組

織
×

５
職

位
は

施
設

、
設

備
を

所
管

し
て

い
な

い

（
３

）
組

織
は

，
（
１

）
お

よ
び

（
２

）
の

活
動

を
第

３
条

に
基

づ
き

実
施

す
る

。
行

為
→

組
織

×
５

職
位

は
施

設
、

設
備

を
所

管
し

て
い

な
い

1
1
．

保
全

の
有

効
性

評
価

内
容

×

第
1
0
6
条
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保
安
規
定
の
各
条
文
に
お
け
る
相
反
性
に
か
か
る
検
討
結
果

島
根

原
子

力
発

電
所

原
子

炉
施

設
保

安
規

定
炉

主
任

の
関

与
規

定
の

性
質

行
為

の
実

施
者

行
為

の
内

容

組
織

は
，

保
全

活
動

か
ら

得
ら

れ
た

情
報

等
か

ら
，

保
全

の
有

効
性

を
評

価
し

，
保

全
が

有
効

に
機

能
し

て
い

る
こ

と
を

確
認

す
る

と
と

も
に

，
継

続
的

な
改

善
に

つ
な

げ
る

。
行

為
→

組
織

×
５

職
位

は
施

設
、

設
備

を
所

管
し

て
い

な
い

（
１

）
組

織
は

，
あ

ら
か

じ
め

定
め

た
時

期
お

よ
び

内
容

に
基

づ
き

，
保

全
の

有
効

性
を

評
価

す
る

。
な

お
，

保
全

の
有

効
性

評
価

は
，

以
下

の
情

報
を

適
切

に
組

み
合

わ
せ

て
行

う
。

行
為

→
組

織
×

５
職

位
は

施
設

、
設

備
を

所
管

し
て

い
な

い
ａ
．

保
全

活
動

管
理

指
標

の
監

視
結

果
内

容
×

ｂ
．

保
全

デ
ー

タ
の

推
移

お
よ

び
経

年
劣

化
の

長
期

的
な

傾
向

監
視

の
実

績
内

容
×

ｃ
．

ト
ラ

ブ
ル

な
ど

運
転

経
験

内
容

×
ｄ
．

高
経

年
化

技
術

評
価

お
よ

び
定

期
安

全
レ

ビ
ュ

ー
結

果
内

容
×

ｅ
．

他
プ

ラ
ン

ト
の

ト
ラ

ブ
ル

お
よ

び
経

年
劣

化
傾

向
に

係
る

デ
ー

タ
内

容
×

ｆ．
リ
ス

ク
情

報
，

科
学

的
知

見
内

容
×

（
２

）
組

織
は

，
保

全
の

有
効

性
評

価
の

結
果

を
踏

ま
え

，
構

築
物

，
系

統
お

よ
び

機
器

の
保

全
方

式
を

変
更

す
る

場
合

に
は

，
７

．
１

に
基

づ
き

保
全

方
式

を
選

定
す

る
。

ま
た

，
構

築
物

，
系

統
お

よ
び

機
器

の
点

検
間

隔
を

変
更

す
る

場
合

に
は

，
保

全
重

要
度

を
踏

ま
え

た
上

で
，

以
下

の
評

価
方

法
を

活
用

し
て

評
価

す
る

。
行

為
→

組
織

×
５

職
位

は
施

設
、

設
備

を
所

管
し

て
い

な
い

ａ
．

点
検

お
よ

び
取

替
結

果
の

評
価

内
容

×
ｂ
．

劣
化

ト
レ

ン
ド

に
よ

る
評

価
内

容
×

ｃ
．

類
似

機
器

等
の

ベ
ン

チ
マ

ー
ク

に
よ

る
評

価
内

容
×

ｄ
．

研
究

成
果

等
に

よ
る

評
価

内
容

×

（
３

）
組

織
は

，
保

全
の

有
効

性
評

価
の

結
果

と
そ

の
根

拠
お

よ
び

必
要

と
な

る
改

善
内

容
に

つ
い

て
記

録
す

る
。

行
為

→
組

織
×

５
職

位
は

施
設

、
設

備
を

所
管

し
て

い
な

い
1
2
．

施
設

管
理

の
有

効
性

評
価

内
容

×
（
１

）
組

織
は

，
１

１
．

の
保

全
の

有
効

性
評

価
の

結
果

お
よ

び
２

．
の

施
設

管
理

目
標

の
達

成
度

か
ら

，
定

期
的

に
施

設
管

理
の

有
効

性
を

評
価

し
，

施
設

管
理

が
有

効
に

機
能

し
て

い
る

こ
と

を
確

認
す

る
と

と
も

に
，

継
続

的
な

改
善

に
つ

な
げ

る
。

行
為

→
組

織
×

５
職

位
は

施
設

、
設

備
を

所
管

し
て

い
な

い

（
２

）
組

織
は

，
施

設
管

理
の

有
効

性
評

価
の

結
果

と
そ

の
根

拠
お

よ
び

改
善

内
容

に
つ

い
て

記
録

す
る

。
行

為
→

組
織

×
５

職
位

は
施

設
、

設
備

を
所

管
し

て
い

な
い

1
3
．

構
成

管
理

内
容

×

組
織

は
，

施
設

管
理

を
通

じ
以

下
の

要
素

間
の

均
衡

を
維

持
す

る
。

行
為

→
組

織
×

５
職

位
は

施
設

、
設

備
を

所
管

し
て

い
な

い

（
１

）
設

計
要

件
（
第

３
条

７
．

２
．

１
に

示
す

業
務

・
原

子
炉

施
設

に
対

す
る

要
求

事
項

の
う

ち
，

「
構

築
物

，
系

統
お

よ
び

機
器

が
ど

の
よ

う
な

も
の

で
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
か

」
と

い
う

要
件

を
含

む
第

１
０

６
条

の
２

の
設

計
に

対
す

る
要

求
事

項
を

い
う

。
）

内
容

×

（
２

）
施

設
構

成
情

報
（
第

３
条

４
．

２
．

１
に

示
す

文
書

の
う

ち
，

「
構

築
物

，
系

統
お

よ
び

機
器

が
ど

の
よ

う
な

も
の

か
を

示
す

図
書

，
情

報
」
を

い
う

。
）

内
容

×
（
３

）
物

理
的

構
成

（
実

際
の

構
築

物
，

系
統

お
よ

び
機

器
を

い
う

。
）

内
容

×
1
4
．

情
報

共
有

定
義

×
組

織
は

，
保

全
を

行
っ

た
事

業
者

か
ら

得
ら

れ
た

保
安

の
向

上
に

資
す

る
た

め
に

必
要

な
技

術
情

報
を

，
Ｂ

Ｗ
Ｒ

事
業

者
協

議
会

を
通

じ
て

他
の

原
子

炉
設

置
者

と
情

報
共

有
を

行
う

。
行

為
→

組
織

×
５

職
位

は
施

設
、

設
備

を
所

管
し

て
い

な
い

組
織

は
，

原
子

炉
施

設
の

工
事

を
行

う
場

合
，

新
た

な
設

計
ま

た
は

過
去

に
実

施
し

た
設

計
結

果
の

変
更

に
該

当
す

る
か

ど
う

か
を

判
断

す
る

。
行

為
→

組
織

×
５

職
位

は
施

設
、

設
備

を
所

管
し

て
い

な
い

２
．

組
織

は
，

第
１

項
に

お
い

て
該

当
す

る
と

判
断

し
た

場
合

，
次

の
各

号
に

掲
げ

る
要

求
事

項
を

満
た

す
設

計
を

第
３

条
７

．
３

に
従

っ
て

実
施

す
る

。
行

為
→

組
織

×
５

職
位

は
施

設
、

設
備

を
所

管
し

て
い

な
い

（
１

）
保

全
の

結
果

の
反

映
お

よ
び

既
設

設
備

へ
の

影
響

の
考

慮
を

含
む

，
機

能
お

よ
び

性
能

に
関

す
る

要
求

事
項

内
容

×
（
２

）
技

術
基

準
規

則
の

規
定

お
よ

び
原

子
炉

設
置

（
変

更
）
許

可
申

請
書

の
記

載
事

項
を

含
む

，
適

用
さ

れ
る

法
令

・
規

制
要

求
事

項
内

容
×

（
３

）
適

用
可

能
な

場
合

に
は

，
以

前
の

類
似

し
た

設
計

か
ら

得
ら

れ
た

情
報

内
容

×
（
４

）
設

計
・
開

発
に

不
可

欠
な

そ
の

他
の

要
求

事
項

内
容

×
３

．
本

条
に

お
け

る
設

計
管

理
に

は
，

次
条

に
定

め
る

作
業

管
理

お
よ

び
第

１
０

６
条

の
４

に
定

め
る

使
用

前
事

業
者

検
査

の
実

施
を

考
慮

す
る

。
定

義
×

組
織

は
，

前
条

の
設

計
管

理
の

結
果

に
従

い
工

事
を

実
施

す
る

。
行

為
→

組
織

×
５

職
位

は
施

設
、

設
備

を
所

管
し

て
い

な
い

２
．

組
織

は
，

原
子

炉
施

設
の

点
検

お
よ

び
工

事
を

行
う

場
合

，
原

子
炉

施
設

の
安

全
を

確
保

す
る

た
め

次
の

事
項

を
考

慮
し

た
作

業
管

理
を

行
う

。
行

為
→

組
織

×
５

職
位

は
施

設
、

設
備

を
所

管
し

て
い

な
い

（
１

) 
他

の
原

子
炉

施
設

お
よ

び
周

辺
環

境
か

ら
の

影
響

に
よ

る
作

業
対

象
設

備
の

損
傷

お
よ

び
劣

化
の

防
止

内
容

×
（
２

）
供

用
中

の
原

子
炉

施
設

に
対

す
る

悪
影

響
の

防
止

内
容

×
（
３

）
供

用
開

始
後

の
管

理
上

重
要

な
初

期
デ

ー
タ

の
採

取
内

容
×

（
４

）
作

業
工

程
の

管
理

内
容

×
（
５

）
供

用
開

始
ま

で
の

作
業

対
象

設
備

の
管

理
内

容
×

（
６

）
第

６
章

に
基

づ
く

放
射

性
廃

棄
物

管
理

内
容

×
（
７

）
第

７
章

に
基

づ
く

放
射

線
管

理
内

容
×

３
．

組
織

は
，

原
子

炉
施

設
の

状
況

を
日

常
的

に
確

認
し

，
偶

発
故

障
等

の
発

生
も

念
頭

に
，

設
備

等
が

正
常

な
状

態
か

ら
外

れ
，

ま
た

は
外

れ
る

兆
候

が
認

め
ら

れ
る

場
合

に
，

適
切

に
正

常
な

状
態

に
回

復
さ

せ
る

こ
と

が
で

き
る

よ
う

，
本

項
お

よ
び

第
１

３
条

に
よ

る
巡

視
点

検
を

定
期

的
に

行
う

。
行

為
→

組
織

×
５

職
位

は
施

設
、

設
備

を
所

管
し

て
い

な
い

（
使

用
前

事
業

者
検

査
の

実
施

）

（
設

計
管

理
）

（
作

業
管

理
）

第
1
0
6
条

の
3

第
1
0
6
条

の
2

第
1
0
6
条
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保
安
規
定
の
各
条
文
に
お
け
る
相
反
性
に
か
か
る
検
討
結
果

島
根

原
子

力
発

電
所

原
子

炉
施

設
保

安
規

定
炉

主
任

の
関

与
規

定
の

性
質

行
為

の
実

施
者

行
為

の
内

容

所
長

は
，

設
計

及
び

工
事

の
計

画
の

認
可

ま
た

は
設

計
及

び
工

事
の

計
画

の
届

出
（
以

下
，

本
条

に
お

い
て

「
設

工
認

」
と

い
う

。
）
の

対
象

と
な

る
原

子
炉

施
設

に
つ

い
て

，
設

置
ま

た
は

変
更

の
工

事
に

あ
た

り
，

設
工

認
に

従
っ

て
行

わ
れ

た
も

の
で

あ
る

こ
と

，
技

術
基

準
規

則
へ

適
合

す
る

こ
と

を
確

認
す

る
た

め
の

使
用

前
事

業
者

検
査

（
以

下
，

本
条

に
お

い
て

「
検

査
」
と

い
う

。
）
を

統
括

す
る

。
行

為
→

所
長

×

２
．

検
査

総
括

責
任

者
は

，
第

４
条

に
定

め
る

保
安

に
関

す
る

組
織

の
う

ち
，

検
査

対
象

と
な

る
設

置
ま

た
は

変
更

の
工

事
を

実
施

し
た

組
織

と
は

別
の

組
織

の
者

を
，

検
査

実
施

責
任

者
と

し
て

指
名

す
る

。
行

為
→

検
査

統
括

責
任

者
×

３
．

前
項

の
検

査
実

施
責

任
者

は
，

次
の

各
号

を
実

施
す

る
。

行
為

→
検

査
実

施
責

任
者

×
（
１

）
検

査
の

実
施

体
制

を
構

築
す

る
。

内
容

×

（
２

）
検

査
要

領
書

※
１
を

定
め

，
そ

れ
を

実
施

す
る

。
内

容
×

（
３

）
検

査
対

象
の

原
子

炉
施

設
が

下
記

の
基

準
に

適
合

し
て

い
る

こ
と

を
判

断
す

る
た

め
に

必
要

な
検

査
項

目
と

，
検

査
項

目
ご

と
の

判
定

基
準

を
定

め
る

。
内

容
×

ａ
. 
設

工
認

に
従

っ
て

行
わ

れ
た

も
の

で
あ

る
こ

と
。

内
容

×
ｂ
．

技
術

基
準

規
則

に
適

合
す

る
も

の
で

あ
る

こ
と

。
内

容
×

（
４

）
検

査
項

目
ご

と
の

判
定

結
果

を
踏

ま
え

，
検

査
対

象
の

原
子

炉
施

設
が

前
号

ａ
.お

よ
び

ｂ
.の

基
準

に
適

合
す

る
こ

と
を

最
終

判
断

す
る

。
内

容
×

４
．

検
査

実
施

責
任

者
は

，
検

査
項

目
ご

と
の

判
定

業
務

を
検

査
員

に
行

わ
せ

る
こ

と
が

で
き

る
。

こ
の

と
き

，
検

査
員

と
し

て
次

の
各

号
に

掲
げ

る
事

項
の

い
ず

れ
か

を
満

た
す

者
を

指
名

す
る

。
行

為
→

検
査

実
施

責
任

者
×

（
１

）
第

４
条

に
定

め
る

保
安

に
関

す
る

組
織

の
う

ち
，

検
査

対
象

と
な

る
設

置
ま

た
は

変
更

の
工

事
を

実
施

し
た

組
織

と
は

別
の

組
織

の
者

。
内

容
×

（
２

）
検

査
対

象
と

な
る

設
置

ま
た

は
変

更
の

工
事

の
調

達
に

お
け

る
供

給
者

の
な

か
で

，
当

該
工

事
を

実
施

し
た

組
織

と
は

別
の

組
織

の
者

。
内

容
×

（
３

）
前

号
に

掲
げ

る
供

給
者

と
は

別
の

，
当

該
検

査
業

務
に

係
る

役
務

の
供

給
者

。
内

容
×

５
．

検
査

実
施

責
任

者
は

，
検

査
内

容
お

よ
び

検
査

対
象

設
備

の
重

要
度

に
応

じ
て

，
検

査
実

施
責

任
者

お
よ

び
前

項
に

規
定

す
る

検
査

員
の

立
会

頻
度

を
定

め
，

そ
れ

を
実

施
す

る
。

行
為

→
検

査
実

施
責

任
者

×

６
．

各
課

長
は

，
第

３
項

お
よ

び
第

４
項

に
係

る
事

項
に

つ
い

て
，

次
の

各
号

を
実

施
す

る
。

行
為

→
各

課
長

×
５

職
位

は
施

設
、

設
備

を
所

管
し

て
い

な
い

（
１

）
検

査
業

務
に

係
る

役
務

を
調

達
す

る
場

合
，

当
該

役
務

の
供

給
者

に
対

し
て

管
理

を
行

う
。

内
容

×
（
２

）
検

査
に

係
る

記
録

の
管

理
を

行
う

。
内

容
×

（
３

）
検

査
に

係
る

要
員

の
教

育
訓

練
を

行
う

。
内

容
×

所
長

は
，

原
子

炉
施

設
が

技
術

基
準

規
則

に
適

合
す

る
も

の
で

あ
る

こ
と

を
定

期
に

確
認

す
る

た
め

の
定

期
事

業
者

検
査

（
以

下
，

本
条

に
お

い
て

「
検

査
」
と

い
う

。
）
を

統
括

す
る

。
行

為
→

所
長

×

２
．

検
査

総
括

責
任

者
は

，
第

４
条

に
定

め
る

保
安

に
関

す
る

組
織

の
う

ち
，

検
査

対
象

と
な

る
設

備
を

所
管

ま
た

は
点

検
を

実
施

し
た

組
織

と
は

別
の

組
織

の
者

を
，

検
査

実
施

責
任

者
と

し
て

指
名

す
る

。
行

為
→

検
査

統
括

責
任

者
×

３
．

前
項

の
検

査
実

施
責

任
者

は
，

次
の

各
号

を
実

施
す

る
。

行
為

→
検

査
実

施
責

任
者

×
（
１

）
検

査
の

実
施

体
制

を
構

築
す

る
。

内
容

×

（
２

）
検

査
要

領
書

※
１
を

定
め

，
そ

れ
を

実
施

す
る

。
内

容
×

（
３

）
検

査
対

象
の

原
子

炉
施

設
が

技
術

基
準

規
則

に
適

合
す

る
も

の
で

あ
る

こ
と

を
判

断
す

る
た

め
に

必
要

な
検

査
項

目
と

，
検

査
項

目
ご

と
の

判
定

基
準

を
定

め
る

。
内

容
×

（
４

）
検

査
項

目
ご

と
の

判
定

結
果

を
踏

ま
え

，
検

査
対

象
の

原
子

炉
施

設
が

前
号

の
基

準
に

適
合

す
る

こ
と

を
最

終
判

断
す

る
。

内
容

×
４

．
検

査
実

施
責

任
者

は
，

検
査

項
目

ご
と

の
判

定
業

務
を

検
査

員
に

行
わ

せ
る

こ
と

が
で

き
る

。
こ

の
と

き
，

検
査

員
と

し
て

次
の

各
号

に
掲

げ
る

事
項

の
い

ず
れ

か
を

満
た

す
者

を
指

名
す

る
。

行
為

→
検

査
実

施
責

任
者

×

（
１

）
第

４
条

に
定

め
る

保
安

に
関

す
る

組
織

の
う

ち
，

検
査

対
象

と
な

る
設

備
の

設
備

管
理

部
署

と
は

別
の

組
織

の
者

。
内

容
×

（
２

）
検

査
対

象
と

な
る

設
備

の
工

事
ま

た
は

点
検

の
調

達
に

お
け

る
供

給
者

の
な

か
で

，
当

該
工

事
ま

た
は

点
検

を
実

施
す

る
組

織
と

は
別

の
組

織
の

者
。

内
容

×
（
３

）
前

号
に

掲
げ

る
供

給
者

と
は

別
の

，
当

該
検

査
業

務
に

係
る

役
務

の
供

給
者

。
内

容
×

５
．

検
査

実
施

責
任

者
は

，
検

査
内

容
お

よ
び

検
査

対
象

設
備

の
重

要
度

に
応

じ
て

検
査

実
施

責
任

者
お

よ
び

前
項

に
規

定
す

る
検

査
員

の
立

会
頻

度
を

定
め

，
そ

れ
を

実
施

す
る

。
行

為
→

検
査

実
施

責
任

者
×

６
．

各
課

長
は

，
第

３
項

お
よ

び
第

４
項

に
係

る
事

項
に

つ
い

て
，

次
の

各
号

を
実

施
す

る
。

行
為

→
各

課
長

×
５

職
位

は
施

設
、

設
備

を
所

管
し

て
い

な
い

（
１

）
検

査
業

務
に

係
る

役
務

を
調

達
す

る
場

合
，

当
該

役
務

の
供

給
者

に
対

し
て

管
理

を
行

う
。

内
容

×
（
２

）
検

査
に

係
る

記
録

の
管

理
を

行
う

。
内

容
×

（
３

）
検

査
に

係
る

要
員

の
教

育
訓

練
を

行
う

。
内

容
×

所
長

は
，

２
号

炉
に

関
し

，
重

要
度

分
類

指
針

に
お

け
る

ク
ラ

ス
１

，
２

，
３

の
機

能
を

有
す

る
機

器
お

よ
び

構
造

物
※

１
な

ら
び

に
常

設
重

大
事

故
等

対
処

設
備

に
属

す
る

機
器

お
よ

び
構

造
物

※
１

※
２
（
以

下
，

本
条

に
お

い
て

「
機

器
お

よ
び

構
造

物
」
と

い
う

。
）
に

つ
い

て
，

営
業

運
転

を
開

始
し

た
日

以
後

３
０

年
を

経
過

す
る

日
ま

で
に

実
施

し
た

以
下

の
事

項
に

つ
い

て
，

第
１

１
条

の
２

に
定

め
る

原
子

炉
の

運
転

期
間

を
変

更
す

る
場

合
，

あ
る

い
は

そ
の

他
経

年
劣

化
に

関
す

る
技

術
的

な
評

価
を

行
う

た
め

に
設

定
し

た
条

件
，

評
価

方
法

を
変

更
す

る
場

合
は

，
当

該
評

価
の

見
直

し
を

行
い

，
そ

の
結

果
に

基
づ

き
，

策
定

し
た

長
期

施
設

管
理

方
針

を
変

更
す

る
。

行
為

→
所

長
×

（
１

）
経

年
劣

化
に

関
す

る
技

術
的

な
評

価
内

容
×

（
２

）
前

号
に

基
づ

く
長

期
施

設
管

理
方

針
の

策
定

※
３

内
容

×

２
．

所
長

は
，

３
号

炉
に

関
し

，
機

器
お

よ
び

構
造

物
に

つ
い

て
，

営
業

運
転

を
開

始
し

た
日

以
後

３
０

年
を

経
過

す
る

日
ま

で
に

，
実

施
手

順
お

よ
び

実
施

体
制

を
定

め
，

こ
れ

に
基

づ
き

，
前

項
（
１

）
，

（
２

）
の

事
項

を
実

施
す

る
。

行
為

→
所

長
×

３
．

所
長

は
，

２
号

炉
お

よ
び

３
号

炉
に

関
し

，
機

器
お

よ
び

構
造

物
に

つ
い

て
，

各
号

炉
毎

，
運

転
期

間
延

長
認

可
申

請
※

４
を

す
る

場
合

に
お

い
て

は
，

営
業

運
転

を
開

始
し

た
日

以
後

４
０

年
を

経
過

す
る

日
ま

で
に

，
実

施
手

順
お

よ
び

実
施

体
制

を
定

め
，

こ
れ

に
基

づ
き

，
第

１
項

（
１

）
，

（
２

）
の

事
項

を
実

施
す

る
。

行
為

→
所

長
×

(定
期

事
業

者
検

査
の

実
施

)

（
原

子
炉

施
設

の
経

年
劣

化
に

関
す

る
技

術
的

な
評

価
お

よ
び

長
期

施
設

管
理

方
針

）
第

1
0
6
条

の
6

第
1
0
6
条

の
5

第
1
0
6
条

の
4
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保
安
規
定
の
各
条
文
に
お
け
る
相
反
性
に
か
か
る
検
討
結
果

島
根

原
子

力
発

電
所

原
子

炉
施

設
保

安
規

定
炉

主
任

の
関

与
規

定
の

性
質

行
為

の
実

施
者

行
為

の
内

容

４
．

所
長

は
，

２
号

炉
お

よ
び

３
号

炉
に

関
し

，
機

器
お

よ
び

構
造

物
に

つ
い

て
，

各
号

炉
毎

，
認

可
※

５
を

受
け

た
延

長
期

間
が

１
０

年
を

超
え

る
場

合
に

お
い

て
は

，
営

業
運

転
を

開
始

し
た

日
以

後
５

０
年

を
経

過
す

る
日

ま
で

に
，

実
施

手
順

お
よ

び
実

施
体

制
を

定
め

，
こ

れ
に

基
づ

き
，

第
１

項
（
１

）
，

（
２

）
の

事
項

を
実

施
す

る
。

行
為

→
所

長
×

課
長

（
技

術
）
は

，
緊

急
事

態
が

発
生

し
た

場
合

に
，

原
子

力
災

害
対

策
活

動
を

行
え

る
よ

う
，

原
子

力
防

災
組

織
を

定
め

る
に

あ
た

り
，

所
長

の
承

認
を

得
る

。
行

為
→

課
長

（
技

術
）

×
２

．
緊

急
時

対
策

本
部

の
本

部
長

は
，

所
長

と
す

る
。

た
だ

し
，

課
長

（
技

術
）
は

，
所

長
が

不
在

の
場

合
に

備
え

て
代

行
者

を
定

め
る

に
あ

た
り

，
所

長
の

承
認

を
得

る
。

行
為

→
課

長
（
技

術
）

×
３

．
原

子
力

災
害

対
策

特
別

措
置

法
に

基
づ

く
措

置
が

必
要

な
場

合
は

，
本

規
定

に
か

か
わ

ら
ず

当
該

措
置

を
優

先
す

る
。

（
以

下
，

本
章

に
お

い
て

同
じ

。
）

行
為

→
課

長
（
技

術
）

×

第
1
0
8
条

課
長

（
技

術
）
は

，
原

子
力

防
災

組
織

の
要

員
を

定
め

る
に

あ
た

り
，

所
長

の
承

認
を

得
る

。
行

為
→

課
長

（
技

術
）

×

課
長

（
技

術
）
は

，
次

の
各

号
全

て
の

要
件

に
該

当
す

る
所

員
お

よ
び

協
力

会
社

従
業

員
等

の
放

射
線

業
務

従
事

者
（
女

子
に

つ
い

て
は

，
妊

娠
不

能
と

診
断

さ
れ

た
者

お

よ
び

妊
娠

の
意

思
の

な
い

旨
を

書
面

で
申

し
出

た
者

に
限

る
。

）
か

ら
，

緊
急

作
業

※
１
に

従
事

さ
せ

る
た

め
の

要
員

（
以

下
「
緊

急
作

業
従

事
者

」
と

い
う

。
）
を

選
定

し
，

所
長

の
承

認
を

得
る

。
行

為
→

課
長

（
技

術
）

×

（
１

）
表

１
０

８
の

２
の

緊
急

作
業

に
つ

い
て

の
教

育
を

受
け

た
上

で
，

緊
急

作
業

に
従

事
す

る
意

思
が

あ
る

旨
を

，
社

長
に

書
面

で
申

し
出

た
者

内
容

×
（
２

）
表

１
０

８
の

２
の

緊
急

作
業

に
つ

い
て

の
訓

練
を

受
け

た
者

内
容

×
（
３

）
実

効
線

量
に

つ
い

て
２

５
０

ミ
リ

シ
ー

ベ
ル

ト
を

線
量

限
度

と
す

る
緊

急
作

業
に

従
事

す
る

要
員

に
あ

っ
て

は
，

原
子

力
災

害
対

策
特

別
措

置
法

第
８

条
第

３
項

に
規

定
す

る
原

子
力

防
災

要
員

，
同

法
第

９
条

第
１

項
に

規
定

す
る

原
子

力
防

災
管

理
者

ま
た

は
同

法
同

条
第

３
項

に
規

定
す

る
副

原
子

力
防

災
管

理
者

で
あ

る
こ

と
。

内
容

×

課
長

（
技

術
）
は

，
原

子
力

防
災

組
織

の
活

動
に

必
要

な
放

射
線

障
害

防
護

用
器

具
お

よ
び

非
常

用
通

信
機

器
等

を
定

め
る

に
あ

た
り

，
所

長
の

承
認

を
得

る
。

行
為

→
課

長
（
技

術
）

×
２

．
課

長
（
発

電
）
お

よ
び

課
長

（
燃

料
技

術
）
は

，
緊

急
時

に
お

け
る

運
転

操
作

に
関

す
る

規
定

類
を

作
成

し
，

制
定

お
よ

び
改

正
に

あ
た

っ
て

は
，

第
７

条
（
原

子
力

発
電

保
安

運
営

委
員

会
）
第

２
項

に
基

づ
き

，
運

営
委

員
会

の
確

認
を

得
る

。
行

為
→

課
長

（
発

電
）
、

（
燃

料
技

術
）

×

第
1
1
0
条

課
長

（
技

術
）
は

，
警

戒
事

態
該

当
事

象
が

発
生

し
た

場
合

ま
た

は
特

定
事

象
が

発
生

し
た

場
合

の
社

内
お

よ
び

国
，

県
，

市
等

の
社

外
関

係
機

関
と

の
連

絡
経

路
ま

た
は

通
報

経
路

を
定

め
る

に
あ

た
り

，
所

長
の

承
認

を
得

る
。

行
為

→
課

長
（
技

術
）

×

第
1
1
1
条

課
長

（
技

術
）
は

，
原

子
力

防
災

組
織

の
要

員
に

対
し

て
，

緊
急

事
態

に
対

処
す

る
た

め
の

総
合

的
な

訓
練

を
毎

年
度

１
回

以
上

実
施

し
，

所
長

に
報

告
す

る
。

行
為

→
課

長
（
技

術
）

×

当
直

長
等

は
，

警
戒

事
態

該
当

事
象

が
発

生
し

た
場

合
ま

た
は

特
定

事
象

が
発

生
し

た
場

合
は

，
第

１
１

０
条

（
通

報
経

路
）
に

定
め

る
経

路
に

従
っ

て
，

所
長

に
報

告
す

る
。

行
為

→
当

直
長

等
×

２
．

所
長

は
，

警
戒

事
態

該
当

事
象

の
発

生
ま

た
は

特
定

事
象

の
発

生
に

つ
い

て
報

告
を

受
け

，
も

し
く

は
自

ら
発

見
し

た
場

合
は

，
第

１
１

０
条

（
通

報
経

路
）
に

定
め

る
経

路
に

従
っ

て
，

社
内

お
よ

び
社

外
関

係
機

関
に

連
絡

ま
た

は
通

報
す

る
。

行
為

→
所

長
×

第
1
1
3
条

所
長

は
，

警
戒

事
態

該
当

事
象

の
発

生
ま

た
は

特
定

事
象

の
発

生
に

つ
い

て
報

告
を

受
け

，
も

し
く

は
自

ら
発

見
し

た
場

合
は

，
緊

急
時

体
制

を
発

令
し

て
，

原
子

力
防

災
組

織
の

要
員

を
招

集
し

，
発

電
所

に
緊

急
時

対
策

本
部

を
設

置
す

る
。

所
長

は
，

緊
急

時
体

制
を

発
令

し
た

場
合

は
，

直
ち

に
電

源
事

業
本

部
部

長
（
原

子
力

管
理

）
に

報
告

す
る

。
行

為
→

所
長

×

本
部

長
は

，
原

子
力

防
災

組
織

を
統

括
し

，
緊

急
時

体
制

を
発

令
し

た
場

合
に

お
い

て
次

の
応

急
措

置
を

実
施

す
る

。
行

為
→

本
部

長
（
所

長
）

×
（
１

）
警

備
お

よ
び

避
難

誘
導

内
容

×
（
２

）
放

射
能

影
響

範
囲

の
推

定
内

容
×

（
３

）
医

療
活

動
内

容
×

（
４

）
消

火
活

動
内

容
×

（
５

）
汚

染
拡

大
の

防
止

内
容

×
（
６

）
線

量
評

価
内

容
×

（
７

）
応

急
復

旧
内

容
×

（
８

）
原

子
力

災
害

の
発

生
ま

た
は

拡
大

防
止

を
図

る
た

め
の

措
置

内
容

×
（
９

）
資

機
材

の
調

達
お

よ
び

輸
送

内
容

×

第
1
1
5
条

原
子

力
緊

急
事

態
宣

言
発

令
後

，
本

部
長

は
，

第
１

１
４

条
（
応

急
措

置
）
で

定
め

る
応

急
措

置
を

継
続

実
施

す
る

。
行

為
→

本
部

長
（
所

長
）

×

本
部

長
は

，
緊

急
作

業
従

事
者

が
緊

急
作

業
期

間
中

に
受

け
る

線
量

を
可

能
な

限
り

低
減

す
る

た
め

，
次

の
事

項
を

実
施

す
る

。
行

為
→

本
部

長
（
所

長
）

×
（
１

）
緊

急
作

業
従

事
者

が
緊

急
作

業
に

従
事

す
る

期
間

中
の

実
効

線
量

お
よ

び
等

価
線

量
を

表
１

１
５

の
２

に
定

め
る

項
目

お
よ

び
頻

度
に

基
づ

き
評

価
す

る
と

と
も

に
，

法
令

に
定

め
る

線
量

限
度

を
超

え
な

い
よ

う
に

被
ば

く
線

量
の

管
理

を
実

施
す

る
。

内
容

×

（
２

）
原

子
炉

施
設

の
状

況
お

よ
び

作
業

内
容

を
考

慮
し

，
放

射
線

防
護

マ
ス

ク
の

着
用

等
の

放
射

線
防

護
措

置
を

講
じ

る
。

内
容

×
２

　
本

部
長

は
，

緊
急

作
業

従
事

者
に

対
し

，
緊

急
作

業
期

間
中

お
よ

び
緊

急
作

業
に

係
る

業
務

か
ら

離
れ

る
際

，
医

師
に

よ
る

健
康

診
断

を
実

施
す

る
。

行
為

→
本

部
長

（
所

長
）

×

第
1
1
6
条

本
部

長
は

，
事

象
が

収
束

し
，

緊
急

時
体

制
を

継
続

す
る

必
要

が
な

く
な

っ
た

場
合

は
，

関
係

機
関

と
協

議
し

た
上

で
，

緊
急

時
体

制
を

解
除

し
，

そ
の

旨
を

社
内

お
よ

び
社

外
関

係
機

関
に

連
絡

す
る

。
行

為
→

本
部

長
（
所

長
）

×

原
子

炉
施

設
の

運
転

お
よ

び
管

理
を

行
う

所
員

へ
の

保
安

教
育

を
実

施
す

る
に

あ
た

り
，

具
体

的
な

保
安

教
育

内
容

お
よ

び
そ

の
見

直
し

頻
度

を
定

め
た

「
力

量
お

よ
び

教
育

訓
練

基
本

要
領

」
に

基
づ

き
，

次
の

各
号

を
実

施
す

る
。

内
容

×

（
緊

急
時

訓
練

）

（
通

報
経

路
）

（
緊

急
時

体
制

の
発

令
）

（
応

急
措

置
）

（
緊

急
時

に
お

け
る

活
動

）

（
緊

急
作

業
従

事
者

の
線

量
管

理
等

）

（
緊

急
時

体
制

の
解

除
）

（
緊

急
作

業
従

事
者

の
選

定
）

（
原

子
力

防
災

資
機

材
等

の
整

備
）

（
通

報
）

（
所

員
へ

の
保

安
教

育
）

（
原

子
力

防
災

組
織

）

（
原

子
力

防
災

組
織

の
要

員
）

第
1
1
7
条

第
1
1
5
条

の
2

第
1
1
4
条

第
1
1
2
条

第
1
0
9
条

第
1
0
8
条

の
2

第
1
0
7
条

第
1
0
6
条

の
6
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保
安
規
定
の
各
条
文
に
お
け
る
相
反
性
に
か
か
る
検
討
結
果

島
根

原
子

力
発

電
所

原
子

炉
施

設
保

安
規

定
炉

主
任

の
関

与
規

定
の

性
質

行
為

の
実

施
者

行
為

の
内

容

（
１

）
原

子
力

人
材

育
成

セ
ン

タ
ー

所
長

は
，

毎
年

度
，

原
子

炉
施

設
の

運
転

お
よ

び
管

理
を

行
う

所
員

へ
の

保
安

教
育

実
施

計
画

を
表

１
１

７
－

１
，

２
，

３
の

実
施

方
針

に
基

づ
き

作
成

し
，

原
子

炉
主

任
技

術
者

お
よ

び
所

長
の

確
認

を
得

て
，

電
源

事
業

本
部

部
長

（
原

子
力

管
理

）
の

承
認

を
得

る
。

行
為

→
原

子
力

人
材

育
成

セ
ン

タ
ー

所
長

→
保

安
教

育
実

施
計

画
の

確
認

→
炉

主
任

の
職

務
遂

行

（
２

）
原

子
力

人
材

育
成

セ
ン

タ
ー

所
長

は
，

（
１

）
の

保
安

教
育

実
施

計
画

の
策

定
に

あ
た

り
，

第
６

条
（
原

子
力

発
電

保
安

委
員

会
）
第

２
項

に
基

づ
き

保
安

委
員

会
の

確
認

を
得

る
。

行
為

→
原

子
力

人
材

育
成

セ
ン

タ
ー

所
長

×

（
３

）
各

課
長

は
，

（
１

）
の

保
安

教
育

実
施

計
画

に
基

づ
き

，
保

安
教

育
を

実
施

す
る

。
原

子
力

人
材

育
成

セ
ン

タ
ー

所
長

は
，

年
度

毎
に

実
施

結
果

を
所

長
お

よ
び

電
源

事
業

本
部

部
長

（
原

子
力

管
理

）
に

報
告

す
る

。
行

為
→

各
課

長
→

保
安

教
育

を
実

施
×

教
育

の
実

施

た
だ

し
，

各
課

長
が

，
定

め
ら

れ
た

基
準

に
従

い
，

各
項

目
の

全
部

ま
た

は
一

部
に

つ
い

て
，

十
分

な
知

識
お

よ
び

技
能

を
有

し
て

い
る

と
認

め
た

者
に

つ
い

て
は

，
該

当
す

る
教

育
に

つ
い

て
省

略
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

行
為

→
各

課
長

→
保

安
教

育
の

省
略

×
教

育
の

実
施

（
４

）
原

子
力

人
材

育
成

セ
ン

タ
ー

所
長

は
，

保
安

教
育

の
具

体
的

な
内

容
に

つ
い

て
，

定
め

ら
れ

た
頻

度
に

基
づ

き
見

直
し

を
行

う
。

行
為

→
原

子
力

人
材

育
成

セ
ン

タ
ー

所
長

×

総
務

課
長

は
，

原
子

炉
施

設
に

関
す

る
作

業
を

協
力

会
社

が
行

う
場

合
は

，
当

該
協

力
会

社
従

業
員

の
発

電
所

入
所

時
に

安
全

上
必

要
な

教
育

が
表

１
１

８
の

実
施

方
針

に
基

づ
き

実
施

さ
れ

て
い

る
こ

と
を

確
認

す
る

。
な

お
，

総
務

課
長

は
，

教
育

の
実

施
状

況
を

確
認

す
る

た
め

，
教

育
現

場
に

適
宜

立
ち

会
う

。
た

だ
し

，
総

務
課

長
が

，
電

源
事

業
本

部
部

長
（
原

子
力

管
理

）
に

よ
り

あ
ら

か
じ

め
承

認
さ

れ
た

基
準

に
従

い
，

各
項

目
の

全
部

ま
た

は
一

部
に

つ
い

て
，

十
分

な
知

識
お

よ
び

技
能

を
有

し
て

い
る

と
認

め
た

者
に

つ
い

て
は

，
該

当
す

る
教

育
に

つ
い

て
省

略
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

行
為

→
総

務
課

長
×

２
．

課
長

（
放

射
線

管
理

）
は

，
原

子
炉

施
設

に
関

す
る

作
業

の
う

ち
，

管
理

区
域

内
に

お
け

る
業

務
を

協
力

会
社

が
行

う
場

合
は

，
当

該
業

務
に

従
事

す
る

協
力

会
社

従
業

員
に

対
し

，
安

全
上

必
要

な
教

育
が

表
１

１
８

の
実

施
方

針
に

基
づ

き
実

施
さ

れ
て

い
る

こ
と

を
確

認
す

る
。

な
お

，
課

長
（
放

射
線

管
理

）
は

，
教

育
の

実
施

状
況

を
確

認
す

る
た

め
教

育
現

場
に

適
宜

立
ち

会
う

。
た

だ
し

，
課

長
（
放

射
線

管
理

）
が

，
電

源
事

業
本

部
部

長
（
原

子
力

管
理

）
に

よ
り

あ
ら

か
じ

め
承

認
さ

れ
た

基
準

に
従

い
，

各
項

目
の

全
部

ま
た

は
一

部
に

つ
い

て
，

十
分

な
知

識
お

よ
び

技
能

を
有

し
て

い
る

と
認

め
た

者
に

つ
い

て
は

，
該

当
す

る
教

育
に

つ
い

て
省

略
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

行
為

→
課

長
（
放

射
線

管
理

）
×

３
．

課
長

（
発

電
）
は

，
放

射
性

廃
棄

物
処

理
設

備
に

関
す

る
業

務
の

補
助

を
協

力
会

社
が

行
う

場
合

は
，

当
該

業
務

に
従

事
す

る
協

力
会

社
従

業
員

に
対

し
，

表
１

１
７

－
１

，
２

，
３

の
実

施
方

針
の

う
ち

，
「
放

射
性

廃
棄

物
処

理
設

備
の

業
務

に
関

わ
る

者
」
に

準
じ

る
保

安
教

育
実

施
計

画
を

定
め

て
い

る
こ

と
を

確
認

す
る

。
原

子
力

人
材

育
成

セ
ン

タ
ー

所
長

は
，

そ
の

内
容

を
原

子
炉

主
任

技
術

者
お

よ
び

所
長

の
確

認
を

得
て

，
電

源
事

業
本

部
部

長
（
原

子
力

管
理

）
の

承
認

を
得

る
。

行
為

→
課

長
（
発

電
）

×

４
．

課
長

（
発

電
）
ま

た
は

課
長

（
燃

料
技

術
）
は

，
燃

料
取

替
に

関
す

る
業

務
の

補
助

を
協

力
会

社
が

行
う

場
合

は
，

当
該

業
務

に
従

事
す

る
協

力
会

社
従

業
員

に
対

し
，

表
１

１
７

－
１

，
２

，
３

の
実

施
方

針
の

う
ち

，
「
燃

料
取

替
の

業
務

に
関

わ
る

者
」
に

準
じ

る
保

安
教

育
実

施
計

画
を

定
め

て
い

る
こ

と
を

確
認

す
る

。
原

子
力

人
材

育
成

セ
ン

タ
ー

所
長

は
，

そ
の

内
容

を
原

子
炉

主
任

技
術

者
お

よ
び

所
長

の
確

認
を

得
て

，
電

源
事

業
本

部
部

長
（
原

子
力

管
理

）
の

承
認

を
得

る
。

行
為

→
課

長
（
発

電
）
、

（
燃

料
技

術
）

×

５
．

各
課

長
は

，
火

災
，

重
大

事
故

等
発

生
時

お
よ

び
大

規
模

損
壊

発
生

時
に

お
け

る
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
に

関
す

る
業

務
の

補
助

を
協

力
会

社
に

行
わ

せ
る

場
合

は
，

当
該

業
務

に
従

事
す

る
協

力
会

社
従

業
員

に
対

し
，

安
全

上
必

要
な

教
育

が
表

１
１

７
－

１
の

実
施

方
針

の
う

ち
「
運

転
員

以
外

の
技

術
系

所
員

」
に

準
じ

る
保

安
教

育
（
火

災
発

生
時

の
措

置
に

関
す

る
こ

と
，

緊
急

事
態

応
急

対
策

等
，

原
子

力
防

災
対

策
活

動
に

関
す

る
こ

と
（
重

大
事

故
等

発
生

時
お

よ
び

大
規

模
損

壊
発

生
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

を
含

む
。

）
。

）
の

実
施

計
画

を
定

め
て

い
る

こ
と

を
確

認
す

る
。

原
子

力
人

材
育

成
セ

ン
タ

ー
所

長
は

，
そ

の
内

容
を

原
子

炉
主

任
技

術
者

お
よ

び
所

長
の

確
認

を
得

て
，

電
源

事
業

本
部

部
長

（
原

子
力

管
理

）
の

承
認

を
得

る
。

行
為

→
各

課
長

×
５

職
位

は
施

設
、

設
備

を
所

管
し

て
い

な
い

６
．

各
課

長
は

，
第

３
項

，
第

４
項

お
よ

び
第

５
項

の
保

安
教

育
実

施
計

画
に

基
づ

き
保

安
教

育
が

実
施

さ
れ

て
い

る
こ

と
を

確
認

す
る

。
原

子
力

人
材

育
成

セ
ン

タ
ー

所
長

は
，

そ
の

実
施

結
果

を
所

長
お

よ
び

電
源

事
業

本
部

部
長

（
原

子
力

管
理

）
に

報
告

す
る

。
な

お
，

各
課

長
は

，
教

育
の

実
施

状
況

を
確

認
す

る
た

め
教

育
現

場
に

適
宜

立
ち

会
う

。
た

だ
し

，
各

課
長

が
，

電
源

事
業

本
部

部
長

（
原

子
力

管
理

）
に

よ
り

あ
ら

か
じ

め
承

認
さ

れ
た

基
準

に
従

い
，

各
項

目
の

全
部

ま
た

は
一

部
に

つ
い

て
，

十
分

な
知

識
お

よ
び

技
能

を
有

し
て

い
る

と
認

め
た

者
に

つ
い

て
は

，
該

当
す

る
教

育
に

つ
い

て
省

略
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

行
為

→
各

課
長

→
電

源
事

業
補

b
b
部

長
に

報
告

×

各
課

長
，

当
直

長
お

よ
び

原
子

力
人

材
育

成
セ

ン
タ

ー
所

長
は

，
表

１
１

９
－

１
の

う
ち

，
1
.に

つ
い

て
は

保
存

し
，

そ
の

他
に

つ
い

て
は

，
適

正
※

に
作

成
し

，
保

存
す

る
。

な
お

，
記

録
の

作
成

に
あ

た
っ

て
は

，
法

令
に

定
め

る
記

録
に

関
す

る
事

項
を

遵
守

す
る

。
行

為
→

各
課

長
、

当
直

長
お

よ
び

原
子

力
人

材
育

成
セ

ン
タ

ー
所

長
→

記
録

の
作

成
、

保
管

×

２
．

検
査

の
責

任
者

は
，

表
１

１
９

－
２

お
よ

び
表

１
１

９
－

３
に

定
め

る
検

査
に

関
す

る
記

録
に

つ
い

て
適

正
※

に
作

成
し

，
保

存
す

る
。

な
お

，
記

録
の

作
成

に
あ

た
っ

て
は

，
法

令
に

定
め

る
記

録
に

関
す

る
事

項
を

遵
守

す
る

。
行

為
→

検
査

の
責

任
者

→

３
．

組
織

は
，

表
１

１
９

－
４

に
定

め
る

保
安

に
関

す
る

記
録

を
適

正
※

に
作

成
し

，
保

存
す

る
。

な
お

，
記

録
の

作
成

に
あ

た
っ

て
は

，
法

令
に

定
め

る
記

録
に

関
す

る
事

項
を

遵
守

す
る

。
行

為
→

組
織

→
記

録
の

作
成

、
保

管
×

各
課

長
ま

た
は

当
直

長
は

，
次

に
定

め
る

事
項

に
該

当
す

る
場

合
ま

た
は

該
当

す
る

お
そ

れ
が

あ
る

と
判

断
し

た
場

合
に

つ
い

て
，

あ
ら

か
じ

め
定

め
ら

れ
た

経
路

に
従

っ
て

，
直

ち
に

所
長

お
よ

び
原

子
炉

主
任

技
術

者
に

報
告

す
る

。
行

為
→

各
課

長
ま

た
は

当
直

長
→

炉
主

任
に

報
告

→
炉

主
任

の
職

務
遂

行

（
１

）
運

転
上

の
制

限
を

満
足

し
て

い
な

い
と

判
断

し
た

場
合

。
（
第

７
２

条
）

内
容

×
（
２

）
放

射
性

液
体

廃
棄

物
ま

た
は

放
射

性
気

体
廃

棄
物

に
つ

い
て

放
出

管
理

目
標

値
を

超
え

て
放

出
し

た
場

合
。

（
第

８
７

条
，

第
８

８
条

）
内

容
×

（
３

）
外

部
放

射
線

に
係

る
線

量
当

量
率

等
に

異
常

が
認

め
ら

れ
た

場
合

。
（
第

１
０

０
条

の
２

）
内

容
×

（
４

）
実

用
炉

規
則

第
１

３
４

条
第

２
号

か
ら

第
１

４
号

に
定

め
る

報
告

事
象

が
生

じ
た

場
合

。
内

容
×

（
５

）
第

７
５

条
（
異

常
発

生
時

の
基

本
的

な
対

応
）
第

１
項

ま
た

は
第

２
項

に
定

め
る

異
常

が
発

生
し

た
場

合
。

内
容

×
２

　
所

長
は

，
前

項
で

定
め

る
事

項
に

つ
い

て
報

告
を

受
け

た
場

合
，

社
長

に
報

告
す

る
。

行
為

→
所

長
×

３
　

第
１

項
（
１

）
に

該
当

す
る

場
合

，
そ

の
旨

を
直

ち
に

原
子

力
規

制
委

員
会

に
報

告
す

る
。

定
義

×
４

　
本

条
に

規
定

さ
れ

る
報

告
に

つ
い

て
は

，
「
緊

急
時

の
措

置
要

領
」
に

基
づ

き
実

施
す

る
。

定
義

×

（
協

力
会

社
従

業
員

へ
の

保
安

教
育

）

（
記

録
）

（
報

告
）

第
1
2
0
条

第
1
1
9
条

第
1
1
8
条

第
1
1
7
条
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保
安
規
定
に
定
め
る
炉
主
任
の
職
務
と
各
課
長
の
職
務
に
お
け
る
判
断
の
相
反
性
等
に
関
す
る
評
価
に
つ
い
て
（

1
/2
）

 

表
3
-2

-
1 

保
安
規
定
９
条

 
表

9
-1

で
定
め
ら
れ
る
職
務
（
炉
主
任
の
確
認
事
項
）
に
関
す
る
事
項

 

条
文

 
内
容
 

判
断
要
素
の
有
無

 
判
断
の
実
施
者

 
判
断
の
相
反
性
等
に
関
す
る
評
価

 

第
12

条
 

第
５
項
，
第
６
項
，
第
８
項
お
よ
び
第
９
項

に
定
め
る
体
制
の
構
築

 

有
（
成
立
性
の
確
認
訓
練
に
お
い

て
，
力
量
が
確
保
で
き
て
い
る
こ

と
の
確
認
）
 

課
長
（
発
電
）

 

課
長
（
技
術
）

 

確
保
す
べ
き
力
量
に
関
し
て
は
，
予
め
定
め
ら
れ
た
基
準
に
基

づ
き
，
客
観
的
に
評
価
で
き
る
こ
と
か
ら
，
判
断
の
相
反
性
は

想
定
さ
れ
な
い
。

 

第
17

条
の

7 
第
３
項
に
定
め
る
成
立
性
の
確
認
訓
練
の
実

施
計
画
（
２
号
炉
）

 

有
（
計
画
の
妥
当
性
）

 
課
長
（
技
術
）

 
計
画
は
，
予
め
定
め
ら
れ
た
基
準
に
従
い
評
価
で
き
る
こ
と
か

ら
、
判
断
の
相
反
性
は
想
定
さ
れ
な
い
。

 

第
17

条
の

8 
第
１
項
に
定
め
る
技
術
的
能
力
の
確
認
訓
練

の
実
施
計
画
（
２
号
炉
）

 

有
（
計
画
の
妥
当
性
）

 
課
長
（
技
術
）

 

第
37

条
 

原
子
炉
冷
却
材
温
度
制
限
値

 
有

（
制

限
値

の
評

価
結

果
の
妥

当

性
）

 

課
長
（
燃
料
技
術
）

 
予
め
定
め
ら
れ
た
基
準
に
基
づ
き
、
客
観
的
に
評
価
で
き
る
こ

と
か
ら
、
判
断
の
相
反
性
は
想
定
さ
れ
な
い
。

 

第
77

条
 

原
子
炉
の
再
起
動

 
有
（
異
常
の
収
束
と
対
策
が
講
じ
ら

れ
て
い
る
こ
と
の
確
認
）

 

当
直
長

 
予
め
定
め
ら
れ
た
基
準
に
基
づ
き
、
客
観
的
に
評
価
で
き
る
こ

と
か
ら
、
判
断
の
相
反
性
は
想
定
さ
れ
な
い
。

 

第
81

条
 

燃
料
取
替
実
施
計
画

 
有
（
燃
料
取
替
実
施
計
画
書
の
妥
当

性
お
よ
び
実
施
結
果
の
確
認
）

 

課
長
（
燃
料
技
術
）

 
予
め
定
め
ら
れ
た
基
準
に
基
づ
き
、
客
観
的
に
評
価
で
き
る
こ

と
か
ら
、
判
断
の
相
反
性
は
想
定
さ
れ
な
い
。

 

第
91

条
 

第
５
項
に
定
め
る
一
時
的
な
管
理
区
域
の
設

定
お
よ
び
解
除

 

第
７
項
に
定
め
る
管
理
区
域
の
設
定
お
よ
び

解
除

 

有
（
管
理
区
域
の
設
定
等
に
関
す
る

妥
当
性
）

 

課
長
（
放
射
線
管
理
）

 
予
め
定
め
ら
れ
た
基
準
に
基
づ
き
、
客
観
的
に
評
価
で
き
る
こ

と
か
ら
、
判
断
の
相
反
性
は
想
定
さ
れ
な
い
。

 

第
1
17

条
 

所
員
へ
の
保
安
教
育
実
施
計
画

 
有
（
計
画
お
よ
び
実
施
結
果
の
妥
当

性
）

 

原
子

力
人

材
育

成
セ

ン

タ
ー
所
長

予
め
定
め
ら
れ
た
基
準
に
基
づ
き
、
客
観
的
に
評
価
で
き
る
こ

と
か
ら
、
判
断
の
相
反
性
は
想
定
さ
れ
な
い
。

 

第
1
18

条
 

協
力
会
社
従
業
員
へ
の
保
安
教
育
実
施
計
画

 
有
（
計
画
お
よ
び
実
施
結
果
の
妥
当

性
）

 

原
子

力
人

材
育

成
セ

ン

タ
ー
所
長

予
め
定
め
ら
れ
た
基
準
に
基
づ
き
、
客
観
的
に
評
価
で
き
る
こ

と
か
ら
、
判
断
の
相
反
性
は
想
定
さ
れ
な
い
。

 

添付資料 3-2 
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保
安
規
定
に
定
め
る
炉
主
任
の
職
務
と
各
課
長
の
職
務
に
お
け
る
判
断
の
相
反
性
等
に
関
す
る
評
価
に
つ
い
て
（

2
/2
）

 

表
3
-2

-
2 

保
安
規
定
９
条

 
表

9
-2

で
定
め
ら
れ
る
職
務
（
炉
主
任
の
報
告
事
項
）
に
関
す
る
事
項

 

条
文

 
内
容
 

判
断
要
素
の
有
無

 
判
断
の
実
施
者

 
判
断
の
相
反
性
等
に
関
す
る
評
価

 

第
17

条
 

火
災
が
発
生
し
た
場
合
に
講
じ
た
措
置
の
結

果
 

有
（
対
応
の
協
議
）

 
－
（
各
課
長
）
 

－
（
当
直
長
）

 

運
転
に
関
す
る
業
務
に
従
事
す
る
職
位
に
つ
い
て
は
，
兼
任
が

可
能
な
職
位
と
し
な
い
。

 

第
17

条
の

2 
内
部
溢
水
が
発
生
し
た
場
合
に
講
じ
た
措
置

の
結
果
（
２
号
炉
）

 

有
（
対
応
の
協
議
）

 
－
（
各
課
長
）

 

－
（
当
直
長
）

 

運
転
に
関
す
る
業
務
に
従
事
す
る
職
位
に
つ
い
て
は
，
兼
任
が

可
能
な
職
位
と
し
な
い
。

 

第
17

条
の

3 
火
山
影
響
等
発
生
時
に
講
じ
た
措
置
の
結
果

（
２
号
炉
）

 

有
（
対
応
の
協
議
）

 
－
（
各
課
長
）

 

－
（
当
直
長
）

 

運
転
に
関
す
る
業
務
に
従
事
す
る
職
位
に
つ
い
て
は
，
兼
任
が

可
能
な
職
位
と
し
な
い
。

 

第
17

条
の

4 
地
震
，
津
波
，
竜
巻
お
よ
び
積
雪
等
が
発
生
し

た
場
合
に
講
じ
た
措
置
の
結
果

 

有
（
対
応
の
協
議
）

 
－
（
各
課
長
）

 

－
（
当
直
長
）

 

運
転
に
関
す
る
業
務
に
従
事
す
る
職
位
に
つ
い
て
は
，
兼
任
が

可
能
な
職
位
と
し
な
い
。

 

第
17

条
の

5 
有

毒
ガ

ス
発

生
時

に
講

じ
た

措
置

の
結

果

（
２
号
炉
）

 

有
（
対
応
の
協
議
）

 
－
（
各
課
長
）

 

－
（
当
直
長
）

 

運
転
に
関
す
る
業
務
に
従
事
す
る
職
位
に
つ
い
て
は
，
兼
任
が

可
能
な
職
位
と
し
な
い
。

 

第
17

条
の

7 
成
立
性
の
確
認
訓
練
の
結
果
（
２
号
炉
）

 
無
（
結
果
の
報
告
）

 
－
（
課
長
（
技
術
））

 
判
断
要
素
は
無
し
。

 

第
17

条
の

8 
技
術
的
能
力
の
確
認
訓
練
の
結
果
（
２
号
炉
）
 

無
（
結
果
の
報
告
）

 
－
（
課
長
（
技
術
））

 
判
断
要
素
は
無
し
。

 

第
23

条
 

制
御
棒
操
作
手
順

 
有
（
制
御
棒
操
作
手
順
の
妥
当
性
の

確
認
）

 

課
長
（
燃
料
技
術
）

 
運
転
に
関
す
る
業
務
に
従
事
す
る
職
位
に
つ
い
て
は
，
兼
任
が

可
能
な
職
位
と
し
な
い
。

 

第
35

条
 

原
子
炉
停
止
時
冷
却
系
以
外
の
手
段
で
崩
壊

熱
除
去
が
で
き
る
期
間

 

有
（
評
価
結
果
の
妥
当
性
）

 
課
長
（
燃
料
技
術
）

 
運
転
に
関
す
る
業
務
に
従
事
す
る
職
位
に
つ
い
て
は
，
兼
任
が

可
能
な
職
位
と
し
な
い
。

 

第
65

条
 

要
求
さ
れ
る
代
替
措
置
の
確
認
（
２
号
炉
）

 
有
（
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
な
い

場
合

に
お

け
る

代
替

措
置

の
妥

当

性
）

 

当
直
長

 

課
長
（
計
測
）

 

課
長
（
電
気
）

 

課
長
（
保
修
管
理
）

 

課
長
（
原
子
炉
）

 

課
長
（
タ
ー
ビ
ン
）

 

課
長
（
土
木
）

 

課
長
（
放
射
線
管
理
）

 

運
転
に
関
す
る
業
務
に
従
事
す
る
職
位
に
つ
い
て
は
，
兼
任
が

可
能
な
職
位
と
し
な
い
。
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条
文

 
内
容
 

判
断
要
素
の
有
無

 
判
断
の
実
施
者

 
判
断
の
相
反
性
等
に
関
す
る
評
価

 

第
68

条
 

制
御
棒
操
作
手
順

 
有
（
制
御
棒
操
作
手
順
の
妥
当
性
）
 

課
長
（
燃
料
技
術
）

 
予
め
定
め
ら
れ
た
基
準
に
基
づ
き
、
客
観
的
に
評
価
で
き
る
こ

と
か
ら
、
判
断
の
相
反
性
は
想
定
さ
れ
な
い
。

 

第
72

条
 

運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
な
い
と
判
断

し
た
場
合

 

無
（
連
絡
を
受
け
る
の
み
）

 
当
直
長

 

各
課
長
（
課
長
（
品
質
保

証
）
，
総
務
課
長
，
課
長

（
技
術
）
，
課
長
（
核
物

質
防
護
）
，
課
長
（
建
設

管
理
）
，
課
長
（
保
修
技

術
）
，
課
長
（
土
木
）
，
課

長
（
建
築
）
お
よ
び
課
長

（
SA

工
事
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
）
を
除
く
）

判
断
要
素
は
無
し
。

 

運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
る
と
判
断
し

た
場
合

 

有
（
判
断
の
妥
当
性
）

 
当
直
長

 

課
長
（
燃
料
技
術
）

 

運
転
に
関
す
る
業
務
に
従
事
す
る
職
位
に
つ
い
て
は
，
兼
任
が

可
能
な
職
位
と
し
な
い
。

 

運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
な
い
と
判
断

し
た
時
点
の
前
の
原
子
炉
の
状
態
へ
の
移
行

ま
た
は
原
子
炉
熱
出
力
の
復
帰

 

有
（
判
断
の
妥
当
性
）

 
課
長
（
発
電
）

 
運
転
に
関
す
る
業
務
に
従
事
す
る
職
位
に
つ
い
て
は
，
兼
任
が

可
能
な
職
位
と
し
な
い
。

 

第
73

条
 

必
要
な
安
全
措
置

 
有
（
措
置
の
妥
当
性
）

 
各
課
長
（
課
長
（
品
質
保

証
）
，
総
務
課
長
，
課
長

（
技
術
）
，
課
長
（
核
物

質
防
護
）
，
課
長
（
建
設

管
理
）
，
課
長
（
保
修
技

術
）
，
課
長
（
土
木
）
，
課

長
（
建
築
）
お
よ
び
課
長

（
SA

工
事
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
）
を
除
く
）

運
転
に
関
す
る
業
務
に
従
事
す
る
職
位
に
つ
い
て
は
，
兼
任
が

可
能
な
職
位
と
し
な
い
。
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条
文

 
内
容
 

判
断
要
素
の
有
無

 
判
断
の
実
施
者

 
判
断
の
相
反
性
等
に
関
す
る
評
価

 

運
転
上
の
制
限
外
か
ら
復
帰
し
て
い
る
と
判

断
し
た
場
合

 

有
（
措
置
の
妥
当
性
）

 
当
直
長

 

各
課
長
（
課
長
（
品
質
保

証
）
，
総
務
課
長
，
課
長

（
技
術
）
，
課
長
（
核
物

質
防
護
）
，
課
長
（
建
設

管
理
）
，
課
長
（
発
電
）
，

課
長
（
保
修
技
術
）
，
課

長
（
土
木
）
，
課
長
（
建

築
）
お
よ
び
課
長
（

S
A
工

事
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
）
を
除

く
）

 

運
転
に
関
す
る
業
務
に
従
事
す
る
職
位
に
つ
い
て
は
，
兼
任
が

可
能
な
職
位
と
し
な
い
。

 

第
75

条
 

異
常
が
発
生
し
た
場
合
の
原
因
調
査
お
よ
び

対
応
措
置

 

有
（
原
因
お
よ
び
対
応
措
置
の
妥
当

性
）

 

各
部
長

 
運
転
に
関
す
る
業
務
に
従
事
す
る
職
位
に
つ
い
て
は
，
兼
任
が

可
能
な
職
位
と
し
な
い
。

 

第
76

条
 

異
常
の
収
束

 
有

（
異

常
の

収
束

の
判

断
の
妥

当

性
）

 

当
直
長

 
運
転
に
関
す
る
業
務
に
従
事
す
る
職
位
に
つ
い
て
は
，
兼
任
が

可
能
な
職
位
と
し
な
い
。

 

第
81

条
 

第
３
項
に
定
め
る
取
替
炉
心
の
安
全
性
の
評

価
結
果

 

有
（
「
取
替
炉
心
の
安
全
性
評
価
報

告
書
）
の
妥
当
性
）

 

課
長
（
燃
料
技
術
）

 
予
め
定
め
ら
れ
た
基
準
に
基
づ
き
、
客
観
的
に
評
価
で
き
る
こ

と
か
ら
、
判
断
の
相
反
性
は
想
定
さ
れ
な
い
。

 

第
1
20

条
 

運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
な
い
と
判
断

し
た
場
合

 

無
（
報
告
を
受
け
る
の
み
）

 
当
直
長

 

各
課
長
（
課
長
（
品
質
保

証
）
，
総
務
課
長
，
課
長

（
技
術
）
，
課
長
（
核
物

質
防
護
）
，
課
長
（
建
設

管
理
）
，
課
長
（
保
修
技

術
）
，
課
長
（
土
木
）
，
課

長
（
建
築
）
お
よ
び
課
長

（
SA

工
事
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
）
を
除
く
）

判
断
要
素
は
無
し
。
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条
文

 
内
容
 

判
断
要
素
の
有
無

 
判
断
の
実
施
者

 
判
断
の
相
反
性
等
に
関
す
る
評
価

 

放
射
性
液
体
廃
棄
物
ま
た
は
放
射
性
気
体
廃

棄
物
に
つ
い
て
放
出
管
理
目
標
値
を
超
え
て

放
出
し
た
場
合

 

無
（
報
告
を
受
け
る
の
み
）

 
課
長
（
発
電
）

 

課
長
（
放
射
線
管
理
）

 

判
断
要
素
は
無
し
。

 

外
部
放
射
線
に
係
る
線
量
当
量
率
等
に
異
常

が
認
め
ら
れ
た
場
合

 

無
（
報
告
を
受
け
る
の
み
）

 
課
長
（
放
射
線
管
理
）

 
判
断
要
素
は
無
し
。

 

「
実
用
発
電
用
原
子
炉
の
設
置
，
運
転
等
に

関
す
る
規
則
」（

以
下
「
実
用
炉
規
則
」
と
い

う
。）

 

第
１
３
４
条
第
２
号
か
ら
第
１
４
号
に
定
め

る
報
告
事
象
が
生
じ
た
場
合

 

有
（
事
象
に
対
す
る
判
断
）
 

各
課
長

 
予
め
定
め
ら
れ
た
基
準
に
基
づ
き
、
客
観
的
に
評
価
で
き
る
こ

と
か
ら
、
判
断
の
相
反
性
は
想
定
さ
れ
な
い
。
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社
内
規
程
（
原
子
炉
主
任
技
術
者
の
選
任
・
解
任
お
よ
び
職
務
等
に
関
す
る
運
用
手
順
書
）
に
定
め
る
具
体
的
な
炉
主
任
の
職
務
と

5
職
位
の
職
務
の
関
係
に
つ
い
て

 

炉
主
任
の
職
務

 
左
記
職
務
と

5
職
位
の
職
務
の
関
係

 

６
．
主
任
技
術
者
の
職
務

 

（
１
）
運
転
に
従
事
す
る
者
へ
の
指
示

 

原
子
炉
施
設
の
運
転
に
関
し
保
安
上
必
要
な
場
合
は
，
運
転
に
従
事
す
る
者
（
発
電
所
長
を
含
む
。）

へ
指
示
す
る
。
た
だ
し
，
指
示
は
書
面
「
指
示
書
」

(様
式
は
任
意

)

で
行
う
も
の
と
す
る
。

 

炉
主
任
と
し
て
選
任
さ
れ
た
者
に
対
す
る
、
保
安
の
た
め
の
指
示
の

義
務
を
明
確
化
し
た
も
の

 

（
２
）
文
書
・
記
録
の
確
認

 

ａ
．
保
安
規
定
第
９
条
（
主
任
技
術
者
の
職
務
等
）
表
９
－
１
に
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
，
島
根
原
子
力
発
電
所
長
（
以
下
，「

所
長
」
と
い
う
。）

の
承
認
に
先
立
ち
確
認
す

る
。

 

ｂ
．
保
安
規
定
第
９
条
（
主
任
技
術
者
の
職
務
等
）
表
９
－
２
に
定
め
る
各
職
位
か
ら
の
報
告
内
容
等
を
確
認
す
る
。

 

ｃ
．
保
安
規
定
第
９
条
（
主
任
技
術
者
の
職
務
等
）
表
９
－
３
に
定
め
る
記
録
の
内
容
を
確
認
す
る
。

 

ｄ
．
そ
の
他
，
保
安
規
定
に
お
け
る
要
求
事
項
で
は
な
い
が
，
保
安
の
監
督
を
行
う
上
で
必
要
な
文
書
・
記
録
に
つ
い
て
確
認
す
る
。

 

・
重
要
な
工
事
（
※
）
に
つ
い
て
計
画
段
階
か
ら
完
了
段
階
ま
で
の
各
段
階
で
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
工
事
・
購
入
に
関
す
る
文
書
等

（
※
）
重
要
な
工
事
：
施
設
管
理
の
重
要
度
「
Ａ
」
の
工
事
を
い
う
。

 

・
定
期
試
験
記
録
（
表
－
１
参
照
）

 
等

保
安
規
定
で
定
め
ら
れ
る
職
務
と
し
て
、
添
付
資
料

3
に
て
整
理
し

て
い
る
事
項
で
あ
り
、
こ
れ
ら
は

Q
M

S
の
も
と
、
社
内
規
程
で
実

施
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
判
断
の
相
反
性
は
想
定
さ
れ
な
い
。

 

（
３
）
社
長
へ
の
事
故
・
故
障
報
告

 

保
安
規
定
第
１
２
０
条
（
報
告
）
第
１
項
で
規
定
す
る
事
象
が
発
生
し
た
場
合
ま
た
は
該
当
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
判
断
し
た
場
合
，
社
長
へ
報
告
す
る
。

 

ａ
．
状
況
の
確
認

 

保
安
規
定
第
１
２
０
条
（
報
告
）
第
１
項
で
規
定
す
る
事
象
発
生
の
報
告
を
連
絡
責
任
者
か
ら
受
け
た
場
合
，
自
ら
の
責
任
に
お
い
て
，
関
係
す
る
設
備
，
施
設
の
状
態

を
直
接
確
認
す
る
か
ま
た
は
関
係
者
か
ら
必
要
な
情
報
を
収
集
す
る
こ
と
に
よ
り
事
態
を
確
認
す
る
。

 

ｂ
．
社
長
へ
の
報
告
手
段

 

社
長
へ
の
報
告
は
，
参
考
資
料
（
ト
ラ
ブ
ル
等
の
報
告
経
路
お
よ
び
社
長
（
代
行
者
含
む
）
へ
の
連
絡
先
）
に
基
づ
き
，
以
下
の
と
お
り
実
施
す
る
。

 

①
平
日
通
常
勤
務
時
間
帯
の
場
合

社
内
電
話
，
携
帯
電
話
，
社
内
メ
ー
ル
，
携
帯
電
話
の
メ
ー
ル
の
順
に
よ
り
報
告
を
行
う
。

 

②
平
日
通
常
時
間
帯
以
外
，
休
日
の
場
合

携
帯
電
話
，
携
帯
電
話
の
メ
ー
ル
に
よ
り
報
告
を
行
う
。

 

③
発
電
所
来
所
時
等
で
面
会
に
よ
る
報
告
が
可
能
な
場
合

面
会
に
よ
る
報
告
を
第
一
と
す
る
。

 

社
長
に
連
絡
が
付
か
な
い
場
合
に
は
，
代
行
順
位
に
応
じ
て
，
確
実
に
情
報
を
伝
え
る
。

 

な
お
，
電
源
事
業
本
部
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
（
原
子
力
運
営
）
は
，
参
考
資
料
（
ト
ラ
ブ
ル
等
の
報
告
経
路
お
よ
び
社
長
（
代
行
者
含
む
）
へ
の
連
絡
先
）
を
作
成
し
，
主
任

技
術
者
へ
配
布
す
る
。

 

ｃ
．
社
長
へ
の
報
告
の
タ
イ
ミ
ン
グ

 

ａ
．
で
確
認
し
た
と
こ
ろ
に
従
い
速
や
か
に
社
長
へ
報
告
す
る
。

 

な
お
，

a.
で
確
認
し
た
状
況
に
つ
い
て
，
当
該
事
象
の
原
因
，
対
策
に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
可
能
性
が
あ
る
新
た
な
情
報
を
主
任
技
術
者
と
し
て
確
認
し
た
場
合
は
，

社
長
に
追
加
の
報
告
を
す
る
。

 

炉
主
任
と
し
て
選
任
さ
れ
た
者
に
対
す
る
、
社
長
へ
の
報
告
の
義
務

等
を
定
め
た
も
の
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炉
主
任
の
職
務

 
左
記
職
務
と

5
職
位
の
職
務
の
関
係

 

（
４
）
社
長
へ
の
保
安
の
監
督
状
況
報
告

 

ａ
．
定
期
的
な
報
告

 

（
ａ
）
報
告
内
容

 

発
電
所
の
保
安
監
督
状
況
に
つ
い
て
，
以
下
の
観
点
か
ら
報
告
を
行
う
。

 

○
発
電
所
の
保
安
活
動
に
対
す
る
概
括
的
な
所
見

 

○
発
電
所
の
状
況
に
関
し
，
留
意
す
べ
き
点
お
よ
び
そ
の
状
況

 

○
そ
の
他
必
要
と
判
断
さ
れ
る
事
項

 

（
ｂ
）
社
長
へ
の
報
告
手
段

 

面
会
，

T
V
会
議
，
社
内
電
話
，
社
内
メ
ー
ル
の
い
ず
れ
か
に
よ
り
，
社
長
へ
確
実
に
情
報
を
伝
え
る
。

 

報
告
内
容
の
一
例
を
以
下
に
示
す
。

 

○
発
電
所
の
運
転
，
保
安
活
動
の
状
況

 

○
原
子
炉
施
設
の
維
持
・
管
理
状
況

 

○
原
子
炉
等
規
制
法
に
基
づ
く
各
種
申
請
，
届
出
の
適
切
性

 

○
そ
の
他
気
づ
き
事
項

 

（
ｃ
）
社
長
へ
の
報
告
の
タ
イ
ミ
ン
グ

 

原
則
と
し
て
四
半
期
に
１
回
報
告
す
る
。

 

ｂ
．
必
要
に
応
じ
た
報
告

 

（
ａ
）
報
告
内
容

 

所
長
と
主
任
技
術
者
の
意
見
が
異
な
り
，
主
任
技
術
者
が
保
安
の
確
保
上
問
題
が
あ
る
と
判
断
し
た
場
合
，
主
任
技
術
者
は
，
そ
の
旨
を
直
接
社
長
に
報
告
す
る
。

 

（
ｂ
）
社
長
へ
の
報
告
手
段

 

社
長
へ
の
報
告
は
，
参
考
資
料
（
ト
ラ
ブ
ル
等
の
報
告
経
路
お
よ
び
社
長
（
代
行
者
含
む
）
へ
の
連
絡
先
）
に
基
づ
き
，
以
下
の
と
お
り
実
施
す
る
。

 

①
平
日
通
常
勤
務
時
間
帯
の
場
合

 

社
内
電
話
，
携
帯
電
話
，
社
内
メ
ー
ル
，
携
帯
電
話
の
メ
ー
ル
の
順
に
よ
り
報
告
を
行
う
。

 

ま
た
，
必
要
に
応
じ
て
，
ワ
ー
ク
フ
ロ
ー
の
併
用
も
考
慮
す
る
こ
と
に
よ
り
，
可
能
な
限
り
詳
細
な
情
報
を
社
長
に
提
供
す
る
。

 

②
平
日
通
常
時
間
帯
以
外
，
休
日
の
場
合

 

携
帯
電
話
，
携
帯
電
話
の
メ
ー
ル
に
よ
り
報
告
を
行
う
。

 

③
発
電
所
来
所
時
等
で
面
会
に
よ
る
報
告
が
可
能
な
場
合

 

面
会
に
よ
る
報
告
を
第
一
と
す
る
。

 

社
長
に
連
絡
が
付
か
な
い
場
合
に
は
，
代
行
順
位
に
応
じ
て
，
確
実
に
情
報
を
伝
え
る
。

 

同
上

 

（
５
）
会
議
へ
の
出
席

 

会
議
へ
の
出
席
が
成
立
条
件
と
な
っ
て
い
る
原
子
力
発
電
保
安
委
員
会
，
原
子
力
発
電
保
安
運
営
委
員
会
に
つ
い
て
は
必
ず
出
席
し
，
必
要
に
応
じ
て
，
主
任
技
術
者
と
し

て
意
見
を
表
明
す
る
。

 

な
お
，
以
下
の
会
議
に
は
会
議
へ
の
成
立
条
件
と
は
な
っ
て
い
な
い
が
情
報
入
手
の
観
点
か
ら
適
宜
出
席
し
，
必
要
に
応
じ
て
意
見
を
述
べ
る
。

 

○
朝
会

 

○
島
根
原
子
力
発
電
所

 原
子
力
品
質
保
証
運
営
委
員
会

 

○
ト
ラ
ブ
ル
対
応
会
議

 

各
種
会
議
体
へ
の
出
席
を
定
め
た
も
の
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炉
主
任
の
職
務

 
左
記
職
務
と

5
職
位
の
職
務
の
関
係

 

○
緊
急
時
対
策
本
部
に
お
け
る
対
策
会
議

そ
の
他
，
上
記
以
外
の
発
電
所
で
開
催
さ
れ
る
会
議
に
つ
い
て
も
自
由
に
出
席
す
る
こ
と
に
よ
り
原
子
炉
施
設
の
保
安
に
関
し
必
要
な
情
報
お
よ
び
発
電
所
の
運
転
管
理
，

施
設
管
理
の
状
況
・
体
制
に
関
す
る
情
報
を
得
る
。

 

（
６
）
巡
視
等

 

ａ
．
巡
視
お
よ
び
定
期
試
験
へ
の
立
会
い

 

必
要
に
応
じ
て
原
子
炉
施
設
の
巡
視
お
よ
び
定
期
試
験
へ
の
立
会
い
を
行
う
こ
と
に
よ
り
原
子
炉
施
設
の
状
況
を
自
ら
把
握
し
，
あ
る
い
は
，
当
直
長
そ
の
他
直
接
原
子

炉
の
運
転
に
従
事
す
る
も
の
か
ら
原
子
炉
施
設
の
運
転
状
況
に
関
す
る
情
報
を
得
て
そ
の
確
認
を
行
う
。

 

な
お
，
原
子
炉
施
設
の
巡
視
を
実
施
し
た
場
合
は
，
記
録
（
様
式
－
４
）
を
作
成
す
る
。

 

ｂ
．
検
査
へ
の
対
応

 

主
任
技
術
者
は
，
所
管
官
庁
お
よ
び
事
業
者
が
法
令
に
基
づ
い
て
実
施
す
る
検
査
に
つ
い
て
指
導
・
監
督
を
行
う
。

 

ｃ
．
設
置
変
更
許
可
申
請
，
設
計
及
び
工
事
の
計
画
認
可
申
請
等
法
令
に
基
づ
く
手
続
き
の
要
否
の
確
認
を
行
う
。

 

巡
視
お
よ
び
定
期
試
験
へ
の
立
会
い
等
に
関
し
て
明
確
化
し
た
も

の
 

（
７
）
社
内
外
の
対
応

 

主
任
技
術
者
と
し
て
職
務
に
資
す
る
た
め
，
必
要
に
よ
り
社
内
の
内
部
監
査
部
門
（
内
部
監
査
部
門

(原
子
力
監
査

)等
）
や
他
社
の
主
任
技
術
者
，
原
子
力
規
制
委
員
会
（
原

子
力
規
制
庁
）
等
の
規
制
当
局
と
意
見
交
換
を
行
う
。

 

ま
た
，
安
全
協
定
に
基
づ
く
ト
ラ
ブ
ル
発
生
時
の
地
元
自
治
体
の
立
入
調
査
に
際
し
て
，
必
要
に
応
じ
て
主
任
技
術
者
と
し
て
の
見
解
を
述
べ
る
。

 

炉
主
任
に
よ
る
社
内
外
の
対
応
を
明
確
化
し
た
も
の

 

（
８
）
そ
の
他
，
原
子
炉
施
設
の
運
転
に
関
す
る
保
安
の
監
督
に
必
要
な
職
務

 

（
１
）
～
（
７
）
以
外
に
原
子
炉
施
設
の
運
転
に
関
す
る
保
安
の
監
督
に
必
要
な
職
務
を
行
う
。

 
炉
主
任
の
権
限
等
を
明
確
に
し
た
も
の
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添付資料 5 

保安規定変更に係る基本方針 

(抜粋) 

令和４年 ９月 

東 北 電 力 株 式 会 社 

東京電力ホールディングス株式会社 

中 部 電 力 株 式 会 社 

北 陸 電 力 株 式 会 社 

中 国 電 力 株 式 会 社 

日本原子力発電株式会社 

電 源 開 発 株 式 会 社 
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2．新規制基準における要求事項 

新規制基準における保安規定に規定すべき法令上の要求事項としては、原子

炉等規制法、「実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則」（以下、「実用炉

規則」という。）及びこれらの法令をもとにした具体的な事項について「実用発

電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則」（以下、

「設置許可基準規則」という。）、「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基

準に関する規則」（以下、「技術基準規則」という。）、「実用発電用原子炉に係る

発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施する

ために必要な技術的能力に係る審査基準」（以下、「技術的能力審査基準」とい

う。）及び「実用発電用原子炉及びその附属施設における発電用原子炉施設保安

規定の審査基準」（以下、「保安規定審査基準」という。）等により定められてい

る。 

2.1 保安規定に規定すべき項目について 

原子炉設置者は、保安規定第１条（目的）に「保安活動を定め、核燃料物質若

しくは核燃料物質によって汚染された物（以下、「核燃料物質等」という。）又は

原子炉による災害の防止を図ることを目的とする。」旨を規定している。この目

的を達成するため、また「実用発電用原子炉施設保安規定の審査について（内

規）」（以下、「旧保安規定審査内規」という。）（旧原子力安全・保安院制定）に

定められている要求事項を満足するため、原子炉設置者は、実施すべき保安活

動内容を保安規定及び保安規定に定める QMSに係る社内規定（以下、「下部規定」

という。）に規定し遵守してきた。保安活動の具体的な内容は以下のとおりであ

る。 

・従事者への保安教育の実施方針、内容等

・原子炉施設の保守管理に関すること

・原子炉施設の品質保証に関すること

・原子炉施設の定期的な評価（定期安全レビュー）に関すること 等 

新規制基準の施行により旧保安規定審査内規から保安規定審査基準へ変更さ

れ内容も一部見直されたことから、旧保安規定審査内規から保安規定審査基準

へ変更された事項を整理し保安規定に反映すべき項目のうち詳細検討が必要な

もの（原子炉設置（変更）許可申請書で確認された原子炉施設の安全性が、運転

段階においても継続して確保されることを担保するために必要な事項（原子炉

設置（変更）許可申請書の成立性の根拠となる事項）に該当すると考えられるも

の）を論点として抽出した。また、旧保安規定審査内規から変更のない部分も含

めて新規制基準の施行による影響の有無を確認し、影響のあるものについて保

安規定へ反映すべき項目の論点として合わせて整理した。（添付資料－１） 

これら法令上及び保安規定審査基準等の要求事項の変更を踏まえ、原子炉設
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置者は論点ごとに保安規定へ反映すべき項目を整理し、必要な改正、制定を行

ったうえで引き続きこれらを遵守する。 

2.2 保安規定及び下部規定に記載すべき事項の考え方について 

保安規定及び下部規定に記載すべき事項の考え方について第 2.2-1図に示し、

以下に詳細な説明を記載する。 

 

第 2.2-1図 保安規定に記載すべき事項の考え方 

2.2.1 保安規定に記載すべき事項について 

原子炉設置者は従来から、原子炉等規制法、実用炉規則、発電用原子力設備に

関する技術基準等（以下、「法令等」という。）の要求事項及び法令等へ適合する

ことを確認した内容（保安管理に係るものに限る。以下、同じ。）については、

保安規定第１条（目的）で定める「核燃料物質等又は原子炉による災害の防止を

図る」ため原子炉設置者の保安活動として必須の事項であり、原子力発電所の

安全性を継続的に確保するうえで原子炉設置者の組織として担保すべき事項で

あることから、その内容を実施する行為者とその行為内容を保安規定へ記載す

ることとしている。保安規定に定める行為者は、法令等へ適合することを確認

した内容の実施について責任を負う責任者となる。 

保安規定への記載に当たっては、法令等の要求事項及び法令等に適合するこ

とを確認した内容を確実に達成するため、原子炉設置者が管理し実施できる内

容の規定とすることが必要である。具体的には、組織の役割分担、文書化する項

目と体系（具体的運用との紐付け）、力量の維持、適用する外部条件（運転上の

制限等）及び各条文における要求事項等が該当する。なお、保安規定に規定され

ている各条文は、基本的にそれぞれが独立した内容を規定しているが、保安規

定の全条文をすべて遵守することにより法令等の要求事項及び法令等に適合す

ることを確認した内容をすべて網羅できる構成としている。 

保安規定は、その内容を変更する場合は、変更内容について原子炉設置者の

・法令等の要求事項

・法令等へ適合することを

確認した内容

（
保
安
規
定
）

（
下
部
規
定
）

「法令等の要求事項」及び 

「法令等へ適合することを確認 

した内容」を確実に実施する 

ため，保安規定には 

・行為者（だれが）

・行為内容（なにを）

を規定

行為内容を実施する手段は， 

QMS文書体系における２次文 

書，３次文書（各分野におけ 

る専門的知識，経験を有す 

る者が制定）で規定 

原子力発電保安運営委員会により，

保安規定で定める文書で規定する事

項が，保安規定に定める行為内容に

適合することを確認 

…事業者が実施する PDCAサイクルにより

 継続的に改善する取り組みが可能 

…継続的に遵守すべき事項を担保
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組織としての階層的なチェックを行い、品質マネジメントシステム計画に定め

る QMS 体系の中で設置される原子力発電保安委員会（委員：原子力・立地本部

長、発電所長、原子炉主任技術者、本社及び発電所の特別管理職）において原子

炉主任技術者や起案部署以外の特別管理職により審議し確認（保安規定第６条）

したうえで、最終的には社長の決定により保安規定変更認可申請が行われるこ

とから、原子炉設置者内においてもその改正の際は階層的なチェックを受ける

文書の位置付けとなっている。このため、保安規定に法令等へ適合することを

確認した内容の行為者及び行為内容を定めることにより、原子炉設置者が必要

な保安活動を継続的に実施することを担保できると考えられる。 

 法令等の要求事項に対する行為者、行為内容を保安規定へ規定した具体的な

例を、別紙１に示す。なお、本資料における保安規定の記載例については、個別

の例を除き柏崎刈羽原子力発電所原子炉施設保安規定（令和 2 年 10 月 30 日

認可）の内容を記載している。 

2.2.2 下部規定に記載すべき事項について 

原子炉設置者が遵守すべき必須事項である法令等へ適合することを確認した

行為内容を保安規定に規定し階層的なチェックを受ける仕組みとする一方で、

原子炉設置者は保安規定第３条（品質マネジメントシステム計画）で定める「原

子力発電所の安全を達成・維持・向上させる」ための取り組みを行おうとする際

に、保安規定に定める行為の範囲内において保安規定の下部規定に実施手段と

しての具体的な実施要領を定めている。 

具体的には、保安規定に定める行為内容を遂行する実施者及び実施内容を下

部規定に規定する。実施者が下部規定に規定されている要領に従い業務を遂行

しＰＤＣＡサイクルを実施した結果、改善すべき事項が抽出された場合は、各

分野の専門的知識や経験を踏まえ文書の改正内容を検討し、保安規定で規定す

る範囲内において改正することにより問題点を改善する。 

下部規定に規定された実施手段が保安規定に定める行為内容に適合すること

の確認は、発電所長、原子炉主任技術者、発電所の特別管理職が参加する原子力

発電保安運営委員会により審議し、確認（保安規定第７条）することにより、発

電所内における組織としての階層的なチェックを行うこととしている。 

2.2.3 新規制基準施行を踏まえた保安規定に記載すべき事項の考え方につい

て 

新規制基準の施行により、原子炉等規制法、実用炉規則、設置許可基準規則、

技術基準規則及び技術的能力審査基準等が改正又は制定されたことから、これ

らに定められている新しい要求事項を満足するために、保安規定及び下部規定

に新たに記載すべき事項が追加となる。 

このうち新規制基準に適合することを確認した内容については、従来の法令

等へ適合することを確認した内容と同様、原子炉設置者の組織が実施する保安
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活動として必須の事項であることから、従来からの考え方に従い、その内容を

実施する行為者とその行為内容については保安規定へ記載することが適切であ

ると考える。また下部規定についても、従来からの考え方に従い保安規定に定

める行為内容を遂行する実施者及び実施内容を記載し、保安規定で定める行為

内容に適合することの確認については原子力発電保安運営委員会により審議し、

確認することが適切であると考える。 
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